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序
章 

 
一
九
六
〇
年
代
の
近
世
史
研
究
は
、
幕
藩
制
構
造
論
が
展
開
さ
れ
て
全
国
的
な

流
通
網
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
散
在
し
た
地
方
史
研
究
を
整
理
し
、

日
本
産
業
史
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
。『
日
本
産
業
史
大
系
』
は
地
方
の
生
活

基
盤
と
し
て
の
産
業
を
と
り
あ
げ
、
歴
史
の
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
産
業
史
の

研
究
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
分
野
で
の
研
究
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
解
明
さ

れ
て
い
な
い
分
野
は
多
数
存
在
す
る
た
め
、
日
本
産
業
の
歴
史
を
全
国
的
に
浮
彫

り
に
し
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方
民
衆
の
生
活
と
社
会
構
造
に
密
接
に
関
連

す
る
郷
土
産
業
の
発
展
を
中
心
と
し
て
地
方
史
研
究
を
重
視
し
考
察
を
お
こ
な
っ

た
。こ
の
な
か
で
初
め
て
近
世
の
酒
造
史
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

総
論
１

の
な
か
で
酒
造
は
主
要
産
業
に
組
み
込
ん
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

在
来
産
業
に
お
け
る
飲
食
物
製
造
工
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
一
九
六
〇
年
代
の
酒
造
業
の
位
置
づ
け
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
産
業
発

展
の
条
件
と
し
て
、
自
然
的
条
件
で
あ
る
「
水
」
と
工
業
生
産
と
の
関
わ
り
の
例

と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
関
西
の
水
の
性
質
か
ら
そ
れ
が
絶
対
条
件
で
は
な
い
と
し

て
い
る
。
加
え
て
、
地
理
的
条
件
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
、
大
消
費
地
で
あ
る
京
・

大
坂
に
近
い
こ
と
、
臨
海
地
域
に
位
置
し
て
お
り
海
上
運
輸
に
よ
る
利
点
が
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
前
期
、
関
東
へ
の
「
下
り
酒
」
と
し
て
全

国
最
盛
を
誇
っ
た
灘
地
方
の
酒
造
業
は
大
坂
・
兵
庫
か
ら
の
入
荷
米
に
依
存
し
て

い
た
が
、
し
だ
い
に
地
域
的
産
業
へ
と
移
行
し
た
と
し
、
幕
藩
制
的
分
業
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
酒
の
流
通
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
長
倉
保
に

よ
る
灘
の
酒
造
業
に
つ
い
て
の
記
述
２

が
あ
り
、
幕
藩
制
の
な
か
で
展
開
す
る
技

術
や
経
営
の
し
く
み
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
世
の
酒
造
業
と
い
え
ば

上
方
、
と
い
う
認
識
を
固
定
化
さ
せ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。 

 

一
九
六
五
年
、『
産
業
史
Ⅱ
』
３

で
は
柚
木
学
に
よ
っ
て
灘
の
酒
造
業
の
全
体
像

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
発
展
の
特
徴
や
新
た
な
技
術
の
導
入
、
労
働
者

組
織
や
酒
屋
経
営
、
販
売
、
衰
退
に
い
た
る
ま
で
、
多
角
的
か
つ
網
羅
的
に
灘
酒

造
業
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
灘
以
外
の
地
域
に
は
焦
点
を
当
て
る
こ
と

は
な
く
、
近
世
の
酒
造
業
の
代
表
格
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。 

 

一
九
七
五
年
、
塩
野
芳
夫
は
「
近
世
の
酒
造
業
に
関
す
る
一
考
察 ―

大
坂
三
郷

を
中
心
と
し
て―

」
４

に
お
い
て
、
畿
内
の
農
村
研
究
の
一
環
と
し
て
経
済
の
発
展

に
と
も
な
っ
て
発
達
し
た
交
通
網
の
要
所
に
築
か
れ
た
自
由
都
市
に
展
開
さ
れ
た

産
業
と
し
て
大
坂
三
郷
の
重
点
を
置
い
て
大
坂
の
近
世
酒
造
業
の
動
向
を
幕
府
の

統
制
と
と
も
に
考
察
し
た
。
塩
野
は
、
酒
造
株
や
市
場
、
米
相
場
な
ど
の
動
き
か

ら
、
大
坂
三
郷
が
摂
津
十
二
郷
の
中
で
特
権
的
地
位
を
保
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
明
治
期
に
は
衰
退
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
商
工
業
を
社
会
的
分
業
の

形
に
お
い
て
組
み
込
ん
だ
特
異
な
封
建
社
会
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
近
世
幕
藩
制
社

会
は
、
政
治
都
市
が
城
下
町
で
あ
る
商
工
的
性
格
を
含
ん
で
お
り
、
大
坂
の
酒
造

業
に
つ
い
て
も
大
坂
三
郷
を
触
れ
頭
と
す
る
体
制
に
同
様
の
動
き
が
み
ら
れ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
灘
目
の
躍
進
は
、
都
市
が
圧
倒
的
優
位
で
あ
っ
た

封
建
社
会
を
崩
す
動
き
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
に
「
近
世
の
酒
造
と
い
え
ば

上
方
」
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
は
じ
め
、
大
坂
を
中
心
と
し
た
地
域
の
酒
造
研
究

が
進
め
ら
れ
た
。 

 

一
九
八
〇
年
代
の
近
世
史
研
究
は
、
幕
藩
体
制
を
支
え
て
い
た
全
国
各
地
の
在

来
産
業
の
生
産
そ
の
も
の
に
着
目
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
で

技
術
面
を
研
究
の
軸
と
し
、
職
人
集
団
の
共
同
体
と
し
て
の
生
産
活
動
や
技
術
の

在
り
方
に
つ
い
て
政
治
や
経
済
よ
り
も
社
会
の
し
く
み
を
重
視
し
て
解
明
が
進
め

ら
れ
た
。
特
に
酒
造
業
に
関
し
て
は
、
幕
藩
制
構
造
論
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
、
そ

の
流
通
網
を
利
用
し
て
大
坂
に
原
料
を
集
め
て
製
造
し
、
江
戸
へ
出
荷
す
る
と
い

う
流
通
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。 

一
九
八
三
年
５

の
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
』
６

は
、
歴
史
的
社
会
の
発
展

を
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
が
生
産
力
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
は
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
意
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識
の
も
と
で
、
自
然
科
学
的
視
点
か
ら
の
「
技
術
史
」
に
加
え
社
会
的
生
産
物
の

市
場
・
流
通
形
態
を
含
ん
だ
「
技
術
の
社
会
史
」
と
し
て
、
技
術
史
を
め
ぐ
る
社

会
史
的
諸
問
題
を
比
較
的
自
由
な
形
で
掘
り
起
こ
し
そ
れ
を
通
じ
て
歴
史
認
識
を

補
強
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
の
な
か
で
、
農
産
加
工
の
技

術
と
し
て
「
酒
造
」
担
当
し
た
柚
木
学
は
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
酒
を
「
朝

廷
の
酒
」「
酒
屋
の
酒
」
と
呼
び
そ
の
制
度
や
醸
造
法
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
加
え

て
、
近
世
酒
造
業
の
展
開
や
酒
造
技
術
、
制
度
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
、
幕
藩
体
制

下
で
の
酒
造
業
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

一
九
八
七
年
、
柚
木
学
は
『
酒
造
り
の
歴
史
』
７

の
な
か
で
、
近
世
酒
造
業
の
発

展
に
重
点
を
置
き
、
社
会
経
済
史
的
側
面
と
醸
造
技
術
史
的
側
面
か
ら
考
察
を
お

こ
な
っ
た
。
近
世
の
酒
造
業
の
発
展
が
著
し
い
関
西
と
幕
藩
体
制
下
の
流
通
網
発

展
に
よ
る
積
酒
造
業
の
展
開
が
み
ら
れ
た
江
戸
を
中
心
に
、
酒
造
地
域
の
移
り
変

わ
り
と
そ
の
統
制
と
発
展
、
酒
造
技
術
や
労
働
状
況
、
経
営
や
販
売
、
輸
送
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
分
析
し
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
の
酒
造
業
の
展
開

過
程
を
概
観
し
て
い
る
。 

 

一
九
八
九
年
に
は
『
社
会
経
済
史
学
』
の
な
か
で
柚
木
学
が
酒
造
史
の
研
究
を

ま
と
め
て
今
後
の
酒
造
史
研
究
の
論
点
を
指
摘
し
て
い
る
８

。
柚
木
は
、
日
本
の
近

代
化
の
過
程
で
、
開
国
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
に
発
展
し
た
在
来
産
業
の
代

表
的
な
も
の
で
あ
る
酒
造
業
に
つ
い
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
酒
造
業
の

展
開
過
程
を
社
会
経
済
史
の
視
点
か
ら
把
握
し
、
そ
れ
の
持
つ
歴
史
を
明
確
に
し

よ
う
と
し
た
。
近
世
で
は
企
業
家
型
の
江
戸
積
酒
造
業
の
動
向
と
対
比
す
る
と
、

地
方
の
限
ら
れ
た
地
酒
市
場
の
中
で
、
小
作
人
の
労
働
に
依
存
す
る
、
小
作
米
の

加
工
業
と
し
て
の
地
主
型
酒
造
業
の
解
明
が
論
点
と
な
っ
た
。
近
代
で
は
、
明
治

政
府
の
酒
造
政
策
に
よ
っ
て
灘
酒
造
家
は
致
命
的
打
撃
を
う
け
た
一
方
、
地
方
の

酒
造
家
は
こ
れ
を
契
機
に
酒
造
業
へ
の
営
業
参
加
が
容
易
に
な
っ
た
。
明
治
前
半

期
の
酒
造
発
展
は
地
域
差
が
顕
著
で
あ
り
、
商
品
生
産
一
般
の
発
展
が
そ
の
ま
ま

反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
格
差
を
埋
め
る
た
め
に
収
益
性
の
高
い
利
潤
が
約
束
さ

れ
る
酒
造
技
術
改
良
と
経
営
の
合
理
化
、
さ
ら
に
新
た
な
る
市
場
開
拓
へ
の
道
を

模
索
さ
れ
始
め
る
。
明
治
後
半
期
は
、
酒
税
を
財
源
と
す
る
明
治
財
政
史
と
政
府

指
導
の
酒
造
技
術
の
問
題
、
酒
造
改
良
運
動
、
酒
造
検
査
制
度
、
醸
造
試
験
所
や

醸
造
協
会
の
設
立
な
ど
、
改
め
て
在
来
産
業
と
し
て
の
酒
造
業
の
発
展
や
生
活
必

需
品
産
業
と
し
て
の
酒
造
業
の
性
格
が
論
点
と
な
る
。
か
つ
て
の
銘
醸
地
灘
酒
造

業
の
新
た
な
発
展
へ
の
契
機
と
、
知
多
酒
造
業
の
後
退
が
す
す
む
一
方
で
伏
見
酒

造
業
が
新
し
く
銘
醸
地
と
し
て
全
国
市
場
へ
飛
躍
す
る
と
い
う
こ
と
も
論
点
と
な

っ
た
。 

一
九
八
九
年
に
同
誌
に
お
い
て
上
村
雅
洋
、
篠
田
壽
夫
、
石
川
健
次
郎
は
各
地

域
の
酒
造
業
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
役
割
を
考
察
し
て
い
る
。 

 

上
村
雅
洋
９

は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
灘
酒
造
業
の
展
開
に
つ
い
て
、
灘

地
方
に
成
立
し
た
理
由
、
台
頭
し
た
技
術
的
要
因
、
幕
末
期
の
停
滞
状
況
と
そ
の

対
処
、
明
治
期
の
近
代
化
に
向
け
た
対
応
と
い
う
視
点
か
ら
明
治
以
降
に
お
け
る

灘
酒
造
業
の
発
展
は
幕
末
期
に
お
け
る
停
滞
を
乗
り
越
え
た
原
動
力
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
原
動
力
は
巨
大
酒
造
家
の
出
現
に
よ
る
経
営
の
安
定
と

合
理
化
が
は
か
ら
れ
た
と
し
た
。
加
え
て
、
販
売
機
構
の
改
善
で
江
戸
市
場
一
辺

倒
か
ら
大
坂
市
場
や
地
方
市
場
を
見
通
し
た
販
路
の
拡
大
を
模
索
す
る
こ
と
で
明

治
期
以
降
も
灘
酒
造
業
の
地
位
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

篠
田
壽
夫
１
０

は
、
愛
知
県
の
主
力
産
業
と
も
い
え
る
酒
造
業
に
つ
い
て
知
多
地

方
に
着
目
し
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
経
済
構
造
の
変
化
、
さ
ら
に
灘
と
比
較
し
て

そ
の
商
品
生
産
と
し
て
の
特
質
を
考
え
る
素
材
と
し
て
知
多
酒
造
業
を
取
り
上
げ

た
。
同
酒
造
業
は
元
禄
期
に
成
立
し
、
寛
政
期
に
か
け
て
発
展
が
み
ら
れ
た
も
の

の
、
文
化
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
江
戸
積
み
に
低
迷
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
嘉

永
か
ら
明
治
前
期
に
か
け
て
再
び
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
の
要
因
と
し
て
、

江
戸
市
場
の
酒
荷
不
足
と
廻
船
船
頭
の
商
人
的
役
割
の
高
ま
り
、
周
辺
農
村
へ
の

貨
幣
経
済
の
浸
透
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
知
多
酒
と
灘
酒
を
比
較
し
、
灘

で
は
巨
大
資
本
の
成
長
で
江
戸
積
み
面
で
も
資
金
力
の
あ
る
特
定
の
問
屋
と
結
ん
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で
長
期
的
に
自
家
の
銘
柄
を
浸
透
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
知
多
は

各
蔵
が
独
立
し
た
ま
ま
で
江
戸
積
み
に
も
仕
切
値
の
高
い
問
屋
を
求
め
て
流
動
す

る
取
引
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
明
治
中
期
に
な
る
と
衰
退
期
へ
入
り
味
噌
や
醤
油

な
ど
の
他
の
醸
造
業
へ
転
業
が
多
く
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
背
景
に
は
中
央

集
権
体
制
の
成
立
と
殖
産
興
業
政
策
が
引
き
起
こ
し
た
流
通
市
場
の
変
化
が
あ
っ

た
と
し
て
い
る
。 

 

石
川
健
次
郎
１
１

は
、
伏
見
酒
造
業
の
特
異
な
発
展
の
実
態
と
そ
の
原
因
を
検
討

し
、
近
代
社
会
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
対
応
の
特
殊
性
を
考
察
し
て
い
る
。
伏
見

町
の
繁
栄
と
共
に
発
展
し
た
伏
見
酒
造
業
だ
っ
た
が
、
宝
暦
か
ら
天
明
期
に
発
令

さ
れ
た
「
勝
手
造
り
令
」
に
よ
っ
て
生
産
量
が
減
少
し
、
経
営
努
力
に
励
む
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
清
酒
の
醸
造
高
が
増
加

し
急
成
長
を
遂
げ
、
革
新
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
産
業
自
体
が
有
し
て
い

る
伝
統
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
そ
の
伝
統
を
背
景
に
積
極
的
な
企
業
者
活
動
が
存

在
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鉄
道
や
広
告
媒
体
な
ど
の
近
代
化
の
成
果
を
伝
統

産
業
と
組
み
合
わ
せ
て
活
用
す
る
姿
勢
を
重
要
視
し
て
お
り
、
移
植
産
業
と
は
異

な
っ
た
伝
統
す
な
わ
ち
在
来
産
業
と
し
て
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。 

一
九
八
〇
年
代
の
酒
造
史
研
究
に
お
い
て
は
酒
造
を
生
産
か
ら
流
通
ま
で
総

合
的
に
と
り
あ
げ
て
お
り
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
は
大
坂
以
外
の
地
域
に
お
け
る

研
究
が
進
ん
だ
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
酒
造
業
分
野
そ
れ
ぞ
れ
に
焦
点
を
当
て

な
が
ら
地
域
別
に
展
開
さ
れ
た
研
究
が
目
立
つ
。 

 

一
九
九
七
年
に
は
小
林
茂
喜
が
「
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
大
町
組
の
酒
造
」
１
２

で
北
安
曇
野
酒
造
業
の
展
開
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
酒
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と

で
幕
府
は
酒
造
統
制
を
図
っ
た
も
の
の
、
商
品
の
消
費
市
場
が
発
達
し
、
庶
民
が

重
要
な
構
成
員
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
効
果
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
背

景
に
は
統
制
に
よ
っ
て
酒
造
量
が
減
少
し
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
利
益
も
減
る
と
考

え
た
酒
造
家
た
ち
に
よ
る
密
造
が
あ
っ
た
。 

 

同
年
、
菅
原
忠
が
「
秋
田
藩
に
招
聘
さ
れ
た
酒
造
技
術
者
に
つ
い
て
」
１
３

で
秋

田
藩
の
御
用
聞
町
人
で
あ
っ
た
那
波
家
が
展
開
し
た
酒
造
御
試
に
つ
い
て
、
上
方

か
ら
の
酒
造
技
術
者
の
選
出
と
待
遇
、
秋
田
で
の
酒
の
出
来
ば
え
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
、
酒
造
御
試
が
秋
田
の
酒
造
技
術
の
向
上
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
も
に
、

秋
田
に
お
け
る
酒
造
発
展
の
黎
明
期
が
形
成
さ
れ
、
秋
田
藩
に
様
々
な
利
益
を
も

た
ら
し
た
と
し
て
い
る
。 

 

一
九
九
八
年
、
柚
木
学
が
『
酒
造
経
済
史
の
研
究
』
１
４

の
な
か
で
近
世
上
方
の

江
戸
積
酒
造
業
の
展
開
過
程
を
近
代
・
財
政
金
融
政
策
と
の
つ
な
が
り
ま
で
を
展

望
し
て
解
明
し
た
。 

 

二
〇
〇
〇
年
代
の
近
世
史
研
究
は
、
様
々
な
分
野
か
ら
多
角
的
に
、
対
象
地
域

を
拡
大
し
て
よ
り
広
範
な
視
点
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
相
反
す
る
と

さ
れ
て
い
た
経
済
史
・
流
通
史
と
社
会
史
と
を
融
合
し
て
論
じ
て
い
る
。 

 

二
〇
〇
四
年
、
吉
田
元
は
「
江
戸
時
代
の
京
都
酒
造
業
」
１
５

で
、
資
料
の
紛
失

に
よ
っ
て
酒
の
販
売
と
酒
造
技
術
の
詳
細
が
不
明
と
な
っ
て
い
た
京
都
の
酒
造
業

に
つ
い
て
、
流
通
と
生
産
の
二
つ
の
面
か
ら
論
じ
た
。
吉
田
は
江
戸
時
代
中
期
か

ら
明
治
二
十
年
代
に
か
け
て
の
京
都
の
酒
屋
に
お
け
る
酒
造
株
高
と
そ
の
譲
渡
、

貸
与
の
記
録
、
米
の
買
入
帳
、
仕
込
み
記
録
が
収
録
さ
れ
た
『
川
本
家
文
書
』
を

用
い
、
江
戸
時
代
京
都
酒
造
業
の
歴
史
と
技
術
の
検
討
を
加
え
た
。
酒
造
株
か
ら

酒
屋
の
軒
数
や
京
都
の
酒
屋
の
経
営
の
様
子
を
分
析
し
て
い
る
。
加
え
て
、
京
都

で
販
売
さ
れ
て
い
た
酒
に
つ
い
て
ま
と
め
、「
天
保
の
飢
饉
」
を
挙
げ
て
京
都
の
衰

退
に
言
及
し
て
い
る
。
酒
造
技
術
は
、
水
車
精
米
が
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
、
酒
造
り
の
分
量
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
酒
の
仕
込

み
に
つ
い
て
細
か
く
分
類
し
て
述
べ
て
い
る
。 

 
二
〇
〇
六
年
に
は
大
舘
右
喜
が「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
規
模
酒
造
業
の
展
開
」

１
６

で
、
関
東
の
非
酒
造
地
帯
で
あ
る
武
蔵
国
比
企
・
入
間
丘
陵
地
域
で
の
農
民
的

小
規
模
酒
造
業
の
存
在
形
態
を
越
後
杜
氏
の
関
東
で
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
分
析

し
た
。
越
後
杜
氏
が
酒
造
生
産
部
門
を
借
り
う
け
、
雇
用
労
働
力
を
も
っ
て
醸
造

経
営
を
成
長
さ
せ
た
と
し
、
杜
氏
技
術
者
集
団
が
経
営
主
体
の
構
築
の
た
め
に
そ
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の
関
係
を
維
持
し
た
と
論
じ
て
い
る
。 

ま
た
、
山
崎
竜
洋
は
同
年
「
寛
政
年
間
日
高
郡
酒
造
屋
「
越
株
」
一
件
関
係
史

料
」
１
７

で
、
紀
伊
国
日
高
郡
内
の
酒
造
屋
た
ち
が
郡
外
か
ら
の
酒
株
流
入
の
不
許

可
を
願
い
出
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
一
件
を
紹
介
し
て
い
る
。 

 

二
〇
〇
七
年
、
松
田
暁
子
は
「
近
世
大
和
郡
山
城
下
町
に
お
け
る
酒
造
仲
間
」

１
８

の
な
か
で
、
近
世
大
和
郡
山
城
下
町
に
お
け
る
酒
造
仲
間
と
そ
の
経
営
の
あ
り

か
た
を
都
市
社
会
史
の
視
点
か
ら
地
域
社
会
構
造
と
関
連
づ
け
て
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
。
藩
の
保
護
政
策
と
町
場
の
拡
大
に
伴
う
酒
の
需
要
の
増
加
に
よ
り
城

下
町
で
の
酒
造
業
が
発
展
し
た
。そ
の
な
か
で
城
下
町
の
酒
造
屋
が「
酒
造
改
役
」

に
管
理
さ
れ
る
体
制
へ
移
行
し
た
。
同
時
に
酒
造
仲
間
と
請
酒
屋
と
の
間
で
売
子

関
係
が
結
ば
れ
た
。
し
か
し
、
請
酒
屋
の
集
団
化
に
よ
っ
て
酒
造
屋
経
営
が
侵
害

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
酒
造
改
役
に
よ
る
新
体
制
が
築
か
れ
た
。
ま
た
、
在
方
の

酒
造
屋
数
の
増
加
で
藩
は
在
方
市
場
を
奪
わ
れ
在
方
へ
の
出
荷
量
と
城
下
の
酒
造

屋
数
・
酒
造
米
高
の
減
少
で
衰
退
が
み
ら
れ
、
酒
造
屋
に
よ
る
請
酒
屋
の
統
轄
が

困
難
と
な
っ
た
と
松
田
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
大
和
郡
山
城
下
で
は
都

市
に
お
け
る
一
次
的
集
団
で
あ
る
町
か
ら
二
次
的
集
団
で
あ
る
酒
造
仲
間
が
形
成

さ
れ
自
立
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
請
酒
屋
に
酒
の
小
売
を
依
存
し
て
い

た
た
め
、
酒
造
屋
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
こ
と
が
大
坂
三
郷
の
構

造
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

二
〇
一
〇
年
に
も
松
田
暁
子
は
「
近
世
在
方
に
お
け
る
酒
造
業
の
展
開
」１
９

で
、

郡
山
藩
を
事
例
に
都
市
と
在
方
の
酒
造
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
元

禄
期
か
ら
天
明
期
に
か
け
て
の
周
辺
在
方
酒
造
の
成
長
が
城
下
の
酒
造
屋
経
営
の

衰
退
を
招
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
当
時
の
在
方
酒
造
の
流
通
に
つ
い
て
は
、
在
方

の
売
り
上
げ
が
停
滞
し
た
こ
と
で
仲
介
業
者
が
出
現
し
、
他
国
売
の
流
通
網
が
成

立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
郡
山
藩
と
池
田
・
灘
地
域
、
飯
田
藩
と
の

比
較
を
通
じ
て
、
池
田
・
灘
地
域
と
の
相
違
点
は
酒
造
政
策
の
転
換
期
と
農
村
・

在
々
酒
造
業
の
展
開
の
時
期
が
不
一
致
で
あ
り
、
郡
山
は
天
明
期
と
元
禄
期
で
あ

る
の
に
対
し
、
池
田
・
灘
地
域
は
享
保
期
で
あ
る
と
指
摘
し
、
飯
田
藩
に
つ
い
て

は
城
下
酒
造
仲
間
の
結
束
の
強
さ
を
指
摘
し
、
郡
山
藩
に
つ
い
て
は
他
所
酒
の
流

入
、
酒
造
株
の
流
出
が
あ
り
、
両
者
で
は
正
反
対
の
事
態
が
進
行
し
て
い
た
と
結

論
付
け
た
。 

二
〇
一
一
年
、
高
橋
伸
拓
は
「
近
世
後
期
上
総
国
に
お
け
る
酒
造
業
経
営
と
関

八
州
拝
借
株―

武
射
郡
飯
櫃
村
池
田
家
を
中
心
に―

」
２
０

で
関
東
の
酒
造
育
成
の

た
め
に
設
け
た
御
免
酒
屋
の
没
収
株
を
希
望
者
に
貸
し
付
け
た
関
八
州
拝
借
株
に

つ
い
て
、
両
総
地
域
に
お
け
る
受
用
状
況
と
受
用
後
の
池
田
家
の
酒
造
業
経
営
か

ら
関
八
州
拝
借
株
が
設
定
さ
れ
た
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
両
総
地
域
で
関
八

州
拝
借
株
を
受
用
し
た
酒
造
人
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
飯
櫃
村
池
田
家
は
拝
借

株
を
受
用
し
酒
造
業
の
継
続
、
経
営
拡
大
に
ま
で
発
展
し
た
。
関
八
州
拝
借
株
を

足
が
か
り
に
酒
造
業
経
営
の
継
続
、
経
営
の
拡
大
を
図
っ
た
例
が
あ
る
こ
と
に
着

目
す
べ
き
で
あ
る
と
高
橋
は
述
べ
て
い
る
。 

 

二
〇
一
三
年
、
羽
田
真
也
は
「
近
世
・
播
州
加
古
郡
新
野
辺
村
に
お
け
る
酒
造

稼
（
出
稼
）
の
展
開
」
２
１

の
な
か
で
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
の
百

姓
の
生
業
の
あ
り
よ
う
を
概
観
し
、
そ
の
時
期
に
お
け
る
酒
造
稼
の
展
開
を
追
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
地
域
の
歴
史
展
開
や
生
業
の
概
観
を
経
て
酒
造
稼
の

展
開
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
酒
造
稼
の
実
態
と
村
の
関
係
に
つ
い
て
、

本
来
村
の
枠
組
み
と
酒
造
稼
の
展
開
と
は
重
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
人
同
士
の
直

接
的
な
関
係
や
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
る
信
頼
関
係
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
加
え
て
、
明
確
な
割
付
基
準
が
み
ら
れ
な
い
な
か
で
の
各
家
の
頭
司
米
賦

課
へ
の
負
担
増
が
稼
人
と
村
役
人
と
の
対
立
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
と
し
た
。 

ま
た
、
同
年
曲
田
浩
和
は
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
知
多
地
域
の
変
容
と
酒
造
業

の
展
開
」
２
２

で
、
知
多
半
島
小
鈴
谷
村
で
荒
村
再
建
の
た
め
に
酒
造
業
が
育
成
さ

れ
た
経
緯
を
述
べ
て
い
る
。
洪
水
や
山
崩
れ
に
よ
っ
て
耕
作
不
可
能
と
な
っ
た
村

の
再
興
に
は
人
手
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
飢
饉
や
流
行
病
で
の
人
口
減
少
で
荒
廃

を
招
い
た
。
そ
の
後
産
業
育
成
に
よ
る
再
建
が
提
案
さ
れ
、
酒
造
業
の
成
長
が
み
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ら
れ
、
村
の
産
業
の
展
開
が
雇
用
を
生
み
出
し
、
人
口
増
加
や
商
売
の
出
現
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
自
治
体
誌
に
お
い
て
も
酒
造
業
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
も
東
北
地
方
の
近
世
に
お
け
る
酒
造
業
に
つ
い
て
は
各
自
治
体
誌
で
次
の

よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

仙
台
藩
内
に
お
け
る
酒
造
の
中
心
は
特
権
商
人
で
、
特
権
的
な
営
業
が
保
証
さ

れ
て
い
た
。
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
仙
台
藩
は
改
革
を
実
施
し
、
酒
造
高
の

増
額
に
よ
る
酒
役
の
増
徴
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
う
消
費
の
増
大
を
見
込
ん
だ

も
の
の
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
貨
幣
経
済
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
清
酒

の
需
要
が
高
ま
り
、
大
飢
饉
が
発
生
し
た
際
に
は
市
中
の
酒
屋
は
増
加
し
、
の
ち

に
酒
造
の
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
２
３

。 

盛
岡
藩
で
の
酒
造
業
は
人
の
多
く
集
ま
る
都
市
や
交
通
の
要
衝
と
な
っ
て
い
た

地
域
で
の
発
展
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
藩
内
の
飢
饉
が
深
刻
に
な
る
と
米
穀
の
生

産
量
の
変
化
に
伴
い
酒
造
統
制
を
実
施
し
、
酒
造
の
抑
制
を
は
か
っ
た
。
飢
饉
に

左
右
さ
れ
な
が
ら
も
、
宿
駅
な
ど
の
往
来
筋
で
の
発
達
は
変
わ
る
こ
と
な
く
近
世

の
酒
造
業
が
営
ま
れ
た
２
４

。 

現
在
の
青
森
県
に
お
い
て
、
盛
岡
藩
領
で
酒
造
業
を
営
む
者
同
士
で
酒
造
仲
間

を
結
成
し
て
酒
屋
組
織
を
運
営
し
て
お
り
、
制
限
さ
れ
た
販
売
地
域
の
な
か
で
の

独
占
販
売
権
を
有
し
て
い
た
。
寛
文
・
延
宝
期
に
大
坂
か
ら
杜
氏
を
招
い
た
こ
と

で
酒
造
業
に
発
展
が
み
ら
れ
、
武
家
の
飲
む
上
級
品
を
造
る
酒
造
業
者
が
存
在
し

て
い
た
。
八
戸
藩
で
は
、
元
禄
期
に
は
す
で
に
清
酒
・
濁
酒
と
も
に
造
ら
れ
て
お

り
、
秋
口
に
仕
込
む
「
稲
刈
酒
」
と
厳
寒
期
に
仕
込
む
「
寒
造
り
酒
」
の
二
期
に

わ
た
っ
て
い
た
２
５

。 

現
在
の
山
形
県
に
相
当
す
る
諸
藩
・
幕
領
で
は
、
酒
造
業
が
米
の
生
産
量
の
影

響
を
受
け
つ
つ
も
、
大
坂
伊
丹
や
越
後
の
酒
造
を
取
り
入
れ
て
そ
の
発
展
を
支
え

て
お
り
、
酒
屋
は
城
下
・
在
町
に
集
中
し
て
い
た
。
ま
た
、
で
き
た
酒
の
販
売
先

は
、
在
郷
町
・
宿
場
町
の
ほ
か
に
、
肘
折
温
泉
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
２
６

。 

会
津
藩
に
お
い
て
農
民
や
町
商
人
が
経
営
し
て
い
た
酒
屋
は
、
酒
造
業
の
発
展

に
よ
っ
て
藩
の
経
営
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
醤
油
・
味
噌
な
ど
の
醸

造
や
養
蚕
を
兼
業
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
結
果
的
に
藩
は
四
万
石
を
超
え
る

米
を
酒
造
に
要
し
て
お
り
、
藩
に
と
っ
て
は
民
間
経
営
へ
干
渉
し
て
自
ら
の
経
営

と
す
る
こ
と
は
大
事
業
で
あ
っ
た
２
７

。 

秋
田
藩
で
は
、
寛
政
期
に
九
代
藩
主
義
和
が
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
酒
造
改

革
に
着
手
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
二
年
、
酒
造
方
が
当
時
御
用
聞
町
人
と
し
て

酒
造
方
・
室
箒
方
見
習
で
あ
っ
た
那
波
祐
助
に
「
他
所
出
酒
」
に
つ
い
て
意
見
を

求
め
た
こ
と
が
発
端
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
酒
を
移
出
し
て
利
益
が
出
る
か

ど
う
か
は
自
分
で
実
際
に
や
っ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
の
た

め
の
資
金
の
拝
借
を
願
い
出
て
い
る
。
文
化
四
年
に
そ
の
許
可
が
下
り
、
試
醸
が

開
始
さ
れ
た
。
こ
の
試
醸
の
目
的
は
関
西
の
酒
造
方
法
を
秋
田
に
取
り
入
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
秋
田
藩
経
済
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
。
実
際
に
大
坂

の
酒
師
を
招
聘
し
て
実
施
し
て
い
た
が
、
試
醸
を
始
め
て
四
年
目
の
文
化
七
年
に

突
然
那
波
祐
助
の
御
試
方
支
配
人
を
罷
免
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
試

醸
が
挫
折
し
た
と
さ
れ
る
。一
方
で
、藩
は
城
下
や
近
在
酒
屋
で
は
居
酒
の
禁
止
、

在
々
か
ら
の
入
酒
・
引
酒
の
禁
止
な
ど
に
よ
っ
て
流
通
面
の
規
制
に
着
手
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
政
策
、
生
産
、
流
通
の
側
面
か
ら
み
る
と
、
政
策
に
つ
い

て
は
幕
府
か
ら
法
令
等
が
全
国
に
向
け
て
発
令
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
各
地

域
の
酒
屋
は
そ
れ
に
従
い
な
が
ら
も
経
営
継
続
に
努
め
た
様
子
が
わ
か
る
。
生
産

に
つ
い
て
は
常
に
最
先
端
の
酒
造
方
法
を
開
発
し
て
き
た
上
方
す
な
わ
ち
関
西
の

酒
造
の
地
域
ご
と
の
特
徴
や
性
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
流
通
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
藩
が
独
自
の
流
通
網
を
使
っ
て
上
方
や
江
戸
に
出
荷
し
て
お
り
、
交

通
網
の
発
展
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。 

 

つ
ま
り
、
近
世
の
酒
造
業
は
、
全
国
一
円
の
政
策
が
出
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的

に
酒
造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
特
徴
と
さ
れ
る
が
、
技
術
の
面
で
上
方
と
そ
れ

以
外
の
地
域
と
で
差
異
が
み
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
上
方
を
経
て
江
戸
に
出
荷
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さ
れ
て
い
る
。 

 
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
上
方
の
酒
造
業
を
対
象
に
し
て
研
究
が
お
こ
な
わ
れ

て
き
た
一
方
、
上
方
以
外
の
地
域
で
も
独
自
に
酒
造
業
の
展
開
が
み
ら
れ
、
そ
こ

か
ら
も
江
戸
や
上
方
に
流
通
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
酒
造
地

は
上
方
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
酒
造
の
中
心
地
は
伊
丹
・
灘
に
あ
る
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
。 

 

全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
酒
造
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
上
方
が
最
も
発

展
し
、
そ
の
中
心
地
と
な
る
一
方
で
、
上
方
以
外
の
地
域
で
も
独
自
の
発
展
を
遂

げ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
幕
藩
体
制
全
体
で
み
た
時
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
近
世
酒
造
史
の
残
さ
れ
た
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
こ
の
課
題
の
解
明
に
取
り
組
み
た
い
が
、
そ
の
際
に
両
者
の
関
係
に

関
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。 

現
在
の
神
戸
市
東
灘
区
に
あ
た
る
『
本
庄
村
史
』
の
な
か
で
、
本
庄
村
か
ら
杜

氏
が
秋
田
に
出
稼
ぎ
に
行
く
旨
の
記
述
２
８

が
あ
り
、
酒
造
生
産
に
お
け
る
交
流
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
元
禄
期
か
ら
上
方
と
秋
田
と

の
間
で
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
秋
田
藩
の
酒
屋
の
史
料
２
９

に
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
上
方
と
地
方
と
の
関
係
が
酒
造
生
産
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
上
方
か
ら
秋
田
に
杜
氏
が
招
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
杜
氏
が
技
術
を
伝
え
、
そ
の
後
秋
田
で
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
他
方
、
秋
田
藩
が
上
方
の
技
術
を
取
り
入
れ
た
こ
と

が
『
那
波
家
文
書
』
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
は
不

十
分
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、『
那
波
家
文
書
』
を
用
い
て
秋
田
で
の
酒
造
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
上

方
と
そ
の
他
の
地
域
と
の
関
係
を
生
産
面
か
ら
考
え
、
幕
藩
体
制
に
お
け
る
生
産

技
術
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
。 

  

一
章 

秋
田
藩
に
お
け
る
酒
造
と
那
波
家 

一
節 

秋
田
の
酒
造 

 

表
1
に
よ
れ
ば
、
秋
田
藩
の
酒
造
高
は
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
頃
の
二
、
三

〇
〇
〇
石
程
度
か
ら
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に
は
六
〇
〇
〇
石
を
超
え
る
が
、

翌
年
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
は
幕
府
の
酒
造
令
に
よ
っ
て
前
年
の
半
分
の
造

高
を
命
じ
ら

れ
、
三
〇
〇

〇
石
あ
ま
り

と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
後
、

元

禄

九

年

（
一
六
九
六
）

に
米
価
の
高

騰
に
よ
っ
て

造
高
が
減
少

し
て
い
る
が
、

お
お
む
ね
享

保
期
ま
で
は

六
〇
〇
〇
石

程
度
を
維
持

し
て
お
り
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
は
一
万
石
余
に
達
し
て
い
る
３
０

。 

表
2
は
近
世
秋
田
の
酒
造
業
の
推
移
に
つ
い
て
、
秋
田
藩
内
、
那
波
家
、
全
国

の
動
向
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
即
し
て
秋
田
藩
に
お
け
る

酒
造
業
の
概
要
を
み
て
い
く
。 

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）「
野
城
川
添
諸
役
算
用
状
」
３
１

に
は
「
酒
か
う
じ
の

役
」
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
酒
に
使
う
麹
の
役
を
指
し
、
佐
竹
氏
の
入
部
以
前

す
で
に
麹
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
は

表 1 秋田藩の酒造高の推移 

年（西暦） （石） 出典 

寛永 7-8（1630-31） 2,000～3,000 p335 

延宝 8（1680） 6,403  

 

 

p338 

天和元（1681） 3,201 

元禄 7（1694） 6,146 

元禄 9（1696） 3,857 

元禄 10（1697） 6,685 

正徳 5（1715） 6,381 

享保 8-11（1723-26） 5,960 

享保 14（1729） 7,947 

文化元（1804） 10,671 p342 

文化 3（1806） 12,525.1006 那 1043 

※延宝 8年から享保 14年までは酒造米の推移より 

 酒造米×0.3で算出 

※享保 8‐11年は 4年間の平均値を表記 

※文化 3年を除く数値は『秋田県史第 3巻近世編下』 

 より引用 
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湊
商
人
か
ら
酒
造
者
に
か
け
ら
れ
る
酒
役
・
麹
役
を
徴
収
し
て
い
た
３
２

こ
と
も
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

 

佐
竹
氏
の
入
部
後
は
、
院
内
銀
山
な
ど
の
多
く
の
鉱
山
や
土
崎
・
能
代
な
ど
の

湊
町
３
３

で
酒
役
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
在
々
で
は
無
役
で
あ
っ
た
。
当
時
は
自
醸

自
飲
の
濁
酒
が
多
く
、販
売
目
的
の
酒
造
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
元
和
期
ま
で
に
は
鉱
山
内
で
の
過
分
な
蔵
米
を
消
費
す
る
た
め
入

酒
を
禁
止
し
て
山
中
造
り
の
み
に
限
定
し
、
麹
屋
は
一
般
向
け
の
麹
の
売
買
を
停

止
し
造
り
酒
屋
の
み
に
販
売
す
る
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
入
酒
に
課
し
て
い
た
分

の
役
の
徴
収
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
室
役
３
４

を
課
し
て
そ
の
不
足
分
を
補
う
動
き

が
み
ら
れ
た
。 

 

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）、
秋
田
藩
は
城
下
町
久
保
田
に
お
い
て
酒
の
升
目
不
足

を
調
べ
、
酒
値
段
を
定
め
、
金
銀
山
酒
屋
へ
の
米
の
貸
付
を
実
施
し
て
お
り
、
藩

の
酒
造
に
お
け
る
関
心
は
町
場
や
鉱
山
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。 

 

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
は
秋
田
・
仙
北
在
々
の
酒
役
・
か
う
ち
（
こ
う
じ
）

役
を
望
む
者
が
出
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
金
山
な
ど
へ
の
移
入
酒
が
あ
っ
た
こ
と

と
在
々
に
お
け
る
酒
の
商
品
化
が
行
わ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
柄
で
あ
る
。

し
か
し
、
藩
が
こ
れ
ら
の
役
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
商
品
化
を
軽
視

し
て
お
り
、
関
心
を
持
つ
に
至
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

酒
役
は
、
横
堀
・
小
野
両
村
の
場
合
、
造
り
酒
の
量
と
質
に
よ
っ
て
上
・
中
・

下
に
区
分
し
、
に
ご
り
酒
の
役
ま
で
存
在
し
た
。
ま
た
、
院
内
銀
山
町
の
場
合
は
、

区
分
は
同
様
だ
っ
た
も
の
の
、
役
銀
の
配
分
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
藩
内
で

一
定
で
は
な
か
っ
た
。価
格
の
高
い
蔵
米
を
原
料
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
銀
山
町
と
、

安
く
て
調
達
の
自
由
な
農
民
米
を
原
料
と
す
る
横
堀
・
小
野
両
村
の
よ
う
な
酒
屋

と
で
は
酒
造
条
件
の
相
違
が
役
高
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
下
の
役
が
二
十

匁
と
す
る
と
、
そ
の
小
酒
屋
は
一
年
に
米
五
俵
か
ら
十
俵
程
度
、
酒
役
の
負
担
者

が
二
十
九
軒
で
あ
り
、
寛
永
期
の
金
・
銀
山
の
酒
屋
へ
の
貸
付
け
米
の
量
な
ど
か

ら
、
領
内
酒
造
高
は
二
〇
〇
〇
石
か
ら
三
〇
〇
〇
石
程
度
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。 

 

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）、
藩
か
ら
幕
府
に
対
し
て
領
内
酒
造
に
関
す
る
口
上
書

を
提
出
し
て
お
り
、
藩
の
農
業
や
経
済
状
況
か
ら
酒
造
の
重
要
性
を
訴
え
た
。
正

徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
も
幕
府
に
領
内
酒
造
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ

は
天
和
元
年
の
口
上
書
の
内
容
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ふ
た

つ
か
ら
、
藩
の
酒
造
に
対
す
る
態
度
は
、
米
作
り
中
心
の
農
業
構
造
と
寒
冷
地
で

あ
る
こ
と
を
条
件
に
酒
造
の
必
要
性
を
主
張
し
、
積
極
的
に
奨
励
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
米
は
領
主
の
直
接
収
入
源
で
も
あ
っ
た
た
め
、
一
定
量
の
主
食
米
の

確
保
と
一
定
の
価
格
維
持
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
寛
永
十
八
年
（
一

六
四
一
）
に
米
の
不
作
の
た
め
新
酒
造
禁
止
を
出
し
た
よ
う
に
、
米
の
出
来
不
出

来
に
よ
っ
て
酒
造
制
限
や
禁
止
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
幕
府
か
ら
の

酒
造
令
を
う
け
て
適
用
す
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
家
用
の
濁
酒
に
つ

い
て
は
禁
止
の
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。 

 

明
暦
期
以
降
、
藩
内
の
酒
造
統
制
が
進
み
、
酒
造
株
の
設
定
や
新
規
酒
屋
停
止

な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
間
、
秋
田
藩
に
お
い
て
酒
造
業
が
発
展
し
た
こ
と

が
酒
造
米
と
酒
屋
の
軒
数
か
ら
推
測
で
き
る
。
加
え
て
、
在
々
酒
屋
に
も
酒
役
が

課
さ
れ
、
藩
の
有
力
な
財
源
と
な
っ
た
。 

 

元
禄
十
～
十
五
年
（
一
六
九
七
～
一
七
〇
二
）
に
は
幕
府
に
よ
る
株
改
め
が
実

施
さ
れ
、
酒
役
の
増
徴
と
統
制
が
お
こ
な
わ
れ
る
一
方
、
寒
造
り
以
外
の
新
酒
が

禁
止
さ
れ
、
兼
業
酒
屋
の
制
限
・
停
止
が
は
か
ら
れ
た
。 

 

こ
の
後
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
か
け
て
徐
々
に
制
限
が
緩
和
さ
れ
、
実

質
的
な
酒
造
自
由
化
時
代
を
迎
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
の
制
限
令
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
発
展
し
た
背
景
に
は
、秋
田
の
寒
冷
な
気
候
が
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
藩
は
「
酒
米
調
方
」
を
設
置
し
、
目
付
と
御
用
聞

町
人
の
中
野
屋
弥
助
・
那
波
三
郎
右
衛
門
・
升
屋
理
助
ら
を
廻
在
・
吟
味
さ
せ
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
酒
造
高
の
増
加
を
は
か
る
目
的
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
天
明
二
年
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（
一
七
八
二
）
に
は
百
姓
が
そ
れ
ぞ
れ
濁
酒
の
手
造
り
を
す
る
の
は
、
米
穀
が
無

駄
に
消
費
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
取
り
締
ま
ら
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る

と
し
、
密
造
酒
を
防
ぐ
た
め
に
室
商
売
か
ら
手
を
引
き
、
麹
室
は
酒
屋
に
限
る
と

し
た
「
室
株
引
上
げ
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
濁
酒
造
り
の
糀
の
入
手

は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
り
、
酒
屋
の
販
売
量
と
酒
役
銀
の
増
加
が
見
込
ま
れ
た
が
、

室
屋
や
農
民
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た
た
め
か
、
ま
も
な
く
撤
回
さ
れ
た
。 

 

翌
年
の
凶
作
に
よ
っ
て
清
酒
・
濁
酒
と
も
に
酒
造
が
一
円
に
禁
止
と
な
っ
た
が
、

濁
酒
に
つ
い
て
は
農
耕
用
と
し
て
こ
の
時
限
り
と
し
て
少
量
の
酒
造
を
許
可
し
た
。 

 

寛
政
期
か
ら
文
化
期
に
至
っ
て
は
、
勝
手
造
り
、
休
株
再
興
、
新
規
酒
屋
な
ど

の
許
可
が
出
た
こ
と
で
酒
造
の
再
興
の
兆
し
が
見
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
化
十

年
（
一
八
一
三
）
か
ら
は
造
高
を
株
札
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
天

保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
鑑
札
が
交
付
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
造
高
の

規
制
が
進
み
、
酒
造
統
制
の
傾
向
が
強
ま
っ
た
。 

 

ま
た
、
表
1
の
よ
う
に
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
の
酒
造
高
が
一
万
石
程
度
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
濁
酒
手
造
り
の
横
行
に
加
え
て
、
領
外
へ
の
移
出
も
原
則
と
し

て
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
停
滞
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。 

 

な
お
、
秋
田
の
酒
は
、
隣
国
の
酒
に
比
べ
て
酒
の
質
が
格
段
に
良
く
な
い
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
３
５

。
そ
れ
は
、
秋
田
の
酒
が
藩
外
に
運
ん
で
い
る
間
に
変
質
し

て
し
ま
う
た
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
３
６

た
め
、
酒
の
質
の
向
上
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。 

 

秋
田
藩
内
に
お
け
る
元
禄
期
以
来
の
酒
造
方
法
を
ま
と
め
た
明
和
八
年
（
一
七

七
一
）
八
月
「
元
禄
時
代
以
来
酒
造
伝
記
録
」
３
７

が
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
も

の
が
表
3
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
大
夏
の
酒
」「
小
夏
の
酒
」「
新
酒
」
３
８

が
一
年
の
う
ち
に
造
ら
れ
、
こ
の
三
つ
に
寒
造
り
を
加
え
た
計
四
回
の
酒
造
３
９

を

一
年
で
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
実
施
さ
れ
た
年
代
と
一
年
間
に
実
施
さ
れ
た
酒
造

回
数
が
四
回
で
あ
る
こ
と
よ
り
、上
方
酒
造
の
な
か
で
も
伊
丹
の
酒
造
を
採
用
し
、

そ
こ
か
ら
杜
氏
を
招
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
変
質
す
る
酒
に
つ
い
て

は
、
石
灰
と
も
や
し
と
焼
酎
を
入
れ
る
こ
と
で
良
く
な
る
４
０

と
も
あ
る
。
な
お
、

湯
沢
で
も
伊
丹
や
大
坂
と
の
交
流
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
４
１

、
前
述
し
た
よ
う
に
、

享
保
期
に
は
灘
か
ら
秋
田
に
出
稼
ぎ
を
し
て
お
り
、
酒
造
技
術
が
秋
田
藩
内
に
拡

大
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
頃
の
秋
田
に
お
け
る
酒
造
方
法
に
決
ま
っ
た

も
の
は
な
く
、
酒
屋
が
そ
れ
ぞ
れ
上
方
と
交
流
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

一
定
の
酒
造
の
水
準
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
秋
田
の
酒
屋

が
技
術
の
向
上
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

酒
の
原
料
と
な
る
米
に
は
玄
米
を
用
い
て
い
た
が
、
精
米
技
術
の
向
上
や
清
酒

の
普
及
と
と
も
に
白
米
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
古
米
を
使
う
こ
と

で
貯
蔵
場
所
な
ど
に
は
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
米
の
糖
化
が
よ
く
進
む

と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
精
米
に
つ
い
て
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
パ
ー
セ
ン

ト
の
搗
き
減
り
で
あ
れ
ば
辛
く
て
良
い
酒
に
は
な
ら
な
い
と
し
、
十
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
搗
き
減
り
で
あ
れ
ば
甘
み
の
あ
る
酒
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
た
４
２

。 

 

麹
は
酒
屋
内
で
自
製
す
る
場
合
と
麹
屋
に
委
託
し
て
製
造
し
て
い
た
場
合
と
が

あ
っ
た
が
４
３

、
自
家
用
の
濁
酒
を
停
止
さ
せ
る
た
め
に
、
麹
屋
に
よ
る
麹
の
販
売

を
制
限
し
、
酒
屋
で
の
み
製
造
を
許
可
し
た
。 

 

近
世
に
お
け
る
秋
田
藩
内
の
酒
屋
軒
数
は
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
七
四

六
軒
あ
り
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
は
八
三
三
軒
に
ま
で
増
加
し
て
お
り
、

四
十
年
あ
ま
り
の
間
に
百
軒
近
く
酒
屋
が
在
方
を
中
心
に
拡
大
し
て
い
る
。ま
た
、

酒
屋
で
は
濁
酒
も
造
っ
て
販
売
し
て
い
た
４
４

が
、
主
に
百
姓
が
造
っ
て
お
り
、
家

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
麹
屋
か
ら
麹
を
購
入
し
て
酒
を
造
っ
て
い
た
。
濁
酒
が
主
流
で

あ
っ
た
の
は
早
く
て
も
元
和
期
頃
ま
で
と
考
え
ら
れ
、
寛
永
か
ら
元
禄
期
に
か
け

て
は
清
酒
に
酒
役
が
課
さ
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
時
期
か
ら
清
酒
が
多
く
造
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
酒
造
を
許
可
さ
れ
て
い
る
酒
屋
は
軒
先

に
酒
箒
を
吊
り
下
げ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
酒
を
造
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
の
か
判
断
し
た
４
５

。 
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寛
政
期
に
は
藩
政
改
革
に
と
も
な
っ
た
領
外
移
出
を
目
指
す
殖
産
興
業
が
展
開

さ
れ
、
国
産
会
所
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
産
物
方
・
開
発
方
・
絹
方
・
酒
造

方
・
製
薬
方
・
木
山
方
・
銅
山
方
か
ら
成
り
、
領
内
の
産
物
に
対
し
て
、
品
質
の

向
上
、
品
種
の
改
善
、
生
産
の
拡
大
な
ど
を
目
的
と
し
た
４
６

。 

こ
の
背
景
に
は
上
方
か
ら
の
杜
氏
の
到
来
の
ほ
か
に
、
幕
藩
制
に
よ
る
農
村
の

発
達
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
酒
が
近
世
初
期
の
城
下
町
・
湊
町
・
鉱
山
町
な
ど

の
閉
鎖
的
空
間
か
ら
、
よ
り
広
い
地
域
の
多
く
の
職
業
の
人
々
に
拡
大
し
て
い
く

様
子
が
軒
数
の
増
加
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
４
７

。 

文
化
期
以
降
、
酒
造
統
制
が
た
び
た
び
実
施
さ
れ
た
な
か
で
も
酒
造
の
発
展
は

進
め
ら
れ
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
は
伊
勢
か
ら
酒
師
を
招
聘
し
て
お
り
４
８

、

酒
造
業
の
発
展
に
は
継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
。 

 

二
節 

那
波
家
に
つ
い
て 

那
波
家
は
、
中
世
播
磨
の
名
族
赤
松
氏
の
系
統
を
ひ
く
武
士
で
、
祐
恵
（
天
文

元
年
～
慶
長
元
年
）
の
代
に
播
州
赤
穂
郡
那
波
ノ
浦
に
移
っ
た
。 

そ
の
後
三
代
宗
恩
（
元
和
元
年
～
天
和
三
年
）
の
時
に
京
都
に
進
出
し
た
。
大

坂
冬
の
陣
に
お
い
て
は
軍
用
物
資
調
達
の
た
め
に
秋
田
藩
と
関
わ
り
を
持
っ
た
。 

宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
京
都
大
火
に
よ
り
秋
田
へ
移
り
、
祐
祥
が
秋
田
初

代
と
な
っ
た
。
代
々
秋
田
藩
御
用
聞
町
人
４
９

と
し
て
多
様
な
役
職
に
就
い
て
い
た
。

祐
祥
（
天
和
二
年
～
延
享
四
年
）
は
秋
田
藩
の
御
用
達
と
し
て
御
燈
油
御
用
（
享

保
九
年
、
一
七
二
四
）、
酒
造
米
調
方
御
用
（
享
保
十
一
年
、
一
七
二
六
）、
御
造

俵
御
用
（
享
保
十
四
年
、
一
七
二
九
）、
胡
麻
油
絞
御
用
（
享
保
十
九
年
、
一
七
三

四
）、
御
蝋
絞
御
用
（
元
文
元
年
、
一
七
三
四
）
を
拝
命
し
た
。
秋
田
三
代
祐
之
（
寛

保
三
年
～
文
化
三
年
）
で
は
酒
米
調
役
（
明
和
六
年
、
一
七
六
九
）、
室
箒
方
直
役

（
天
明
二
年
、
一
七
八
二
）
を
拝
命
し
た
。
秋
田
四
代
祐
生
（
祐
助
・
安
永
元
年

～
天
保
八
年
）
の
時
に
は
、
酒
造
御
試
支
配
人
（
文
化
四
年
、
一
八
〇
七
）、
御
境

口
出
入
調
役
銀
取
纒
支
配
人
（
文
化
十
一
年
、
一
八
一
四
）、
絹
方
支
配
人
（
文
化

十
三
年
、
一
八
一
六
）、
蚕
織
方
兼
境
口
出
入
役
（
文
政
八
年
、
一
八
二
五
）
を
拝

命
し
た
。
酒
造
方
支
配
人
に
つ
い
て
は
、
文
化
七
年
に
解
任
さ
れ
る
も
、
酒
造
方

と
し
て
酒
造
改
革
に
携
わ
る
。 

代
々
那
波
家
の
当
主
は
「
三
郎
右
衛
門
」
の
名
を
襲
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
本
稿
で
は
、
三
代
祐
之
を
三
郎
右
衛
門
、
四
代
祐
生
を
祐
助
と
呼
ぶ
こ
と
と

す
る
。 

そ
の
那
波
家
に
伝
来
す
る
那
波
家
文
書
は
、
秋
田
藩
の
御
用
の
職
務
遂
行
を
記

録
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
和
六
年
（
一
七
六
七
）
か
ら
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）

に
か
け
て
の
藩
の
公
用
や
那
波
家
の
商
業
に
関
す
る
史
料
六
八
四
九
点
が
秋
田
市

立
中
央
図
書
館
明
徳
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
天
保
年
間
か
ら
明
治
初
期

ま
で
の
も
の
が
多
く
、
御
造
俵
御
用
、
油
関
係
文
書
、
酒
造
関
係
文
書
、
絹
方
関

係
文
書
、
鉱
山
関
係
文
書
、
御
境
口
関
係
文
書
と
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か

に
は
大
福
帳
、
金
銭
出
入
の
管
理
帳
簿
な
ど
も
み
ら
れ
る
。 

な
か
で
も
酒
造
関
係
文
書
は
、
酒
造
方
と
酒
造
御
試
方
に
分
か
れ
て
お
り
、
酒

造
方
は
明
和
六
年
か
ら
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
頃
ま
で
の
約
一
五
〇
〇
点
、

酒
造
御
試
方
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
か
ら
文
化
十
一
年
ま
で
約
七
〇
〇
点
の

史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

那
波
家
主
導
の
酒
造
改
革
に
つ
い
て
、
序
章
で
も
取
り
上
げ
た
菅
原
忠
は
『
秋

田
藩
に
招
聘
さ
れ
た
酒
造
技
術
者
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
佐
竹
義
和
に
よ
る
寛

政
改
革
の
一
環
と
し
て
酒
造
改
良
を
実
施
し
た
際
に
招
い
た
上
方
の
酒
造
技
術
者

に
着
目
し
て
、
そ
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
し
、
祐
助
が
御
試
方
支
配
人
を
勤
め

た
文
化
四
年
か
ら
七
年
ま
で
を
三
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
酒
師
の
人
選
に
つ

い
て
は
、
酒
造
が
上
手
か
否
か
を
重
視
し
て
お
り
、
技
術
者
の
増
員
に
際
し
て
も

技
量
が
重
要
事
項
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
酒
師
の
待
遇
は

良
く
、
祐
助
が
御
試
支
配
人
を
解
任
さ
れ
る
ま
で
こ
の
方
針
は
変
わ
ら
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
完
成
し
た
御
試
酒
の
出
来
ば
え
は
、
藩
内
外
で
好
評

価
で
あ
っ
た
が
、祐
助
が
満
足
い
く
も
の
が
で
き
た
と
は
い
え
ず
、そ
の
原
因
は
、
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何
度
も
酒
師
の
交
代
が
あ
っ
た
こ
と
、
変
酒
し
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た

こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
酒
造
方
法
の
伝
授
に
つ
い
て
は
、
少
人
数
で
実
施
す

る
こ
と
で
見
習
い
ひ
と
り
ひ
と
り
の
気
力
の
低
下
を
防
い
だ
と
し
た
。 

文
化
七
年
に
祐
助
が
御
試
方
支
配
人
を
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
酒
造

方
針
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
し
て
い
る
。
も
と
も
と
短
期
間
で
結

果
の
出
る
も
の
で
は
な
い
と
祐
助
は
公
言
し
て
お
り
、
藩
に
も
そ
の
旨
を
伝
え
て

い
る
は
ず
で
あ
る
と
し
、解
任
理
由
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。し
か
し
、

上
方
の
酒
造
技
術
を
取
り
入
れ
た
御
試
を
通
じ
て
、
秋
田
の
酒
造
技
術
の
後
進
性

の
自
覚
、
酒
の
質
や
費
用
に
着
目
し
た
酒
造
技
術
を
吸
収
し
た
こ
と
、
具
体
的
な

酒
造
目
的
が
で
き
た
こ
と
は
、
の
ち
の
秋
田
の
酒
造
発
展
に
も
大
き
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。 

 

三
節 

酒
造
御
試
開
始
前
の
状
況 

こ
の
節
で
は
、
文
化
四
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
御
試
の
は
じ
ま
り
と
も
い
え
る
酒

造
改
良
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

次
の
史
料
1
に
示
す
『
秋
田
市
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
化
二
年
（
一
八
〇

五
）
八
月
二
十
五
日
「
文
化
二
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」
５
０

は
、
他
所
出

酒
の
利
益
に
関
す
る
内
々
の
下
問
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で

酒
造
御
試
の
始
ま
り
を
示
す
史
料
と
さ
れ
て
き
た
。 

【
史
料
1
】 

 

文
化
二
丑
年
八
月
廿
五
日
酒
造
方
他
所
出
酒
に
付
、
御
内
々
御
尋
に
付
御
益

御
不
益
と
相
成
譯
は
、
於
手
元
酒
造
致
見
候
上
之
義
に
無
之
候
て
は
、
明
白

に
不
相
譯
に
付
、
書
載
を
以
て
再
應
御
伺
に
相
及
候
所
、
御
伺
之
通
御
聞
届

被
成
下
並
右
仕
入
に
付
、
御
銀
拝
借
致
候
、（
以
下
略
） 

右
の
史
料
に
つ
い
て
、『
秋
田
県
史
』
で
は
「
酒
造
方
が
当
時
御
用
聞
町
人
と
し

て
酒
造
方
・
室
箒
方
見
習
で
あ
っ
た
祐
助
に
、
他
所
出
酒
に
つ
い
て
意
見
を
求
め

た
」
５
１

と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
誤
り
で
な
い
か
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
時
意
見
を
求
め
ら
れ
た
祐
助
は
す
で
に
酒
造
方
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
御
尋
」
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
「
御
尋
」
は
酒
造
方
以
外
か
ら
銀
の
拝
借
相
手
で
あ
る
勘
定
方
や
財
用
方

に
向
け
た
「
御
尋
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
酒
造
方
が
他
所
出
酒

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
」
と
い
う
解
釈
よ
り
も
「
酒
造
方
の
実
施
す
る
他
所
出

酒
に
つ
い
て
下
問
し
た
」
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
秋
田
藩
が
藩
内
で
造
っ
た
酒
を
移
出
し
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。 

と
こ
ろ
で
、
右
の
「
御
尋
」
に
先
ん
じ
る
文
化
二
年
三
月
、
産
物
方
は
酒
造
改

良
に
つ
い
て
藩
外
の
者
に
意
見
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
詳
細
が
次
の
史
料
2
で
あ

る
。 【

史
料
2
】
５
２ 

 

（
省
略
）
御
財
用
奉
行
之
産
物
方
兼
帯
岡
見
徳
平
様
此
度
新
助
御
代
候
也
、

参
候
処
、
去
年
中
江
戸
御
醫
者
何
某
御
門
人
土
岐
新
甫
様
当
地
江

御
出
之
砌
、

酒
造
之
仕
方
造
様
相
尋
候
処
、
奥
州
会
津
者
同
ク
寒
国
故
、
右
之
国
ニ
而

酒
師

聞
問
遣
可
申
候
段
、
約
速
其
節
那
波
祐
助
名
前
ニ
而

有
通
い
た
し
度
、
御
申
遣

被
成
処
、
此
度
新
甫
様
会
津
ゟ
被
指
出
候
書
状
遣
形
ニ

参
候
段
、
御
書
披
見
仕

候
、
右
者
酒
師
拾
両
糀
師
七
両
ニ
而

年
中
参
候
よ
し
申
来
、
依
之
右
之
尋
ニ

安

部
申
遣
候
、
中
村
新
兵
衛
当
月
江
戸
在
江
へ
参
候
ニ

付
頼
遣
候
、（
以
下
略
） 

江
戸
の
医
者
の
門
下
で
あ
る
土
岐
新
甫
５
３

が
秋
田
に
来
た
際
、産
物
方
５
４

の
岡

見
徳
平
５
５

が
酒
造
方
法
な
ど
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
奥
州
会
津
も
秋
田
と
同
様
に
寒

い
土
地
柄
で
あ
る
た
め
会
津
の
酒
師
に
問
い
合
わ
せ
る
の
が
最
善
で
あ
る
と
土
岐

新
甫
か
ら
回
答
を
受
け
、藩
は
祐
助
の
名
義
で
融
通
し
て
も
ら
う
こ
と
を
頼
ん
だ
。

そ
の
後
、
土
岐
新
甫
は
会
津
か
ら
書
状
を
出
し
、
酒
師
が
十
両
、
糀
５
６

師
が
七
両

で
年
内
に
派
遣
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
産
物
方
は
会
津
か
ら

酒
師
を
招
い
て
酒
造
改
良
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
仲
介
を
土
岐
新
甫

に
頼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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し
か
し
、
祐
助
は
会
津
と
上
方
の
酒
造
と
を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

【
史
料
3
】
５
７ 

 

（
省
略
）
旦
手
元
懸
廻
等
ニ

候
得
者
、
大
坂
之
酒
師
殊
ニ

無
之
存
候
、
大
坂
者

当
国
与
違
寒
国
造
方
い
た
し
と
の
事
ニ

候
得
共
、
寒
国
之
様
子
少
シ
合
点
い

た
し
候
時
者
、
下
地
自
在
ニ

造
候
故
、
無
論
事
ニ

存
候
、
会
津
者
寒
国
故
、
能

当
国
江
移
候
様
ニ

者
候
得
者
、
と
て
も
板
見
・
池
田
之
様
ニ

造
成
な
し
候
、
会

津
ニ
而

近
年
江
戸
へ
酒
遣
よ
し
に
候
得
共
、
下
廻
酒
と
や
し
唱
申
候
而

至
而

下
酒

ニ

い
た
し
候
（
以
下
略
） 

上
方
は
秋
田
と
違
う
寒
造
り
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
造
り
方
が
分
か
れ
ば
酒
母

５
８

を
自
在
に
造
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
秋
田
で
も
寒
造
り
が
で
き

る
。
会
津
は
寒
国
で
あ
る
か
ら
秋
田
に
そ
の
技
術
を
移
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
伊

丹
や
池
田
の
よ
う
に
造
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
近
年
会
津
の
酒
は
江
戸
に

出
し
て
い
る
も
の
の
、
下
廻
酒
と
言
わ
れ
下
酒
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
そ
の
後
の
同
年
八
月
に
は
「
文
化
二
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」

（
史
料
1
）
の
「
御
尋
」
が
あ
り
、
次
の
史
料
4
の
よ
う
に
酒
師
を
招
い
て
他
所

出
酒
用
の
酒
造
り
を
指
導
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
酒
師
は
会
津

の
者
で
は
な
か
っ
た
。 

【
史
料
4
】
５
９ 

（
省
略
）
一
、
津
軽
よ
り
酒
師
相
頼
候
趣
も

甲
（
申
カ
）

出
に
間
違
無
之
様
に
相

頼
、
酒
造
之
儀
心
得
形
是
ま
て
御
町
酒
屋
迚
も
銘
々
家
業
に
預
る
事
に
候
得

は
、
如
在
可
有
之
様
も
無
之
候
所
、
右
之
上
に
も
其
方
所
存
付
置
往
々
潰
酒

屋
等
出
不
申
様
に
精
細
に
心
を
用
所
相
斗
候
、
全
以
其
方
申
上
候
主
意
に
御

基
右
銀
拝
借
披
仰
付
候
事
に
候
（
以
下
略
） 

津
軽
か
ら
酒
師
を
招
い
て
計
画
通
り
酒
造
を
実
施
し
、
そ
の
際
酒
造
改
良
に
取

り
組
ん
で
も
ら
う
酒
屋
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
造
り
方
が
あ
る
が
、
改
良
し
た

方
法
に
従
う
よ
う
に
さ
せ
、
潰
酒
屋
は
出
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
を
藩
か
ら
言

い
つ
け
ら
れ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
当
初
の
酒
造
改
良
は
会
津
の
酒
師
を
招
い
て
お
こ
な
う
方
針
で

あ
っ
た
が
、
の
ち
に
津
軽
に
変
更
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
祐
助
は
産
物
方
が

は
じ
め
に
提
案
し
た
気
候
条
件
の
近
い
会
津
の
酒
は
、
江
戸
を
は
じ
め
全
国
的
に

評
価
は
良
く
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
変
更
の

理
由
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

 

な
お
、
祐
助
は
こ
の
と
き
か
ら
上
方
の
技
術
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
次

の
史
料
5
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。 

 

【
史
料
5
】
６
０ 

 
 

（
省
略
）
是
迄
造
酒
屋
住
居
諸
道
具
水
之
善
悪
米
之
搗
方
等
迄
、
上
方
筋
と

大
ニ

相
違
候
儀
者
、
兼
而

指
心
得
候
得
共
、
形
々
造
酒
致
罷
有
候
、
然
ル

所
風

と
存
附
候
儀
者
、
当
国
米
為
指
登
候
分
、
皆
酒
造
向
滴
リ

割
合
宜
キ

事
ニ

承
リ

、

酒
師
相
頼
酒
造
取
立
申
度
存
付
候
、
後
々
者
国
産
之
一
端
と
て
も
相
至
弘
ク

賣
立
申
度
候
間
、
先
今
年
之
所
ハ
急
々
之
催
シ

故
、
萬
事
調
事
ニ

も
難
及
候
、

粗
々
第
一
入
料
ニ

も
相
抱
候
間
、
乍
御
免
当
千
萬
大
凡
之
儀
被
仰
下
度
奉
希

候
、（
以
下
略
） 

こ
れ
ま
で
の
秋
田
の
酒
造
屋
は
住
居
か
ら
原
料
の
扱
い
に
至
る
ま
で
上
方
と

は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方

法
で
酒
造
を
し
て
き
た
。
秋
田
が
上
方
に
移
出
す
る
米
は
酒
造
向
き
で
あ
る
と
評

判
が
良
い
の
で
そ
の
米
で
良
い
酒
を
造
る
た
め
、
酒
師
を
頼
ん
で
秋
田
で
の
酒
造

を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
後
々
秋
田
の
国
産
の
一
つ
と
し
て

広
く
売
り
立
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
祐
助
は
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
祐
助
は
文
化
二
年
か
ら
上
方
の
酒
造
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
た
が
っ
て
、
藩
は
同
じ
寒
国
で
あ
る
近
隣
地
域
か
ら
酒
師
を
招
い
て
酒
造
改

良
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
祐
助
は
文
化
二
年
の
時
点
か
ら
上
方
か
ら
酒

師
を
招
聘
す
る
こ
と
、
江
戸
で
の
会
津
の
酒
の
評
価
が
低
い
こ
と
を
主
張
し
た
。
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し
か
し
、藩
の
賛
同
は
得
ら
れ
ず
、津
軽
の
酒
師
を
招
く
案
が
藩
か
ら
出
さ
れ
た
。 

な
お
、
酒
の
移
出
を
意
図
し
て
い
た
藩
か
ら
の
下
問
に
対
し
て
、
祐
助
は
酒
造

改
良
を
実
施
し
た
結
果
利
益
が
出
る
か
ど
う
か
は
自
分
で
や
っ
て
み
な
い
と
分
か

ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
回
答
か
ら
、
祐
助
の
考
え
る
「
酒
造
御
試
」
と
は

既
存
の
酒
屋
に
対
す
る
単
な
る
技
術
指
導
で
は
な
く
、
改
良
の
た
め
に
酒
造
方
自

ら
が
実
際
に
酒
造
を
行
う
こ
と
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
こ
の
文
化
二
年
の
史
料
の
中
で
祐
助
は
銀
の
拝
借
を
藩
に
申
し
出
て
お

り
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
6
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

【
史
料
6
】
６
１ 

 

（
省
略
）
願
之
通
文
銀
拾
壹
貫
目
拝
借
被
仰
付
、
都
合
拾
五
貫
目
月
八
朱
之

御
利
足
今
年
よ
り
三
ヶ
年
中
十
一
月
上
納
、
本
銀
は
四
ヶ
年
目
辰
の
十
一
月

よ
り
御
本
銀
二
貮
貫
目
宛
は
御
利
足
共
銀
共
年
々
済
切
り
迄
急
度
上
納
致
其

節
は
至
而
願
筋
等
申
上
間
敷
候
、
萬
一
御
指
支
相
生
候
砌
は
、
委
曲
願
書
相

見
得
候
通
、
酒
造
方
御
役
打
銀
貮
貫
目
並
御
蔵
出
米
百
四
拾
六
俵
を
以
、
拝

借
元
利
御
引
落
可
被
仰
付
候
（
以
下
略
） 

右
の
史
料
に
よ
る
と
、
祐
助
は
文
銀
十
一
貫
目
と
本
銀
四
貫
目
の
合
計
銀
十
五

貫
目
を
拝
借
し
た
。
こ
の
借
銀
の
返
済
期
間
は
四
年
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
試

の
期
間
も
そ
の
程
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
藩
は
祐
助
に
対
し
て
、
御
試
が
採
用
さ
れ
た
際
に
は
酒
造
家
業
に
と
り
か

か
り
、
久
保
田
の
酒
屋
に
他
所
出
酒
の
た
め
に
酒
師
を
招
い
て
、
実
施
す
る
酒
造

に
協
力
す
る
よ
う
に
言
い
聞
か
せ
る
と
い
う
指
示
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
次

の
史
料
7
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

【
史
料
7
】
６
２ 

（
省
略
）
一
、
酒
造
家
業
に
取
掛
り
末
々
惣
御
町
酒
屋
共
へ
申
諭
等
も
致
し

候
様
に
、
能
々
出
精
可
致
候
（
以
下
略
） 

そ
の
後
祐
助
が
、
文
化
二
年
の
秋
に
酒
造
屋
に
な
っ
た
際
の
必
要
経
費
の
見
積

り
（
表
4
）
で
酒
造
改
良
の
実
施
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
る
こ
と
と
、
文
化
四
年

に
御
試
の
資
金
を
文
化
二
年
に
支
給
さ
れ
た
分
へ
の
追
加
を
求
め
て
い
る
６
３

こ

と
か
ら
、
文
化
二
年
に
は
酒
造
改
良
は
実
現
せ
ず
、
そ
の
二
年
後
に
改
め
て
提
案

書
が
出
さ
れ
、
上
方
か
ら
酒
師
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

酒
造
改
良
の
名
称
に
つ
い
て
、
先
に
挙
げ
た
『
秋
田
市
史
』
掲
載
の
史
料
「
文

化
二
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」
の
本
文
に
は
「
御
試
」
と
い
う
言
葉
は
使

わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
表
題
も
当
時
つ
け
ら
れ
た
も
の
か
後
世
に
つ
け
ら
れ
た
も

の
か
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
文
化
二
年
の
史
料
を
も
っ
て
酒
造
御
試

の
始
ま
り
と
断
定
す
る
に
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
前
掲
の
文
化
二
年
の
史
料
1
・
4
・
6
・
7
が
酒
造
御
試
に
関
係

が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。 

次
に
示
す
那
波
家
文
書

1
7
1
5

文
化
四
年
「
酒
造
御
試
に
付
ヶ
条
を
以
御
伺
之

覚
」
６
４

の
中
に
は
、
右
に
挙
げ
た
文
化
二
年
の
史
料
の
拝
借
銀
の
記
述
と
重
複
す

る
箇
所
が
あ
り
、
次
の
史
料
8
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

【
史
料
8
】 

（
省
略
）
一
昨
年
私
江

被
仰
含
候
者
、
銀
拾
五
貫
目
拝
借
可
被
仰
付
者
故
、
酒

屋
ニ

可
相
成
段
被
仰
渡
候
、
右
ニ
而

者
不
足
ニ

御
座
候
故
、
此
度
者
御
銀
弐
拾
五

貫
目
酒
造
方
江

御
分
銀
之
内
ゟ
無
利
足
ニ
而

拝
借
被
仰
付
、
明
年
ゟ
拾
ヶ
年
位

之
返
上
ニ
而

被
仰
付
被
下
置
度
奉
存
候
、（
中
略
）
拝
借
銀
者
難
被
仰
付
、
悉
皆

於
上
御
試
可
被
成
置
、
右
入
料
者
御
預
銀
之
内
ゟ
弐
拾
貫
目
ニ
而

、
万
事
弁
達

之
御
組
を
以
手
廣
ニ

無
之
御
試
可
被
成
置
候
、（
以
下
略
） 

一
昨
年
文
化
二
年
に
銀
十
五
貫
目
の
拝
借
が
認
め
ら
れ
て
祐
助
が
酒
造
を
お

こ
な
う
許
可
を
得
た
が
、
こ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
文
化
四
年
に
追
加

で
銀
二
十
五
貫
目
の
拝
借
を
申
し
出
た
。
そ
れ
に
対
し
て
藩
か
ら
は
酒
造
方
に
預

け
た
う
ち
の
銀
二
十
貫
目
で
賄
う
よ
う
に
と
回
答
が
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
史
料
で
文
化
二
年
に
酒
造
改
良
用
と
し
て
銀
十
五
貫
目
を

拝
借
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
、
文
化
二
年
と
那1

7
1
5

（
文
化
四
年
八
月
）
と
の

間
で
内
容
に
矛
盾
は
み
ら
れ
な
い
。 
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加
え
て
、
藩
の
役
人
で
あ
る
瀬
谷
小
太
郎
・
熊
谷
惣
助
・
山
口
政
右
衛
門
・
岡

見
徳
平
か
ら
祐
助
に
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
秋
田
市
史
』
収
録
の
文
化
四
年
八
月

十
四
日
「
文
化
四
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」
６
５

で
は
同
年
に
言
い
つ
け
ら

れ
た
銀
の
返
済
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

【
史
料
9
】 

 

（
省
略
）
先
頃
一
と
通
酒
師
披
指
下
候
付
、
拝
借
銀
願
申
立
候
得
共
、
於
上

悉
皆
御
試
被
成
候
故
、
拝
借
銀
は
難
被
仰
付
段
被
仰
渡
、
其
後
尚
又
篤
と
被

遂
御
評
議
候
所
迚
も
御
不
案
内
之
儀
に
て
、
夫
々
御
指
圖
に
も
難
被
相
及
因

而
は
、
右
被
仰
渡
御
引
揚
其
方
え
拝
借
銀
貮
拾
貫
目
被
仰
付
、
來
辰
年
よ
り

無
利
息
拾
ヶ
年
賦
返
上
に
て
其
方
酒
造
屋
に
被
成
置
候
、（
以
下
略
） 

も
と
も
と
必
要
経
費
に
つ
い
て
、
文
化
二
年
は
酒
造
方
に
渡
し
た
資
金
か
ら
工

面
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
が
、
文
化
四
年
に
な
る
と
別
に
藩
か
ら
資
金
を
貸

し
出
す
方
針
に
な
り
、
翌
文
化
五
年
か
ら
無
利
息
で
十
年
間
か
け
て
返
済
す
る
こ

と
と
し
た
。
こ
の
史
料
か
ら
、
資
金
に
即
す
と
、
文
化
二
年
と
四
年
と
で
は
藩
の

酒
造
に
対
す
る
姿
勢
が
大
き
く
変
化
し
、
藩
は
酒
造
改
良
に
前
向
き
に
な
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。 

ま
た
、
史
料
8
「
一
昨
年
私
江

被
仰
含
候
者
、
銀
拾
五
貫
目
拝
借
可
被
仰
付
者

故
、
酒
屋
ニ

可
相
成
段
被
仰
渡
候
」
よ
り
、
那
波
家
が
文
化
二
年
ま
で
造
り
酒
屋
で

は
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
な
ぜ
酒
屋
に
な
る
こ
と
に
し
た
の
か
を
う
か
が
え

る
の
が
次
の
史
料
10
で
あ
る
。 

【
史
料
10
】
６
６ 

 

（
省
略
）
御
益
御
不
益
と
相
成
譯
は
、
於
手
元
酒
造
致
見
候
上
之
義
に
無
之

候
（
以
下
略
） 

こ
の
史
料
で
は
、
自
分
で
実
際
に
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
利
益
が
出
る
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
が
酒
造
を
し
て
そ
の
改
良
に
携
わ

る
こ
と
に
前
向
き
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
藩
が
主
導
の
酒

造
改
良
に
消
極
的
で
あ
っ
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
文
化
二
年
の
書
付
か
ら
始
ま
っ
た「
酒
造
改
良
」

で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
と
し
て
動
い
て
い
た
祐
助
が
文
化
四
年
に
酒
造
御
試
方
支

配
人
を
拝
命
し
た
こ
と
が
自
治
体
誌
等
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

拝
命
し
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
自
治
体
誌
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
那
波
家
文
書

の
中
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
は
じ
め
て
史
料
中
で
「
酒
造
御
試
」
の
言
葉

が
使
わ
れ
る
の
は
、
文
化
四
年
八
月
か
ら
で
あ
り
６
７

、「
上
方
酒
師
御
下
シ

酒
造
御

試
ニ

付
御
普
請
并
諸
道
具
之
入
料
亦
者
御
町
酒
家
之
内
借
リ

家
被
成
候
而

も
家
具
等

不
少
出
候
右
旁
入
料
不
被
指
出
候
而

も
十
分
御
試
御
行
届
与

可
相
成
愚
案
仕
法
之

事
」
６
８

と
あ
る
。「
酒
造
御
試
方
」
が
設
置
さ
れ
る
の
は
こ
れ
よ
り
も
遅
れ
た
文
化

四
年
十
二
月
十
九
日
で
あ
り
、
次
の
史
料
11
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
11
】
６
９ 

 

（
省
略
）
酒
樽
江

書
印
候
者
、
其
町
名
字
名
前
印
候
、
但
借
屋
者
其
地
主
之
名

目
ニ

候
、
此
度
中
野
屋
借
用
仕
候
得
者
、
其
段
奉
申
上
候
而
、
御
聞
届
被
成
置

候
之
事
故
、
内
々
借
貸
之
酒
屋
与
違
候
、
乍
去
酒
造
致
候
株
者
中
野
屋
栄
太

株
ニ

候
、
仍
之
樽
江

書
印
者
酒
造
御
試
方
与
書
印
候
而
、
可
然
奉
存
候
間
奉
伺

候
、 

可
為
窺
之
通
候
（
以
下
略
） 

完
成
し
た
酒
樽
に
書
く
印
は
そ
の
町
と
酒
屋
の
名
前
、
苗
字
を
書
く
こ
と
と
し

て
い
た
が
、
酒
造
の
設
備
を
借
り
て
酒
造
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
地
主
の
名
目
に

し
て
い
た
。
し
か
し
内
々
の
貸
借
で
は
な
く
、
設
備
を
借
り
て
実
施
し
た
酒
造
に

つ
い
て
は
中
野
屋
栄
太
の
酒
造
株
を
使
っ
て
い
る
た
め
、「
酒
造
御
試
方
」
と
書
く

こ
と
を
許
可
さ
れ
た
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
文
化
四
年
の
末
に
は
「
酒
造
御
試
方
」
と
い
う
役
職
が
設
置

さ
れ
、
祐
助
は
翌
年
一
月
に
は
酒
造
御
試
方
を
、
遅
く
と
も
六
月
に
は
酒
造
御
試

方
支
配
人
を
拝
命
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
表
5
）。 

以
上
よ
り
、
文
化
二
年
の
時
点
で
は
「
酒
造
御
試
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て

お
ら
ず
、
酒
造
改
良
に
む
け
た
藩
の
組
織
的
な
体
系
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。 
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文
化
二
年
に
酒
造
方
で
酒
造
改
良
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に

新
た
に
組
織
を
つ
く
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
資
金
に
つ
い
て
も
独
自
の
予
算
を
立

て
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
酒
造
改
良
の
取
り
組
み
は
未
整
備
で
あ

っ
た
が
、
祐
助
に
意
見
を
求
め
た
こ
と
か
ら
藩
が
酒
造
改
良
に
前
向
き
だ
っ
た
様

子
が
う
か
が
え
る
。 

他
方
、「
御
試
」
と
本
文
中
に
明
記
さ
れ
て
い
た
那1

7
1
5

・「
文
化
四
年
酒
造
方

御
試
に
付
御
書
附
寫
」（『
秋
田
市
史
』）
と
、「
御
試
」
の
記
載
が
な
か
っ
た
「
文

化
二
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」（『
秋
田
市
史
』）
と
に
は
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
酒
造
改
良
の
資
金
に
関
し
て
連
続
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
二
年
か
ら

始
ま
っ
た
秋
田
藩
に
お
け
る
酒
造
改
良
は
文
化
四
年
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
文
化
二
年
時
は
「
酒
造
御
試
」
と
称
し
た
専
門
機
関
を
設
置
し

酒
造
を
実
施
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

そ
の
た
め
、「
酒
造
御
試
」
は
文
化
四
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
然

に
終
わ
っ
た
文
化
二
年
は
そ
の
前
段
階
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

二
章 

御
試
の
実
施 

 

一
節 

御
試
の
目
的 

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
中
に
「
御
試
」
の
表
記
が
み
ら
れ
た
文
化
四
年

に
は
酒
造
改
良
を
「
酒
造
御
試
」
と
称
し
て
実
施
し
、
そ
の
実
施
の
背
景
や
目
的

を
示
し
た
史
料
が
那
波
家
文
書1

1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒

造
御
試
方
ニ
付
〕」
７
０

で
あ
る
。
こ
れ
は
酒
造
方
支
配
人
の
祐
助
に
よ
る
酒
造
御

試
に
つ
い
て
の
提
案
書
で
あ
る
。 

 

そ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
当
時
の
一
番
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

【
史
料
12
】
７
１ 

 
 

（
省
略
）
惣
而

御
領
民
ニ

預
リ

候
不
益
者
、
其
損
害
見
得
渡
候
而
も

容
易
ニ

御
改
難

被
遊
、
至
而

御
国
害
之
深
キ

所
と

乍
恐
奉
存
候
、（
以
下
略
） 

 

そ
の
問
題
と
は
、
秋
田
藩
内
の
酒
造
業
に
お
い
て
、
利
益
が
見
込
め
ず
損
害
が

出
る
こ
と
も
わ
か
り
き
っ
て
い
る
の
に
、
簡
単
に
変
え
る
こ
と
も
で
き
ず
藩
に
と

っ
て
大
き
な
弊
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
問
題
の
原
因
と
解
決
策
が
次
の
史
料
13
で
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
13
】
７
２ 

 
 

（
省
略
）
六
郡
在
々
家
内
手
造
濁
酒
甚
増
長
致
、
右
者
口
腹
ニ

も
不
入
唯
ニ

捨

リ

候
米
、
年
々
拾
万
石
余
中
考
存
寄
積
書
四
・
五
年
以
前
奉
指
上
候
、
右
米
高

余
米
と
可
成
御
執
行
形
之
儀
者
、
塩
糀
ニ

致
悉
皆
御
法
令
を
以
而

相
納
趣
仕
法

ニ

候
、
右
書
載
ニ

御
向
去
夏
中
被
仰

兪
（
諭
）

候
者
、
考
見
詰
可
然
候
共
塩
糀
之
仕

法
剋
剥
通
候
故
、
右
趣
意
寛
ニ

致
相
止
候
、（
以
下
略
） 

当
時
、
藩
内
で
は
手
造
濁
酒
が
増
え
て
お
り
、
そ
れ
に
は
本
来
食
用
と
し
て
い

た
米
を
使
っ
て
酒
を
造
り
、
そ
の
米
は
年
間
で
十
万
石
に
も
な
る
。
そ
の
た
め
、

手
造
濁
酒
の
停
止
に
つ
い
て
の
意
見
の
見
積
り
を
四
、
五
年
前
に
提
出
し
た
。
そ

れ
に
は
、
以
前
は
そ
の
捨
て
て
い
る
米
が
余
っ
た
時
は
塩
糀
に
し
て
藩
に
納
め
る

こ
と
と
し
た
が
、
今
回
は
そ
れ
を
や
め
て
別
の
方
法
に
切
り
替
え
る
こ
と
と
し
て

い
る
。 

つ
ま
り
、
祐
助
は
手
造
濁
酒
の
横
行
で
損
失
が
出
て
い
る
た
め
、
酒
造
改
革
が

必
要
で
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
を
一
新
し
て
、
藩
外
の
最
先

端
の
技
術
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
秋
田
藩
の
酒
の
質
の
向
上
を
は
か
り
、
藩
内
に

お
け
る
手
造
濁
酒
の
製
造
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
を
酒
造
御
試
の
目
的
と
し
た
。
そ

の
た
め
に
祐
助
に
よ
る
酒
造
御
試
に
つ
い
て
、
史
料
中
で
使
わ
れ
て
い
る
（
い
）

か
ら
（
へ
）
ま
で
の
次
に
示
す
六
項
目
の
提
案
を
し
た
。 

（
い
）
在
々
手
造
濁
酒
先
年
ゟ
是
非
超
過
致
可
来
ル

理
合
之
事 

こ
こ
で
は
手
造
濁
酒
が
増
加
し
て
い
る
理
由
と
そ
れ
を
や
め
て
別
の
方
法
に

変
え
た
と
き
に
見
込
ま
れ
る
利
益
に
つ
い
て
提
案
し
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。 



15 

 

【
史
料
14
】
７
３ 

 
（
省
略
）
在
々
手
造
濁
酒
相
用
候
趣
者
古
来
ゟ
之
事
ニ
而

、
其
節
者
至
而

質
素

之
風
俗
故
米
や
初
米
之
志
い
な
比
米
弐
番
米
亦
者
其
旱
之
喰
余
リ

冷
飯
シ

抔

取
合
手
造
濁
酒
ニ

致
、
實
ニ

空
腹
を
凌
候
一
助
と
も
致
候
世
並
、
何
そ
酒
の
ミ

ニ

不
限
事
ニ
而

、
質
朴
成
ル

人
気
至
極
御
百
姓
相
当
之
儀
故
、
手
造
酒
与
買
酒
之

損
益
ニ

も
不
拘
、
殊
ニ

其
節
者
少
分
之
業
ニ

も
候
間
、
夫
形
御
構
も
無
之
、
左

様
之
風
儀
故
、
銭
遣
等
者
幾
日
立
候
而

も
希
成
事
ニ

候
、（
以
下
略
） 

こ
れ
ま
で
の
手
造
濁
酒
は
質
素
な
も
の
で
、「
し
い
な
」
や
「
二
番
米
」
な
ど
の

質
の
良
く
な
い
米
を
使
っ
て
造
り
、
空
腹
を
凌
ぐ
も
の
と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
濁
酒
は
百
姓
か
ら
根
強
い
人
気
が
あ
り
、
藩
は
手
造
濁
酒
と
買
酒
か
ら

生
じ
る
損
益
が
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
の
か
を
考
え
ず
、
酒
造
は
藩
内
の
事
業
の
な

か
で
も
小
規
模
で
あ
る
た
め
濁
酒
に
関
し
て
も
同
様
で
気
に
も
留
め
ず
、
金
銭
に

換
算
す
る
こ
と
も
せ
ず
酒
造
に
よ
る
損
益
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。 

ま
た
、
こ
れ
以
前
の
秋
田
藩
に
お
け
る
酒
造
業
を
取
り
巻
く
状
況
は
穏
や
か
で

は
な
か
っ
た
。
次
の
史
料
15
で
は
、
そ
の
と
き
の
社
会
の
動
き
と
酒
造
と
の
関
係

が
わ
か
る
。 

【
史
料
15
】
７
４ 

 

（
省
略
）
宝
暦
天
明
両
度
之
飢
饉
ニ

付
、
六
郡
酒
造
御
停
止
ニ

被
成
置
候
其
砌
、

両
度
共
御
停
止
被
成
置
候
而

、
其
却
而

手
造
増
長
致
米
穀
過
分
ニ

費
渡
難
御
取

戻
難
被
遊
（
中
略
）
甚
敷
其
手
造
濁
酒
を
清
酒
ニ

澄
ミ

用
候
、（
以
下
略
） 

宝
暦
・
天
明
期
に
は
飢
饉
の
影
響
で
藩
内
で
の
酒
造
を
停
止
し
た
も
の
の
、
却

っ
て
手
造
濁
酒
を
増
長
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
祐
助
は
増
え
た
濁
酒
を
澄
ま
せ
て

清
酒
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。 

宝
暦
期
に
は
造
高
の
定
数
の
引
上
げ
、
新
酒
造
り
や
休
酒
屋
の
復
活
を
認
め
る

こ
と
で
酒
造
に
関
す
る
制
限
が
緩
和
さ
れ
た
た
め
７
５

、
藩
内
で
の
手
造
酒
造
が
衰

退
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
天
明
期
に
は
室
株
引
上
げ
に
よ
っ
て
個
人
で
の
糀
の

入
手
を
困
難
に
し
、
買
酒
の
増
長
と
と
も
に
役
銀
の
増
加
も
は
か
ら
れ
た
。
し
か

し
、
目
に
見
え
た
成
果
は
期
待
で
き
ず
、
の
ち
に
百
姓
が
自
家
用
で
少
量
造
る
濁

酒
と
し
て
、
藩
は
そ
の
造
酒
を
黙
認
し
て
い
た
７
６

。 

こ
の
よ
う
に
「
い
印
」
で
は
、
手
造
濁
酒
が
増
長
し
た
背
景
に
は
藩
が
造
酒
に

関
し
て
気
に
か
け
ず
放
任
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
、
加
え
て
、
飢
饉
の
混

乱
に
乗
じ
て
隠
れ
て
酒
を
造
る
者
が
増
え
た
こ
と
が
手
造
濁
酒
の
生
産
増
加
を
後

押
し
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
祐
助
は
濁
酒
を
清
酒
に
す

る
こ
と
を
提
案
し
、
藩
の
利
益
の
確
保
を
目
指
し
た
。 

 

（
ろ
）
在
々
酒
造
濁
酒
当
時
益
之
増
長
致
候
を
買
酒
ニ

移
手
造
濁
酒
可
相
止
利
害

仕
法
之
事 

こ
こ
で
は
、
藩
内
で
の
手
造
濁
酒
を
や
め
さ
せ
、
買
酒
に
移
行
す
る
際
の
利
害

に
つ
い
て
藩
内
で
の
手
造
濁
酒
の
増
加
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
、
次
の
史
料
16

の
よ
う
に
解
決
策
を
示
し
た
。 

【
史
料
16
】
７
７ 

 
 

（
省
略
）
手
造
酒
之
一
儀
買
酒
ニ

可
移
其
起
り
、
是
迄
手
造
を
丈
夫
ニ

用
候
程

ニ

買
酒
用
候
而

も
尚
も
価
下
直
ニ

上
り
候
者
、
手
造
酒
可
止
利
之
第
一
ニ

候
、（
中

略
）
御
百
姓
な
ほ
勝
手
筋
殊
ニ

無
我
な
る
も
の
故
、
弁
マ
イ

無
之
買
酒
者
い
か

に
下
直
ニ
而

も
、
其
時
々
価
を
出
し
候
ハ
、
是
迄
無
之
家
内
之
価
出
候
筈
（
中

略
）
御
執
行
被
遊
候
与

家
内
余
米
相
顕
、
其
節
買
酒
与

手
造
酒
之
損
益
始

而

（
消
し
）

合
点
致
候
筈
ニ

候
、（
以
下
略
） 

領
内
で
増
え
て
い
る
手
造
濁
酒
を
買
酒
に
移
行
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
飲
ま

れ
て
い
た
手
造
濁
酒
の
量
と
同
じ
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
量
の
買
酒
を
用
意
し
て
、

買
酒
の
価
格
が
下
降
す
れ
ば
手
造
濁
酒
を
や
め
さ
せ
ら
れ
る
と
見
込
ん
だ
。
百
姓

は
ま
だ
手
造
濁
酒
か
ら
移
行
し
よ
う
と
し
な
い
が
、
販
売
者
の
立
場
か
ら
す
る
と

買
酒
の
値
段
は
売
り
手
が
そ
の
時
々
で
自
ら
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
家
計

状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
価
格
の
設
定
が
で
き
、
い
ず
れ
は
そ
の
利
益
の
大

き
さ
に
気
づ
く
と
考
え
た
。他
方
、購
入
す
る
百
姓
の
金
銭
事
情
を
考
慮
す
る
と
、



16 

 

良
い
酒
だ
か
ら
と
い
っ
て
価
格
を
高
く
す
れ
ば
売
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
良
い
酒
を

造
り
他
の
買
酒
と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
安
い
方
の
酒
を
買
う
よ
う
に
誘
導
す
る
。

つ
ま
り
、
値
段
の
安
い
酒
を
売
る
に
は
価
格
の
比
較
対
象
と
な
る
質
の
良
い
高
値

の
つ
く
酒
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
案
を
提
示
し
た
。 

こ
の
濁
酒
に
つ
い
て
那1

1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付

奉
伺
候
覚
）」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
糀
室
と
の
関
係
か
ら
手
造
濁
酒
を
や
め
さ

せ
よ
う
と
考
え
た
。 

 

【
史
料
17
】
７
８ 

 
 

（
省
略
）
六
・
七
拾
年
も
已
前
之
室
御
役
立
ニ
而

罷
有
、
其
節
ハ
味
噌
糀
等
第

一
之
商
売
高
ニ

候
処
、
当
時
ハ
其
家
之
飯
料
ニ

相
過
候
手
造
り
酒
米
二

候
間
、
室

役
倍
ニ

被
遊
、
右
ニ
而

止
室
有
之
候
ハ
ヾ
幸
ひ
候
、
減
直
不
止
時
ハ
其
倍
役
分
を

以
上
方
酒
師
御
下
シ
、
其
造
り
方
之
利
発
成
ル
益
筋
ヲ
六
郡
江

御
移
シ
、
又
他

国
江
も
上
酒
拵
沖
出
為
致
、
則
双
方
之
益
を
酒
屋
江

意
趣
為
致
候
得
ハ
、
是
迄

ゟ
上
酒
出
来
後
々
ニ

者
格
別
下
直
ニ

払
ニ

成
候
（
以
下
略
） 

六
、
七
十
年
前
の
室
役
を
取
り
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
は
味
噌
糀
な
ど
が
第

一
の
商
売
高
で
あ
っ
た
が
、
今
は
食
用
米
よ
り
も
手
造
り
酒
用
の
米
が
必
要
に
な

っ
て
い
る
た
め
、
室
役
を
倍
に
し
て
止
室
と
す
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
室
の
軒
数

を
減
ら
し
一
軒
当
た
り
の
室
役
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
値
段
の

下
降
が
止
ま
ら
な
い
時
に
は
増
や
し
た
倍
役
分
を
使
っ
て
酒
師
を
招
き
、
そ
の
造

り
方
の
良
い
と
こ
ろ
を
六
郡
へ
も
導
入
し
て
、
他
国
へ
上
酒
を
造
っ
て
移
出
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
双
方
の
利
益
を
酒
屋
へ
伝
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
よ
り
良
い
酒
が
で
き
て
、
結
果
と
し
て
価
格
が
下
が
り
、
最
終
的
に
手
造
り
酒

が
停
止
し
利
益
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
で
や
め
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
追
っ
て
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
18
】
７
９ 

（
省
略
）
手
造
り
自
然
相
止
候
趣
意
よ
し
、
手
造
り
不
相
止
候
共
、
六
郡
酒

屋
共
計
上
方
造
り
之
益
意
趣
致
候
得
ハ
、
壱
ヶ
年
五
千
石
哉
壱
万
石
之
御
国

益
ニ

者
無
之
段
、
前
ヶ
条
奉
申
上
候
（
以
下
略
） 

た
と
え
手
造
濁
酒
が
止
ま
ら
な
く
て
も
六
郡
の
酒
屋
が
上
方
の
造
り
方
で
利
益

が
出
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
の
時
す
ぐ
に
国
益
に
な
ら
な
く
て
も
将
来
的
に
は
そ

れ
以
上
の
利
益
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。 

こ
の
よ
う
に
手
造
濁
酒
が
止
ま
ら
な
い
場
合
を
踏
ま
え
て
、
国
益
と
備
銀
の
関

係
に
つ
い
て
祐
助
は
次
の
史
料
21
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

【
史
料
19
】
８
０ 

（
省
略
）
室
倍
役
御
執
行
ニ

相
成
候
、
并
去
年
中
御
意
趣
ニ

者
、
酒
師
御
下
シ

愚
案
見
積
通
り
御
国
益
ニ

相
備
り
候
ハ
ヾ
、
御
備
銀
ゟ
御
出
銀
ニ
而

茂
御
執
行

可
被
遊
様
、
奉
承
知
候
得
共
、
格
別
御
備
銀
等
御
出
銀
被
成
置
候
ニ

茂
及
申
間

敷
、
明
後
年
迄
之
内
本
始
り
室
方
御
余
銀
酒
造
方
御
備
ニ

御
居
置
、
追
々
御
試

御
執
行
弥
御
成
就
之
御
見
積
被
為
有
候
節
、
大
造
り
之
御
仕
格
を
も
被
成
置

様
ニ

者
、
六
郡
至
極
其
郷
之
酒
屋
共
ニ

相
至
り
候
間
、
上
方
後
々
酒
造
方
御
備

ニ

被
成
置
可
致
（
以
下
略
） 

こ
の
前
に
提
案
し
た
、
室
倍
役
を
実
施
し
て
昨
年
中
の
意
向
で
は
酒
師
を
招
聘

し
て
愚
案
で
見
積
っ
た
と
お
り
に
国
益
と
な
る
な
ら
ば
、
備
銀
か
ら
出
銀
し
て
で

も
実
施
す
る
よ
う
に
言
い
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
特
別
に
備
銀
な
ど
を
出
さ
ず

再
来
年
ま
で
の
う
ち
に
酛
始
め
８
１

で
の
室
方
の
余
銀
は
酒
造
方
の
備
え
と
し
て

取
り
置
く
。
追
々
御
試
の
実
施
が
成
就
す
る
見
積
り
が
あ
る
と
き
に
は
、
大
量
に

造
る
方
法
も
習
得
す
れ
ば
、六
郡
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
酒
屋
た
ち
に
伝
わ
る
の
で
、

後
々
酒
造
方
の
備
え
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「
ろ
印
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
濁
酒
を
自
ら
造
っ
て
飲
ん
で
い
た
の
を
や
め
さ
せ

て
酒
を
購
入
し
て
飲
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
販
売
者
は
価
格
設
定
を
自
由
に
お
こ
な

う
こ
と
が
で
き
、
藩
内
で
の
酒
流
通
が
活
発
化
し
て
藩
の
損
失
を
生
む
こ
と
は
な

く
な
る
と
し
た
う
え
で
、
酒
の
品
質
を
重
視
し
て
い
る
。
加
え
て
、
手
造
濁
酒
を

停
止
さ
せ
る
た
め
に
酒
造
に
欠
か
せ
な
い
糀
の
役
を
倍
に
し
、
そ
れ
で
も
停
止
し

な
い
時
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
の
大
き
さ
に
つ
い
て
酒
屋
に
示
す
必
要
が
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あ
る
と
し
た
。
酒
造
改
良
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
は
こ
れ
ま
で
の
利
益
を
上
回

る
も
の
と
な
り
収
益
を
見
込
め
る
考
え
で
あ
っ
た
。 

（
は
）
御
隣
国
之
酒
ゟ
茂
御
国
酒
格
段
不
宜
故
上
方
酒
師
御
下
シ

明
年
上
酒
出

来
可
相
成
考 

秋
田
は
隣
国
の
酒
よ
り
も
質
が
悪
い
た
め
、
上
方
の
酒
師
を
呼
ん
で
、
翌
年
良

い
酒
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
法
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

【
史
料
20
】
８
２ 

 

（
省
略
）
仮
令
上
酒
者
造
不
得
候
て
も
、
酒
直
段
者
諸
国
ニ

勝
レ

下
直
可
成
所

直
段
迄
高
直
ニ

候
者
、
い
か
ん
成
訳
ニ

御
座
候
哉
、
偏
ニ

御
領
民
ゟ
酒
役
銀
譬

者
三
百
貫
目
を
三
百
貫
目
与

余
斗
ニ

御
取
立
を
御
専
要
与
被
遊
候
哉
ニ

奉
存
候
、

夫
故
其
時
之
支
配
人
と
て
も
可
成
尺
ヶ
者
、
役
銀
増
長
致
候
事
の
ミ
心
を
用

ヒ

候
与
相
見
得
候
、（
中
略
）
上
酒
も
出
来
不
仕
故
尚
以
他
国
出
酒
ニ

も
不
成

此
所
ニ

至
り
、
却
而

御
不
益
之
至
極
ニ

可
有
之
哉
与

不
顧
愚
案
乍
恐
無
覆
蔵
奉
申

上
候
、
依
之
先
ツ

板
見
池
田
灘
辺
ゟ
随
一
名
人
之
酒
師
能
々
御
吟
味
被
遊
、
御

下
シ
酒
造
御
試
被
成
置
度
、
惣
而

御
開
発
与
申
、
志
か
も
下
も
々
江

其
事
業
を

被
推
及
度
事
故
、
先
ツ
御
上
様
ニ
而

直
ニ

其
業
を
被
成
候
而

、
下
モ

々
江

被
為
見
置

候
得
者
、
其
実
見
届
候
故
、
不
疑
ニ

其
道
ニ

入
候
、
入
候
得
者
酒
屋
共
、
是
迄

ゟ
莫
太
之
利
潤
有
之
故
、
其
節
御
上
様
ニ
而

御
止
被
通
候
共
無
預
酒
屋
共
者
其

業
を
不
捨
候
間
、
於
此
所
ニ

實
之
御
国
益
他
国
ゟ
入
置
与
成
候
愚
案
ニ

候
、（
以

下
略
） 

秋
田
は
他
国
よ
り
も
安
く
造
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
高
い
値
段
に
な
っ
て
い

る
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
役
銀
の
過
度
な
取
り
立
て
が
考
え
ら
れ
、
良
い
酒
が
で

き
ず
、
他
国
へ
の
出
酒
も
で
き
な
い
た
め
、
伊
丹
・
池
田
・
灘
辺
か
ら
酒
師
を
派

遣
し
て
酒
造
御
試
を
実
施
し
た
い
。た
だ
し
、一
定
期
間
御
試
を
実
施
し
た
の
ち
、

こ
の
事
業
が
終
わ
っ
て
も
技
術
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
結
果
と
し
て
国

益
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。 

こ
の
あ
と
作
成
さ
れ
た
、那
波
家
文
書1

2
7
5

「
酒
造
御
試
ニ

付
愚
案
御
答
箇
条
」

８
３

で
は
酒
造
技
術
の
取
得
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
21
】 

 
 

一
、
此
度
御
試
之
御
趣
意
は
後
年
六
郡
江 

御
賢
慮
之
御
仕
法
被
仰
出
、
是
迄

之
御
仕
法
悉
皆
御
改
被
遊
候
事
故
、
是
非
小
売
酒
も
致
、
其
実
ニ

入
御
差
考
不

遊
候
而
ハ

、
不
相
分
候
左
候
得
は
、
五
拾
石
之
桶
ニ
而

小
売
迄
致
候
而

は
、
譬
ハ

十

日
売
候
而

、
廿
日
も
酒
切
シ

候
繰
合
ニ

可
相
成
候
、
右
は
跡
桶
造
り
立
候
儀
、

桶
不
足
故
間
似
合
不
申
候
、
大
躰
百
石
余
百
四
五
拾
石
之
役
銀
出
シ

候
高
ニ
而

御
試
被
遊
候
ハ
ヽ
、
小
売
も
売
続
ケ

沖
出
酒
之
弐
・
三
拾
石
も
被
成
候
而

、
他

国
之
振
合
も
御
試
ニ

可
相
成
哉
ニ

奉
存
候
（
以
下
略
） 

今
回
の
御
試
の
趣
旨
は
上
方
の
酒
師
か
ら
習
得
し
た
方
法
を
六
郡
に
伝
授
し
、

既
存
の
酒
造
方
法
を
す
べ
て
改
め
て
新
し
い
酒
造
技
術
を
採
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
小
売
酒
も
含
め
て
考
え
る
と
、
造
る
量
を
多
め
に
し
て
藩
内
で
の
小

売
り
も
沖
出
酒
８
４

も
御
試
の
一
環
と
し
て
造
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。 

ま
た
、
稽
古
人
へ
の
手
当
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

【
史
料
22
】
８
５ 

 
 

（
省
略
）
被
下
銀
酒
師
造
方
稽
古
中
御
賄
之
下
銀
酒
師
給
銀
不
少
ハ
納
入
与

可
被
思
召
候
、（
中
略
）
下
り
酒
師
稽
古
之
者
江

御
賄
被
下
候
義
者
、
其
酒
師

酒
造
リ

居
候
家
ニ

居
か
か
り
候
斗
江

纏
被
下
候
而

、
族
宿
ニ

居
リ

通
江
ニ

稽
古
と

夫
々
者
江

も
被
下
候
与

申
儀
も
無
御
座
候
、（
以
下
略
） 

御
試
で
良
い
酒
が
で
き
れ
ば
、
御
試
に
参
加
し
た
藩
内
の
酒
屋
に
手
当
が
支
給

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
見
習
い
に
来
て
い
る
者
に
は
直
接
渡
さ
ず
派
遣
元
の
酒
屋
に

ま
と
め
て
渡
す
こ
と
と
し
た
。 

ま
た
、
稽
古
の
期
間
中
、
家
の
仕
事
で
御
試
場
に
常
駐
で
き
な
い
者
に
は
額
を

減
ら
し
て
手
当
を
与
え
８
６

、
移
出
促
進
の
た
め
、
そ
れ
に
か
か
る
役
を
減
免
す
る

こ
と
で
優
遇
を
や
め
て
も
利
益
が
出
る
よ
う
に
し
た
８
７

。 

加
え
て
諸
道
具
の
新
規
拵
え
や
拵
え
直
し
の
見
積
り
も
藩
に
申
請
し
た
。
こ
れ

に
関
連
し
て
、
那
波
家
文
書

1
2
7
5

で
は
酒
造
道
具
だ
け
で
な
く
、
派
遣
さ
れ
た
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酒
師
の
生
活
用
品
も
調
え
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
８
８

。 
利
益
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
積
も
り
を
示
し
た
。 

【
史
料
23
】
８
９ 

 
 

（
省
略
）
惣
仕
上
リ

以
左
之
通
能
々
指
考
不
申
候
得
者
、
其
本
利
害
ゟ
起
候
而

六
郡
江

被
押
及
候
事
故
、
微
細
ニ

仕
上
リ

相
分
リ

不
申
候
得
者
、不
相
成（
中
略
）

万
一
愚
案
見
詰
皆
々
不
相
調
御
破
レ
与

成
候
共
、
聢
定
与
御
国
益
弐
万
石
高
候

考
（
以
下
略
） 

仕
上
が
り
を
よ
く
考
え
ず
大
体
で
や
っ
て
い
る
と
、
六
郡
全
体
で
み
た
時
に
損

失
に
な
る
た
め
、
造
る
際
の
原
材
料
の
数
値
は
詳
細
に
管
理
を
す
る
こ
と
と
し
、

愚
案
の
見
積
り
ど
お
り
い
か
な
く
て
も
結
果
と
し
て
二
万
石
の
利
益
は
得
ら
れ
る

と
考
え
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
に
「
は
印
」
で
は
、
秋
田
の
酒
は
質
が
悪
く
、
そ
の
改
善
の
た
め
に

上
方
か
ら
優
れ
た
酒
師
を
派
遣
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
酒
師
か
ら
伝
授

さ
れ
た
酒
造
方
法
は
藩
内
に
伝
え
て
、
小
売
り
と
移
出
を
想
定
し
て
酒
造
を
実
施

す
る
。
造
っ
た
酒
に
つ
い
て
は
、
藩
が
販
売
し
て
酒
屋
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
、

秋
田
の
酒
の
評
判
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
、
酒
の
商
品
化
に
向
け

た
動
き
を
提
案
し
て
い
る
。 

 

（
に
）
酒
師
御
下
シ

之
上
者
仮
令
上
酒
も
他
国
出
酒
も
不
相
調
候
共
聢
定
之
御
国

益
可
相
備
ル
考
之
事 

こ
こ
で
は
、
酒
師
を
招
い
て
酒
造
御
試
を
実
施
し
、
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
一

定
の
藩
の
利
益
が
生
じ
る
根
拠
を
示
し
て
い
る
。 

利
益
を
得
る
た
め
に
酒
の
原
料
で
あ
る
米
の
搗
き
減
り
の
度
合
い
か
ら
、
上
方

の
酒
造
方
法
の
導
入
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。 

【
史
料
24
】
９
０ 

 
 

（
省
略
）
一
、
上
方
酒
師
ニ

候
間
、
米
薪
手
間
共
ニ

諸
国
随
一
高
直
成
ル

所
ニ
而

渡

世
与

致
候
間
、
米
薪
手
間
至
而

下
直
之
御
国
仕
馴
之
所
江

下
リ
候
、
早
ニ

変
而

利

発
成
仕
方
者
有
之
筈
ニ

候
、
近
キ

事
者
庄
内
大
山
辺
ニ
而

酒
師
致
候
者
ニ

哉
、
仙

北
郡
板
見
内
村
三
郎
兵
衛
与

申
酒
屋
ニ

右
之
者
昨
年
ゟ
酒
師
致
居
候
、
当
春
有

酒
廻
在
ニ

御
吟
味
役
丹
内
源
左
衛
門
様
御
同
様
三
郎
兵
衛
与

其
酒
師
揃
之
上

品
々
相
尋
候
内
、
酒
屋
三
郎
兵
衛
申
ニ

者
、
是
迄
に
三
斗
入
壱
俵
ニ

付
壱
升

ツ
ゝ
之
搗
減
ニ

出
米
有
之
由
、
其
搗
方
承
候
所
、
尤
利
発
ニ

候
、
大
曲
村
酒
屋

市
左
衛
門
と
申
者
も
先
年
ゟ
右
搗
方
ニ

候
而

、
当
時
酒
屋
共
ニ

者
希
成
搗
方
ニ

候
、
但
六
郡
酒
造
屋
斗
之
酒
米
凡
五
万
石
与

考
候
而

、
壱
升
ツ
ゝ
違
候
得
者
、

千
七
百
石
程
違
候
、右
を
甚
内
端
ニ

考
五
合
ツ
ゝ
与

見
詰
候
而

、右
九
百
石
唯
々

捨
リ

候
分
誠
実
之
余
米
与

相
成
、
年
々
御
国
益
ニ

相
備
リ
申
候
、
尚
亦
左
様
ニ

利

益
多
ク
有
之
も
の
な
れ
ハ
、
見
伝
聞
伝
酒
屋
共
一
統
其
業
ニ

習
可
申
筈
と
可

被
思
召
候
得
共
、
下
モ
々
其
愚
勝
も
の
ニ
而

我
々
之
仕
馴
ニ

泥
他
之
事
ニ

心
を

用
江
見
候
事
中
々
明
難
キ
事
ニ

候
（
以
下
略
） 

 

上
方
の
酒
師
で
あ
れ
ば
、
米
や
薪
、
手
間
賃
な
ど
が
全
国
で
最
も
高
値
で
あ
る

場
所
で
酒
造
を
お
こ
な
っ
て
い
る
た
め
、そ
れ
ら
の
費
用
が
安
い
秋
田
に
来
れ
ば
、

す
ぐ
に
秋
田
に
合
わ
せ
た
利
発
な
方
法
が
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
最
近
で
は
、

庄
内
大
山
辺
で
酒
師
を
し
て
い
た
者
が
板
見
内
村
の
三
郎
兵
衛
の
酒
屋
で
昨
年
か

ら
酒
師
を
し
て
い
る
。
そ
の
酒
師
は
、
搗
き
米
に
よ
る
損
失
を
減
ら
し
、
三
斗
入

り
一
俵
に
つ
き
一
升
の
余
米
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
も
優
れ
た
方
法

で
あ
り
、
当
時
の
秋
田
の
酒
屋
で
は
珍
し
い
搗
き
方
で
あ
っ
た
。
藩
内
の
酒
屋
が

用
い
る
酒
米
を
お
お
よ
そ
五
万
石
と
考
え
る
と
、
こ
の
搗
き
方
で
は
一
升
の
違
い

が
あ
れ
ば
千
七
百
石
の
差
に
な
る
が
、
こ
れ
を
半
分
の
五
合
と
見
積
も
れ
ば
九
百

石
が
搗
き
米
に
よ
る
損
失
で
、
残
り
の
八
百
石
ほ
ど
が
国
益
に
な
る
。
な
お
、
こ

の
よ
う
に
利
益
が
多
い
方
法
な
ら
ば
、
こ
れ
を
知
っ
た
酒
屋
が
す
ぐ
に
そ
の
方
法

を
習
い
た
い
と
思
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、下
々
の
者
は
愚
か
な
の
で
、

そ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
他
国
の
優
れ
た
酒
造
方
法
を
藩
内
の
酒
屋
が
取
り
入
れ
る
こ

と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
上
方
の
酒
師
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
こ
と
に
も
対
応

で
き
る
と
祐
助
は
考
え
て
い
た
。 
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次
の
史
料
25
で
は
清
酒
を
抽
出
す
る
た
め
に
も
ろ
み
を
搾
っ
た
あ
と
に
残
る

酒
粕
の
状
態
か
ら
ど
の
よ
う
に
酒
粕
を
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
に
よ

る
利
益
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
25
】
９
１ 

 
 

（
省
略
）
一
、
上
方
之
酒
粕
者
糠
与
切
交
イ

候
而

田
畑
之
茵
（
カ
）

致
候
由
、
右
切

交
イ

候
を
手
之
平
ラ
江

乗
せ

吹
候
得
者
飛
候
よ
し
、
是
を
以
考
候
得
者
、
御
国
酒

粕
ゟ
者
十
分
宜
敷
絞
リ

根
元
之
諸
味
ゟ
熟
候
故
ニ

候
、
熟
候
間
能
押
切
与

成
候
、

是
亦
甚
実
地
を
以
考
候
而

も
、
譬
者
壱
升
滴
リ

候
所
、
下
リ

酒
師
之
造
リ

方
壱
升

弐
合
位
者
可
滴
右
粕
ニ
而

考
申
候
、
左
候
得
者
同
ク
当
時
酒
造
屋
造
高
五
万
石

与

考
候
而

、
右
壱
万
石
之
御
国
益
ニ

候
、
是
以
是
迄
唯
々
捨
リ

候
を
余
米
与

成
候

間
、
誠
之
御
国
益
相
備
リ

可
申
考
ニ

候
、
壱
升
滴
与

壱
升
弐
三
合
滴
者
当
時
酒

屋
共
軒
並
ヒ
ニ

相
違
事
侭
間
有
之
候
、（
以
下
略
） 

 

上
方
の
酒
粕
は
糠
を
混
ぜ
て
田
畑
に
肥
料
に
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
息
を
吹

き
か
け
て
飛
ぶ
ほ
ど
軽
い
酒
粕
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
搾
場
の
作
業
で
よ
く
も

ろ
み
を
絞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
生
成
で
き
る
酒
の
量
が

増
え
、
藩
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、米
の
搗
き
減
り
の
度
合
い
や
酒
粕
の
扱
い
方
を
示
し
た
う
え
で
、

酒
造
に
よ
っ
て
発
生
す
る
損
益
に
つ
い
て
次
の
史
料
26
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
26
】
９
２ 

 
 

（
省
略
）
拾
七
貫
九
百
目
之
内
酒
師
給
銀
四
貫
五
百
目
引
残
十
三
貫
四
百
目

者
、
皆
以
御
国
中
ニ

相
止
リ

候
而

、
為
其
ニ

出
候
余
米
者
、
年
々
他
国
ゟ
入
置
与

罷
成
候
、
尚
永
代
酒
師
等
之
御
入
料
有
之
ニ

も
無
御
座
、
其
造
リ

方
御
国
民
ニ

移
リ

候
得
者
、
其
余
者
不
入
事
ニ

相
成
候
而

、
御
国
益
斗
年
々
相
残
申
候
、
依
之

上
酒
他
国
出
酒
と
も
ニ

不
成
候
共
、
聢
定
之
御
見
詰
御
国
益
相
備
リ

者
与

申
愚

案
ニ

御
座
候
（
以
下
略
） 

生
じ
た
利
益
の
う
ち
か
ら
給
銀
を
引
い
た
残
り
は
藩
内
に
と
ど
ま
り
藩
の
な
か

で
使
わ
れ
る
た
め
、
藩
と
し
て
の
損
害
は
な
い
。
ま
た
、
生
じ
た
余
米
は
他
国
か

ら
移
入
す
る
分
に
相
当
す
る
た
め
、移
入
の
必
要
が
な
く
な
り
藩
の
利
益
と
な
る
。 

次
の
史
料
27
で
は
、
御
試
の
酒
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
利
益
率
に
つ

い
て
確
認
で
き
る
。 

【
史
料
27
】
９
３ 

 
 

（
省
略
）
造
り
酒
払
代
銭
は
御
入
金
と
成
候
得
共
御
仕
入
銀
之
三
ヶ
壱
ニ

も
相

向
可
申
哉
、
乍
去
今
年
ニ

限
候
而

明
年
よ
り
は
御
物
入
無
御
座
形
チ
ニ

候
、（
以

下
略
） 

失
敗
を
見
込
ん
で
経
費
が
か
か
る
と
想
定
し
て
お
り
、
酒
を
売
る
こ
と
で
得
ら

れ
る
利
益
の
三
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
る
。
た
だ
し
、
翌
年
か
ら
は
そ
の
分
は
相
殺

で
き
る
と
し
て
い
る
。 

「
に
印
」
で
は
、
上
方
か
ら
酒
師
を
派
遣
し
て
酒
造
を
す
る
こ
と
で
、
秋
田
と

は
異
な
っ
た
酒
造
方
法
を
採
用
で
き
、
御
試
の
結
果
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
収

入
が
見
込
め
、
原
料
費
も
抑
え
ら
れ
る
と
し
て
将
来
を
見
据
え
た
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。 

 

（
ほ
）
上
方
酒
師
御
下
シ

方
一
通
愚
案
考
之
事 

こ
こ
で
は
招
聘
す
る
上
方
の
酒
師
に
関
す
る
条
件
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

ひ
と
つ
に
酒
師
の
技
量
を
吟
味
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
史
料
28
で
あ
る
。 

【
史
料
28
】
９
４ 

（
省
略
）
上
方
酒
師
与

申
内
ニ

も
上
手
下
手
者
有
之
筈
何
国
ニ
而

も
下
手
者
得
安

ク

上
手
者
難
得
候
、
其
吟
味
形
至
極
御
太
事
ニ

候
、（
中
略
）
名
人
酒
師
下
リ

造

リ

候
共
、
数
百
里
隔
米
水
春
秋
気
候
雲
泥
之
違
有
之
候
故
、
よ
し
や
変
酒
致
者

共
亦
上
酒
ニ

無
之
共
、
五
・
六
年
者
其
酒
師
ニ

御
任
せ

、
不
相
替
為
造
候
儀
ニ

無

之
候
而

、
其
万
事
御
開
発
之
事
故
、
相
開
ケ

申
間
敷
哉
ニ

奉
存
候
、（
以
下
略
） 

上
方
の
酒
師
で
も
上
手
な
者
と
下
手
な
者
が
い
る
は
ず
で
あ
り
、
も
し
下
手
で

あ
れ
ば
他
の
酒
師
を
派
遣
す
る
。
名
人
が
派
遣
さ
れ
れ
ば
、
無
駄
な
く
稽
古
に
か

か
る
費
用
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
く
ら
名
人
で
あ
ろ
う
と
異
な
る
環
境

で
酒
を
造
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
五
、
六
年
は
そ
の
酒
師
に
任
せ
て
ほ
し
い
、
と



20 

 

い
う
の
が
祐
助
の
考
え
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
そ
の
後
、
五
、
六
年
と
提
案
し
て
い
た
酒
師
の
見
極
め
年
数
が
次
の
史

料
29
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
29
】
９
５ 

（
省
略
）
三
・
四
年
も
御
試
シ

不
被
遊
候
而

は
、
是
迄
之
酒
造
御
仕
法
御
引
替

六
郡
江

御
改
格
形
難
被
仰
出
御
儀
ニ

奉
存
候
、
然
ル
ニ

名
人
下
手
之
見
分
も
不
致
、

右
三
・
四
年
も
同
し
酒
師
ニ
而

相
過
、
其
節
下
手
之
事
ニ

相
分
り
候
而

は
、
既
ニ

此
度
之
御
執
行
御
破
と
も
可
罷
成
哉
、
仍
之
御
下
シ

酒
師
弐
三
本
も
造
り
候

ハ
ヽ
、
名
人
下
手
之
境
は
相
分
り
候
も
の
ゆ
へ
、
万
一
名
人
不
成
候
時
は
、

明
春
別
酒
師
ニ

御
引
替
可
被
遊
候
、（
以
下
略
） 

酒
師
が
下
手
か
ど
う
か
の
見
極
め
は
い
く
ら
か
酒
を
造
れ
ば
わ
か
る
は
ず
だ
か

ら
、
三
、
四
年
経
っ
て
も
良
い
酒
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
酒
師
を
交
代
さ
せ
て
酒

造
方
法
を
変
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
那1

1
8
8

（
文
化
四
年
）
に
み
ら
れ
る
記
述

よ
り
も
年
限
を
減
ら
し
て
い
る
。 

「
ほ
印
」
で
は
、
上
方
か
ら
派
遣
さ
れ
た
酒
師
の
技
量
が
あ
れ
ば
、
酒
造
経
費

を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
極
め
に
一
定
期

間
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
数
年
間
は
そ
の
酒
師
に
任
せ
る
方
針
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
年
限
に
は
祐
助
と
藩
と
で
違
い
が
み
ら
れ
る
た
め
、
酒
造
御
試
に
対
す
る
両

者
の
認
識
に
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
へ
）
惣
ヶ
條
共
纒
本
志
趣
意
書
愚
案
之
事 

こ
こ
で
は
愚
案
の
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
史
料
30
の
よ
う
に
御
試
の
実
施
に
よ

っ
て
見
込
め
る
効
果
を
述
べ
て
い
る
。 

【
史
料
30
】
９
６ 

 
 

（
省
略
）
上
方
酒
師
之
造
方
を
見
習
候
而

、
米
を
酒
ニ

致
候
ニ

、
是
迄
ゟ
万
端
利

発
之
金
之
上
酒
出
来
故
格
別
之
利
潤
有
之
候
其
一
ツ

、
他
国
出
酒
致
ニ

附
其
石

高
之
三
ヶ
壱
分
役
銀
銭
被
下
置
候
益
筋
其
二
ツ

、
是
迄
無
之
候
沖
出
酒
ニ

相
成

候
故
分
外
之
酒
捌
ヶ
方
与

成
候
利
潤
其
三
ツ

、
此
三
ツ

之
益
を
早
速
移
シ

申
も
の

者
、
是
非
困
窮
酒
屋
之
不
至
事
ニ
而

、
相
応
之
酒
屋
之
深
切
成
者
ゟ
富
家
之
酒

屋
ニ

預
リ

候
道
理
ニ

御
座
候
、
依
之
右
三
ツ

之
益
仕
覚
候
砌
其
益
筋
を
以
下
直
之

酒
ニ

致
候
、
其
下
直
ニ

致
候
塩
合
を
能
御
考
被
遊
、
在
々
手
造
濁
酒
を
御
停
止

ニ

被
仰
渡
候
、
御
停
止
ニ

被
仰
渡
候
間
、
い
や
な
か
ら
も
是
迄
手
造
之
者
共
買

酒
被
成
候
、（
以
下
略
） 

上
方
の
酒
師
を
派
遣
し
て
良
い
酒
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
質
の
良
い

酒
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
利
益
、
他
国
へ
の
移
出
酒
を
し
て
そ
の
三
分
の
一
の
役

銀
銭
分
が
給
付
さ
れ
る
減
免
措
置
に
よ
る
利
益
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
沖
出
酒
で
あ

る
た
め
に
過
分
に
売
れ
行
き
が
良
く
な
る
こ
と
に
よ
る
利
益
の
三
つ
が
考
え
ら
れ
、

儲
か
っ
て
い
る
酒
屋
に
そ
の
分
を
還
元
し
て
値
下
げ
さ
せ
る
こ
と
で
濁
酒
を
止
め

さ
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
。 

ま
た
、
那

1
2
7
5

の
な
か
で
は
、
酒
の
価
格
設
定
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
記

述
が
あ
る
。 

【
史
料
31
】 

 

（
省
略
）
下
り
酒
師
酒
ケ

造
り
候
ニ

は
、
何
程
高
直
ニ

仕
上
り
候
共
、
十
分
入

念
候
而

、
酒
之
宣
儀
を
以
勤
之
趣
意
ニ

致
候
筈
、
右
を
世
上
之
直
段
ニ

払
候
ニ

は

利
分
等
有
之
間
敷
哉
ニ

、
愚
案
仕
候
、
仍
之
其
入
念
造
り
候
内
ニ

も
至
極
鍛
へ

造
候
上
酒
ハ

格
段
御
直
段
御
居
被
成
置
候
而

、
可
然
奉
存
候
、（
以
下
略
） 

招
聘
し
た
酒
師
は
よ
り
良
い
酒
を
造
る
こ
と
に
努
め
る
は
ず
で
、
特
別
に
力
を

入
れ
て
造
っ
た
質
の
良
い
酒
に
高
い
値
段
を
つ
け
て
販
売
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
と
し
て
お
り
、
買
酒
の
比
較
対
象
と
な
り
う
る
高
品
質
の
酒
が
で
き
る
こ
と
を

期
待
さ
れ
て
い
る
。 

 
加
え
て
、
酒
屋
の
軒
数
と
利
益
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
史
料
32
の
よ
う
に
あ

る
。 

 

【
史
料
32
】
９
７ 

 

（
省
略
）
当
時
酒
屋
軒
数
を
今
弐
・
三
割
已
与

銘
々
ゟ
止
酒
屋
与

可
成
愚
案
仕

法
御
座
候
、
是
者
追
々
可
奉
申
上
候
、
左
候
得
者
、
酒
屋
者
当
時
ゟ
格
別
軒
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数
不
足
ニ

成
候
而

、
当
時
之
五
万
石
造
者
拾
壱
弐
万
石
造
与
成
候
間
、
是
非
大

酒
屋
斗
出
候
、
左
様
ニ

大
酒
屋
斗
ニ

成
候
故
、
譬
者
是
迄
弐
百
貫
利
潤
有
之
も

の
者
、
千
貫
も
利
潤
有
之
事
ニ

相
成
候
、（
中
略
）
酒
直
段
下
直
ニ

致
候
、
夫
ニ

而

も
是
迄
之
弐
百
貫
利
潤
有
之
酒
屋
ゟ
者
ハ
ル
カ
ニ

難
有
可
奉
存
、
尚
左
様
ニ

酒

直
段
格
別
下
直
ニ

成
候
故
、
手
造
酒
買
酒
与

可
相
成
候
、
然
者
家
内
之
益
筋
余

米
被
成
候
故
ハ
、
停
止
之
手
造
再
ヒ
犯
者
無
之
理
合
ニ

候
、（
以
下
略
） 

酒
屋
の
軒
数
を
二
、
三
割
減
ら
す
案
が
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
酒
屋
不
足
と
な
り

か
ね
な
い
が
、
一
軒
当
た
り
の
生
産
量
を
増
や
す
こ
と
で
そ
の
問
題
は
解
消
さ
れ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
手
造
濁
酒
よ
り
買
酒
の
方
が
安
く
な
り
、
手
造
濁
酒
は
買
酒

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
余
米
が
出
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
手
造
濁
酒
に
使
っ
て
い
た
分
が
使
わ
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
濁
酒
を
造
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
「
へ
印
」
で
は
、
御
試
の
実
施
で
良
い
酒
が
で
き
れ
ば
、
様
々
な
面
で

の
利
益
を
生
み
、
酒
自
体
の
値
段
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
手
造
濁
酒
を
買
酒
に
移
行
さ
せ
、
小
売
り
や
移
出
の
た
め
に
酒
を
多

く
造
る
よ
う
前
で
触
れ
た
よ
う
に
指
示
を
し
た
が
、
当
時
の
酒
屋
の
軒
数
で
実
施

す
る
と
酒
を
造
り
す
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
酒
屋
を
二
、
三
割
減
ら
し
て
大

酒
屋
ば
か
り
に
し
て
御
試
が
終
了
し
て
か
ら
も
継
続
的
に
一
軒
当
た
り
の
生
産
量

を
増
や
し
利
潤
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
見
込
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
酒
の
値
段
は
下

が
り
、買
酒
の
方
が
経
済
的
で
あ
る
と
手
造
濁
酒
を
や
め
る
だ
ろ
う
と
見
込
ん
だ
。 

以
上
の
よ
う
に
文
化
四
年
の
酒
造
御
試
に
際
し
た
提
案
を
検
討
し
て
き
た
が
、

秋
田
藩
に
お
け
る
酒
造
改
良
は
文
化
二
年
の
下
問
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
の
酒
造
改
良
の
目
的
は
酒
造
方
に
よ
る
秋
田
藩
外
へ
の

酒
の
移
出
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
化
二
年
は
秋
田
と
気
候
が
近
い
津
軽
か
ら
酒

師
を
呼
ん
で
技
術
を
学
び
、
藩
内
で
造
る
酒
の
質
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
文
化
二
年
の
時
点
で
祐
助
が
酒
造
改
良
の
中
心
と
な
っ

て
津
軽
か
ら
酒
師
を
呼
び
酒
造
御
試
を
実
施
し
た
史
料
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
そ

の
主
導
権
は
祐
助
で
は
な
く
藩
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
祐
助
が

本
格
的
に
酒
造
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
文
化
四
年
か
ら
で
、
酒
造
業
が

盛
ん
で
あ
っ
た
上
方
の
技
術
を
取
り
入
れ
て
酒
造
改
良
に
着
手
し
た
。 

 

な
お
、
初
期
費
用
と
し
て
出
費
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
酒
を
販
売
し
た
利

潤
か
ら
補
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
支
払
い
は
問
題
な
く
処
理
で
き
る
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
祐
助
は
最
低
限
の
収
入
を
見
込
め
る
だ
け
の
酒
造

御
試
の
効
果
を
確
信
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

 

文
化
二
年
の
藩
の
下
問
を
発
端
と
し
た
酒
造
改
良
は
、史
料
中
に「
酒
造
御
試
」

の
文
字
が
み
ら
れ
る
文
化
四
年
に
祐
助
の
提
案
書
に
よ
っ
て
本
格
化
し
た
。
文
化

四
年
に
祐
助
が
藩
に
提
案
し
た
の
は
、
藩
内
で
手
造
濁
酒
の
密
造
の
増
加
に
よ
る

酒
屋
か
ら
の
酒
の
購
入
が
減
少
に
よ
っ
て
藩
内
の
経
済
の
活
発
化
を
妨
げ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。
祐
助
が
藩
に
提
案
し
た
酒
造
御
試
が
成
功
す
れ

ば
結
果
的
に
藩
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
し
て
藩
の
正
式
な
事
業
と

し
て
、
文
化
七
年
ま
で
は
祐
助
を
支
配
人
と
し
て
酒
造
御
試
を
お
こ
な
い
、
そ
の

後
最
短
で
も
文
化
十
一
年
ま
で
は
御
試
が
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
節 

御
試
の
経
過 

 

こ
こ
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
目
的
の
も
と
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
酒
造

御
試
が
、
実
際
ど
の
よ
う
な
体
制
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

ま
ず
、
招
聘
す
る
酒
師
の
選
出
に
つ
い
て
、
次
の
史
料
33
の
よ
う
に
記
述
が
あ

る
。 

 

【
史
料
33
】
９
８ 

 
 

（
省
略
）
御
上
様
ニ
而

御
吟
味
御
下
シ

之
酒
師
故
、
名
人
之
筈
ニ

奉
存
候
、
但
本

書
ニ

申
上
候
同
酒
師
ニ

三
・
四
年
も
被
為
造
候
儀
ニ

無
之
而

は
、
上
方
秋
田
之
気

候
米
水
考
合
意
得
之
上
ハ

上
酒
も
出
来
可
仕
、
右
は
名
人
成
ル

酒
師
と
見
届
候

上
ニ
而

も
、
左
ニ

三
・
四
年
も
御
試
シ

不
被
遊
候
而

は
、
是
迄
之
酒
造
御
仕
法
御

引
替
六
郡
江

御
改
革
形
難
被
仰
出
御
儀
ニ

奉
存
候
、
然
ル
ニ

名
人
下
手
之
見
分
も
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不
致
右
三
・
四
年
も
同
し
酒
師
ニ
而

相
過
、
其
節
下
手
之
事
ニ

相
分
り
候
而

は
、

既
ニ

此
度
之
御
執
行
御
破
と
も
可
罷
成
哉
、
仍
之
御
下
シ

酒
師
弐
・
三
本
も
造

り
候
ハ
ヽ
、
名
人
下
手
之
境
は
相
分
候
も
の
ゆ
万
一
名
人
不
成
候
時
は
、
明

春
別
酒
師
ニ

御
引
替
可
被
遊
儀
、
当
時
よ
り
御
居
不
被
成
置
候
而

は
、
御
試
之

御
趣
意
ニ

御
叶
不
被
遊
哉
ニ

奉
存
候
（
以
下
略
） 

藩
が
上
方
か
ら
招
い
た
酒
師
は
名
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
三
、
四
年
経

っ
て
も
良
い
酒
が
造
れ
な
け
れ
ば
、
酒
造
の
方
法
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
い
く

ら
か
酒
を
造
れ
ば
そ
の
人
が
下
手
か
ど
う
か
は
わ
か
る
は
ず
で
、
下
手
な
酒
師
を

取
り
替
え
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。 

こ
の
三
、
四
年
で
酒
造
御
試
が
成
功
し
た
の
ち
、
藩
が
と
る
べ
き
対
応
が
次
の

史
料
34
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
34
】
９
９ 

 
 

（
省
略
）
名
人
酒
師
ニ
而

三
・
四
年
も
十
分
宜
敷
御
試
其
上
ニ
而

、
六
郡
酒
屋
共

江

望
之
者
ハ
其
造
り
方
見
習
稽
古
ニ

可
参
被
仰
渡
、
右
ニ

付
下
り
酒
師
伝
授
ハ

伝

へ
間
敷
被
思
召
候
哉
、
酒
ヶ
造
り
候
は
、
大
業
ゆ
へ
隠
候
事
之
な
ら
ぬ
も
の

ニ

候
、
乍
去
尚
酒
師
よ
り
も
心
を
用
ひ
為
教
度
事
故
、
其
段
得
と
申
諭
弥 

御

国
民
江

無
腹
蔵
教
道
致
候
ハ
ヽ
、
上
方
ニ
お
ゐ
て
永
末
御
扶
持
等
被
下
置
候

御
儀
ニ

候
ハ
ヽ
、
乍
未
発
此
一
儀
御
調
可
仕
奉
存
候
、
右
ニ
而

も
其
酒
師
承
知

不
仕
容
子
ニ

候
ハ
ハ
、
幾
度
も
御
引
替
可
被
遊
御
威
権
有
之
候
ハ
ヽ
、
酒
師
も

我
壱
人
ニ

限
ル

者
ニ

も
無
之
故
、
是
悲
右
之
理
ニ

落
入
可
申
哉
ニ

奉
存
候
（
以
下

略
） 

御
試
が
順
調
に
進
め
ば
、
藩
内
の
酒
屋
で
希
望
す
る
者
に
対
し
て
は
酒
造
の
見

習
い
稽
古
を
実
施
し
て
上
方
の
技
術
を
伝
授
す
る
。
ま
た
、
藩
内
に
上
方
の
酒
造

方
法
を
広
く
普
及
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、
招
聘
し
た
酒
師
に
藩
か

ら
扶
持
を
出
す
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
が
、
酒
師
が
伝
授
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る

時
は
酒
師
を
と
り
か
え
て
ほ
し
い
。
な
お
、
稽
古
人
に
も
手
当
が
支
給
さ
れ
る
１
０
０

。 

次
の
史
料
35
で
は
、
酒
造
の
稽
古
人
心
得
と
御
試
で
で
き
た
酒
の
提
出
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。 

【
史
料
35
】
１
０
１ 

 

（
省
略
）
下
り
酒
師
上
酒
ケ

造
り
候
儀
は
、
勿
論
之
事
ニ

候
而

、
私
本
書
申
上

候
趣
意
は
酒
師
之
上
酒
ケ

造
り
方
を
六
郡
酒
屋
共
江
移
申
度
と
申
事
ニ

候
、
此

儀
さ
へ
調
へ
候
得
は
、
申
上
候
大
旨
愚
案
形
既
ニ

至
り
候
程
ニ

候
故
、
中
々
容

易
之
儀
ニ
而

は
移
り
申
間
敷
候
、
且
酒
屋
之
亭
主
斗
稽
古
ニ

参
候
も
の
ニ

も
有
之

間
敷
召
使
之
酒
師
も
可
参
候
得
ハ

、
其
内
ニ

は
稽
古
人
心
を
不
用
候
も
の
も
可

有
之
、
又
酒
師
教
道
如
何
敷
候
得
は
申
諭
、
或
は
取
示
シ

等
も
不
仕
候
得
は
相

成
間
敷
、
然
は
酒
師
引
替
候
も
長
く
止
り
酒
造
伝
授
を
伝
へ
さ
せ
候
も
、
皆

以
被
任
置
候
、
私
ニ

相
預
り
候
故
、
三
ヶ
年
中
は
御
役
人
様
御
内
座
江

酒
師
罷

出
候
儀
、
乍
恐
御
差
留
被
成
下
度
奉
存
候
右
は 

御
銘
々
様
品
々
御
賢
慮
形

等
被
仰
候
而

は
、
酒
師
迚
も
右
ニ

随
ひ
品
々
志
シ

変
シ

可
申
哉
、
且
左
様
ニ
而

は
私

如
キ
之
申
条
用
ひ
可
申
筈
無
御
座
候
、（
中
略
）
但
惣
御
試
中
私
纔
ニ
而

も
私

欲
贔
屓
之
計
意
等
仕
候
ハ
ヽ
、
如
何
成
無
調
法
被
仰
付
候
と
も
、
急
度
可
奉

畏
候
間
、
乍
恐
幾
程
も
隠
密
等
被
附
置
候
（
以
下
略
） 

酒
師
が
良
い
酒
を
造
り
、
そ
の
造
り
方
を
藩
内
の
六
郡
の
酒
屋
へ
技
術
移
転
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
が
で
き
れ
ば
祐
助
の
案
が
実
現
し
た
の
も
同
然
で
あ

る
が
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
稽
古
に
来
る
者
は
酒
屋
の
主
人
と
は
限

ら
ず
、
代
わ
り
の
者
が
稽
古
人
と
し
て
の
心
得
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
御
試

が
う
ま
く
い
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
酒
師
を
替
え
る
か

そ
の
ま
ま
留
ま
ら
せ
る
か
は
す
べ
て
祐
助
に
任
せ
る
こ
と
と
す
る
。
完
成
し
た
酒

は
、
藩
の
役
人
か
ら
の
意
見
に
よ
っ
て
酒
の
質
が
変
わ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
三

年
間
は
で
き
た
酒
を
藩
に
提
出
す
る
こ
と
を
控
え
る
。
そ
こ
で
、
監
視
を
つ
け
て

も
構
わ
な
い
の
で
、
い
か
な
る
場
合
で
も
祐
助
に
全
て
任
せ
て
ほ
し
い
と
し
て
い

る
。 右

の
史
料
に
関
連
し
て
、
藩
内
各
所
か
ら
集
ま
っ
た
稽
古
人
へ
の
賞
与
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
次
の
史
料
36
で
あ
る
。 
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【
史
料
36
】
１
０
２ 

 
（
省
略
）
六
郡
酒
屋
共
之
内
下
り
酒
師
之
造
り
方
心
を
用
ひ
習
得
候
者
ニ

は
、

俗
ニ

為
御
賞
沖
出
酒
石
高
之
三
ヶ
壱
ニ

御
向
酒
役
銀
銭
被
下
置
度
段
、
本
書
ニ

奉
申
上
候
、（
中
略
）
沖
出
酒
之
三
ヶ
壱
被
下
銀
は
私
売
酒
屋
ニ

相
成
候
と
も

下
り
酒
師
ニ

為
造
候
故
、
右
三
ヶ
壱
被
下
銀
は
私
ニ

限
り
拝
領
仕
間
敷
奉
存
候

（
以
下
略
） 

六
郡
の
酒
屋
の
う
ち
、
酒
師
の
造
り
方
を
よ
く
習
得
す
る
者
に
は
褒
美
と
し
て

沖
出
酒
石
高
の
三
分
の
一
の
御
向
酒
役
銀
銭
を
与
え
て
、
事
実
上
の
免
税
措
置
を

と
っ
た
。
な
お
、
祐
助
が
酒
の
販
売
者
１
０
３

に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
酒
は
招
聘

し
た
酒
師
に
御
試
と
し
て
造
ら
せ
た
も
の
に
な
る
た
め
、
祐
助
が
免
税
措
置
に
よ

る
銀
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
完
成
し
た
酒
の
販
売
基
準
に
つ
い
て
次
の
史
料
37
の
よ
う
に
あ
る
。 

【
史
料
37
】
１
０
４ 

 

（
省
略
）六
郡
酒
屋
之
内
下
り
酒
師
造
り
方
見
習
沖
出
酒
致
度
申
出
候
節
は
、

右
酒
問
味
仕
不
宜
候
ハ
ヽ
、
沖
出
酒
ニ

不
相
成
候
段
申
聞
候
迄
ニ
而

、
別
段
度

毎
御
伺
奉
申
上
兼
候
、
是
又
被
任
置
候
御
趣
意
ニ

随
ひ
、
右
之
通
被
仰
付
被
下

置
度
奉
存
候
（
以
下
略
） 

酒
師
に
習
っ
て
造
っ
た
酒
を
移
出
す
る
と
き
は
、
検
査
を
実
施
し
て
良
い
と
判

断
が
出
な
け
れ
ば
移
出
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
毎
回
藩
に
伺
い
を
た

て
て
判
断
を
仰
ぐ
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
た
め
、
移
出
酒
の
判
断
に
関
し
て
も

祐
助
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
し
た
。 

し
か
し
、
良
い
酒
を
造
る
た
め
に
は
そ
の
生
活
環
境
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

の
か
、
酒
師
の
生
活
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
提
案
が
あ
っ
た
。 

【
史
料
38
】 

 
 

（
省
略
） 

 
 
 

壱
ヶ
条
目 

一
、 

酒
師
御
下
シ

御
試
被
成
置
候
ハ
ヽ
、
屋
敷
蔵
居
宅
殊
ニ

廊
下
廻
り
酒
造
具

不
残
并

酒
師
よ
り
下
人
雇
ま
で
膳
椀
夜
具
等
迄
悉
皆
御
揃
不
被
遊
び
候

得
は
、
相
成
不
申
候 

 
 
 

弐
ヶ
条
目 

 
 

一
、
五
拾
石
御
試
ニ
而

も
百
石
御
試
ニ
而

も
右
諸
品
御
拵
并
下
人
等
ニ

は
、
凡
相

替
儀
無
御
座
候
、
此
入
料
弐
拾
貫
目
余
ニ

も
可
相
成
奉
存
候
（
以
下
略
） 

 

酒
造
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
招
聘
し
た
酒
師
の
身
の
回
り
の
生
活
用
品
な
ど
も

す
べ
て
揃
え
な
け
れ
ば
御
試
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
し
て
、
御
試
の
規
模
に
か
か

わ
ら
ず
必
要
な
物
を
揃
え
、
下
人
の
数
を
変
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
経
費
は
二
十
貫

目
ほ
ど
を
見
込
ん
で
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
御
試
を
実
施
し
た
成
果
は
次
の
よ
う
に
な
る
と
想
定
し
て
い

る
。 

 

【
史
料
39
】
１
０
５ 

（
省
略
）
此
度
御
試
之
御
趣
意
は
後
年
六
郡
江 

御
賢
慮
之
仕
法
被
仰
出
是

迄
之
御
仕
法
悉
皆
御
改
被
遊
候
事
故
、
是
非
小
売
酒
も
致
、
其
実
ニ

入
御
差
考

不
被
遊
候
而
ハ

不
相
分
候
、
左
候
得
は
五
拾
石
之
桶
ニ
而

小
売
迄
致
候
而

は
、
譬

ハ

十
日
売
候
而
廿
日
も
酒
切
シ

候
繰
合
ニ

可
相
成
候
、
右
は
跡
桶
造
り
立
候
儀
、

桶
不
足
故
間
似
合
不
申
候
、
大
躰
百
石
余
百
四
五
拾
石
之
役
銀
出
シ

候
高
ニ
而

御
試
被
遊
候
ハ
ヽ
、
小
売
も
売
続
ケ

沖
出
酒
之
弐
・
三
拾
石
も
被
成
候
而

、
他

国
之
振
合
も
御
試
ニ

可
相
成
哉
ニ

奉
存
候
（
以
下
略
） 

御
試
で
得
た
上
方
の
酒
造
方
法
は
後
に
六
郡
に
伝
授
し
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
を

改
め
る
こ
と
で
酒
造
改
良
に
乗
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
移
出

す
る
酒
に
加
え
、
小
売
り
の
酒
も
用
意
し
た
い
た
い
と
考
え
て
お
り
、
収
入
と
支

出
の
均
衡
を
考
慮
し
な
が
ら
造
酒
量
に
過
不
足
な
く
御
試
を
実
施
す
る
よ
う
指
示

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
初
め
て
酒
師
を
招
い
て
酒
を
造
る
た
め
変
質
す
る
酒
が
ど

の
く
ら
い
発
生
す
る
か
予
測
が
で
き
ず
、
失
敗
す
る
こ
と
も
想
定
す
る
と
、
経
費

が
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
造
っ
た
酒
を
売
っ
た
代
金
は
初
年
で
仕
入

銀
の
三
分
の
一
を
賄
え
る
だ
け
あ
る
と
見
込
ん
で
い
て
、
翌
年
か
ら
は
経
費
分
を
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相
殺
で
き
る
と
想
定
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
以
上
の
こ
と
が
見
当
違
い
で
あ
っ
た
時
は
少
な
か
ら
ず
不
利
益
に
な

る
た
め
、
次
の
史
料
40
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。 

【
史
料
40
】
１
０
６ 

 

（
省
略
）
私
ニ

悉
皆
御
試
被
任
置
候
ハ
ヽ
、
屋
敷
蔵
居
宅
廊
下
廻
り
酒
造
具
不

残
造
り
米
仕
入
、
久
保
田
町
並
御
役
銀
も
上
納
致
并

酒
師
よ
り
下
人
雇
迄
膳

椀
夜
具
等
ニ

至
ま
で
諸
色
悉
皆
相
弁
可
申
并

変
酒
等
相
生
候
と
も
私
引
請
御

苦
柄
は
申
上
間
敷
候
間
右
前
書
ヲ

惣
御
償
料
と
し
て
御
銀
五
貫
目
宛
御
試
三

ヶ
年
中
被
下
置
度
奉
存
候
并

此
度
御
余
銀
之
内
弐
拾
貫
目
無
御
利
息
ニ
而

拝
領

被
仰
付
被
下
置
度
奉
存
候
、
右
拝
借
之
儀
は
年
割
を
以
返
上
仕
候
間
、
乍
恐

有
銀
と
申
も
の
ニ

候
得
は
、
五
貫
目
を
以
俗
ニ
御
請
負
仕
候
、（
中
略
）
但
酒

道
具
之
木
ハ

此
節
町
家
才
覚
ニ

不
相
成
候
間
、
右
木
之
分
は
拝
領
仕
度
酒
道
具

ニ

仕
立
申
分
ハ

私
之
入
料
を
以
相
弁
可
申
奉
存
候
（
以
下
略
） 

御
試
の
す
べ
て
を
祐
助
に
任
せ
て
も
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
酒
師
の
住
居
か
ら

酒
造
道
具
ま
で
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
請
け
負
い
、
変
酒
が
で
き
て
も
祐
助
が
引
き
う

け
て
特
に
報
告
は
し
な
い
の
で
、
そ
の
準
備
資
金
を
藩
に
付
与
し
て
ほ
し
い
。
そ

こ
で
、
余
銀
二
十
貫
目
は
無
利
息
で
拝
借
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
年
割
に
て
返
済
す
る
が
、
酒
造
に
使
う
木
材
は
町
人
の
立
場
で
あ
る
祐
助
で

は
調
達
で
き
な
い
た
め
藩
か
ら
拝
領
し
て
、
酒
造
道
具
に
仕
立
て
る
分
は
祐
助
が

負
担
す
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
文
化
四
年
に
始
ま
っ
た
酒
造
御
試
に
お
い
て
は
藩
の
介

入
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
祐
助
が
そ
の
主
導
権
を
握
る
こ
と
で
理
想
の
酒
造

改
良
体
制
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
体
制
の
な
か
で
も
、
上
方
酒
造
の
技
術
を
習
得
し
よ
う
と
藩
内
各
地
か
ら

酒
屋
を
呼
び
集
め
た
こ
と
に
着
目
す
る
。
湯
沢
町
か
ら
松
井
藤
吉
１
０
７

、
刈
和
野

村
か
ら
与
七
郎
１
０
８

、
十
二
所
町
か
ら
藤
右
衛
門
、
久
保
田
町
か
ら
十
数
軒
の
酒

屋
が
呼
ば
れ
た
１
０
９

。
そ
の
中
の
湯
沢
町
の
松
井
藤
吉
が
御
試
の
見
習
い
と
し
て

久
保
田
に
出
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
が
発
生
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。特
に
、

松
井
藤
吉
は
藩
か
ら
酒
造
に
つ
い
て
好
評
価
を
得
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
示
す
の

が
次
の
史
料
41
で
あ
る
。 

 

【
史
料
41
】
１
１
０ 

 
 

（
省
略
）
湯
沢
町
酒
家
藤
吉
酒
造
功
者
之
由
、
引
合
之
た
め
同
人
ニ

も
於
其
方

酒
造
為
仕
込
試
可
申
、
猶
大
坂
酒
師
之
造
り
方
右
藤
吉
心
を
用
ひ
急
々
見
習

六
郡
江

上
酒
出
来
方
追
々
出
来
為
致
候
様
ニ

可
致
候
、（
中
略
）
近
来
六
郡
よ

り
松
前
表
へ
輸
送
酒
数
多
之
族
差
遣
候
処
、
於
船
中
ニ

何
レ

も
変
酒
致
候
儀
、

御
聞
被
成
候
処
、
先
頃
貴
家
様
酒
臨
時
御
仕
送
ニ

付
別
格
酒
備
へ
も
無
之
処
ヲ

暑
中
と
申
数
日
運
送
、
其
上
松
前
着
岸
御
陣
屋
へ
奉
差
上
候
処
、
随
分
爰
元

之
通
ニ

上
酒
ニ
而

、
右
御
返
翰
致
、
御
到
来
并

岩
崎
板
見
内
薄
井
沼
館
大
曲
等
御

引
合
之
た
め
御
問
味
被
成
置
候
処
、
其
節
と
て
も
貴
家
様
酒
す
く
れ
て
宜
し

く
旁
ニ

付
、
私
へ
被
仰
渡
御
書
付
之
内
ニ

も
別
紙
之
通
御
座
候
、（
以
下
略
） 

 

近
頃
秋
田
か
ら
松
前
へ
輸
送
す
る
酒
は
多
く
の
酒
家
が
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、

ど
れ
も
輸
送
中
の
船
内
で
変
質
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

松
井
藤
吉
が
造
っ
た
酒
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
松
井
藤
吉
の
酒
を

絶
賛
し
て
い
る
。 

 

右
の
史
料
に
付
属
す
る
別
紙
の
内
容
は
次
の
史
料
42
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お

り
、
松
井
藤
吉
を
久
保
田
に
呼
ぶ
動
き
が
み
ら
れ
る
。 

 

【
史
料
42
】
１
１
１ 

 
 

（
省
略
）
此
度
大
坂
よ
り
酒
師
被
指
下
酒
造
御
試
被
成
置
候
ニ

付
、
那
波
祐
助

江

悉
皆
右
式
形
被
相
任
御
執
行
被
置
候
、
左
候
得
は
同
人
事
は
酒
造
方
支
配

致
候
ま
て
酒
造
等
は
不
案
内
之
儀
も
可
有
之
御
大
事
之
事
故
、
兼
而

其
方
儀

は
酒
造
ニ

心
を
用
候
功
者
之
事
ニ

祐
助
申
上
、
尚
此
度
仙
北
中
被
及
御
聞
候
酒

家
共
よ
り
問
味
御
引
合
被
成
置
候
処
、
其
方
造
り
酒
格
別
宜
、
依
之
祐
助
江

引

添
右
酒
師
造
り
方
篤
と
其
方
江

伝
来
為
致
度
被
思
召
候
、
其
上
ニ
而

ハ
六
郡
酒

屋
江

其
方
伝
授
を
も
可
致
御
含
候
、
依
而

近
日
罷
下
候
筈
故
、
乍
辛
労
近
々
出
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府
有
之
候
様
ニ

致
度
、
内
々
役
頭
中
よ
り
も
其
旨
被
申
含
如
此
申
達
候
、（
以

下
略
） 

 

こ
の
た
び
大
坂
か
ら
酒
師
を
招
い
て
酒
造
御
試
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
で
祐

助
に
す
べ
て
を
任
せ
た
が
、
祐
助
は
酒
造
に
関
し
て
は
不
案
内
で
あ
る
た
め
、
酒

造
に
優
れ
て
い
る
と
の
評
判
が
あ
る
松
井
藤
吉
に
も
参
加
し
て
ほ
し
く
、
す
ぐ
に

久
保
田
ま
で
来
る
よ
う
に
出
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
藩
の
要
請
に
対
し
て
松
井
藤
吉
の
気
が
進
ま
な
い
様
子

が
次
の
史
料
43
か
ら
わ
か
る
。 

 

【
史
料
43
】
１
１
２ 

 
 

（
省
略
）
湯
沢
ニ

お
ゐ
て
当
時
酒
造
屋
致
悉
皆
造
り
方
諸
事
家
督
之
者
故
、
相

続
致
居
候
事
ニ

候
得
ハ

、
此
度
之
被
仰
含
藤
吉
儀
冥
加
至
極
難
有
本
意
之
事
ニ

候
得
共
、
相
続
形
ニ

付
甚
タ

迷
惑
可
有
之
、
仍
之
私
拝
借
猶
御
合
力
等
之
内
よ

り
当
人
望
通
可
遣
、
何
程
ニ
而

も
出
府
致
候
跡
、
迷
惑
形
丈
ケ

之
分
可
被
申
聞

申
談
候
処
、
藤
吉
申
聞
候
ハ

、
今
度
五
貫
目
無
利
息
ニ
而

出
府
中
返
上
な
し
、

御
試
相
過
明
年
よ
り
向
拾
ヶ
年
ニ

返
上
致
度
并

身
内
之
者
壱
人
私
差
替
り
ニ

抱

置
申
度
、
右
之
者
江

呉
置
候
、
給
銀
拝
領
致
度
趣
ニ

候
、
仍
之
右
願
通
承
知
致

候
、
乍
去
銀
高
相
渡
候
儀
ハ

手
元
拝
借
御
銀
之
内
よ
り
遣
候
故
、
心
得
候
へ
共
、

返
上
之
儀
ハ

御
上
様
江

相
抱
り
候
御
銀
事
故
、
其
儀
ハ

重
而

御
伺
之
上
相
極
メ
可

申
候
、（
以
下
略
） 

 

酒
造
御
試
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
松
井
藤
吉
に
声
を
か
け
た
が
、
家
の
相
続

な
ど
の
点
で
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
た
め
、
解
決
策
と
し
て
祐
助

が
必
要
資
金
を
貸
す
提
案
を
松
井
藤
吉
に
し
た
も
の
の
、
そ
れ
も
迷
惑
で
あ
る
と

出
府
せ
ず
に
い
た
。
そ
こ
で
、
御
試
用
の
資
金
と
し
て
藩
が
用
意
し
た
分
か
ら
貸

し
出
し
、
そ
の
返
済
は
御
試
が
終
了
し
て
か
ら
に
す
る
と
い
う
提
案
を
し
た
。
そ

の
後
の
松
井
藤
吉
の
動
向
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
化
五
年
の
史
料
に
名
前

が
み
ら
れ
る
１
１
３

こ
と
か
ら
、
こ
の
提
案
を
承
認
し
た
松
井
藤
吉
が
久
保
田
に
出

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
藩
内
各
地
と
上
方
か
ら
人
を
集
め
て
実
施
す
る
御
試
を
整
備
す
る
な
か

で
御
試
所
の
確
定
と
酒
造
株
の
問
題
が
あ
っ
た
。
御
試
所
に
つ
い
て
は
次
の
史
料

44
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
祐
助
の
酒
造
株
に
つ
い
て
は
一
章
三
節
の
史

料
11
で
も
触
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
44
】
１
１
４ 

 
 

此
度
大
坂
表
よ
り
酒
師
被
差
下
酒
造
御
試
被
成
置
候
ニ

付
、（
中
略
）
久
保
田
・

湊
両
処
ニ

お
ゐ
て
御
試
被
成
置
候
、
右
ニ

付
弐
丁
目
川
端
中
の
屋
栄
太
酒
造
株

酒
造
具
家
蔵
屋
鋪
共
ニ

年
限
を
以
内
々
借
り
受
御
試
酒
造
被
成
置
候
、
同
湊

上
酒
田
町
加
々
屋
忠
兵
衛
家
蔵
屋
敷
酒
造
具
借
受
、
酒
造
株
札
之
儀
は
此
度

私
造
り
酒
屋
ニ

被
仰
付
候
株
札
を
以
御
試
仕
候
、（
以
下
略
） 

 

御
試
は
久
保
田
１
１
５

と
土
崎
湊
と
の
二
か
所
で
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
で
休
業
中
の
酒
屋
二
軒
の
酒
造
株
札
を
祐
助
が
借
り
受
け
て
酒
造
御
試
を
実

施
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
久
保
田
は
町
人
町
・
職
人
町
、
領
内
市
場
の
性

質
を
持
ち
、
土
崎
湊
は
諸
国
船
の
出
入
り
盛
ん
で
領
外
交
易
に
優
れ
て
い
る
と
い

う
特
徴
が
あ
り
１
１
６

、
造
っ
た
酒
の
販
売
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

次
に
挙
げ
る
い
く
つ
か
の
史
料
に
あ
る
藩
の
酒
造
担
当
者
の
記
述
か
ら
酒
造
業

の
運
営
体
制
に
つ
い
て
整
理
す
る
。 

 

【
史
料
45
】
１
１
７ 

 
 

文
化
四
年
卯
八
月
十
四
日
御
会
所
酒
造
方
於
御
役
所
御
勘
定
奉
行
酒
造
掛
熊

谷
惣
助
樣
、
御
財
用
奉
行
同
係
山
口
政
右
衛
門
様
岡
見
徳
平
樣
御
勘
定
吟
味

役
丹
内
源
左
衛
門
様
よ
り
御
演
説
を
以
被
仰
渡
（
以
下
略
） 

 
右
の
史
料
に
あ
る
「
御
会
所
」
は
会
所
政
治
１
１
８

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
一
章
一
節
で
述
べ
た
国
産
会
所
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
し
て
酒
造
方
が
あ

る
。
酒
造
方
に
所
属
す
る
勘
定
庶
務
に
あ
た
る
勘
定
奉
行
、
財
政
運
営
を
担
当
す

る
財
用
奉
行
が
あ
り
、
酒
造
に
関
連
す
る
財
務
を
運
営
し
て
い
る
。 

な
お
、
右
の
史
料
で
勘
定
吟
味
役
と
記
さ
れ
て
い
た
丹
内
源
左
衛
門
に
つ
い
て
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次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
46
】
１
１
９ 

 

（
省
略
） 

 
 

明
五
日
朝
ケ

過
よ
り
罷
越
候
趣
申
上
候
処
被
御
聞
届
候
故
、
罷
越
候
間
左
ニ

御
承
知
可
被
成
候 

 
 
 

十
一
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹
内
源
左
衛
門 

 

右
之
通
被
仰
下
候
間
、
早
天
引
明
ケ

頃
よ
り
御
来
駕
不
被
成
候
而

は
、
一
日
之

仕
形
御
覧
難
被
遊
候
故
、
早
天
御
光
来
奉
待
候
趣
申
上
候
、
依
之
翌
五
日
卯

ノ
中
刻
よ
り
御
出
被
遊
候
、
尤
朝
夕
御
夜
共
惣
体
之
通
り
ニ
而

奉
指
上
候
而

暮

半
過
御
帰
宅
被
成
置
候
、（
以
下
略
） 

 

丹
内
源
左
衛
門
が
酒
造
の
視
察
に
訪
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
訪
問
時
間
は
明
け

方
が
良
い
が
、
難
し
け
れ
ば
早
朝
で
も
良
い
と
し
て
い
る
。 

加
え
て
次
の
史
料
47
で
は
、
室
の
御
試
に
際
し
て
源
左
衛
門
が
立
ち
会
う
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
47
】
１
２
０ 

 

（
省
略
） 

 

乍
恐
酒
造
御
試
ニ

付
奉
伺
候
覚 

室
御
試
シ
被
成
置
候
ハ
ヾ
、
可
然
旨
那
波
祐
助
申
上
候
ニ

付
、
御
申
合
之
上
伺
之

通
ニ

被
御
聞
届
候 

 

辰
十
一
月
三
日
御
立
会
之
処
、
源
左
衛
門
様
御
直
筆
各
御
済
口
被
下
置
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
造
御
試
方
支
配
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
波
祐
助 

（
以
下
略
） 

次
の
史
料
48
で
は
、
丹
内
源
左
衛
門
が
酒
造
に
関
わ
る
役
職
に
就
い
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。 

【
史
料
48
】
１
２
１ 

 

（
省
略
）
酒
造
御
掛
り
吟
味
役
丹
内
源
左
衛
門
様
江

（
以
下
略
） 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、国
産
会
所
で
は
産
業
ご
と
に
財
務
の
運
営
を
し
て
お
り
、

酒
造
に
関
す
る
会
計
管
理
を
担
っ
て
い
た
丹
内
源
左
衛
門
は
、
御
用
聞
町
人
で
あ

っ
た
祐
助
が
提
案
し
た
酒
造
改
良
の
事
業
１
２
２

を
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
ま

た
、
酒
造
方
よ
り
も
遅
れ
て
設
置
さ
れ
た
酒
造
御
試
方
も
同
様
に
国
産
会
所
に
属

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
寛
政
期
の
秋
田
藩
で
殖
産
興
業
の
ひ
と
つ
と

し
て
藩
内
の
酒
造
米
の
振
興
を
目
的
に
、
国
産
会
所
に
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
酒
米
調

役
が
酒
造
方
と
な
り
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
体
制
の
も
と
で
実
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
御
試
に
お
い
て
、
大

坂
か
ら
招
聘
す
る
酒
師
の
到
着
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い
た
。 

 

【
史
料
49
】 

 
 

（
省
略
）
酒
師
は
八
月
中
下
着
と
心
組
之
処
、
不
思
遅
成
、
此
日
数
百
日
余

売
劣
酒
凡
弐
百
五
拾
石
程
（
以
下
略
） 

 

大
坂
か
ら
の
酒
師
は
八
月
中
に
秋
田
に
到
着
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
遅
れ
て

い
る
た
め
、
予
定
通
り
に
到
着
し
て
い
れ
ば
二
五
〇
石
程
を
造
る
こ
と
が
で
き
た

は
ず
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
の
後
、
十
月
二
十
一
日
に
酒
師
ら
三
人
が
秋
田
に
到
着
し
、
こ
の
時
秋
田
に

招
か
れ
た
の
は
、
播
州
明
石
出
身
の
酒
師
兵
四
郎
、
酒
師
脇
彦
右
衛
門
、
室
師
安

兵
衛
の
三
人
で
あ
っ
た
１
２
３

。
当
初
、
灘
の
酒
蔵
で
は
灘
出
身
の
杜
氏
が
多
か
っ

た
が
、
や
が
て
播
州
や
丹
波
の
出
身
者
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
１
２
４

こ
と
か
ら
、
明

石
か
ら
出
稼
ぎ
の
よ
う
な
形
で
灘
酒
造
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
こ
の
時
ま
だ
松
井
藤
吉
は
久
保
田
に
来
て
お
ら
ず
１
２
５

、
酒
造
方
掛
吟

味
役
丹
内
源
左
衛
門
よ
り
出
府
の
催
促
を
う
け
て
い
た
。 

 
酒
造
御
試
は
、
上
方
か
ら
の
酒
師
ら
三
人
と
藩
内
か
ら
集
め
ら
れ
た
酒
屋
が
参

加
し
、
両
者
に
は
給
与
や
賞
与
が
用
意
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
酒
師
の
技
量
は
特

に
重
視
さ
れ
、
酒
屋
は
稽
古
人
と
し
て
の
心
得
の
あ
る
者
が
選
出
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
た
。
な
お
、
酒
屋
に
は
御
試
期
間
の
手
当
も
与
え
ら
れ
、
技
術
習
得
を

す
る
に
は
十
分
な
環
境
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 
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こ
の
よ
う
に
、
藩
内
各
地
か
ら
優
秀
な
酒
屋
を
集
め
て
大
坂
か
ら
酒
師
た
ち
を

招
き
酒
造
御
試
の
実
施
に
踏
み
切
っ
た
祐
助
で
あ
っ
た
が
、
酒
造
株
を
所
有
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
か
御
試
所
を
設
置
す
る
土
地
で
休
酒
造
株
を
拝
借
し
て
実
施
す

る
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
至
っ
た
経
緯
と
し
て
、
祐
助
が
御
試
に
際
し
て
発
生
し
た

問
題
等
を
負
担
し
、
酒
造
御
試
の
現
場
で
の
指
揮
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

三
節 

酒
造
技
術 

こ
の
節
で
は
、
秋
田
と
上
方
と
の
酒
造
方
法
の
違
い
か
ら
、
上
方
の
酒
造
を
取

り
入
れ
る
こ
と
が
祐
助
の
提
案
し
た
酒
造
御
試
の
目
的
達
成
の
た
め
に
ど
の
よ
う

に
作
用
す
る
の
か
、
秋
田
藩
の
酒
造
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
考
察

す
る
。 

そ
こ
で
、
御
試
を
開
始
し
て
一
年
が
経
過
し
た
時
期
の
史
料
で
あ
る
那

1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）」
で
は
、
酒
造
技
術

と
利
益
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

【
史
料
50
】
１
２
６ 

 

（
省
略
）
大
坂
造
り
秋
田
造
り
と
酒
出
来
口
風
味
ニ

不
拘
何
酒
つ
く
り
候
ニ

も

米
を
酒
ニ

致
候
迄
之
業
と
甚
利
益
相
生
候
、（
以
下
略
） 

 

大
坂
造
り
で
も
秋
田
造
り
で
も
で
き
た
酒
の
風
味
に
か
か
わ
ら
ず
、
米
を
酒
に

加
工
す
る
こ
と
で
大
き
な
利
益
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
酒
造
技
術
が

利
益
を
左
右
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
大
坂
の
酒
造
方
法
を
取
り
入
れ

よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

古
来
よ
り
酒
造
業
が
盛
ん
だ
っ
た
の
は
関
西
地
域
で
あ
っ
た
。
特
に
文
化
年
間

は
伊
丹
か
ら
灘
へ
と
酒
造
の
中
心
が
移
っ
た
時
期
で
、
酒
造
形
態
に
も
大
き
な
変

化
が
あ
っ
た
（
表
6
）。
そ
の
変
化
の
な
か
で
大
き
か
っ
た
の
は
、
寒
造
り
に
一
本

化
し
た
こ
と
と
、
醸
造
期
間
の
短
縮
化
と
酒
の
量
産
化
を
は
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
酒
造
で
は
年
間
四
、
五
期
に
わ
た
っ
て
仕
込
み
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
が
、
酒
造
時
期
の
気
候
に
よ
る
腐
敗
や
古
米
の
使
用
に
よ
る
品
質
の
低
下

が
み
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
に
は
、
早
め
に

酒
造
に
取
り
か
か
る
こ
と
で
市
場
確
保
と
資
金
回
転
が
優
位
に
な
る
こ
と
、
新
米

よ
り
も
古
米
の
方
が
安
価
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
古
米
は
粘
稠
度
の
高

い
濃
醇
な
甘
口
の
諸
白
造
り
に
向
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
灘
で
は
、
こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
人
力
に
よ
る
足

踏
精
米
か
ら
水
車
精
米
に
変
え
た
こ
と
で
高
度
精
白
米
が
可
能
に
な
り
作
業
効
率

が
向
上
し
た
こ
と
や
水
の
使
用
量
を
増
や
す
こ
と
で
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
を
低
下
さ

せ
る
こ
と
な
く
量
産
化
に
成
功
し
た
こ
と
が
技
術
的
要
因
と
な
り
、
右
に
挙
げ
た

酒
造
形
態
の
変
化
を
実
現
さ
せ
た
。
な
お
、
雑
菌
の
侵
入
に
よ
る
汚
染
や
腐
敗
が

少
な
く
一
番
品
質
の
良
い
酒
が
で
き
る
寒
造
り
の
み
に
絞
り
、
そ
の
一
期
で
造
る

量
を
増
や
す
こ
と
で
こ
れ
ま
で
の
酒
造
量
を
補
う
こ
と
と
し
た
。そ
の
た
め
に
は
、

も
ろ
み
仕
込
み
工
程
１
２
７

を
短
縮
し
、
原
料
米
と
水
の
量
を
同
じ
に
し
て
従
来
の

酒
造
よ
り
も
多
く
の
水
を
使
用
す
る
こ
と
で
酒
の
仕
込
み
量
の
増
加
や
発
酵
を
促

し
た
。
そ
の
結
果
、
灘
の
酒
は
「
の
び
の
き
く
酒
１
２
８

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
灘
の
酒
造
業
が
発
展
し
た
１
２
９

。
加
え
て
、
文
化
二
年
の
増
株
許
可
と
文
化

三
年
の
勝
手
造
り
に
よ
っ
て
造
石
高
を
増
や
し
た
こ
と
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四

〇
）
に
「
宮
水
」
が
西
宮
で
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
使
用
し
た
こ
と
も
灘
の
酒
造
業

に
影
響
を
与
え
た
１
３
０

。 

な
お
、
伊
丹
、
池
田
、
鴻
池
の
酒
の
味
は
、
は
じ
め
苦
み
と
刺
激
を
含
む
が
、

江
戸
へ
運
ば
れ
る
間
に
酒
の
質
が
変
わ
り
味
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
池
田
の
酒
は

甘
く
、伊
丹
の
酒
は
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
強
く
、鴻
池
の
酒
は
そ
の
中
間
で
あ
っ
た
。

辛
口
が
好
ま
れ
て
い
る
江
戸
で
は
、
伊
丹
の
酒
が
好
ま
れ
た
と
い
う
１
３
１

。 
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
上
方
の
酒
造
方
法
の
う
ち
、
秋
田
が
採
用
し
た
の
は
短

期
間
に
集
中
し
て
酒
造
を
実
施
す
る
灘
の
酒
造
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
酒
造

御
試
が
実
施
さ
れ
る
前
ま
で
の
秋
田
と
上
方
で
頭
角
を
現
し
つ
つ
あ
っ
た
灘
の
酒

造
に
つ
い
て
表
7
に
示
し
た
。 
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次
の
史
料
51
で
は
、
上
方
と
秋
田
の
酒
造
り
で
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
大
坂
灘

と
秋
田
と
の
造
り
方
を
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
実
施
し
た
時
に
ど
の
よ
う
な

損
益
が
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。 

 

【
史
料
51
】
１
３
２ 

（
省
略
） 

一
、
大
坂
灘
辺
者
諸
国
に
勝
レ

米
薪
日
雇
ニ

至
迄
、
至
而

高
直
之
処
ニ
而

殊
ニ

夥
敷

酒
造
交
易
致
候
處
故
、
商
い
米
ヲ

酒
ニ

致
候
迄
ニ

者
利
発
之
業
決
而

可
有
之

考
之
事 

一
、
御
国
之
儀
者
米
薪
日
雇
ニ

至
迄
諸
国
ニ

勝
レ

下
直
ニ

候
間
、
酒
を
造
リ

候
而

茂
、
昔
ゟ
之
仕
馴
レ

懶
惰
成
ル

業
哉
、
愚
成
造
り
方
抔
も
可
有
之
愚
案
奉

申
上
候
処
、
御
取
揚
去
秋
大
坂
ゟ
酒
師
御
下
シ

酒
造
御
試
被
成
置
候
、

（
以
下
略
） 

大
坂
で
は
材
料
、
道
具
、
人
件
費
に
至
る
ま
で
経
費
が
高
い
が
、
酒
造
の
交
易

が
盛
ん
で
あ
る
た
め
、
商
い
用
の
米
を
う
ま
く
酒
に
す
る
利
発
な
方
法
が
き
っ
と

あ
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
一
方
、
秋
田
は
材
料
、
道
具
、
人
件
費
が
安
く
、
酒
を

造
っ
て
も
昔
か
ら
の
方
法
で
は
ぞ
ん
ざ
い
で
愚
か
な
造
り
方
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
藩
に
伝
え
る
と
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
上
方
か
ら
酒

師
兵
四
郎
、
酒
師
脇
彦
右
衛
門
、
室
師
安
兵
衛
の
三
人
が
招
か
れ
た
。 

 

ま
ず
、
酒
造
工
程
の
な
か
の
糀
仕
込
み
工
程
１
３
３

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記

述
が
あ
る
。 

 

【
史
料
52
】
１
３
４ 

一
、
糀
ニ

も
や
し
と
申
も
の
相
用
ひ
候
、
夫
故
米
之
中
迄
和
ニ
成
、
諸
味
之
上

ニ

者
ふ
か
し
米
も
糀
米
も
同
様
ニ

能
潰
シ

俗
ニ

飴
ニ

も
や
し
を
用
ひ
候
趣
意
ニ

候
、

右
糀
粕
と
も
御
覧
被
成
置
候
通
ニ

御
座
候 

糀
造
り
に
「
も
や
し
」
を
使
う
と
米
の
中
ま
で
柔
ら
か
く
な
り
、
も
ろ
み
を
造

る
際
に
は
蒸
米
１
３
５

で
も
糀
米
１
３
６

で
も
よ
く
米
の
溶
解
・
糖
化
が
進
む
１
３
７

。
こ

れ
は
い
わ
ゆ
る
飴
１
３
８

を
造
る
時
に
使
う
も
や
し
と
同
様
の
働
き
を
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。 

右
の
史
料
で
の
「
も
や
し
」
は
木
灰
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
を
糀
に
混
ぜ
て
培

養
す
る
こ
と
で
変
質
し
に
く
い
酒
が
で
き
１
３
９

、
酒
に
酸
味
が
出
た
と
き
に
は
そ

の
味
を
直
す
目
的
で
使
わ
れ
た
１
４
０

。 

次
の
史
料
53
で
は
、
こ
の
「
も
や
し
」
に
関
連
し
て
、
秋
田
の
酒
造
に
お
け
る

糀
米
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。 

【
史
料
53
】
１
４
１ 

（
省
略
）
御
国
風
之
糀
米
ハ
や
は
り
米
ハ
古
米
之
如
く
ニ
而

酒
ニ

者
不
成
ニ

粕
之

中
ニ

壱
粒
米
ニ
而

居
候
、
是
等
者
酒
造
不
案
内
之
人
ニ

も
存
知
之
筈
ニ
而

現
前
之

損
益
相
分
リ
候
、
然
者
此
分
口
腹
ニ
も
不
入
只
ニ

捨
リ
誠
ニ

国
出
之
費
成
業
ニ

而

酒
屋
共
之
不
益
者
則 

御
上
様
之
御
不
益
ニ

候
（
以
下
略
） 

秋
田
造
り
の
糀
米
の
問
題
と
し
て
、
糀
米
に
使
う
米
が
古
米
の
た
め
、
糖
化
と

発
酵
が
う
ま
く
進
ま
ず
酒
に
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
藩

だ
け
で
な
く
酒
屋
の
損
益
に
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
損
失
に
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。 

右
の
史
料
か
ら
、
こ
の
頃
の
秋
田
で
は
糀
米
に
古
米
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
当
時
は
米
蒸
し
の
蒸
気
力
が
弱
い
こ
と
に
加
え
、
糀
室
の
湿
度
が
高

く
、
精
白
が
高
い
米
を
使
う
と
粘
り
が
出
て
し
ま
い
糀
造
り
が
困
難
で
あ
っ
た
た

め
に
、
糀
米
に
古
米
を
使
用
し
て
い
た
１
４
２

。 

そ
こ
で
、
秋
田
藩
に
お
け
る
酒
造
の
課
題
は
、
米
蒸
し
と
糀
室
に
あ
っ
た
と
い

え
る
。 

こ
の
二
つ
の
な
か
で
、
特
に
米
蒸
し
工
程
１
４
３

に
つ
い
て
次
の
史
料
54
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。 

 

【
史
料
54
】
１
４
４ 

 
 

（
省
略
）
一
、
こ
し
き
桶
を
莚
ニ
而

包
、
穴
ハ
至
而

か
く
明
ケ

、
竈
之
拵
方
者
鳥

居
口
至
而

細
く
致
并
米
を
ふ
か
し
候
節
ハ
、
桶
江

仕
込
候
ニ

度
々
ニ

仕
込
候
（
以

下
略
） 
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米
を
蒸
す
際
に
使
う
こ
し
き
桶
は
莚
に
包
ん
で
空
気
穴
を
あ
け
て
お
き
、
竈
の

鳥
居
口
を
細
く
し
て
米
を
蒸
し
て
、
何
度
か
に
分
け
て
桶
に
仕
込
む
。
こ
れ
は
上

方
で
の
造
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

加
え
て
、
米
を
蒸
す
時
間
に
つ
い
て
次
の
史
料
55
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
55
】
１
４
５ 

（
省
略
）
御
国
風
之
酒
米
ふ
か
し
候
ニ

ハ
夜
四
ツ
過
ゟ
為
立
朝
五
ツ
過
迄
か

か
り
仕
込
候
、
大
坂
造
り
ハ
夜
八
ツ
過
ゟ
朝
明
ケ

過
迄
二

仕
込
候
、
依
之
二
時

余
も
御
国
ふ
か
し
米
長
く
掛
リ

候
（
以
下
略
） 

 

秋
田
造
り
で
酒
米
を
蒸
す
時
は
夜
十
時
過
ぎ
か
ら
朝
八
時
過
ぎ
ま
で
十
時
間
ほ

ど
か
け
て
お
こ
な
う
一
方
、
大
坂
造
り
は
夜
二
時
過
ぎ
か
ら
朝
明
け
過
ぎ
の
八
時

頃
ま
で
の
六
時
間
ほ
ど
で
あ
る
。
上
方
と
秋
田
と
で
は
米
の
蒸
し
時
間
に
四
時
間

も
の
差
が
み
ら
れ
た
。 

 

し
た
が
っ
て
、
米
を
蒸
す
時
に
は
こ
し
き
に
莚
を
か
け
て
水
滴
が
米
に
落
ち
る

こ
と
を
防
ぎ
、
細
か
い
穴
を
た
く
さ
ん
あ
け
る
こ
と
で
こ
し
き
内
の
米
に
均
等
に

水
蒸
気
が
行
き
渡
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
少
量
の
米
を
何
回
か
に
分
け
て
蒸
す

方
法
を
採
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
上
方
で
は
秋
田
よ
り
も
短
時
間
で
米
を

蒸
す
こ
と
が
で
き
、
古
米
で
は
な
く
精
白
米
を
糀
米
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
米
の
蒸
し
時
間
を
短
縮
し
た
こ
と
で

人
件
費
を
浮
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

糀
米
に
関
す
る
補
足
と
し
て
具
体
的
な
数
値
が
次
の
史
料
56
の
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
56
】
１
４
６ 

 
 

（
省
略
）
糀
米
之
潰
レ
候
と
潰
レ
不
申
之
境
、
壱
升
ゟ
百
ヶ
壱
と
考
候
而
も

酒
屋
共
之
造
り
高
大
凡
六
万
石
と
積
り
候
得
ハ
、
六
百
石
ニ

候
中
之
百
ヶ
壱

哉
、
五
拾
ヶ
壱
之
余
も
糀
米
之
益
違
ひ
有
之
候
考
、
但
シ
米
よ
り
酒
ニ

成
り
候

迄
、
昨
年
上
方
造
り
酒
之
た
り
合
考
候
得
ハ
、
壱
升
よ
り
酒
壱
合
位
程
秋
田

造
り
ゟ
余
計
ニ

た
り
申
候
、
此
益
同
し
く
六
万
石
と
考
（
以
下
略
） 

 

糀
米
が
潰
れ
る
１
４
７

か
ど
う
か
の
境
は
、
米
一
升
か
ら
百
分
の
一
と
し
た
場
合
、

酒
屋
の
造
高
を
六
万
石
と
見
積
れ
ば
米
六
百
石
を
潰
れ
に
す
る
。
潰
れ
の
度
合
い

を
百
分
の
一
に
す
る
か
五
十
分
の
一
に
す
る
か
で
も
糀
米
の
利
益
は
変
わ
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
米
か
ら
酒
に
な
る
ま
で
、
昨
年
の
上
方
造
り
の
酒
で
考
え

れ
ば
、
米
一
升
に
つ
き
酒
一
合
分
ほ
ど
秋
田
造
り
よ
り
も
多
く
な
り
、
利
益
は
六

万
石
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

次
に
、
酒
の
変
質
を
防
ぐ
た
め
に
清
酒
に
加
え
る
こ
と
に
も
利
用
さ
れ
る
焼
酎

の
造
り
方
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
57
】
１
４
８ 

 
 

（
省
略
）
一
、
焼
酎
取
方
者
粕
拾
貫
目
入
候
こ
し
き
ニ
而

こ
し
き
穴
ハ
星
の
如

く
ニ

明
ケ

、
右
拾
貫
目
之
粕
ゟ
能
ク

焼
酎
四
升
宛
出
候
、
柳
影
な
と
拵
候
焼
酎

ハ
五
・
六
升
も
取
候
、（
以
下
略
） 

 

大
坂
で
の
焼
酎
の
造
り
方
は
、
酒
粕
十
貫
目
入
の
穴
を
あ
け
た
こ
し
き
を
使
っ

て
、
十
貫
目
の
酒
粕
か
ら
焼
酎
四
升
、
柳
蔭
１
４
９

用
の
焼
酎
は
五
、
六
升
と
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

秋
田
の
焼
酎
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
58
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

【
史
料
58
】
１
５
０ 

（
省
略
）
御
国
焼
酎
取
方
六
郡
之
内
ニ

者
其
処
ニ

寄
甚
甲
乙
御
座
候
得
共
、
久

保
田
町
抔
ハ
大
凡
粕
拾
貫
目
ゟ
壱
升
弐
三
合
宛
出
候
、
然
者
四
五
升
取
候
焼

酎
粕
も
壱
升
弐
・
三
合
取
候
焼
酎
粕
も
馬
之
嚙
も
の
と
成
候
而
已
ニ

候
、
左
候

者
是
又
口
腹
ニ

も
不
入
只
ニ

捨
リ

候
而

誠
ニ

国
出
之
費
成
業
ニ

候
、（
以
下
略
） 

 

秋
田
の
焼
酎
の
造
り
方
は
六
郡
で
そ
れ
ぞ
れ
差
が
あ
る
が
、
久
保
田
町
な
ど
で

は
酒
粕
十
貫
目
か
ら
一
升
二
、
三
合
で
き
る
。
大
坂
と
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ

れ
が
な
け
れ
ば
、
大
坂
で
あ
っ
て
も
秋
田
で
あ
っ
て
も
利
益
を
無
視
し
て
酒
粕
を

捨
て
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
藩
の
余
計
な
出
費
に
つ
な
が
る
。
な
お
、
こ
の
頃
の

焼
酎
は
酒
粕
を
蒸
留
さ
せ
て
造
る
「
粕
取
焼
酎
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
焼
酎
を
造
る
こ
と
は
様
々
な
応
用
が
き
き
、
清
酒
の
副
産
物
で
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あ
る
酒
粕
を
利
用
す
る
こ
と
で
少
し
で
も
廃
棄
物
を
減
ら
し
、
利
益
に
つ
な
が
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
上
方
と
秋
田
で
は
酒
造
方
法
に
違
い
が
み
ら
れ
、
材
料
費
や
人

件
費
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
上
方
の
な
か
で
も
特
に
こ
れ
ま
で
の
方
法
を
大
き
く

変
え
た
灘
造
り
に
着
目
し
、
仕
込
み
方
法
や
道
具
の
扱
い
方
等
を
取
り
入
れ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
上
方
の
最
先
端
の
造
り
方
を
秋
田
は
最
終
的
に
採
用
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
わ
か
る
の
が
次
の
史
料
59
で
あ
る
。 

 

【
史
料
59
】
１
５
１ 

 
 

（
省
略
）
灘
酒
ノ

風
味
ニ

似
寄
リ

候
故
、
灘
之
酒
師
ニ

無
之
レ

共
可
然
哉
（
以
下

略
） 

 

灘
の
酒
の
風
味
に
似
て
い
る
た
め
、
灘
の
酒
師
で
な
く
と
も
造
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
評
価
を
関
西
の
人
々
か
ら
得
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
秋

田
は
灘
の
造
り
方
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
派
遣
さ
れ
た
酒
師
に
も
次
の
史
料
60
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
た
。 

【
史
料
60
】
１
５
２ 

 
 

（
省
略
）
其
内
ニ

ハ
下
り
酒
師
共
も
御
国
気
候
を
以
、
上
方
気
候
ニ

釣
り
合
候

造
り
方
已
と
工
夫
考
も
生
レ

決
而

上
酒
出
来
可
申
奉
存
候
、
米
水
之
儀
者
随
分

相
当
ニ

見
得
候
由
、
左
候
へ
ハ
偏
ニ

寒
中
ニ

寒
暖
不
同
甚
敷
有
之
処
、
肝
要
と
奉

存
候
、
其
上
御
国
民
江

上
方
造
り
之
益
有
事
御
写
被
遊
候
儀
、
御
本
志
ニ

候
得

ハ
、
猶
以
三
ヶ
年
ハ
六
ヶ
年
と
御
試
年
限
永
ク
相
成
候
処
、
御
執
行
御
成
就

之
専
要
ニ

奉
存
候
、（
以
下
略
） 

し
ば
ら
く
御
試
を
お
こ
な
っ
て
い
る
う
ち
に
招
聘
し
た
酒
師
た
ち
は
秋
田
の
気

候
で
も
上
方
に
釣
り
合
う
よ
う
に
造
り
方
を
工
夫
し
て
良
い
酒
を
造
る
よ
う
に
な

る
。
米
や
水
等
の
原
料
に
つ
い
て
は
そ
の
土
地
に
合
っ
た
も
の
が
あ
り
、
気
候
に

関
し
て
は
寒
中
に
寒
暖
差
が
小
さ
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
領
民
に

対
し
て
上
方
造
り
に
よ
る
利
益
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
れ

ば
、
三
年
を
想
定
し
て
い
た
御
試
の
期
間
を
六
年
に
延
長
す
る
こ
と
で
達
成
で
き

る
と
い
う
の
が
祐
助
の
考
え
で
あ
っ
た
。 

関
西
で
最
先
端
と
も
い
え
る
灘
造
り
を
採
用
し
て
酒
造
御
試
を
実
施
し
、
好
評

価
を
得
た
秋
田
の
酒
で
あ
っ
た
が
、
祐
助
は
御
試
の
期
間
の
延
長
が
必
要
で
あ
る

と
し
た
藩
の
考
え
に
賛
同
し
た
。
そ
れ
は
、
よ
り
秋
田
の
風
土
に
沿
っ
た
酒
造
り

を
し
て
品
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
酒
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
益
の
大
き
さ
を
確

実
に
藩
内
全
体
に
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
秋
田
よ
り
も
は
る
か
に
効
率
良
く
酒
造
を
お
こ
な
っ
て
い
る
上
方
の

酒
造
方
法
を
取
り
入
れ
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
高
品
質
な
酒
を
造
っ
て
藩
外
に
売

り
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、藩
の
利
益
に
な
る
と
い
う
の
が
藩
の
考
え
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
祐
助
の
考
え
る
酒
造
御
試
で
は
、
実
質
的
な
販
売
利
益
の
み
を
指
し
て

は
い
な
か
っ
た
。
藩
内
に
上
方
酒
造
の
方
法
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
で
酒
師
の
い
る

数
年
限
り
の
利
益
で
は
な
く
、
酒
師
が
上
方
に
帰
っ
た
後
で
も
、
す
で
に
藩
内
の

酒
屋
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
酒
造
方
法
に
よ
っ
て
長
期
的
な
収
益
を
見
込
め
る
と
想

定
し
て
い
た
。 

 

祐
助
は
、
当
時
最
先
端
の
酒
造
技
術
を
有
し
て
い
た
灘
の
酒
造
方
法
を
取
り
入

れ
る
こ
と
で
効
率
的
か
つ
高
品
質
な
酒
を
造
る
こ
と
を
目
指
し
た
が
、
上
方
と
秋

田
と
で
は
酒
造
環
境
の
条
件
が
異
な
る
た
め
、
酒
造
御
試
の
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
で
そ
の
技
術
の
定
着
を
図
っ
た
。 

  

三
章 

御
試
後
の
酒
造 

一
節 

御
試
酒
の
評
価 

 
酒
造
御
試
以
前
の
秋
田
の
酒
は
「
御
隣
国
之
酒
ゟ
茂
御
国
酒
格
段
不
宜
」
１
５
３

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
酒
造
御
試
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。 

 

こ
こ
で
は
、
文
化
四
年
か
ら
祐
助
が
酒
造
方
支
配
人
の
解
任
を
言
い
渡
さ
れ
る

文
化
七
年
ま
で
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
、
御
試
酒
が
藩
外
で
ど
の
よ
う
な
評
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価
を
得
て
い
た
の
か
、
そ
れ
が
藩
や
那
波
祐
助
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も

っ
て
い
た
の
か
考
察
す
る
。 

 

文
化
四
年
に
造
っ
た
御
試
酒
に
つ
い
て
、
那5

7
6
9

（
文
化
五
年
、
一
八
〇
八
）

十
月
十
一
日
「
書
状
〔
関
西
方
面
に
お
い
て
酒
好
評
に
つ
き
〕」
で
は
、
浪
華
に
い

た
熊
谷
惣
助
１
５
４

か
ら
祐
助
へ
、
上
方
に
お
け
る
秋
田
の
御
試
酒
の
評
価
が
次
の

史
料
61
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
61
】
１
５
５ 

 
 

（
省
略
）
那
印
之
酒
ニ

有
之
波
印
ゟ
ハ
薄
ク

被
給
、
波
ノ

花
ハ
一
番
宜
出
来
ニ

存

候
、
今
年
者
御
勘
考
仕
込
方
可
然
様
ニ

被
申
付
可
被
成
、
全
体
灘
風
之
酒
ニ

似

寄
り
候
而

、
一
躰
薄
ク

被
給
残
茂
薄
キ

方
ニ

有
之
候
定
式
之
通
湧
キ

候
者
、
残
も

厚
ク

酒
之
旨
味
も
出
候
畢
哉
ニ

被
指
考
候
（
以
下
略
） 

秋
田
の
御
試
酒
に
は
那
印
と
波
印
と
が
あ
り
、那
印
の
酒
は
波
印
よ
り
も
薄
く
、

波
ノ
花
１
５
６

が
一
番
良
い
出
来
で
あ
り
、
今
年
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
仕
込

む
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
り
、
全
体
を
灘
の
酒
に
似
寄
せ
て
薄
く
し
て
も
１
５
７

灘

の
方
法
の
と
お
り
沸
け
ば
濃
厚
で
旨
味
の
あ
る
酒
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
灘
造
り
の
で
き
る
酒
師
を
呼
ん
で
造
っ
て
い
た
た
め
、
灘
の

酒
の
風
味
に
似
て
お
り
、
関
西
方
面
で
は
好
評
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

ま
た
、
下
関
に
出
荷
し
た
酒
に
つ
い
て
、
風
味
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
ひ
と
月

ほ
ど
置
い
て
お
い
た
ら
随
分
よ
く
な
っ
た
と
の
記
述
が
次
の
史
料
62
の
よ
う
に

あ
る
。 

 

【
史
料
62
】
１
５
８ 

 
 

（
省
略
）
下
ノ
関
江

者
四
樽
指
置
之
由
、
那
印
弐
樽
之
分
先
月
十
五
日
問
味
之

節
、
風
味
不
宜
ニ

付
、
蔵
江

仕
舞
置
、
當
月
四
日
又
々
及
問
味
候
之
所
滞
リ

候

た
め
歟
、
随
分
風
味
も
引
直
リ
候
（
以
下
略
） 

ま
た
、
文
化
五
年
十
二
月
の
那1

1
9
9

「
乍
恐
酒
造
之
業
利
発
ニ
付
分
外
之
御
益

相
生
并
御
試
酒
他
処
御
取
組
演
説
之
覚
」
に
は
、
文
化
四
年
の
酒
造
御
試
が
う
ま

く
い
っ
た
こ
と
で
生
じ
る
利
益
と
完
成
し
た
酒
の
藩
外
へ
の
移
出
に
関
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。 

 

【
史
料
63
】
１
５
９ 

 
 

（
省
略
）
湯
沢
町
・
刈
和
野
村
・
十
二
処
町
酒
屋
共
之
内
去
秋
私
方
江

罷
越
入

門
致
見
習
真
似
致
候
處
、
御
下
し
酒
師
共
之
通
ニ

糀
こ
し
き
之
類
出
来
仕
候
而

格
段
弁
理
益
筋
有
之
由
、
御
領
中
酒
屋
共
江

大
坂
傳
可
相
移
悉
皆
是
迄
懶
惰

之
仕
業
故
、
不
益
ニ

米
穀
薪
相
居
候
分
、
御
国
益
と
可
被
成
、
此
分
中
々
夥
敷

御
領
民
潤
沢
ニ

可
相
成
儀
与
奉
存
候
（
以
下
略
） 

 

湯
沢
町
・
刈
和
野
村
・
十
二
処
町
の
酒
屋
た
ち
１
６
０

が
昨
年
の
秋
に
上
方
の
酒

師
を
見
習
い
、
真
似
て
そ
の
と
お
り
に
酒
造
を
実
施
し
、
そ
れ
で
で
き
た
酒
は
格

段
の
利
益
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
上
方
伝
来
の
技
術
が
領
内
の
酒
屋

た
ち
に
伝
え
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己

流
で
実
施
し
て
い
た
酒
造
で
不
利
益
を
生
ん
で
い
た
分
が
利
益
と
し
て
還
元
さ
れ

て
藩
の
利
益
と
な
り
、
結
果
と
し
て
領
民
の
利
潤
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
酒
造
御
試
に
よ
る
利
益
に
つ
い
て
は
二
章
三
節
で
述
べ
た
が
、
酒
造
改
良

に
着
手
す
る
前
に
比
べ
る
と
藩
に
と
っ
て
大
き
な
利
益
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

祐
助
が
実
施
し
た
酒
造
御
試
の
目
的
と
し
て
重
視
し
て
い
た
、
上
方
酒
造
を
取
り

入
れ
て
生
じ
た
利
益
の
例
と
し
て
、
次
の
史
料
64
で
は
焼
酎
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

【
史
料
64
】
１
６
１ 

 
 

（
省
略
）
是
迄
粕
拾
貫
目
ゟ
焼
酎
壱
升
五
合
も
出
不
申
處
、
上
方
傳
ニ
而

粕
拾

貫
目
ゟ
能
ク

焼
酎
四
升
宛
出
候
（
中
略
）
其
家
毎
酒
御
役
銀
半
通
リ

位
之
益
筋

分
外
ニ

出
候
（
以
下
略
） 

焼
酎
は
こ
れ
ま
で
は
酒
粕
十
貫
目
か
ら
一
升
五
合
に
満
た
な
い
ほ
ど
し
か
造
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、上
方
の
方
法
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
、四
升
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
家
ご
と
に
酒
役
銀
の
う
ち
の
半
分
の
利
益
が
生
じ
て
お
り
、
二
章
三

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
増
加
し
た
焼
酎
は
酒
の
変
質
を
防
ぐ
た
め
に
使
わ
れ

た
り
冷
酒
と
し
て
飲
ま
れ
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
に
続
け
て
、
二
章
三
節
で
も
述
べ
た
、「
も
や
し
」
と
「
こ
し
き
」
に
つ
い
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て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
65
】
１
６
２ 

 

（
省
略
）
酒
糀
ニ

も
や
し
を
用
ひ
候
傳
ニ
而

諸
味
之
上
ニ

ハ
糀
米
皆
以
潰
シ

水
酒

ニ

可
成
仕
掛
ケ
ニ

候
、
こ
し
き
之
用
ひ
方
利
発
ニ
付
、
莫
太
薪
之
よ
ど
み
候
處
、

則
見
聞
候
而

不
少
益
筋
ニ

候
、（
以
下
略
） 

糀
仕
込
み
工
程
で
も
や
し
（
木
灰
）
を
使
う
こ
と
で
も
ろ
み
を
造
る
工
程
で
よ

く
糖
化
・
発
酵
が
進
ん
で
清
酒
に
な
り
、
こ
し
き
の
使
い
方
次
第
で
は
薪
を
無
駄

に
消
費
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
少
量
で
も
利
益
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
藩
の
利
益
の
増
加
量
に
つ
い
て
も
次
の
史
料
66
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

【
史
料
66
】
１
６
３ 

 

（
省
略
）
御
隣
国
越
後
・
庄
内
・
津
軽
い
つ
れ
も
沖
出
酒
御
座
候
得
共
、
御

国
ニ

限
リ

一
円
沖
出
酒
無
御
座
、
米
ニ
而

差
出
候
と
酒
ニ

製
シ

被
差
出
候
之
違
ひ

（
中
略
）
米
酒
之
違
ひ
を
以
、
沖
出
之
上
ニ

者
壱
升
ゟ
右
三
拾
貫
文
宛
御
国
益

与
相
成
候
、
左
候
得
者
、
壱
万
石
を
以
弐
万
石
之
代
、
他
国
ゟ
入
金
与
相
成

候
（
以
下
略
） 

隣
国
の
越
後
・
庄
内
・
津
軽
に
は
沖
出
酒
を
す
る
が
、
秋
田
藩
内
に
限
っ
て
は

そ
う
で
は
な
く
、
米
を
酒
に
加
工
し
て
出
荷
す
る
か
ど
う
か
で
大
き
な
違
い
と
な

る
。
こ
の
違
い
は
、
沖
出
の
際
に
一
升
に
つ
き
三
十
貫
文
の
利
益
と
な
り
、
一
万

石
で
こ
れ
ま
で
の
二
万
石
分
で
得
ら
れ
る
だ
け
の
収
益
が
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
に
見
込
ん
だ
と
お
り
、
上
方
の
酒
造
方
法
を
導
入
す
る

こ
と
は
藩
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
藩
は
、
領

内
の
酒
造
方
法
が
一
新
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
損
失
と
な
っ
て
い
た
分
を
利
益
に
転
換

で
き
た
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
酒
を
造
っ
た
時
の
副
産
物
で
あ
る

酒
粕
か
ら
焼
酎
を
造
り
出
す
量
も
三
倍
以
上
に
な
っ
た
。 

ま
た
、
那1

1
8
4

文
化
四
年
十
二
月
十
九
日
「
酒
造
御
試
方
ニ
付
御
伺
之
覚
〔
御

試
酒
出
来
献
上
に
つ
き
〕」
に
お
い
て
、
藩
へ
の
酒
の
献
上
に
関
し
て
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。 

 

【
史
料
67
】
１
６
４ 

 
 

一
、
此
度
御
試
酒
当
月
廿
日
出
来
仕
候
ニ

付
、
御
献
上
五
升
入
樽
弐
ニ
而

奉
指

上
候
様
、
被
仰
含
候
（
以
下
略
） 

 

文
化
四
年
十
二
月
二
十
日
に
酒
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
藩
に
献
上
す
る
酒

の
量
は
五
升
入
の
樽
二
つ
分
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
吟
味
役
や
山
城
な
ど
に
対
し
て

も
差
し
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
献
上
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
酒
が
で
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

翌
年
の
文
化
五
年
二
月
二
十
五
日
に
は
、
酒
の
味
見
が
あ
り
、
松
井
藤
吉
か
ら

祐
助
へ
次
の
史
料
68
の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
。 

 

【
史
料
68
】
１
６
５ 

 
 

（
省
略
）
願
之
問
味
酒
被
送
下
難
有
奉
受
納
候
、
早
速
問
味
仕
ニ

附
、
様
々
格

別
成
ル

と
の
由
ニ

第
一
軽
キ

所
か
ん
心
仕
候
、
乍
去
御
城
下
之
口
ニ

も
合
申
間
敷

候
、
手
廻
と
も
も
呑
候
所
、
杜
氏
ヲ

始
弟
共
も
以
外
承
知
不
仕
候
、
向
而

近
所

も
の
抔
へ
の
ま
せ
候
ハ
ヽ
、
返
而
人
気
破
り
可
申
と
延
引
仕
候
（
以
下
略
） 

 

願
の
と
お
り
に
酒
の
味
見
を
し
た
と
こ
ろ
、
格
別
で
あ
る
と
い
う
評
価
の
理
由

と
し
て
、
第
一
に
飲
み
や
す
い
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
城
下
の
者
の
口
に
は
合

わ
な
い
だ
ろ
う
と
手
廻
り
た
ち
が
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、
杜
氏
を
は
じ
め
そ
の
弟
子
た

ち
も
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
近
所
の
者
た
ち
に
飲
ま
せ
る
と
か
え
っ
て
人
気
が

な
く
な
る
と
延
期
し
た
。 

 

こ
の
時
の
酒
は
灘
造
り
を
取
り
入
れ
た
軽
快
な
口
当
た
り
の
酒
で
あ
っ
た
が
、

濁
酒
１
６
６

を
飲
み
慣
れ
て
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
に
み
ら
れ
、
飲

む
も
の
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

 
こ
れ
ま
で
は
各
地
で
良
い
評
価
を
得
て
い
た
秋
田
の
御
試
酒
で
あ
っ
た
が
、
文

化
五
年
十
月
に
関
西
方
面
に
出
荷
さ
れ
た
酒
の
質
が
低
下
し
て
お
り
、
そ
の
改
善

を
求
め
ら
れ
１
６
７

、
新
桶
の
酒
に
関
し
て
は
変
質
し
た
酒
を
少
し
置
い
て
お
い
た

と
こ
ろ
風
味
が
良
く
な
っ
た
１
６
８

よ
う
で
あ
る
。 

 

他
方
、
同
年
十
一
月
の
松
前
・
箱
館
へ
の
御
試
酒
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
69



33 

 

の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 
【
史
料
69
】
１
６
９ 

 
 

（
省
略
）
本
味
ケ

甚
敷
候
分
者
、
天
火
入
直
シ

酒
ニ

致
遣
候
、
外
之
諸
白
・
片
白

共
遣
候
、
尤
御
試
酒
之
内
至
而

次
酒
遣
候
得
共
、
い
つ
れ
も
七
月
出
帆
ニ
而

十

月
迄
拵
置
候
ニ

、
変
酒
者
無
御
座
候
（
以
下
略
） 

 

酛
の
味
が
残
る
分
は
火
入
れ
を
し
直
す
こ
と
で
良
く
な
り
、
他
の
諸
白
・
片
白

に
も
応
用
が
利
く
。
御
試
酒
と
し
て
出
し
た
酒
は
七
月
か
ら
十
月
ま
で
の
間
ど
れ

も
変
質
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
文
化
五
年
に
出
荷
さ
れ
た
酒
は
輸
送
日
数
に
拠
る
と
こ

ろ
は
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
良
い
評
価
を
得
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
文
化
六
年
四
月
に
は
次
の
よ
う
な
評
価
を
得
た
。 

 

【
史
料
70
】
１
７
０ 

（
省
略
）
去
夏
為
登
酒
御
試
之
た
め
弐
升
程
亦
々
御
下
不
相
置
問
味
仕
候
処
、

至
極
宜
敷
候
、
長
之
船
中
故
、
廿
日
計
も
休
、
御
用
処
江

指
上
ケ

度
、
な
礼
候

頃
指
上
候
様
、
い
や
し
被
仰
含
ニ

付
御
座
候
、
上
方
酒
と
て
も
大
坂
・
秋
田
与

僅
ニ

壱
、
弐
升
弐
年
越
行
戻
り
相
保
候
事
、
未
聞
傳
も
無
御
座
候
、
都
而

者
随

分
唐
江

も
被
継
候
ニ

可
相
成
、
去
春
以
来
之
様
ニ

長
ク

保
候
事
、
無
覚
束
奉
存
候

（
中
略
）
昨
年
為
指
登
候
御
試
僅
弐
升
程
先
日
御
下
シ

一
切
不
変
事
（
以
下
略
） 

 

文
化
五
年
に
造
っ
た
酒
を
、
時
間
を
置
か
ず
に
味
見
を
し
た
と
こ
ろ
、
と
て
も

良
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
長
時
間
の
船
輸
送
の
た
め
二
十
日
ほ
ど
休
ま
せ
た
も
の
と

し
て
御
用
所
に
指
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
味
が
な
じ
ん
だ
頃
に
指
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
。
上
方
酒
と
い
っ
て
も
大
坂
と
秋
田
と
わ
ず
か
に
一
、
二
升
で
も

二
年
間
行
き
来
し
て
品
質
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
唐
に
伝
え
る
目
的
で
昨

年
の
春
以
来
の
よ
う
に
長
期
間
品
質
を
保
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。ま
た
、

昨
年
二
升
ほ
ど
出
荷
し
た
御
試
酒
は
一
切
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
あ
り
、

品
質
保
証
の
難
し
さ
を
含
み
な
が
ら
も
良
い
酒
を
造
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
文
化
六
年
に
造
る
御
試
酒
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
る
。 

 

【
史
料
71
】
１
７
１ 

 
 

（
省
略
）
今
年
之
米
者
、
例
年
之
越
後
・
加
賀
辺
之
米
之
値
相
競
可
申
也
と

愚
考
仕
候
間
、
酒
者
十
分
上
酒
出
来
与

奉
存
候
、
随
而

新
穀
出
盛
ニ

も
相
成
候

者
、
地
廻
上
ニ

本
米
ニ
而

九
百
文
代
ニ

可
相
成
与

申
唱
候
間
、
下
も
関
明
年
之
取

組
相
居
候
事
ニ

候
得
者
、
鳴
戸
へ
造
込
口
当
年
之
損
も
半
通
も
償
申
度
与

奉
存

候
（
以
下
略
） 

 

文
化
六
年
の
米
は
例
年
の
越
後
や
加
賀
と
同
じ
く
ら
い
と
想
定
し
て
も
酒
を
十

分
に
造
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
新
米
も
多
く
出
れ
ば
酒
造
量

も
増
え
、
下
関
が
来
年
の
取
り
組
み
の
な
か
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
鳴
門
で
生
じ

た
今
年
の
損
害
も
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
下
関
が
出
荷
先
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
で
利
益
が
出
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
が
、
文
化
七
年
は
下
関
で
の
酒
の
販
売
が
不
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
次
の

史
料
72
か
ら
わ
か
る
。 

【
史
料
72
】
１
７
２ 

 

（
省
略
）
商
内
出
来
不
仕
候
ニ

付
、
未
タ

御
登
高
之
内
少
々
計
行
付
、
残
り
酒

者
行
付
不
申
候
趣
ニ

御
座
候
、
殊
ニ

一
昨
年
の
酒
と
り
、
去
年
御
登
被
成
候
酒

ハ
少
々
悪
敷
様
子
ニ
而

向
急
之
様
ニ

相
聞
申
候
（
以
下
略
） 

 

商
売
の
不
振
に
つ
き
、ま
だ
登
高
の
う
ち
少
し
だ
け
し
か
出
荷
で
き
て
お
ら
ず
、

残
り
の
酒
が
い
つ
届
く
の
か
の
報
告
は
な
い
。
特
に
、
一
昨
年
の
酒
と
き
き
、
昨

年
出
荷
し
た
酒
は
少
し
良
く
な
い
様
子
で
あ
る
と
聞
い
た
。 

し
た
が
っ
て
、
酒
造
御
試
一
年
目
の
文
化
四
年
の
酒
は
灘
の
酒
の
よ
う
な
軽
や

か
な
飲
み
口
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
秋
田
の
酒
に
対
す
る
藩
外
か
ら
の
評
判
は

御
試
開
始
前
に
比
べ
て
格
段
に
良
く
な
り
、
利
益
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
後
秋
田
の
御
試
酒
は
、
上
方
よ
り
も
さ
ら
に
遠
方
に
出
荷
す
る
こ
と
も
多
く
あ

り
、
輸
送
期
間
が
延
び
た
こ
と
で
酒
の
質
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
定
期

間
置
く
こ
と
で
味
が
直
る
酒
と
し
て
出
来
の
悪
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 
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順
調
に
進
ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
る
酒
造
御
試
で
あ
っ
た
が
、
那

1
1
9
2

文
化

五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）」
の
な
か
に
次
の
史
料
73

の
よ
う
な
文
化
四
年
造
り
の
酒
の
評
価
と
今
後
の
酒
造
に
つ
い
て
記
述
が
あ
る
。 

【
史
料
73
】
１
７
３ 

（
省
略
）
御
試
酒
上
品
下
品
の
差
別
大
凡
昨
年
之
造
り
酒
ニ
而

御
一
統
被
為
知

召
之
通
ニ

候
、（
中
略
）
江
戸
江

為
御
登
酒
今
年
者
分
り
か
た
く
西
国
辺
江

被
遣

候
酒
者
追
々
御
銀
子
可
有
之
、
右
酒
仮
令
至
極
宜
し
き
趣
申
来
候
共
、
一
編

之
御
試
を
以
御
決
大
造
り
之
御
仕
格
も
乍
恐
無
覚
束
程
不
宜
趣
申
来
候
共
、

同
然
之
事
故
、
決
而

上
酒
出
来
不
申
共
難
限
り
執
レ
五
・
六
年
下
り
酒
師
を
以

御
試
か
分
宛
も
為
御
登
向
々
之
者
共
も
請
売
払
候
ハ
ヾ
、
善
悪
損
益
能
ク
合

点
可
致
、（
以
下
略
） 

 

御
試
の
酒
の
品
質
に
つ
い
て
、
西
国
に
出
荷
さ
れ
た
酒
に
は
追
々
銀
子
を
授
け

ら
れ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
良
い
出
来
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
他
国

か
ら
の
評
価
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
回
の
御
試
で
上
方
の
酒
造
方
法
を

完
全
に
習
得
し
た
と
は
言
え
な
い
た
め
、
五
、
六
年
は
酒
師
に
よ
る
酒
造
御
試
を

実
施
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
品
質
維
持
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
藩
外
で
の

秋
田
の
御
試
酒
の
評
判
は
良
い
も
の
で
あ
り
、
藩
の
目
指
す
「
藩
外
に
移
出
で
き

る
酒
」
が
完
成
し
た
。 

こ
の
結
果
は
、
移
出
酒
の
製
造
が
成
功
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
藩
の
酒
造

御
試
の
目
的
で
あ
っ
た
造
っ
た
酒
を
移
出
す
る
こ
と
が
好
評
価
を
得
た
時
点
で
目

的
を
達
成
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
認
識
を
藩
が
も
つ
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。 

他
方
、
祐
助
の
目
的
は
藩
内
で
造
る
酒
の
品
質
向
上
に
あ
り
、
秋
田
の
風
土
に

合
わ
せ
つ
つ
灘
の
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
御
試
開

始
時
に
も
見
込
ん
で
い
た
と
お
り
、二
年
ほ
ど
の
短
期
間
で
定
着
す
る
に
至
ら
ず
、

那
波
祐
助
の
目
的
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
御
試
期
間
の
延
長
と
と
も
に
造

高
の
増
加
を
提
案
し
た
。 

 

二
節 

那
波
祐
助
の
支
配
人
解
任 

 

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
祐
助
の
酒
造
御
試
の
目
的
は
藩
内
の
酒
造
技
術
の
向

上
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
数
年
の
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
延
長
を
考
え

て
い
た
が
、
そ
の
実
現
の
前
に
支
配
人
を
解
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
解
任
さ
れ
た
理
由
は
何
に
因
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

祐
助
が
酒
造
御
試
を
提
案
し
た
意
図
を
考
察
す
る
。 

ま
ず
、
次
の
史
料
74
は
祐
助
の
支
配
人
の
解
任
の
詳
細
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

【
史
料
74
】
１
７
４ 

 
 
 

覚 

其
方
儀
近
年
酒
造
試
方
并
室
役
一
倍
取
立
之
儀
注
進
申
出
、
其
本
旨
尤
之
事

ニ

付
申
立
之
通
被
仰
付
候
所
、
于
今
聊
茂
其
効
無
之
、
却
而

無
益
之
費
用
而
已

相
嵩
候
段
、
畢
竟
取
計
不
宜
故
と
相
聞
候
、
依
之
急
度
可
被
仰
付
筈
候
得
共
、

数
代
御
用
向
出
精
之
訳
を
以
、
別
段
ニ

相
宥
、
酒
造
方
支
配
人
取
上
ヶ
急
度
叱

置
候 

右
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
祐
助
が
解
任
さ
れ
た
理
由
は
、
酒
造
御
試
の
実
施
に
利

益
を
見
込
め
ず
、
か
え
っ
て
損
失
が
生
じ
藩
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ

る
と
わ
か
る
。 

加
え
て
、
次
の
史
料
75
の
よ
う
に
、
同
時
期
に
兼
任
し
て
い
た
酒
造
方
と
室
箒

方
の
罷
免
も
言
い
渡
さ
れ
て
い
た
。 

【
史
料
75
】
１
７
５ 

 

（
省
略
）
去
午
九
月
迄
直
々
私
支
配
人
に
被
仰
付
相
勤
候
所
、
同
月
右
酒
造

御
試
方
取
計
意
不
宜
費
の
み
有
之
趣
を
以
御
試
方
尚
酒
造
方

至
（
室
カ
）

箒
方
共

に
御
役
御
引
御
呵
被
仰
付
恐
入
奉
存
候
（
以
下
略
） 

ま
た
、右
の
史
料
の
よ
う
に
御
試
方
支
配
人
を
解
任
さ
れ
た
祐
助
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
任
者
の
指
名
と
酒
造
の
今
後
を
示
し
た
の
が
次
の
史
料
76
で
あ
る
。 

 

【
史
料
76
】
１
７
６ 
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酒
造
方
支
配
人 

 
 
 
 
 

樋
口
惣
右
衛
門 

 
 

此
度
御
吟
味
之
旨
有
之 

当
午
年
ゟ
来
ル

戌
年
迄
五
ヶ
年
中
酒
造
試
之
用
其
方
江

被
仰
付
候
、
何
之
諸
事

勤
方
那
波
祐
助
通
被
仰
付
候
間
、
仕
法
之
儀
可
為
左
之
通
候
（
以
下
略
） 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
祐
助
は
酒
造
御
試
開
始
の
文
化
四
年
か
ら
同
七
年
の
三

年
間
酒
造
御
試
方
を
担
当
し
て
そ
の
支
配
人
を
務
め
た
が
、
藩
か
ら
そ
の
役
職
の

解
任
を
言
い
つ
け
ら
れ
、
当
時
酒
造
方
支
配
人
で
あ
っ
た
樋
口
惣
右
衛
門
が
祐
助

の
あ
と
を
引
き
継
ぎ
、
文
化
十
一
年
ま
で
酒
造
御
試
を
実
施
し
た
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。 

 

な
お
、
藩
は
祐
助
の
支
配
人
解
任
の
理
由
を
利
益
の
少
な
さ
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
酒
造
御
試
を
始
め
た
頃
の
藩
外
で
の
御
試
酒
の

評
価
は
悪
い
も
の
で
は
な
く
、上
方
の
酒
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。 

 

他
方
、
解
任
を
言
い
渡
さ
れ
た
祐
助
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
前
に
藩
か
ら
の
御
試

期
間
の
延
長
を
言
い
つ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
史
料

77
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
藩
が
祐
助
の
後
任
で
あ
る
樋
口
惣
右
衛

門
に
任
せ
る
と
し
た
文
化
七
年
か
ら
の
五
年
間
の
酒
造
御
試
の
実
施
に
つ
い
て
新

た
に
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

【
史
料
77
】
１
７
７ 

 
 
 
 
 

覚 

一
、 

当
午
秋
ゟ
来
戌
年
迄
酒
造
御
試
方
五
ヶ
年
中
引
継
被
仰
付
候
ニ

付
左
之

通 

一
、
当
秋
造
立
惣
石
高
見
込
之
事 

 
 
 

但
普
請
付
方
猶
酒
師
等
取
進
為
働
候
仕
法
之
事 

一
、 

来
未
秋
造
立
之
訳
者
当
時
ゟ
考
も
可
有
之
事 

 
 
 

但
普
請
方
并
場
処
等
之
差
考
、
猶
大
造
之
事
故
、
酒
師
脇
ニ
て
も
相

増
候
処
、
石
高
其
外
態
合
勤
考
第
一
之
事 

一
、 

申
年
ゟ
下
関
・
松
前
・
江
戸
廻
方
共
便
船
等
ニ

て
大
造
振
合
も
い
か
か
候

間
、
是
等
之
考
之
事 

 
 
 
 
 

右
之
通
与
考
尓
当
致
候
ハ
ヽ
、
酉
戌
両
年
ハ
客
用
ニ
可
相
成
候
、
右

申
年
迄
之
御
金
繰
一
ヽ 

 
 
 
 
 

上
江
奉
懸
候
茂
、
又
ハ
其
方
自
力
之
工
夫
も
有
之
候
処
之
事 

一
、 

右
造
立
中
他
領
へ
差
出
候
而

、
諸
人
江

為
見
習
御
移
被
成
置
候
御
本
旨
故
、

沖
出
無
役
并
久
保
田
・
湊
前
売
之
分
ハ
是
迄
之
通
拾
年
其
向
熟
和
之
積

ニ

相
随
ひ
候
事 

一
、 

右
御
試
中
利
潤
の
ミ
目
ニ

付
、
少
分
之
運
上
金
等
差
上
候
而

、
同
造
酒
之

願
出
候
者
も
可
有
之
、
是
ハ
御
造
立
相
止
翌
亥
ノ
秋
ゟ
被
仰
付
候
事
ニ

可
有
之
、
併
千
石
已
上
之
造
酒
無
之
候
ハ
ヽ
、
御
定
之
通
桶
役
銀
其
迄

沖
出
役
銀
共
御
取
立
可
致
者
、
是
等
之
考
之
事 

一
、 

追
年
千
石
已
上
之
造
酒
い
た
し
候
を
、
於
有
之
ハ
沖
出
役
銀
計
御
取
立

被
成
置
可
然
事 

 

五
月 

 

文
化
七
年
秋
か
ら
文
化
十
一
年
ま
で
の
五
年
間
、
酒
造
御
試
を
追
加
で
実
施
す

る
こ
と
を
藩
に
言
い
つ
け
ら
れ
た
た
め
、
祐
助
は
そ
れ
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
提

案
を
し
た
。
ま
ず
、
文
化
七
年
の
酒
造
の
総
石
高
を
見
込
ん
で
酒
師
が
中
心
と
な

っ
て
酒
造
場
の
普
請
を
し
、
そ
の
翌
年
は
酒
造
量
の
増
加
に
伴
っ
た
酒
師
脇
の
人

員
増
加
を
考
え
た
。
文
化
九
年
か
ら
は
藩
外
へ
と
売
り
出
す
た
め
、
大
き
い
船
の

運
用
に
よ
っ
て
製
品
を
運
搬
し
空
に
な
っ
た
船
を
客
船
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

提
案
し
、
船
の
資
金
に
つ
い
て
は
藩
に
掛
け
合
う
と
と
も
に
自
力
で
工
夫
す
る
姿

勢
も
見
え
る
。
こ
の
酒
造
期
間
は
、
藩
外
へ
移
出
す
る
酒
を
造
る
こ
と
と
他
に
技

術
移
転
を
す
る
目
的
が
あ
る
た
め
無
役
と
し
、
藩
内
で
販
売
す
る
分
は
今
ま
で
通

り
に
十
年
ほ
ど
の
見
積
も
り
と
す
る
。
こ
の
御
試
の
間
の
特
別
措
置
と
し
て
少
量

の
運
上
金
と
な
る
が
、
こ
の
期
間
の
み
で
御
試
の
終
了
と
と
も
に
停
止
す
る
。
ま

た
、
千
石
以
下
の
造
酒
で
あ
れ
ば
桶
役
銀
と
こ
れ
ま
で
の
沖
出
役
銀
の
両
方
を
取
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り
立
て
、
の
ち
に
千
石
以
上
の
造
酒
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
沖
出
役
銀
だ
け
を
取

り
立
て
る
こ
と
を
提
案
し
た
。 

 

つ
ま
り
、
こ
の
文
化
七
年
の
史
料
は
、
藩
か
ら
の
御
試
期
間
の
延
長
の
要
請
に

対
し
て
千
石
を
超
え
る
大
量
の
御
試
酒
を
造
る
た
め
に
新
た
に
設
備
の
増
強
と
役

等
の
資
金
面
の
整
備
を
図
っ
た
、
祐
助
に
よ
る
提
案
で
あ
っ
た
。
な
お
、「
千
石
造

り
」
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
文
化
六
年
の
八
月
か
ら
七
年
の
春
ま
で
の
御
試
に

お
け
る
酒
造
高
は
五
七
〇
石
あ
ま
り
１
７
８

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
低
限
文
化
三
年

の
久
保
田
の
酒
造
高
一
七
〇
〇
石
余
１
７
９

に
戻
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
後
、
文
化
七
年
七
月
に
次
の
史
料
78
の
よ
う
な
申
し
出
が
祐
助
か
ら
あ
っ

た
。 

 

【
史
料
78
】
１
８
０ 

 
 

（
省
略
）
近
年
私
儀
別
而

病
身
ニ

罷
成
、
近
頃
者
益
不
宜
類
々
気
絶
仕
候
得
ハ
、

則
御
大
引
難
相
勤
ク

恐
入
奉
存
候
（
中
略
）
愚
案
を
以
勘
候
共
、
此
上
千
石
造

場
所
等
有
之
候
者
、
誰
相
勤
候
共
、
近
年
ニ

者
其
者
富
家
と
可
罷
成
見
詰
ニ

御

座
候
故
、
別
人
ニ

被
仰
付
被
下
置
候
共
、
御
請
致
候
者
可
有
御
座
候
間
、
乍
恐

何
卒
私
儀
長
ク

保
養
を
も
仕
度
奉
存
候
間
、
御
試
支
配
人
御
免
被
成
下
候
者
、

難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
（
以
下
略
） 

 

近
年
祐
助
は
病
身
で
最
近
で
は
気
絶
を
す
る
こ
と
が
多
く
そ
の
責
任
を
と
る
こ

と
が
難
し
い
こ
と
を
理
由
に
、
自
ら
の
御
試
方
支
配
人
の
辞
任
と
他
の
者
に
そ
の

役
職
を
譲
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
祐
助
の
意
見
が
実
際
に
採

用
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
は
な
い
。 

 

ま
た
、
前
の
史
料
77
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
祐
助
は
酒
造
御
試
の
延
長
を
要
請

さ
れ
、
延
長
後
の
酒
造
と
こ
れ
ま
で
の
酒
造
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

 

【
史
料
79
】
１
８
１ 

 
 

（
省
略
）
昨
年
迄
三
ヶ
年
中
平
均
拾
三
貫
目
ツ
ヽ
御
捨
銀
依
而

明
年
千
石
造
致

候
、
右
捨
リ

銀
無
之
候
、
千
石
造
リ

之
余
勢
を
以
幾
年
も
六
郡
酒
屋
江

益
成
業

御
導
引
ニ

罷
成
候
勘
申
上
候
事
（
中
略
）
千
石
造
り
の
上
者
、
御
捨
銀
無
之
候

共
、
指
当
り
不
少
御
銀
入
料
被
成
い
た
し
度
并
沖
出
酒
総
而

御
執
行
之
儀
ニ

も

無
御
座
費
も
無
之
候
、
追
年
之
上
を
以
沖
出
ニ

至
り
、
米
之
沖
役
ニ

当
り
候
程
、

酒
之
沖
役
後
々
ニ

至
御
取
立
相
成
事
候
者
、
可
然
と
之
御
儀
ニ

可
有
御
座
事

（
以
下
略
） 

 

昨
年
は
捨
銀
が
十
三
貫
目
で
あ
っ
た
が
来
年
か
ら
は
千
石
造
り
に
す
る
た
め
捨

銀
は
発
生
せ
ず
、
そ
の
千
石
造
り
の
勢
い
の
ま
ま
六
郡
の
酒
屋
に
も
利
益
が
出
る

よ
う
に
す
る
。
捨
銀
が
な
く
て
も
銀
入
料
は
必
要
で
あ
り
、
沖
出
酒
を
す
る
時
に

も
少
な
か
ら
ず
経
費
が
か
か
る
た
め
、
追
々
沖
出
酒
に
つ
い
て
は
米
の
沖
役
に
相

当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
に
す
る
。 

 

つ
ま
り
、
酒
造
量
を
増
や
す
こ
と
で
無
駄
金
を
防
ご
う
と
し
た
が
、
役
銭
は
発

生
す
る
た
め
米
の
沖
役
に
含
め
て
取
り
立
て
る
提
案
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
御
試
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

【
史
料
80
】
１
８
２ 

 
 

（
省
略
）
是
迄
三
ヶ
年
者
沖
出
第
一
ニ

為
造
候
間
、
今
年
よ
り
諸
人
一
統
祝
候

酒
出
来
致
ス
よ
し
不
致
よ
し
、
御
試
被
遊
候
ニ

者
、
壱
ヶ
年
之
上
を
以
酒
師
共

支
配
人
ニ

至
迄
品
々
勘
等
も
可
有
之
候
故
、
い
か
ヽ
ニ

奉
存
候
間
、
弐
ヶ
年
ニ

而

可
然
共
先
ツ
三
ヶ
年
と
御
見
積
被
遊
御
試
被
成
置
度
奉
存
候
、
左
候
而

も
当

春
合
五
ヶ
年
と
被
仰
出
候
よ
り
ハ
弐
ヶ
年
も
遁
シ

申
候
、
但
三
ヶ
年
中
壱
ヶ

年
八
貫
目
ツ
ヽ
惣
入
料
御
仕
切
ニ
而

其
他
一
国
御
構
無
之
事
ニ

被
仰
付
候
者
、

是
迄
よ
り
五
貫
目
ツ
ヽ
被
減
置
候
、（
以
下
略
） 

 
酒
造
御
試
を
開
始
し
て
か
ら
こ
れ
ま
で
の
三
年
間
は
移
出
の
た
め
の
酒
を
造
る

こ
と
が
最
優
先
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
今
年
か
ら
は
誰
も
が
み
な
良
い
と
評
価
す

る
酒
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
試
醸
す
る
時
に
は
一
年
間
は
酒
師
か
ら
酒

屋
の
支
配
人
に
至
る
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

二
年
間
で
十
分
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
は
三
年
間
と
見
積
っ
て
御
試
を
し
て
ほ
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し
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
春
に
は
合
計
五
年
間
と
言
わ
れ
た
こ
と
よ
り
は

二
年
も
浪
費
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
三
年
間
の
う
ち
一
年
で
八
貫
目
ず
つ

惣
入
料
を
仕
切
れ
ば
こ
れ
ま
で
よ
り
も
五
貫
目
ず
つ
の
減
少
と
な
る
。 

 

つ
ま
り
、こ
れ
ま
で
の
三
年
間
の
御
試
は
移
出
の
た
め
の
酒
を
造
っ
て
い
た
が
、

今
年
か
ら
は
酒
の
出
来
を
重
視
す
る
意
向
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

お
、
三
年
の
う
ち
一
年
目
は
酒
造
技
術
者
の
技
量
を
は
か
り
、
そ
の
一
年
を
含
ん

だ
三
年
分
の
見
積
り
を
残
り
の
二
年
間
で
造
る
こ
と
と
し
た
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
三
年
間
の
御
試
の
実
施
で
誰
も
が
み
な
良
い
と
い
う
酒
を
造
る

こ
と
が
で
き
て
、
町
の
酒
屋
た
ち
が
迷
惑
す
る
ほ
ど
の
状
態
に
な
る
な
ら
ば
、
支

配
人
が
希
望
す
る
場
所
を
下
さ
れ
た
い
と
い
う
意
向
を
示
し
て
い
る
の
が
、
次
の

史
料
81
で
あ
る
。 

 

【
史
料
81
】
１
８
３ 

 
 

（
省
略
）
今
三
ヶ
年
御
執
行
被
遊
諸
人
一
統
祝
候
酒
出
来
御
町
酒
屋
共
迷
惑

致
候
程
ニ

被
成
候
得
者
、
支
配
人
申
出
之
場
所
被
下
置
度
事
（
以
下
略
） 

 

こ
の
よ
う
に
、
千
石
造
り
へ
の
意
欲
を
示
す
と
と
も
に
、
実
施
し
た
際
の
損
益

に
つ
い
て
は
次
の
史
料
82
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

【
史
料
82
】
１
８
４ 

 
 

（
省
略
）
三
ヶ
年
と
申
年
銀
融
通
有
之
候
故
、
今
年
よ
り
其
取
組
致
銀
高
・

取
組
酒
造
具
普
請
賃
可
有
之
候
、
尤
皆
々
調
達
江

致
兼
候
筈
、
不
足
分
ハ
酒
造

方
御
備
之
内
よ
り
拝
借
披
仰
付
候
共
、
千
石
造
相
調
候
上
者
、
返
上
銀
等
借

候
共
、
何
を
以
御
引
揚
被
遊
候
而

も
御
損
と
申
者
有
御
座
候
間
敷
奉
存
候
（
以

下
略
） 

 

三
年
間
の
年
銀
は
工
面
す
る
た
め
、
今
年
か
ら
御
試
実
施
の
た
め
の
諸
費
用
が

か
か
り
、
す
べ
て
を
調
達
で
き
な
い
は
ず
で
、
不
足
分
は
酒
造
方
か
ら
拝
借
す
る

よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
千
石
造
り
が
整
備
さ
れ
れ
ば
銀
を
借
り
て
も
損
に
は

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
千
石
造
り
の
実
施
に
よ
っ
て
必
要
経
費
を
ま
か
な
え
る
だ

け
の
利
益
が
見
込
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
史
料
か
ら
は
藩
に
申
し
出
て
承
認
し
て
も
ら
う
に
は
少
な
か
ら
ず
利
益
が

出
る
こ
と
も
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
祐
助
は
こ
れ
を
重
要

視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
千
石
造
り
の
提
案
の
背
景
に
は
、
藩
と
長
ら
く
考
え
の
相
違
が
あ
っ
た
御

試
期
間
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
祐
助
は
史
料
28
、
29
に
挙
げ
た
よ
う
に
酒
造
御
試

に
必
要
な
期
間
は
少
な
く
て
も
五
、
六
年
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
た
１
８
５

が
、

藩
は
三
年
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
な
お
、
こ
の
実
施
年
数
に
つ
い
て

は
文
化
四
年
に
祐
助
が
藩
に
意
見
し
て
い
る
も
の
の
、
藩
に
は
変
更
す
る
つ
も
り

は
な
く
、
そ
の
様
子
が
次
の
史
料
83
か
ら
わ
か
る
。 

 

【
史
料
83
】
１
８
６ 

 
 

（
省
略
）
右
御
試
三
ヶ
年
中
御
上
様
ニ
而

定
旨
被
成
置
候
儀
ニ
而

者
品
々
御
指
支

之
御
儀
も
難
計
奉
存
候
、（
中
略
）
万
事
弁
達
之
御
組
を
以
手
廣
ニ

無
之
御
試

可
被
成
置
候
（
以
下
略
） 

 

祐
助
は
御
試
の
期
間
を
三
年
と
す
る
こ
と
で
様
々
な
こ
と
に
差
し
支
え
る
と
し

て
い
る
が
、
藩
は
手
を
広
げ
ず
御
試
を
実
施
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。 

 

以
上
よ
り
、
酒
造
御
試
開
始
当
初
は
移
出
を
目
的
と
し
た
酒
を
、
三
年
を
め
ど

に
造
っ
て
お
り
、
文
化
六
年
分
の
酒
造
で
御
試
は
終
了
す
る
予
定
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
文
化
七
年
に
祐
助
が
こ
れ
ま
で
の
御
試
の
酒
造
高
を
大
き
く
上
回
る
千

石
造
り
を
提
案
し
た
。
御
試
期
間
の
延
長
は
藩
が
言
い
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
も

の
の
、
そ
の
実
現
の
前
に
祐
助
が
酒
造
関
係
の
支
配
人
を
解
任
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
秋
田
の
殖
産
興
業
の
発
展
の
も
と
、
藩
外

へ
の
移
出
を
最
終
到
達
点
と
し
、
酒
造
を
あ
く
ま
で
も
藩
の
事
業
の
一
部
と
考
え

て
い
た
秋
田
藩
と
、
藩
内
の
酒
造
技
術
と
酒
の
品
質
の
向
上
を
目
的
と
し
、
秋
田

の
酒
造
の
発
展
を
目
指
し
た
祐
助
と
の
間
で
食
い
違
い
が
生
じ
た
た
め
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
藩
と
祐
助
と
の
相
違
が
あ
り
、
文
化
七
年
五
月
に
祐
助
が
藩
に
提
出

し
た
御
尋
が
決
定
打
と
な
り
、
藩
は
祐
助
の
支
配
人
の
解
任
に
踏
み
切
っ
た
の
だ

ろ
う
。 
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む
す
び 

 
本
稿
で
は
秋
田
藩
と
上
方
と
の
交
流
を
と
り
あ
げ
、
秋
田
藩
に
よ
る
産
業
の
発

展
を
目
的
と
し
た
技
術
導
入
の
過
程
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
交
流
を
通
し
て
実

施
さ
れ
た
酒
造
御
試
で
上
方
の
技
術
の
習
得
に
成
功
し
た
も
の
の
、
上
方
よ
り
も

寒
冷
な
秋
田
の
気
候
に
沿
っ
た
方
法
に
変
換
で
き
ず
、
藩
内
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と

な
く
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
近
世
後
期
に
お
い
て
、
先
進
的
な
技
術
を
有
す
る
上
方
と
そ
れ
に

遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
そ
の
ほ
か
の
地
域
と
の
間
で
技
術
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
、
秋
田
藩
内
の
酒
造
業
に
つ
い
て
、
幕
藩
体
制
を
基
盤
と
し
た

殖
産
興
業
政
策
に
よ
っ
て
藩
外
へ
の
移
出
を
推
進
し
た
前
衛
的
な
姿
勢
の
藩
と
、

藩
内
の
産
業
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
な
か
で
の
経
済
の
活
性
化
を

は
か
り
、
内
需
拡
大
を
め
ざ
す
祐
助
の
姿
勢
と
が
あ
り
、
両
者
の
意
識
に
ズ
レ
が

生
じ
対
立
し
た
よ
う
に
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
藩
に
よ
る
酒
の
移
出
に
利
用
す
る

流
通
網
も
、
祐
助
に
よ
る
内
需
拡
大
に
伴
う
自
給
自
足
も
、
幕
藩
制
的
な
構
造
を

活
用
す
る
に
す
ぎ
ず
、
幕
藩
体
制
の
枠
か
ら
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

１ 

『
日
本
産
業
史
大
系
1
総
論
篇
』
地
方
史
研
究
協
議
会 

一
九
六
一
年 

２ 

『
日
本
産
業
史
大
系
6
近
畿
地
方
篇
』
地
方
史
研
究
協
議
会 

一
九
六
〇
年 

３ 

児
玉
幸
多
『
体
系
日
本
史
叢
書
11 

産
業
史
Ⅱ
』 

山
川
出
版
社 

一
九
六

五
年 

４ 

『
帝
塚
山
短
期
大
学
紀
要 

人
文
・
社
会
科
学
編
12
』
一
九
七
五
年 

５ 

同
年
『
技
術
の
社
会
史
第
二
巻
』（
有
斐
閣
）
中
に
は
酒
造
業
の
記
述
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
。 

６ 

永
原
慶
二
ほ
か
『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史 

農
業
・
農
産
加
工
』 

日

本
評
論
社 

一
九
八
三
年 

７ 

柚
木
学
『
酒
造
り
の
歴
史
』
雄
山
閣 

一
九
八
七
年 

８ 

柚
木
学
「
日
本
に
お
け
る
酒
造
業
の
展
開
」『
社
会
経
済
史
学
55-

2
』
一
九

 

全
国
的
に
み
る
と
、
産
業
の
集
結
地
で
あ
っ
た
上
方
と
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の

間
で
技
術
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
上
方
の
先
進
的
な

技
術
が
ほ
か
の
地
域
へ
と
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
製
造
品
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
造
る
技
術
そ
の
も
の
も
各
地
域
へ
と
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
よ
り
最
先

端
の
技
術
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
諸
藩
の
産
業
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
産
業
技
術
に
地
域
差
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
交
通
に
お

け
る
利
便
性
の
低
さ
や
自
然
環
境
に
よ
る
制
約
が
そ
れ
を
よ
り
強
く
印
象
付
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
先
進
的
な
技
術
を
有
す
る
上
方
と
そ
れ
を
習
得
し
よ
う
と
す
る

そ
の
ほ
か
の
地
域
と
の
間
に
は
格
差
が
あ
り
、
や
は
り
上
方
は
産
業
や
そ
の
技
術

の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

な
お
、
こ
れ
以
降
幕
末
に
か
け
て
の
秋
田
藩
の
酒
造
業
の
動
き
は
明
確
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
多
数
あ
る
が
、
十
九
世
紀
後
半
に
伊
勢
よ
り
星
野
友
七
を
招
い

て
秋
田
藩
内
に
お
け
る
酒
造
の
技
術
指
導
を
お
こ
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
１
８
７

。 

  

八
九
年 

９ 

上
村
雅
洋
「
灘
酒
造
業
の
展
開
」『
社
会
経
済
史
学
55-

2
』
一
九
八
九
年 

１
０ 

篠
田
壽
夫
「
知
多
酒
造
業
の
盛
衰
」『
社
会
経
済
史
学
55-

2
』
一
九
八
九

年 

１
１ 

石
川
健
次
郎
「
伏
見
酒
造
業
の
発
展
」『
社
会
経
済
史
学
55-

2
』
一
九
八

九
年 

１
２ 
小
林
茂
喜
「
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
大
町
組
の
酒
造
」『
信
濃
49-

9
』
一

九
九
七
年 

１
３ 

菅
原
忠
「
秋
田
藩
に
招
聘
さ
れ
た
酒
造
技
術
者
に
つ
い
て
」『
秋
田
市
史
研

究
第
6
号
』
一
九
九
七
年 

１
４ 

有
斐
閣 
一
九
九
八
年 
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１
５ 
吉
田
元
「
江
戸
時
代
の
京
都
酒
造
業
」『
日
本
醸
造
協
会
誌
99-

3
、
99-

4
』
二
〇
〇
四
年 

１
６ 

大
舘
右
喜
「
近
世
後
期
に
お
け
る
小
規
模
酒
造
業
の
展
開
」『
帝
京
史
学

21
』
二
〇
〇
六
年 

１
７ 

山
崎
竜
洋
「
寛
政
年
間
日
高
郡
酒
造
屋
「
越
株
」
一
件
関
係
史
料
」『
和
歌

山
県
立
文
書
館
紀
要
11
』
二
〇
〇
六
年 

１
８ 

松
田
暁
子
「
近
世
大
和
郡
山
城
下
町
に
お
け
る
酒
造
仲
間
」『
史
学
雑
誌
116-

11
』
二
〇
〇
七
年 

１
９ 

松
田
暁
子
「
近
世
在
方
に
お
け
る
酒
造
業
の
展
開
」『
論
集
き
ん
せ
い
32
』

二
〇
一
〇
年 

２
０ 

高
橋
伸
拓
「
近
世
後
期
上
総
国
に
お
け
る
酒
造
業
経
営
と
関
八
州
拝
借
株―

武
射
郡
飯
櫃
村
池
田
家
を
中
心
に―
」『
千
葉
県
の
文
書
館
16
』
二
〇
一
一

年 

２
１ 

羽
田
真
也
「
近
世
・
播
州
加
古
郡
新
野
辺
村
に
お
け
る
酒
造
稼
（
出
稼
）
の

展
開
」『
市
大
日
本
史
16
』
二
〇
一
三
年 

２
２ 

曲
田
浩
和
「
十
八
世
紀
に
お
け
る
知
多
地
域
の
変
容
と
酒
造
業
の
展
開
」

『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
17
』
二
〇
一
三
年 

２
３ 

『
宮
城
縣
史
復
刻
版
2
（
近
世
史
）』
一
九
八
七
年 

五
三
二‐

五
三
五
頁 

２
４ 

『
岩
手
県
史
第
五
巻
近
世
篇
2
』
一
九
六
三
年 

九
八
〇‐
一
〇
〇
五
頁 

２
５ 

『
青
森
県
史
通
史
編
2
近
世
』
二
〇
一
八
年 

 

２
６ 

『
山
形
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
八
七
年 

三
一
二‐

三
三
五
頁 

２
７ 

『
福
島
県
史
第
2
巻
通
史
編
2
近
世
1
』
一
九
七
一
年 

五
〇
五‐

五
一

〇
頁 

２
８ 

乍
恐
書
付
を
以
申
上
候 

 

一
、
当
村
市
右
衛
門
弟
半
兵
衛
と
申
者
、
六
年
以
前
申
年
御
断
申
上
羽
州
秋
田

久
保
田
村
善
兵
衛
方
へ
、
酒
頭
司
挊
仕
候
処
ニ
、
去
ル
十
九
日
罷
上
リ
候
ニ

付
、
乍
恐
御
断
申
上
候
、
以
上 野

寄
村
年
寄 

享
保
六
丑
年
八
月
廿
七
日 

 
 
 
 

伊
太
夫 

同
断 

 

傳
兵
衛 

同
村
庄
屋 

宗
官 

飯
田
善
兵
衛
様 

 
 

（『
本
庄
村
史
資
料
』
一
九
八
八
年 

一
四
九
頁
「
永
井
正
治
文
書
」） 

２
９ 

（
省
略
）
先
歳
大
坂
ヨ
リ
下
ル
、
其
頃
同
所
ヨ
リ
桶
司
ア
マ
タ
キ
タ
ル
ト
イ

ヱ
ト
モ
、
中
々
ツ
ヽ
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
、
此
書
当
人
五
十
年
之
余
伝
来
之

外
工
夫
ヲ
巡
シ
、
酒
一
色
ノ
ミ
心
ヲ
尽
シ
、
善
悪
ヲ
タ
ツ
ネ
テ
生
涯
ノ
ア

イ
タ
伝
来
ニ
我
カ
旨
趣
ヲ
加
ヘ
書
記
者
也 

明
和
八
卯
八
月
写
之 

熊
谷
亦
兵
衛 

（『
秋
田
県
酒
造
史
資
料
編
』
一
九
七
〇
年 

一
一
一-

一
四
五
頁
「
元
禄
時

代
以
来
酒
造
伝
記
録
」
長
野
・
鈴
木
文
書
） 

３
０ 

近
世
の
東
北
地
方
の
酒
造
高
は
各
自
治
体
誌
に
よ
る
と
、
仙
台
藩
は
三
〇
〇

〇
石
弱
（
元
禄
期
）、
盛
岡
は
一
〇
〇
〇
か
ら
二
〇
〇
〇
石
（
延
宝
・
天
和

期
）、
山
形
庄
内
地
方
は
六
〇
〇
〇
か
ら
七
〇
〇
〇
石
（
文
化
・
文
政

期
）、
福
島
は
一
三
〇
〇
石
（
天
保
期
）
で
あ
っ
た
。
な
お
、
青
森
県
史
に

は
記
述
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。 

３
１ 

『
能
代
市
史
資
料
編
中
世2

秋
田
家
文
書
』
一
九
九
八
年 

五
〇
一-

五
〇

七
頁
「
秋
田
家
文
書
」 

３
２ 

慶
長
六
年
七
月
十
日
「
秋
田
兵
右
衛
門
諸
役
銭
算
用
状
」（「
秋
田
家
文

書
」） 

 
 

な
お
、
慶
長
四
年
は
酒
役
が
一
三
〇
〇
貫
、
糀
役
が
一
四
七
貫
七
五
〇
文
、

慶
長
五
年
は
酒
役
が
一
三
〇
〇
貫
、
糀
役
が
一
二
五
三
貫
六
三
〇
文
で
あ

っ
た
（『
秋
田
市
史
二
巻
中
世
通
史
』
一
九
九
九
年 

四
二
五
頁
）。 

３
３ 

湊
町
に
お
い
て
、
元
和
三
年
の
土
崎
湊
、
寛
永
八
年
の
野
代
は
前
代
以
来
の

伝
統
を
う
け
る
。
金
・
銀
山
は
慶
長
十
七
年
の
院
内
、
同
十
九
年
の
板
木

沢
・
阿
仁
、
元
和
三
年
の
大
葛
・
杉
沢
、
寛
永
五
年
の
新
城
、
同
八
年
の

八
森
・
荒
川
が
あ
り
、
稼
働
直
後
か
ら
継
続
さ
れ
て
い
る
酒
役
が
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。
な
お
、『
梅
津
政
景
日
記
』
に
お
け
る
初
見
の
年
を
示
す
。 

３
４ 

糀
室
に
課
さ
れ
る
役
の
こ
と
。
元
和
三
年
に
は
金
銀
山
で
の
造
り
酒
屋
に
対
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し
て
一
か
月
十
五
匁
の
室
役
が
課
さ
れ
た
（『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編

下
』
一
九
六
五
年 

三
三
四
頁
）。 

３
５ 

「
御
隣
国
之
酒
ゟ
者
御
国
酒
格
段
不
宜
」（
那1

1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案

存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」） 

３
６ 

「
他
国
江
遣
其
向
々
秋
田
酒
者
変
酒
勝
も
の
候
、
亦
者
下
酒
之
名
目
附
候
」

（
那1

1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ

付
〕」） 

３
７ 

『
秋
田
県
酒
造
史
資
料
篇
』
一
九
七
〇
年 

一
一
一‐

一
四
五
頁 

鈴
木
文 

 
 

書 

３
８ 

初
夏
陰
暦
六
月
に
蔵
出
し
さ
れ
る
酒
を
大
夏
の
酒
、
春
四
月
に
で
き
る
も
の

を
小
夏
の
酒
、
初
秋
九
月
に
出
廻
る
も
の
を
新
酒
と
呼
ん
だ
。 

 
 

（『
中
仙
町
史
文
化
編
』
一
九
八
九
年 
七
六
六
頁
） 

３
９ 

寒
造
り
は
糖
化
・
発
酵
に
時
間
が
か
か
る
が
腐
敗
菌
や
酢
酸
菌
の
繁
殖
が
に

ぶ
り
、
そ
れ
だ
け
純
粋
な
ア
ル
コ
ー
ル
が
で
き
る
。
他
方
、
夏
季
の
高
温

の
時
期
（
夏
の
土
用
）
に
仕
込
む
夏
酒
は
、
酵
母
の
働
き
が
活
発
に
な

り
、
腐
敗
菌
や
酢
酸
菌
も
同
時
に
盛
ん
に
活
動
す
る
た
め
、
酒
は
早
く
で

き
る
が
酸
味
を
帯
び
た
酸
っ
ぱ
い
酒
が
で
き
る
。
寒
造
り
の
酒
は
淡
く
綺

麗
に
で
き
る
が
、
春
に
な
る
ほ
ど
味
は
濃
く
な
る
が
、
火
入
れ
を
す
る
と

寒
造
り
は
濃
く
な
り
春
造
り
は
薄
く
な
る
。
な
お
、
こ
の
腐
敗
を
防
ぐ
た

め
に
も
ろ
み
を
搾
る
前
に
焼
酎
を
加
え
る
工
程
が
追
加
さ
れ
た
（
柚
木
学

『
酒
造
り
の
歴
史
』
雄
山
閣 

二
〇
〇
五
年 

二
九-

三
〇
頁
、『
秋
田
県
酒

造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

五
頁
、『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
』
一
三
六

頁
）。 

４
０ 

（
省
略
）
諸
味
に
て
替
り
た
る
ニ
ハ
秋
口
の
酒
ハ
直
り
に
く
し
、
そ
れ
ニ
ハ

石
ば
い
壱
升
を
よ
く
い
り
て
、
其
あ
と
に
て
も
や
し
三
升
入
り
て
、
諸
味

弐
石
程
へ
せ
う
ち
う
壱
斗
入
て
打
込
申
候
へ
ハ
、
殊
の
外
能
わ
き
て
す
き

と
な
を
る
（
以
下
略
）（『
秋
田
県
酒
造
史
資
料
篇
』
一
四
〇
頁
） 

４
１ 

『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

三-

四
頁 

４
２ 

『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

七
頁 

４
３ 

『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

九-

十
頁 

４
４ 

（
省
略
）
ほ
う
き
壹
本
ニ

而
住
酒
濁
酒
と
两
方
賣
場
貮
つ
ニ

而
商
賣
被
致
候
、

然
者
私
共
濁
酒
壹
通
之
家
業
ニ
而
漸
々
相
續
罷
有
申
候
、
依
之
賣
場
貮
つ

被
出
候
而
ハ
私
共
家
業
ニ

も
不
罷
成
至
極
迷
惑
ニ

奉
存
候
故
、
去
秋
中
願
申

上
候
處
ニ

御
中
間
衆
中
大
方
御
相
談
被
成
置
候
處
ニ

、
庄
三
郎
殿
壹
人
ニ

而
押

や
ふ
り
相
談
相
止
メ
右
貮
通
宛
商
賣
被
致
候
而
至
極
迷
惑
ニ

奉
存
候
故
、
此

度
願
申
上
候
間
、
住
酒
御
造
り
被
成
候
方
ハ
住
酒
斗
之
商
賣
、
私
共
ハ
濁

酒
斗
之
相
定
ニ

被
成
相
互
ニ
家
業
ニ

罷
成
申
樣
ニ

、
此
度
必
止
と
御
相
談
被
下

度
奉
願
候
、（
以
下
略
） 

 
 

（『
秋
田
県
史
資
料
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

五
四
三
頁 

元
文
五
年
九

月
六
日 

一
〇
二
九
「
酒
商
賣
口
上
書
」） 

４
５ 

（
省
略
）
一
、
此
末
造
酒
止
候
酒
屋
候
者
、
桶
茂
致
封
、
酒
箒
為
引
可
申
事

（
以
下
略
） 

 
 

（『
秋
田
県
史
資
料
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

五
三
四
頁 

元
禄
十
五
年

九
月
二
十
四
日 

一
〇
一
六
「
酒
造
証
文
」） 

４
６ 

山
口
啓
二
・
佐
々
木
潤
之
介
『
体
系
・
日
本
歴
史
4
幕
藩
体
制
』
日
本
評
論

社 

一
九
七
〇
年 

三
一
〇-

三
一
一
頁 

４
７ 

『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

三
四
四-

三
四
五
頁 

４
８ 

『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

三
〇-

三
一
頁 

４
９ 

役
銀
の
請
負
や
山
師
な
ど
を
委
託
さ
れ
た
御
用
商
人
。
正
月
毎
に
久
保
田
城

中
で
藩
主
の
謁
見
が
得
ら
れ
、
藩
政
へ
の
参
入
も
許
さ
れ
て
お
り
、
御
用

金
を
提
供
し
て
き
た
。（『
秋
田
市
史
三
巻
近
世
通
史
』
二
〇
〇
三
年 

一

七
一
、
二
九
七
、
三
九
二-

三
九
三
頁
） 

５
０ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
七-

五
六
八
頁 

５
１ 

『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

三
四
一
頁 

５
２ 

那6
7
2

文
化
二
年
「
酒
造
室
箒
日
記
」
三
月
十
二
日 

５
３ 
幕
府
の
採
薬
使
と
し
て
東
蝦
夷
地
に
派
遣
さ
れ
た
渋
江
長
伯
に
同
行
し
て
お

り
、
著
作
に
『
東
夷
物
産
誌
』（
寛
政
十
一
年
）
が
あ
る
。（『
海
表
異
聞
』

解
題 
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
助
教
授 

博
士
岩
﨑 

奈
緒
子 

同
支
社
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
よ
り
） 

５
４ 

殖
産
興
業
の
推
進
を
目
的
と
し
て
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
藩
主
義
和
に
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よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。 

５
５ 
文
化
元
年
五
月
九
日
に
酒
造
担
当
に
な
る
（
那6

7
1

享
和
四
年
「
酒
造
室
箒

日
記
」）。 

５
６ 

現
代
で
は
「
こ
う
じ
」
を
「
麹
」
と
表
記
す
る
が
、
本
稿
で
使
用
す
る
史
料

に
は
「
糀
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
糀
」
に
統
一
し
て
表
記
す
る
。

な
お
、「
麹
」
は
「
こ
う
じ
」
全
般
を
指
し
、「
糀
」
は
「
米
こ
う
じ
」
を

指
す
と
さ
れ
て
い
る
。 

５
７ 

那6
7
2

文
化
二
年
「
酒
造
室
箒
日
記
」
三
月
十
二
日 

５
８ 

酛
と
も
呼
ば
れ
、
蒸
米
、
糀
（
麹
）、
水
を
混
ぜ
て
酵
母
菌
を
育
成
し
、
酵

母
を
増
殖
さ
せ
た
も
の
。
な
お
、
酵
母
は
糖
を
ア
ル
コ
ー
ル
に
変
え
る
働

き
を
も
つ
。 

５
９ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 
五
六
七-

五
六
八
頁 

６
０ 

那6
7
2

文
化
二
年
「
酒
造
室
箒
日
記
」
五
月
十
五
日 

６
１ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
七
頁 

６
２ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
七
頁 

６
３ 

文
化
二
年
に
酒
造
改
良
用
と
し
て
酒
造
方
に
銀
十
五
貫
目
を
支
給
し
た
が
、

文
化
四
年
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
足
で
あ
る
と
し
て
文
化
四
年
に
追
加
で

銀
二
十
五
貫
目
の
都
合
を
求
め
た
。（
那1

7
1
5

卯
（
文
化
四
年
）
八
月
六

日
「
酒
造
御
試
に
付
ヶ
条
を
以
御
伺
之
覚
」） 

６
４ 

那
波
家
文
書1

7
1
5

卯
（
文
化
四
年
）
八
月
六
日
「
酒
造
御
試
に
付
ヶ
条
を

以
御
伺
之
覚
」
は
、
文
化
四
年
八
月
六
日
に
那
波
祐
助
（
三
郎
右
衛
門
）

藩
に
対
し
て
、
大
坂
か
ら
派
遣
さ
れ
る
酒
師
が
下
手
だ
っ
た
場
合
は
伊

丹
・
池
田
・
灘
の
酒
師
を
呼
ぶ
こ
と
の
ほ
か
に
、
銀
が
不
足
し
た
時
の
や

り
く
り
、
酒
師
の
給
銀
に
つ
い
て
藩
の
意
見
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
藩
の
酒
造
方
掛
勘
定
吟
味
役
丹
内
源
左
衛
門
が
朱
書
き
に
て
返
答

し
、
祐
助
に
出
府
を
求
め
て
い
る
。 

６
５ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
八
頁 

６
６ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
七
頁
よ
り
引
用
。 

６
７ 

文
化
四
年
八
月
ま
で
に
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
那1

1
8
8

、
同
年
八
月
六

日
那1

7
1
5

卯
（
文
化
四
年
）
八
月
六
日
「
酒
造
御
試
に
付
ヶ
条
を
以
御
伺

之
覚
」
よ
り
。 

６
８ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

６
９ 

那1
1
8
4

「
酒
造
御
試
ニ
付
御
伺
之
覚
〔
御
試
酒
出
来
御
献
上
に
つ
き
〕」 

７
０ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」

は
、
酒
造
方
支
配
人
で
あ
る
那
波
祐
助
に
よ
る
酒
造
御
試
に
関
る
意
見
書

で
あ
る
。『
秋
田
市
史
』
収
録
の
「
文
化
四
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附

寫
」
に
て
「
御
勘
定
吟
味
役
丹
内
源
左
衛
門
様
よ
り
御
演
説
を
以
被
仰

渡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
御
演
説
」
は
那1

1
8
8

を
指
し
、
文
化
四
年
八
月

よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
那1

1
9
2

「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）」（
文
化
五
年
十
月
十
九
日
）
に
は

「
去
夏
中
愚
案
存
知
寄
書
載
之
内
に
印
ヶ
條
ニ
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
文
化
四
年
夏
の
提
出
と
考
え
ら
れ
る
。 

７
１ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

７
２ 

那1
1
8
8

「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

７
３ 

那1
1
8
8

「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

７
４ 

那1
1
8
8

「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

７
５

『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

三
三
八
頁 

７
６

『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 

三
三
九-

三
四
〇
頁 

 
 

糀
室
に
関
す
る
記
述
は
那1

1
8
8

の
末
尾
に
、
室
役
を
倍
に
す
る
こ
と
で
室

屋
が
減
り
、
糀
の
値
段
が
高
く
な
る
と
い
う
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。 

７
７ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

７
８ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）〔
三

カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

７
９ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）〔
三

カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

８
０ 
那1

1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）〔
三

カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

８
１ 

「
酛
始
め
」
と
は
酛
仕
込
み
作
業
の
開
始
日
の
こ
と
で
、「
酛
初
め
」「
酛

取
」
と
も
い
う
。 

８
２ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 
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８
３ 
那1

2
7
5

（
文
化
四
年
）「
酒
造
御
試
ニ
付
愚
案
御
答
箇
条
」
は
文
化
四
年
八

月
六
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
の
冒
頭
で
「
御

尋
愚
案
大
旨
御
答
奉
申
上
候
処
御
取
揚
御
執
行
可
被
遊
ニ
付
酒
造
御
試
悉

皆
ヶ
条
を
以
又
候
御
伺
奉
申
上
被
仰
付
」
と
あ
り
、
那
波
家
文
書1

1
8
8

の

愚
案
に
対
す
る
回
答
を
し
た
（
那1

7
1
4

・
那1

7
1
5

）
後
の
史
料
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。 

８
４ 

海
路
を
使
っ
て
藩
外
に
製
品
を
移
出
す
る
酒
の
こ
と
。
こ
れ
に
は
役
銀
も
か

け
ら
れ
た
。 

８
５ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

８
６

（
省
略
）
一
、
酒
師
造
方
稽
古
中
御
賄
被
下
候
儀
者
、
九
、
十
月
ゟ
翌
三
月

頃
迄
之
も
の
ニ

候
、
其
上
六
七
月
中
不
絶
居
候
ニ

も
無
之
事
者
、
家
々
之
取

仕
末
も
有
之
候
筈
、
タ
ト
ヒ
ハ
拾
五
人
余
者
九
月
ゟ
三
月
迄
半
分
居
候
凡

積
一
日
壱
人
弐
厘
弐
部
御
賄
代
（
以
下
略
） 

（
那1

1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ

付
〕」） 

８
７ 

（
省
略
）
沖
出
酒
者
三
ヶ
壱
之
分
役
銀
銭
被
下
置
候
間
宜
敷
利
潤
得
候
上
、

其
後
年
ニ

至
リ
右
三
ヶ
壱
御
役
銀
不
被
下
候
共
沖
出
酒
致
候
得
者
利
潤
有
与

申
事
を
能
々
仕
覚
合
点
致
候
間
夫
迄
之
御
道
引
ニ
御
座
候
、（
以
下
略
） 

（
那1

1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ

付
〕」） 

８
８ 

一
、
酒
師
御
下
シ

御
試
被
成
置
候
ハ
ヽ
、
屋
敷
蔵
居
宅
殊
ニ

廊
下
廻
り
酒
造
具

不
残
并

酒
師
よ
り
下
人
雇
ま
で
膳
椀
夜
具
等
迄
悉
皆
御
揃
不
被
遊
候
得
は
、

相
成
不
申
候
（
以
下
略
） 

（
那1

2
7
5

（
文
化
四
年
）「
酒
造
御
試
ニ
付
愚
案
御
答
箇
条
」） 

８
９ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
０ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
１ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
２ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
３ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師
の

酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

９
４ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
５ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師
の

酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

９
６ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

９
７ 

文
化
二
年
八
月
二
十
五
日
「
文
化
四
年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」（『
秋

田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
八
頁
） 

９
８ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師
の

酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

９
９ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師
の

酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
０ 

（
省
略
）
下
り
酒
師
造
り
方
宜
敷
御
試
之
上
ハ

稽
古
人
御
賄
下
置
候
儀
、
本

書
ニ

奉
申
上
候
通
被
仰
付
度
御
事
ニ

奉
存
候
（
以
下
略
） 

（
那1

2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」） 

１
０
１ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
２ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
３ 

当
時
の
酒
屋
は
、
酒
造
り
と
販
売
の
両
方
を
担
っ
て
い
た
。 

１
０
４ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
５ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
６ 

那1
2
7
5

（
文
化
四
年
）「（
酒
造
御
試
に
付
愚
案
御
答
箇
条
）〔
下
り
酒
師

の
酒
造
伝
授
等
に
つ
い
て
〕」 

１
０
７ 
短
く
と
も
文
化
期
か
ら
天
保
期
ま
で
は
酒
屋
で
あ
っ
た
が
、
文
政
期
に
は

絹
方
も
並
行
し
て
務
め
て
い
た
。（
那
波
家
文
書
絹
方
3

A
、『
湯
沢
市

史
』
一
九
六
五
年 

六
七
八-

六
八
〇
頁
） 

１
０
８ 

藩
か
ら
酒
屋
株
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
ほ
か
に
刈
和
野
で
は
十
軒
ほ
ど

が
受
け
て
い
た
。（『
西
仙
北
町
史 

先
史
～
近
世
』
一
九
九
五
年 

七
八
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六
頁
） 

１
０
９ 
那1

1
9
2
 

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
１
０ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
八
月
二
十 

 
 

 

日 

１
１
１ 

那1
1
7
5

（
文
化
四
年
）
八
月
二
十
日
「
申
達
〔
酒
師
修
行
ニ
付
〕」 

１
１
２ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
卯
九
月
十

三
日 

１
１
３ 

那1
1
9
2
 

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
１
４ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
文
化
四
年

卯
九
月
十
六
日 

１
１
５ 

御
試
所
の
見
取
り
図
が
那1

6
7
7

（
文
化
四
年
）（
川
反
通
り
酒
造
御
試
所

絵
図
面
）
に
み
ら
れ
る
。 

１
１
６ 

『
秋
田
県
史
第
三
巻
近
世
編
下
』
一
九
六
五
年 
二
三
二‐

二
六
二
頁 

１
１
７ 

『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年 

五
六
八
頁 

１
１
８ 

町
奉
行
・
勘
定
奉
行
・
本
方
奉
行
か
ら
な
る
三
奉
行
を
中
心
と
し
た
合
議

に
よ
っ
て
月
番
家
老
が
政
務
・
財
務
の
運
営
に
あ
た
る
。（『
秋
田
県
史
第

二
巻
近
世
編
上
』
一
九
六
四
年 

四
一
六
頁
） 

１
１
９ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
十
一
月
四 

 
 

日 

１
２
０ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
２
１ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
十
一
月 

１
２
２ 

現
在
の
民
間
委
託
の
よ
う
な
も
の
。 

１
２
３ 

那6
4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
十
月
二
十

一
日 

１
２
４

吉
田
元
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
七
二
・
酒
』
法
政
大
学
出
版
局 

二
〇

一
五
年 

一
五
〇
頁 

１
２
５ 

（
省
略
）
昨
廿
一
日
酒
師
下
着
ニ

候
左
候
得
は
、
其
方
出
府
無
之
候
而

は
諸 

事
相
止
居
候
、
早
々
出
府
可
被
致
候
（
以
下
略
） 

（
那6

4
1

（
文
化
四
年
八
月
～
十
二
月
）「（
酒
造
御
試
方
日
記
）」
十
月
二

十
二
日
） 

１
２
６ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
２
７ 

蒸
米
、
水
、
糀
を
数
回
に
分
け
て
加
え
、
発
酵
を
促
す
工
程
。
お
お
ま
か

な
酒
造
の
流
れ
に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
。 

１
２
８ 

原
酒
を
水
で
薄
め
て
も
飲
め
る
酒
の
こ
と
。 

１
２
９ 

坂
口
謹
一
郎
『
日
本
の
酒
の
歴
史―

酒
造
り
の
歩
み
と
研
究―

』
一
九
七

六
年 

二
四
三‐

二
五
五
頁 

１
３
０ 

『
も
の
と
人
間
の
文
化
史 

酒
』
法
政
大
学
出
版
局 

二
〇
一
五
年 

二

四
七
頁 

１
３
１ 

『
も
の
と
人
間
の
文
化
史 

酒
』
法
政
大
学
出
版
局 

二
〇
一
五
年 

一

三
六
頁 

１
３
２ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
３
３ 

種
麹
を
蒸
し
た
米
に
混
ぜ
て
麹
（
糀
）
を
つ
く
る
工
程
。
酒
造
蔵
の
室
で

お
こ
な
わ
れ
る
。
お
お
ま
か
な
酒
造
の
流
れ
に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
。 

１
３
４ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
３
５ 

蒸
し
た
米
の
こ
と
。 

１
３
６ 

麹
用
に
使
う
米
の
こ
と
。 

１
３
７ 

史
料
中
で
は
「
潰
れ
」
と
表
現
さ
れ
る
。 

１
３
８ 

「
飴
」
と
は
、
大
麦
そ
の
他
の
穀
類
の
芽
（
モ
ヤ
シ
）
と
デ
ン
プ
ン
質
と

を
適
温
に
保
っ
て
糖
化
さ
せ
た
も
の
で
、
原
料
は
、
昔
は
白
米
が
普
通
で

あ
っ
た
。（『
国
史
大
辞
典
』） 

１
３
９ 
松
浦
慎
治
「
タ
ネ
こ
う
じ
灰
の
活
用
に
つ
い
て
」『
日
本
醸
造
協
会
雑
誌
第

59
巻
11
号
』 

一
九
六
四
年 

１
４
０ 

『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

二
三-

二
四
頁 

１
４
１ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）
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〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
４
２ 
『
秋
田
県
酒
造
史
技
術
編
』
一
九
八
一
年 

六-

九
頁 

１
４
３ 

麹
の
培
養
や
酛
、
醪
を
造
る
際
に
蒸
し
た
米
を
使
う
。
蒸
し
た
米
は
で
ん

ぷ
ん
質
を
糖
化
さ
せ
や
す
く
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
。 

１
４
４ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
４
５ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
４
６ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
４
７ 

「
潰
れ
」
と
は
、
米
の
溶
解
・
糖
化
が
よ
く
進
み
、
米
粒
が
残
っ
て
い
な

い
状
態
を
さ
す
。（『
日
本
農
書
全
集
第
五
十
一
巻
』
四
七
頁
よ
り
） 

１
４
８ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
４
９ 

「
柳
蔭
」
は
京
坂
で
の
呼
び
名
で
江
戸
で
は
「
本
直
し
」
と
呼
ば
れ
、
み

り
ん
と
焼
酎
を
ほ
ぼ
半
分
ず
つ
合
わ
せ
た
も
の
の
こ
と
。
冷
や
し
て
飲
む

習
慣
も
あ
っ
た
。（『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
七
二
・
酒
』
一
六
一
～
一

六
二
頁 

吉
田
元
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
五
年
） 

も
ち
米
の
掛
米
と
糀
に
焼
酎
を
加
え
て
造
る
甘
口
酒
が
味
醂
で
、
完
全
に 

出
来
上
が
ら
な
い
も
の
を
「
本
直
し
」
と
い
う
。（「
日
本
農
書
全
集 

第

五
十
一
巻
」
収
録
『
童
蒙
酒
造
記
』
一
二
〇
頁 

１
５
０ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
５
１ 

那5
7
6
9

（
文
化
五
年
）
十
月
十
一
日
「
書
状
〔
関
西
方
面
に
お
い
て
酒
好

評
に
つ
き
〕」 

１
５
２ 

那1
1
9
2

文
化
五
年
十
月
十
九
日
「（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
）

〔
三
カ
年
試
醸
を
五
六
年
位
に
延
長
す
べ
き
に
つ
き
〕」 

１
５
３ 

那1
1
8
8

文
化
四
年
「
乍
恐
愚
案
存
寄
演
説
之
覚
〔
酒
造
御
試
方
ニ
付
〕」 

１
５
４ 

久
保
田
藩
士
で
、
佐
竹
候
の
江
戸
詰
勘
定
奉
行
に
な
る
。
文
化
四
年
に
は

勘
定
奉
行
酒
造
掛
を
務
め
て
い
た
。（「
佐
藤
信
淵
の
秋
田
藩
政
改
革
論―

『
別
後
日
記
』
を
通
し
て―

」
渡
部
綱
次
郎 

秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報

告
第
十
五
号 

一
九
九
〇
年
、『
秋
田
市
史
中
巻
』
一
九
七
五
年
「
文
化
四

年
酒
造
方
御
試
に
付
御
書
附
寫
」
五
六
八
頁
） 

１
５
５ 

那5
7
6
9

（
文
化
五
年
）
十
月
十
一
日
「
書
状
〔
関
西
方
面
に
お
い
て
酒
好

評
に
つ
き
〕 

１
５
６ 

御
試
酒
の
種
類
と
し
て
「
那
印
」「
波
印
」「
い
印
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
で
も
最
も
出
来
が
良
い
「
波
印
」
の
御
試
酒
を
「
波
ノ
花
」
と
し

た
。 

１
５
７ 

仕
込
み
水
の
量
を
増
や
す
こ
と
。 

１
５
８ 

那5
7
6
9

（
文
化
五
年
）
十
月
十
一
日
「
書
状
〔
関
西
方
面
に
お
い
て
酒
好

評
に
つ
き
〕」 

１
５
９ 

那1
1
9
9

文
化
五
年
十
二
月
「
乍
恐
酒
造
之
業
利
発
ニ
付
分
外
之
御
益
相

生
并
御
試
酒
他
処
御
取
組
演
説
之
覚
」 

１
６
０ 

湯
沢
町
の
松
井
藤
吉
、
刈
和
野
村
の
与
七
郎
、
十
二
所
（
処
）
町
の
藤
右

衛
門
が
酒
造
見
習
い
と
し
て
集
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
久
保
田
町
の

酒
屋
十
数
軒
も
こ
れ
に
参
加
し
た
（
那1

1
9
2

）。 

１
６
１ 

那1
1
9
9

文
化
五
年
十
二
月
「
乍
恐
酒
造
之
業
利
発
ニ
付
分
外
之
御
益
相

生
并
御
試
酒
他
処
御
取
組
演
説
之
覚
」 

１
６
２ 

那1
1
9
9

文
化
五
年
十
二
月
「
乍
恐
酒
造
之
業
利
発
ニ
付
分
外
之
御
益
相

生
并
御
試
酒
他
処
御
取
組
演
説
之
覚
」 

１
６
３ 

那1
1
9
9

文
化
五
年
十
二
月
「
乍
恐
酒
造
之
業
利
発
ニ
付
分
外
之
御
益
相

生
并
御
試
酒
他
処
御
取
組
演
説
之
覚
」 

１
６
４ 

那1
1
8
4

文
化
四
年
十
二
月
十
九
日
「
酒
造
御
試
方
ニ
付
御
伺
之
覚
〔
御

試
酒
出
来
御
献
上
に
つ
き
〕」 

１
６
５ 

那5
7
4
5

文
化
五
年
二
月
二
十
五
日
「
書
状
〔
願
の
酒
を
送
ら
れ
味
見
を

し
た
件
等
に
つ
い
て
〕」 

１
６
６ 
元
禄
期
、
新
酒
・
夏
酒
な
ど
の
諸
白
と
ほ
ぼ
同
量
の
も
ろ
み
か
ら
、
二
か

ら
三
倍
ほ
ど
多
く
の
濁
酒
を
製
成
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
頃
の
濁
酒
は

粕
を
ろ
別
せ
ず
汁
と
滓
の
混
ざ
り
合
っ
た
も
の
を
指
し
た
。
し
か
し
、
濁

酒
屋
で
は
も
ろ
み
が
熟
成
し
て
濾
す
際
に
袋
に
入
れ
て
よ
く
も
み
な
が
ら
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お
こ
な
っ
て
い
た
。 

（
坂
口
謹
一
郎
、
加
藤
辨
三
郎
『
日
本
の
酒
の
歴
史―

酒
造
り
の
歩
み
と

研
究―

』
一
九
七
六
年 

二
三
二-

二
三
三
頁
） 

１
６
７ 

那5
7
7
1

文
化
五
年
十
月
二
十
四
日
「
書
状
〔
関
西
方
面
に
お
け
る
問
味

に
つ
き
〕」 

１
６
８ 

那5
4
4
1

（
文
化
六
年
）「（
文
化
六
年
十
月
よ
り
同
六
年
二
月
ま
で
の
来
状

要
旨
留
書
）〔
酒
師
、
新
桶
酒
問
味
、
江
戸
為
登
酒
等
に
つ
き
〕」 

１
６
９ 

那1
1
9
0

文
化
五
年
十
一
月
「
御
試
酒
松
前
箱
館
江
指
遣
候
模
様
演
説
之

覚
〔
他
国
の
酒
と
の
比
較
の
記
述
あ
り
〕」 

１
７
０ 

那1
7
4
6

文
化
六
年
四
月
二
十
一
日
「（
昨
年
為
指
登
候
御
試
酒
ほ
か
に
つ

い
て
の
書
状
下
書
）」 

１
７
１ 

那1
7
4
9

文
化
六
年
七
月
二
十
六
日
「（
今
年
の
酒
の
味
ほ
か
に
つ
い
て
の

書
状
下
書
）」 

１
７
２ 

那5
5
2
8

（
文
化
七
年
）
一
月
二
日
「
書
状
〔
長
州
下
関
に
お
い
て
酒
販
売

不
調
に
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図 1 清酒仕込工程図解 
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表 2 酒造史 

西暦 和暦 月日 秋田 那波家 全国 参照文献 同頁 

1600 慶長 5   「酒こうじ」の役を徴収する         

1601 慶長 6   湊商人から酒造者にかけられ

る酒役・麹役を徴収 

    秋田市史 2 巻

中世通史 

425 

1612 慶長 17   横堀村、小野村で酒役を設定     秋田県酒造史 44 

1614 慶長 19   入酒役（移入酒）に対する酒役

の徴収を認める 

    秋田県酒造史 44 

1615 元和元   藩から幕府に提出した領内酒

造に関する口上書で気候や農

業生産、経済において必要なも

のであると主張 

    秋田県酒造史 45 

1616 元和 2   久保田町において、酒の升目不

足を調べ、良い酒 1 升 24 文、

にごり酒 1 盃（2 合 5 勺）3 文

と酒価を定める 

    秋田県酒造史 45 

1617 元和 3   過分の蔵米消費のため杉沢金

山への入酒を禁止し、山中造り

のみとする。院内銀山でも同様

の措置をとり地元酒造家の保

護政策をとる 

    秋田県酒造史 44 

1618 元和 4   野代諸役免除の際、入酒につい

て十分の一の役立を定める 

    秋田県酒造史 44 
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1619 元和 5   非課税として酒造業を営む（自

醸自家用の濁酒） 

    秋田県酒造史 43 

1619 元和 5   秋田郡、仙北郡に酒役、こうじ

役を新規に望む者が現れる 

    秋田県酒造史 45 

1630 寛永 7   院内銀山の酒屋の願いにより、

蔵米千石余を貸付け、翌年阿仁

金山の酒屋に 150 石、荒川銀

山の酒屋に 50 石を貸す 

    秋田県酒造史 45 

1631 寛永 8   小伊良川で造酒役が課される     秋田県酒造史 44 

1634 寛永 11   米の不作を理由に酒を例年の

5 割減を命じる 

    秋田県酒造史 49 

1641 寛永 18   早霜による被害で甚だしい不

熟をみて新酒造を停止 

    秋田県酒造史 46 

1642 寛永 19   酒造禁止を命じる     秋田県酒造史 49 

1656 明暦 2   造り高を定数として酒造株を

定め、以後その二分の一造りと

新規酒屋停止を原則として酒

造制限を図る 

    秋田県酒造史 49 

1657 明暦 3       酒造株制定 酒造りの歴史 47 

1657 明暦 3       大坂にて、総年寄総代

を町奉行所に招集し、

酒造制限令の布達の徹

底をはかる 

酒造りの歴史 47 
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1658 万治 1       総年寄総代に大坂三郷

（天満組・南組・北組）

の酒造米高検査にあた

らせる 

酒造りの歴史 47 

1658 万治 1   新規酒屋禁止令     秋田県酒造史 58 

1666 寛文 6       第一次株改め 酒造りの歴史 61 

1666 寛文 6       減醸令 酒造りの歴史 60 

1680 延宝 8       第二次株改め 酒造りの歴史 61 

1681 天和 1   幕府の酒造令をうけ、半造りと

する 

  幕府による半造りの酒

造令 

秋田県史近世

下 

336 

1697 元禄 10       酒造政策（酒造株高の

調製とその掌握に着

手） 

酒造りの歴史 62 

1697 元禄 10       酒造統制令（酒運上金

の徴収が目的） 

酒造りの歴史 62 

1698 元禄 11   3 ヵ年の酒役を年内三分の一

に平均に割りつける（～1700/

元禄 13） 

    秋田県酒造史 51 

1699 元禄 12   五分の一造り   幕府による制限令 秋田県史近世

下 

338 

1702 元禄 15   兼業酒屋の制限・停止     秋田県酒造史 51 

1703 元禄 16   新規酒造屋禁止     秋田県酒造史 51 
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1706 宝永 3   幕府の酒造米減少令を断る     秋田県史近世

下 

338 

1708 宝永 5   幕府の酒造米減少令を断る     秋田県史近世

下 

338 

1708 宝永 5     京都大火により秋田へ移

り、祐祥が秋田初代となる 

      

1709 宝永 6   酒役五割増が酒価高騰の原因

として中止 

    秋田県酒造史 51 

1711 正徳 1 3.17   秋田に移住       

1715 正徳 5       減醸令 酒造りの歴史 68 

1715 正徳 5   三分の一造り     秋田県酒造史 50 

1716 正徳 6   米の出来によって酒造の制限

や禁止を決めることとする 

    秋田県酒造史 47 

1724 享保 9 2.12   初代祐祥が御燈油御用を拝

命 

      

1726 享保 11 7.27   初代祐祥が酒造米調役御用

を拝命 

      

1729 享保 14 9.12   初代祐祥が御造俵御用を拝

命 

      

1734 享保 19 10.3   初代祐祥が胡麻油絞方御用

を拝命 

      

1734 元文 1 7.27   初代祐祥が御蝋絞方御用を

拝命 
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1754 宝暦 4   銀札の発行     秋田県史近世

上 

715 

1754 宝暦 4       勝手造り令 酒造りの歴史 68 

1755 宝暦 5   藩の大坂販売米と民間の他領

販売米の停止（他領輸出禁止） 

    秋田県史近世

上 

728 

1769 明和 6 8.14   3 代祐之が酒米調役を拝命       

1769 明和 6   酒米調方を奉行の下に設置。     秋田県酒造史 52 

1775 安永 4   酒屋に増石を強要     秋田県酒造史 53 

1776 安永 5   造高増石を条件に酒米調を停

止 

    秋田県史近世

下 

339 

1782 天明 2 7.26   3 代祐之が室箒方直役を拝

命 

      

1782 天明 2 7 麹室は酒屋に限定     秋田県史近世

下 

339 

1782 天明 2   室株引上げ策     秋田県酒造史 53 

1783 天明 3 11 清酒・濁酒の醸造、売買の禁止   (大凶作） 秋田県史近世

上 

730 

1786 天明 6 9     凶作のための米価高騰

による一般住民の生活

が困難になったことで

酒造米を二分の一と

し、休酒屋の酒造禁止

を定める 

秋田県酒造史 54 
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1786 天明 6       半石造りの減醸令 酒造りの歴史 121 

1787 天明７ 7 室株引上げの実施     秋田県酒造史 53 

1787 天明７       減醸令 酒造りの歴史 68 

1788 天明 8       株改め 酒造りの歴史 69 

1789 寛政 1 10 居酒の禁止     秋田県酒造史 57 

1789 寛政 1       請高株に対して三分の

一造り令の発令、酒造

株の分株譲渡の禁止 

酒造りの歴史 122 

1790 寛政 2       積酒造業に対する流通

規制の強化 

酒造りの歴史 122 

1791 寛政 3       浦賀番所に「下り酒荷

改方」を設置し、下り酒

入津改めと送り状の改

印を命じる 

酒造りの歴史 122 

1792 寛政 4 2     下り酒入津船改め・送

り状改印の両仕法を改

正し、「一紙送り状」の

制を採用 

酒造りの歴史 122 

1792 寛政 4 10     下り酒十一ヶ国制の実

施 

酒造りの歴史 123 

1795 寛政 7       酒造統制の緩和 酒造りの歴史 52 

1802 享和 2   入酒、引酒の禁止     秋田県酒造史 57 
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1805 文化 2 8 御用聞町人で酒造方室箒見習

の那波三郎右衛門に「他所出

酒」につき意見を求める 

    秋田県酒造史 55 

1806 文化 3       酒造勝手造り令 酒造りの歴史 53 

1807 文化 4 ～8   4 代祐生が酒造御試支配人

となる 

  秋田県酒造史 56 

1807 文化 4 ～8   酒造御試に関する意見書を

提出 

  那 1188   

1807 文化 4 8.6   大坂から派遣する酒師が到

着したあとの藩への指示 

  那 1714・1715   

1807 文化 4 8.6～   藩からの質問に回答（御試

が失敗した時の対応など） 

  那 1275   

1807 文化 4 8.14   御試に必要な借銀の返済、

領内酒屋藤吉へ御試への参

加を要請 

  秋田市史中巻 568 

1807 文化 4 8.20    那波祐助から湯沢町松井藤

吉に酒造御試のため出府を

要請。藤吉が造った酒を送

ることを指示 

  那 641   

1807 文化 4 8.20    丹内源左衛門から藤吉へ出

府の要請 

  那 641   

1807 文化 4 8.25    久保田町と湊町に御試所を

設置。湊町に手代を遣わす 

  那 5505   
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1807 文化 4 8.25    室役支配銀の納入をしてな

ければ株札をとり上げる。

酒造御試所を久保田町と湊

町に設置する 

  那 5506   

1807 文化 4 8    御試所が 2 か所に増えたこ

とによる資金不足のため銀

の拝借を藩に願出る 

  那 641   

1807 文化 4 8    酒造具の拝借と返却につい

て 

  那 641   

1807 文化 4 9.12    御試所内での取り決め（中

野屋栄太・柳原第五郎宛） 

  那 641   

1807 文化 4 9.13    那波祐助が藤吉出府の際の

経費等について、酒造方へ

申請。 

  那 641   

1807 文化 4 9.13    必要木材の新規取立てを願

出る 

  那 641   

1807 文化 4 9.15    榑木到着   那 641   

1807 文化 4 9.16    大坂から酒師を派遣して久

保田・湊にて御試を実施す

る旨を言いつける 

  那 641   

1807 文化 4 10.4    酒造にかかる経費や税、そ

れによる利益等を那波祐助

が藩に提案する 

  那 641   
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1807 文化 4 10.4    上方酒師はまもなく到着す

るが藤吉の弟が病気のため

御用状が着いたら出府する

ことを要請 

  那 641   

1807 文化 4 10.19   藤吉の出府の際に那波祐助

から拝借する銀の返済につ

いて藩から通達 

  那 641   

1807 文化 4 10.21   酒師兵四郎、酒師脇彦右衛

門、室師安兵衛が到着 

  那 641   

1807 文化 4 10.22   丹内源左衛門より、酒師室

師が到着したため藤吉にも

早く出府するよう通達 

  那 641   

1807 文化 4 10.22   那波祐助から藤吉へ出府に

関する催促をする 

  那 641   

1807 文化 4 10.23   丹内源左衛門から湊町酒屋

へ、加々谷忠兵衛の株札を

御試の間、那波祐助に貸す

ことを通達 

  那 641   

1807 文化 4 10.24   派遣された酒師たちの給金

や久保田・湊での酒造御試

実施を酒師たちに伝えるこ

とを那波祐助に指示 

  那 641   

1807 文化 4 11.3   本立初め   那 641   
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1807 文化 4 11.4   酒造の視察について、明け

方に来られないのであれば

工程を見ることができない

ため丹波に対して早朝に来

てほしいと申し出る 

  那 641   

1807 文化 4 11.5   丹内源左衛門による酒造視

察 

  那 641   

1807 文化 4 11.23   酒の酛が熟したため醪造り

を開始 

  那 641   

1807 文化 4 11 晦日   吟味役大井丈助が視察に来

る 

  那 641   

1807 文化 4 12.2   調銭の拝領を申し出る   那 641   

1807 文化 4 12.4   酒造方掛奉行熊谷惣助、山

口政右衛門、岡見徳平が酒

造工程を視察 

  那 641   

1807 文化 4 12.6   酒師拵糀の入用を申し出る   那 641   

1807 文化 4 12.8   柳原第五郎が味噌を造るの

に必要な白糀の都合を申し

出る 

  那 641   

1807 文化 4 12.10    丹内源左衛門が来る   那 641   

1807 文化 4 12.10    山口政右衛門の仲介で越前

屋弁蔵から錢を拝借する 

  那 641   



12 

 

1807 文化 4 12.19    御試酒完成後、奉行・用人・

江戸上方に献上する。小売

の方法、派遣された酒師た

ちの給金の見直し等を提案 

  那 1184   

1807 文化 4 12.26    良い酒ができたことを藩に

報告 

  那 641   

1808 文化 5 3.14    味醂酎ができ屋形様に献上

する 

  那 642   

1808 文化 5 11.30    源左衛門が室御試に立ち会

う 

  那 1192   

1810 文化 7 9   酒造御試方酒造室箒方共御

役御免 

  秋田県酒造史 56 

1810 文化 7 （暮）   御免解除       

1810 文化 7       池田・兵庫を加えた六

郷酒造仲間が自主的に

積留・減造を申し合わ

せる 

酒造りの歴史 135 

1814 文化 11     4 代祐生が御境口出入調役

銀取纒支配人を拝命 

      

1816 文化 13     4 代祐生が絹方支配人を拝

命 

      

1824 文政 7 7     十二郷参会で減造申し

合わせがされる 

酒造りの歴史 139 
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1824 文政 8     4 代祐生が蚕織方兼境口出

入役を拝命 

      

1824 文政 8       酒造勝手造り令を撤

回、無株営業人の酒造

を禁止 

酒造りの歴史 141 

1826 文政 9       吹田屋事件 酒造りの歴史 138 

1828 文政 11       灘目が三郷に分裂 酒造りの歴史 141 

1831 天保 2       酒造株高調査 酒造りの歴史 150 

1832 天保 3       灘五郷に限り新規株を

交付 

酒造りの歴史 142 

1834 天保 5       灘目・今津の江戸積規

制のために「小送り状

押増判」を願出る 

酒造りの歴史 154 

1836 天保 7       全国的な飢饉を理由に

再び酒造取締りを強化 

酒造りの歴史 155 

1836 天保 7       大減醸令を出す（～

1837/天保 8） 

酒造りの歴史 157 

1838 天保 9       統制の緩和（～1839/天

保 10） 

酒造りの歴史 157 

1841 天保 12 12     江戸十組問屋の特権を

停止する旨を布達 

酒造りの歴史 157 

1842 天保 13   鑑札の交付     秋田県酒造史 55 
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表 3 「元禄時代以来酒造伝記録」鈴木文書 

覚 

酛 草秋の酛は、米 1升に水 1斗 5升、水が冷たい時は 1斗 2升。 111頁 

酛は甘みがあって酸味があるのがよい。渋みがあるのはよくない。渋みは苦みになる。甘味は酸

味になる。酸味は辛みになる。 

111頁 

湯を立てて甘みがなくなれば湯を□□。のちに泡が黒くなれば本添にとりかかる。 111頁 

発酵 二番でわかない時は糀を入れる。この糀は三番で取る。 111頁 

三番の一番櫂というのは、わきが終わって岸はなれをしてそれを混ぜないのが良い。 111頁 

精米 米が白ければ酒は甘くなり、黒いと辛い。ただし、白い米に水 8 升 5 合から 9 升もくめば酒は辛

くなる。 

111頁 

発酵 一番櫂入れの時、酒に苦みがあれば、桶の蓋をよくして置き、蓋に露がたまったのを雑巾でぬぐ

い、また蓋をして 3回ほど行えば苦みが取れる。 

111頁 

糀 一番でも二番でも糀は算用とおり入れる。水は算用よりも 2 斗ほど少なく入れる。三番に酛水か

らの三番までの水は算用して 8升の水であればそのようにする。 

111頁 

酒粕 水酒は滓を引くほど良い。 111頁 

焼酎 焼酎は取っておく。夏酒の滓を混ぜて火を入れて置き、貯酒が甘くなった時は、酒 1 斗に 1 升ほ

ど入れればさしもきく。酒も良くなる。早く新酒を造って酒がわきすみ明日舟にかけるとすれば、

今日焼酎 3石仕舞であれば 3斗ほど入れる。 

111頁 

桶 酛をおろして湯を引く時は甘みは少なくなり、渋みは苦くなる。酸味は辛くなる。米が黒いと酒

にくせが出る。草秋の新酒を造るならば、4尺よりも下の桶は良い。大桶は悪い。口の広い桶で高

さが低い桶ほどよい。 

111-112頁 
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直し 酸っぱい酒を直す時は、灰汁 5 升へ焼酎 1 升を入れ釜で煎って桶に移し、酒に少しずつ入れる。

直らなければ何回も入れてみる。この酒を長く置いておくならば、鶯の黒焼き 1 つずついれてお

けばいつまで置いても苦くならない。 

112頁 

  酒にまわしをするとうすく飲める。〔しふきやう〕を煎じてよくすませて入れる。 112頁 

  酒に油が入るならば、よしの紙で取る。 112頁 

酛 草秋がまだ暑い時の酛は、糀 6 升を使ってもよい。糀が足りれば酛に酸味がついて早く馴れる。

冬は 7升ずつ使う。9月以降は 7升が良い。8月は 6升、6、7月は 5升 5合で良い。 

112頁 

気候 陽気ある年の水の精は良く、米の精は強く、上作である。酒を造ると甘みに変質することはない。

陰気の強い年は水の精強く、その年は極めて下米である。酒にすると苦みやくせがある。 

112頁 

もろみ 三番仕舞までしてわいたのを別の桶にくみかえするほどもろみの溶解・糖化がよく進む。 112頁 

精米 米が良くても酒が辛いのは、米をよく搗いていないから。1 升 2 合から 2 升だったのを 3 斗につ

き 3升から 3升 5合分を搗いて減らす。 

112頁 

気候 秋があたたかいと甘い酒、寒いと辛い酒になる。 113頁 

気候 秋は二番掛だと辛くなる。三番掛だと甘くなる。 113頁 

直し 酒を直すには時鳥の黒焼きを入れる。 113頁 

変酒 変酒は必要な分だけ火を入れて置くと良い。 113頁 

もろみ 一番掛をして、腕を６寸ほど入れて底があたたかければ甘い酒、7寸ほど入れてだんだんあたたか

くなるようであれば辛くなる。もろみがあたたかければ甘くなり、寒わきであれば辛くなる。 

113頁 

精米 大夏は米が白いほど良い酒ができる。小夏はそれよりも少し黒めにする。 113頁 

発酵 水 1 石３斗、米 1 石 5 斗を沸かすとよくわく。二番掛は水 2 石５斗、麹 1 石 8 斗、米 3 石でよく

わく。三番掛は水 1 石 8 斗 5 升、麹 1 石 8 斗、米 3 石でよくわく。この時に少し酸味が出たら、

あく 2斗と焼酎 4斗を使用。 

113-114頁 
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  甘い新酒を辛くするには、夏酒の滓に焼酎を入れ、火を入れて置いておき、その滓を混ぜてよく

からめる。 

114頁 

精米 辛い新酒を甘くするには精米度合いを上げる。 114頁 

  新酒を夏酒にするには、新酒に火を入れていり豆粉にして入れ置くとあまくなって夏酒になる。 114頁 

もろみ 新酒の早造り古米でつくるため甘くなるのを、新しい樽や桶に入れ置けば、生の古酒になる。良

い諸白になる。二番掛までであれば辛くなる。一番掛と二番掛の間をのばさず三番をかければ甘

い酒になる。 

114頁 

分量 新酒酛白米 3 斗、水 4 斗 5 升、麹 2 斗 1 升。一番掛白米 6 斗、水 6 斗、麹 3 斗 6 升。二番掛白米

1石 2斗、麹 7斗 2升 

114頁 

酛 10 月は古米。麹については 9 月の中頃からは新米でもよい。ふかしは新米でも、麹は古米のほう

がよい。酛に使う蒸米は莚に散らかし、その上に莚をかけて冷ます。 

115頁 

新酒 新酒があまりに辛くなったら滓を引くほどに甘くなる。 115頁 

気候 夏酒のもろみは 5月中に終わらせるのが良い。6月にかかるのはよくない。 115頁 

酒粕 夏かけの粕をためておくのはよくない。そのまま酸化するからである。 115頁 

酛 酛に少し酸味がありほかにくせがないようであれば良い。 115頁 

火入れ 水酒、新酒、古酒に限らず、酒が濁るようであれば火を入れて置く。火入れが遅れると酒にあおく

ささが出る。 

115-116頁 

酛 酛は苦みがあって軽いと酒は辛くなる。湯引をすれば辛くなる。 116頁 

夏酒 夏酒は日数が 70、80日経てばまずかけて滓をとっておく。 116頁 

糠 糠やくだけた米はよく取っておく。糠がまじっていると酒に渋みが残る。 116頁 

洗米 白米を研ぐときに水に濁りがあれば酒にくせが残る。 116-117頁 

麹米 麹が軟らかくできれば良い酒ができる。 117頁 
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新酒造るにあたたかなる時の次第聞書の覚 

発酵 米 1斗につき麹 7升、水 1斗 5升を半切にうすく置く。わくのが遅いほどよい。10月にならない

うちはへらでまぜるのがよい。酛があたたかくなるためである。秋口は酛を傷めないように手で

もへらでも米麹をいたわる。冬は少々手でもむのもよい。 

117頁 

酛 水を入れてふたをして置いておくと泡立ってくる。湯を入れると酛が悪くなる。 117頁 

酸味は酒がかたくなる。渋みは酸っぱくなる原因である。洗い水は熱を持っているため、よく覚

まさなければならない。 

117頁 

発酵 一番掛で櫂入れをしてわき立つ時は二番櫂を入れてよい。強く沸いていれば冷まして度々櫂入れ

をする。沸きが弱ければてんまを入れれば沸くようになる。 

117頁 

強く沸く時は蓋のなかほどをあけておく。弱い時はしっかり蓋をして置くと辛くなる。 117頁 

沸きが終わっても 7 日のうちは 1 日に 2 回ずつ櫂入れをして蓋をして置き、よく沸くほど辛くな

る。 

117頁 

発酵  重陽の節句（9 月 9 日）過ぎの頃に 6 石仕舞を造る時、一番添から三番添までもとの味が抜けな

い。一日二日経つともとの味はなくなる。その原因は、本添の蒸米をよく冷まさずに使うためで

ある。二番添でもなくならないのも同様である。三番添から一日二日過ぎて抜けるのは、三番添

で沸せるためである。沸かせる米麹をくたびれさせないようにするのが良い。 

118頁 

発酵 沸くことが重要である。櫂を使って息の立たないように造るのが良い。蒸米を冷ましても沸く時

にはあたたかくなる。その時は櫂入れを度々おこなっても良い。10月に入って 8石仕舞をする。

この時は、夏の水のようなあたたかさで、良い。 

118頁 

酛 10月始めに蓋をして沸かせる酛添において、もとの味を逃さないためである。酛の枯らしが弱い

と大添は酒が甘くなる。酛をよく枯らすと酒は辛くなる。 

118頁 

酛の精が強くて大掛をして、酛の立泡に湯を引き、莚に包んで置く。 118頁 
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山内物語 

酸味 秋口に古米で作る酒は売り次第つくるのがよい。長く置いていれば酒が酸味が出る。たとえよく

できたとしてももろみを長く置けば酸っぱくなる。掛けて置いても酸味が出て悪い酒になる。 

119頁 

酛 酛を立てて翌日にもみの作業をすることは悪いことである。そのため、すぐにもまずに蒸米を傷

めないようにする。寒もとはとりわけもむことはしなくて良い。 

119頁 

 
11月の末から 12月の初めはもんでもよい。 119頁 

発酵 酛添はわくのが重要であり、冬はわきかねるため、一日休む。 119頁 

もろみ 二番掛は、一番を入れてからもろみが張り上がるものである。遅ければ酒は甘くなる。この時に

二番櫂を入れれば酒は辛くなる。三番もすぐに入れる。暖かければ四播まで入れても苦くならな

い。何度も入れればもろみにねばりがつく。 

119頁 

酛 3斗の酛は 40日ほどで枯れる。3石 5斗掛ければ良くなる。4石掛ければ酒は甘くなる。9月の事

である。 

119頁 

水 酛添は水 1斗。 119頁 

米 秋口の酛は米も糀も古米が良い。ただし、酒桶などへ入れておいた米は悪くなっている。酒造に

使う予定の米は風通しの良いところで保存していた古米を使う。 

119頁 

酛 長く持たないと言うのは、馴れているということである。秋のあたたかい時の一日二日も馴れて

わいたらおろす時である。置き過ぎれば酛を殺すことになる。古米の良い所。気温があたたかく

なって酛を急ぐが、新米であれば米の性質が強く米が馴れない。古米であれば、米の性質が弱く

水蒸気に反応して早く馴れる。 

119-120頁 

秋のうちの酛は、米糀を傷めないようにすぐに入れる。 120頁 

  10月は湯を立てないといけない。秋口は立あわが良い。雪の降る寒酛などは引あわでも良い。 120頁 
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櫂入れ 一番櫂が遅いと甘くなる。米糀が固まれば酒にぬくみ（あたたかみ）ついて、とにかく櫂が早いの

は辛みが出る。また、よくわく。水をその都度汲めば酒は辛くなる。 

120頁 

もろみ 10月から 11月 5日まで 3斗酛にて庄兵へ造る。29日に酛添をする時、28日の暮前に水糀をつく

り 29 日に本添をして蓋をしてわかす。蒸米は人肌ほどの温度。11 月 2 日に二番掛けて蒸米を冷

ます。これがわかないように板蓋に莚をかける。その日はあたたかかったため、二番でわかせる

ことは不要。三番添はよく冷ます。 

120頁 

同日、3斗酛に掛けるに、水・糀は朝 8時、食は 10時に入れて板蓋をして莚をかける。朝晩に櫂

入れをして 4 石仕舞にする。二番添から冷ましてわかないようにする。二番酛で味が残ると酒の

精が強くなる。三番もよく冷まし、朝 10 時頃に仕舞えば、夜 12 時頃に一番櫂を入れて二番櫂は

朝 8 時前に入れれば酒に甘みがあって辛い。だんだんわいてくると辛めになる。酛添が泡立つと

二番はわかせないようにするのが良い。三番はじりじりとわかないようにするのが良い。 

120-121頁 

  酛が枯れるには、食（白米か）をあたたかくして一番添に使う。酸味・苦み・渋みなどがあれば酛

添をわかすと良い。 

121頁 

掛 酛が少ないのに大掛けして酒が甘いということは、大掛けは良くないということである。 121頁 

櫂入れ 櫂入れが早いと酒は辛くなる。遅いと甘くなる。岸が下がり匂いが変わる時が櫂を入れて良い頃

である。 

121頁 

櫂が早い酒には粘り気が出る。 121頁 

櫂の定式は、唐からしを火にくべて花弾く時が入れる時である。 121頁 

発酵 よくわかないと辛くならない。 121頁 

櫂入れ 酛添がわかないと、二番に蒸米少しあたたかい状態で晩方櫂入れをする。寒の中はわかなくても

苦くはならない。これは寒いからできることで、秋は冷ますのが第一である。 

121頁 

  醪に水を打つことで売る時に良い。売れずに長く置いておくと酒の精が抜けて悪い。 121頁 
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櫂入れ 二番櫂で桶のきわが少し下がりめの時は相図である。一番櫂が早いのは良い。遅いと夏酒などは

変わりやすい。 

121頁 

  醪に水打つことは秋口から 9月までは水、10月になるとぬるま湯、12月には水打。これはすぐに

売る分である。しばらく置く場合は水を打たずに掛けて置いておく。粕から取る焼酎は薄くない

ので、不足に取っても良い。 

121-122頁 

酛 6 斗酛であれば、半切 12 になる。7 日かけて酛卸しに移し、泡がそろそろ立つ時に蓋をして、泡

が大きくなってぎらぎらしてきたら湯をかける。ただし、酛に甘みが残る時はしばらく蓋をして

置いておく。 

122頁 

櫂入れ 泡がわいて櫂入れの際にうばわきのような泡があれば、その下から白く薄く銀泡のような泡が底

からわいてくれば櫂入れが良くいっているということである。 

122頁 

泡がわかなければ、水わきの泡がすべて底へいって小さい穴が空いて底からわき上るところがあ

る。櫂入れの時にはやり方がある。櫂が早ければわきが出ない。わかないと酒は甘く、苦みがあ

る。そのため、二番櫂を遅く入れればよくわく酒は辛くて苦みがなく、水酒が多く出る。あまりに

強くわく時は頻繁に冷まし、櫂入れをする。そうすれば、酒に酸味が出てもよくわいている酒は

直すのが容易で、直ったあとも戻らない。一番櫂遅くとりかかり、ぬくみがつきすぎたら、そのま

ま二番櫂入れに予定より早くとりかかる。 

122-123頁 

（泡の特徴） 123頁 

発酵 酛添がわかない時は、中二日休める良い。水と焼酎を入れて後で酒の［ ］にする。変質しないよ

うに火入れをする。 

123頁 

もろみ 本添は大いきを時節によって立入る。二番で冷ます。人肌より冷ます。三番に冷やす。 123頁 

気候 冬造りは酒は清く、春になるほど精は強くなる。たとえ薄めに造っても火入れをすれば濃くなる。 123頁 



21 

 

春造りの酒は、夏はもたない。火を入れても薄くなる。3、4月までであれば苦くはならない。5月

になるとよくない。 

124頁 

  酒を掛ける前日に焼酎を入れておくとよい。辛くなる。 124頁 

滓 酒に火を入れた後、焦げくさいのは掛酒（醪酒）のおりをよく引いていないからである。 124頁 

酒粕 酒が良くできてさしのきかないことがあるのは、酒がよくわいて汁がたくさん出るため、さしが

きかない。よくわく酒は夏のもちが良い。 

124頁 

発酵 酒に蓋があるとなまわきである。仕舞をして 10日のうちに澄んでくれば良い。 124頁 

火入れ 酒に火を入れる時をよく見極めなければならない。 124頁 

  あまりに辛い酒は夏はもたない。くさみが出る。甘みがあり辛みもある酒は変質しない。くさみ

が出るのは桶が古いこともある。 

124頁 

  酒にくさみが出てどうやっても直らない時は裏戸前のような所に置いてくさみを取る。 124頁 

火入れ 火入れをした酒が冷めないうちに火の口をぬいて酒を出せばそのあとくさくなるため、良く冷め

てから出す。 

124-125頁 

酒が辛い時は早く火入れをしても良い。 125頁 

6月 5日に火を入れた酒は 7月 11日に飲むと辛みがある。そのため、7月 12日に二番火を入れた

ので、40日にも満たないうちに火入れをするのは早いかもしれない。新酒であれば薄く、春造り

であれば辛みがあるはずである。60日はもつだろう。上方では 70日もつと言う。大夏の二番火は

8月 4日に入れる。 

125頁 
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酒の直し方 

もやし 2 升、葛根 5 合、肉桂（ニッキ）2 匁、胡椒 2 匁、豆の粉 10 匁、〔しふ

きやう〕1匁、杉の皮 5把、焼酎 1斗 

125頁 

丁子 1匁、肉桂（ニッキ）1匁、桃仁 1匁、石灰 5合、松花 1匁、杉の焼葉、も

やし 2升 

125頁 

南蛮（唐辛子）30、石灰様子次第、胡椒 1匁、もやし 2升 125頁 

もやし 2升、杉の赤身たくさん、〔しふきやう〕50目、［ ］1匁 125-126頁 

酸味のある酒を直すには、このような薬味できっと直る。 126頁 

 

三石の諸味直ス事 

焼酎 1斗 126頁 

渋いところと皮を取り、150目くらいにする。ただし、煎じて使う。水酒であれば細かくして熱湯

へ入れてそのまま取り上げて入れる。 

126頁 

良いもやしを煎り直す。ただし、もやしを炭の火 3升ほど炭をおこしてそのあたりにもやしを置い

て、もやしで火を止めるようにして焼く。そのもやし 1斗 2升ほどで直る。あまりに酸っぱくなっ

ている酒には 1斗 5、6升も入れて、焼酎で煎って使うのが良い。 

126頁 

以上の 3つで上酒になる。ほかにもいろいろあるが、他の薬を入れれば必ず酒にくせがつく。 126頁 

もし長く置いておくなら、鶯の黒焼きを水酒にしてから 2分斗入れておけば苦くならない。薬味で

直したとしても時間が経てば酒にくせが出てくる。 

126頁 

大坂で酒造を伝授された。温度を考える。多くの酒を造ることでわかることもある。 126-127頁 

桶司のまねばかりをしているといっても、酒は一人で造るということではない。 127頁 
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元禄 12 閏 9.27 酛米古の上白米 6斗、糀新米で白米 3斗を入れれば、この糀は 4 斗 3升 5合あるのを皆入れ

る。水は 1斗 4升水にして 8斗 4升入れる。 

128頁 

元禄 12 閏 9.5 おろす。湯は 3本で、9日に酛添 8斗掛ける。10日に二番 1石 4斗掛ける。11日に三番 2石

8斗掛ける。5石 6斗で仕舞。この酒は二番掛けても酛味退かず、三番でなくなった。新酒は

酛味が退かなければその酒は特に辛いものができる。 

    酒に泡が出ることはさし水の水酒にさすためである。もろみへさし水を入れれば酒に泡は立

たない。秋があたたかくても舟で変質することはない。 

128頁 

元禄 12 12.20  9石仕込み、1本仕込みをする。 128頁 

元禄 13 1.10  今日まで一向にわかない。木酒を 3 斗ほどよくわかして櫂を入れて桶の真ん中に入れて湯桶

2 つに湯を手引にして桶の中にだかせて入れる。しっかり蓋をして莚をかけて置けば、夜中

にわき立って少し桶からこぼれる。それが良くできた証拠である。夏まで持つかは定かでは

ないので、早く売る。 

128頁 

酛 米 6斗に糀米 2斗 4升を合わせて水は 9月までは 1斗 4升、10月は 1斗 3升、11月からは 1

斗 2升、10月まで酛を木のヘラで廻す。11月からは手で廻してよい。春もあたたかい時はヘ

ラで廻してよい。酛をおろす時はよく見てふっつりと泡が出た時におろすと良い。冬は 30日

ほどもつ。 

128頁 

糀 上々白米は入りにくい。米は黒みがある方が入りやすい。たくさんの酛にかければ酒は甘く

なる。白はぜばかりでは花がないのは酒が辛いが薄い。そのうえ、さしがきかず、酛は少な

く、きばみあって甘みがでるのは良い。すべて黒めの米で糀を入れれば、酒は清くなる。第

一もろみがよくつぶれて酒がよく和合してできる。 

128-129

頁 
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糀 元禄 12 仙北角間川で米について伝授した。糀米を 3 割に使って酒を造ったところ、ことのほか辛く

できて売れた。その前あるいは黒作りあるいは片白または諸白でも目かけには過ぎない。糀

米は 4 升 3 合ほどに作るので、酒は甘くなる。糀が多いと甘くなり、少ないと辛くなる。た

だし、3割は立の米 1 石についてで、元禄 12年では立 1石につき糀米 4斗である。これを 3

斗 5 升で作れば酒は辛くなる。じっくりわかせてから一番櫂入れをすると酒にうまみが出て

辛い。 

129頁 

元禄 14 5 升 2 合の作り糀。辛みもうまみもある。30 日を過ぎてかければくせがなくなる。夏酒は夏

まで諸味にもたせるため、糀 5 升 5 合より内は勝手次第である。それ以上は入れてはいけな

い。これに反して糀を多く入れるとその酒は夏になると甘くなる。 

129頁 

もろみ 元禄 12 30日目におろす湯を 4本も 5本も立つたちあわで引いて、半切 2つ付けて酛を 3つに取り分

けて冷ます。翌日酛おろしへ入れて蓋をして置く時に通常の酛は上の方がかすむ。本添で櫂

を入れてよくわかす。ただし、本添の水は斗水、二番も斗水、三番ではよく冷ます。水は三

番水で差し引きする。今日仕舞えば明晩に 2、3か所櫂入れをする。三日目、四日目も同様。

わき付いた時が一番櫂入れであれば櫂 2 本で念を入れておこなう。糀と米をよく合わせるた

めである。三日目に櫂入れをすれば、酒は清くきれいにできる。総じて櫂入が早い酒は辛く、

遅いと甘い。酛は 30日にも限らず、22～25日にもおろす。寒の入日から 40日程前。 

129-130

頁 

米 酒米は上々がよい。下米は損である。 130頁 

酒桶 新しいものが良い。 130頁 

釜、薪 大釜は木が太いと良い。小釜は木が細いと良い。 130頁 

水 天気をみて汲むのが良い。雨が降ってから汲んではいけない。 130頁 

糀 その都度入れて使うのがよい。入れて長いものは酒が悪くなる。少し花があるのは良い。全

体が白くはぜているのは酒に味がない。 

130頁 

  酛が若い時に湯を引いて添をかければ、酒の精が強くなる。 130頁 
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  本添でわかないのは泡もちてわくからである。本添はなんでもわかせるのが良い。 130頁 

  酒のたりが出ないのは本添がわかないからである。 130頁 

上米 上作の上米で造る酒の一番櫂が早ければ酒は辛い。二番櫂は 5 つ時も 6 つ時も控えて入れる

時は必ず酒に味がありうまいものである。 

130頁 

悪米 不作の悪米で造る酒の一番櫂は早ければ酒は苦い。そのため、辛くなりやすい。一番櫂を抑

えて入れればよくわく。酒のうまみの小味があって酒は辛い。 

130頁 

  奈良漬の粕は冬粕をよくおして置いて夏に売るのが良い。 130頁 

  大夏の一番火で 7 月末から 8 月に 53 日ほど入って、酒が軽くうすくなるのは二番を望む。

例えば、火を入れなくてもよいことになってもさしはきかない。 

131頁 

  新酒でもすべて渋みが出るのは、酛添でわかなかったためである。長く枯れている酛に水糀

を前の夜に立てて朝蒸米を入れる。9 月土用 9 日目に造る酒には苦み、渋みがある。酛添で

わかないのは櫂入れが早いためである。櫂は 6時にて入れる。 

131頁 

糀 酒に使う糀は甘みがあってやわらかいものが良い。湿り気があって毛がはえているのは悪い。 131頁 

糀 あまり強くもむと良くない。 131頁 

  生酒のまま保存するのは、蔵の湿気のない所で桶の下に小嚢 57 所も袋に入れて吊っておく

と湿気をうけない。吊っておけなければ、桶の下に厚い板を敷いてその上に袋をのせておく。 

131頁 

  一番火は酒をかけてから土用前に見る。二番火は 50日過ぎてから入れるのが良い。ただし、

火の気があるのにさわると必ず変質する。 

131頁 

  餅米で造る酒は特に辛い。甘みの少ないすみであるためと考える。 131頁 

水 翌日の掛の時、天気が良くても前日に汲んだ水は良い。朝に汲みたての水はあまりよくない。

水の中にあるごみなどが沈まないからである。何日もあめが降り続いた時は一日二日水を休

131頁 
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めて置いて使うのが良い。そうすればよくすむ。ただし、前日に汲めなければ朝早くに汲む。

井戸水は汲みたてを使うのはよくないので、一晩置く。 

  米をつけておいた桶を酒の〔てんま〕に使ってはいけない。本桶の酒は 131頁 

元禄 13 9.11  本立。 131-132

頁 10.29  酛添。これには、大わき立って糀 4斗 8升、水 5斗を宵に入れて一晩待ったものを使った。 

11.10  朝に櫂入れをする前にわき付いたのを見て水 2斗を入れる。50日になる酛である。 

  煮本とは、まず米をふかしてそれを半切に入れる。蒸し釜の湯をたち切るようにゆる湯ため

しで算用のとおり計って入れよく蓋をして置く。半切の中で冷めるように置いて、よく冷め

たら糀算用のとおりに合わせて煮本という。食べるために本を煮ることがあり、こびりつい

て焦げくさくなる。 

132頁 

  苦みのある酒ならば、もろみ 1石につき焼酎 5、6升ともやしを少し入れて櫂入れをし、よく

蓋をして 53日も置いて掛けると苦みがなくなる。少しの苦みであれば、よくわいて蓋につい

た露のようなものを 4、5回雑巾でふけばなくなる。 

132頁 

  酒を辛くしたい時は、本添え莚を 3 枚取りよくわかす。ただし、本添さえよくわけば、酛の

味も抜けた後に良い酒ができる。二番でよく冷まし、少しもわかせない。 

132-133

頁 

  一番櫂が早ければ酒は辛くなり、遅ければ甘くなる。ただし、あまり辛くならないようにす

るには、すみ酒 5斗ほどを諸味に入れてわかして数日置けば、苦みもなくなる。 

  米が白ければ酒にくせがなく、黒ければ苦み渋みがある。つまり、白く搗いてよく研いでよ

く蒸して糀を引いて時節を考えて造ればよい。水は 8 升に汲めばよいが、春造りなどで夏ま

で持たせる時には水は少なめがよい。水 8升で酒はよくわき、辛くもなる。 

133頁 

酛 酛をあまり長く半切に置いておくと酛に酸味や渋みのくせがつく。少し酸味がある時はおろ

す時である。泡が立ってきたころが相図である。 

133頁 
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  湯を引くのは立泡のあと、泡が大きくなった時である。ただし、引いても少し甘めで酛の味

がなくならなければ、そのまま蓋をして置いてよくなれば酛おろしに入れて蓋をして置く。

櫂入れをするのが良い。 

133頁 

 

もとしの事 

  焼酎 1 釜から 5、6 升ずつ出してためて置く。4 月頃になってよく酒粕を通常の諸味のように

粕を細かくして混ぜてよく蓋をしてわかす。一日に一度ずつ櫂を入れて、日数 2、30日も過ぎ

て酒舟にかけてよく滓を切って酒 1石に 2升ほどずつ入れれば、酒は辛くなる。 

133頁 

元禄 16 7.25  脇方に行けば、酒は薄く火くささがあるため、こちらで貯め置いて取りよせれば、酒は良くな

る。 

  秋口は 5時 6時であれば、唐辛子が焦げるにおいの米であれば、一番の櫂の時である。だんだ

ん寒くなると 7時 8時にもなる寒中に及ぶ時は、12、3時を過ぎると苦みが付くことがある。 

134頁 

古米 古米は櫂入れが早くても苦くならない。 134頁 

  米が白ければ櫂が早くても苦くない。 134頁 

  新米は櫂が早ければ苦みがある。糀が多いと苦みはない。ただし、櫂が少ないと甘くなる。櫂

早ければ辛くなる。 

134頁 

  上作の米は酒に苦みはない。 134頁 

  不作の米で悪米には苦みがある。糀を 5升 5合使って櫂を早く入れれば必ず酒は辛くなる。 134頁 

  古米造りならば糀 5升で良い。もしうまみを付けるならば 5升 2合に増やすとよい。 134頁 

  櫂早ければ苦みがあっても酒は辛い。遅ければ甘くなり苦みはない。 134頁 

元禄 14 8.3  本立。白米 6斗、糀 4 斗 2升。ただし、7合は糀である。水 9斗。ただし、1升 5合半切 12に

入れて、中三日持っておろす時には大きい泡が立つ。6斗を本おろし二つへ入れて湯が立つ前

134頁 
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にあげる。銀泡までできてそれから落泡になる。その後、べったりとすまなければよい。4、

5日過ぎて掛ける。4石 5斗仕舞には 4尺へてんま 2本、その上本添がよくわくからである。 

冷まし櫂 櫂のへりは長さ 1尺、幅 6寸。たとえば、秋口朝明け 4ツ時 9ツ 8ツ暮にもほとりつけないた

めに櫂を入れる。諸味にぬくみをつけると覚えていれば、櫂をかくごとに桶の内にわき立って

諸味が見えないほどになる時、そのいきが止むまでかく。のちにそのいきが止むため、桶の内

側の諸味が見えるほどにかけば、夜の 4 ツ時（10 時）にかいて朝まではふっくりと静かにわ

く。諸味にぬくみがつけば、桶の底にくさみが付くくらいにくさく、酒の味は悪くなる。酒の

ぬくみより久しくあっても、まずはロウソクで覚えている。下り 17、8、20□までの 1 寸か 1

寸 2、3歩ほど残る。それでいき立が止む。 

134-135

頁 

  古来の酒は長くもたないというため、大坂では新酒はすべて古米である。その酒は来春３月ま

で売るつもりで造った。 

135頁 

  先年横町藤林で秋口から酒を造りを失敗すれば、約 110 石の内でも少しよくなる酒もあるだ

ろうと思うほどではない。酒桶司衆も手伝ってくれたが、うまくいかない。その後池の内七兵

へ預けて造らせ、様々な普請をたてて工夫をしたが、合点がいかなかった。酛立する時の酛の

事ではないと思う。おろしても湯の精がある時は上る。引きはそのまま落ちることで気が付

く。その年の室拵いを言いつけた時、出入があらくて室の出入り口は高くつくっておくように

言えば、いきが冷めやすくて、すみの火に糀を入れると言うので、糀を入れてうまみなくふっ

くりとよくできないのは、ただのすみの火の力で糀になるから、酒は酛から思うようにいか

ず、酒の出来が悪くなる。その後、それを心得て糀を使うと酒は良くなる。酒に糀は大切なも

のであり、必ず入れる糀は使わない。 

135頁 

  屈強の桶司ら 4、5 人で詮議をした。酛米は上米にすれば、米さねをおろすまでに米さねがあ

る。8 月、9 月は二夜つけると、古米は格別のことで、新米で本立すればはしりの下米をよく

135頁 
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搗かせて本立をすれば米さねは残らない。漬本というのは、米正根をよく腐らせて、よく蒸せ

ばなお良い。 

  長く変質した酒に火を何度も入れ、様々な方法で直しても売れないものを直す時には、木わた

20 匁を引きさき、水３升入れて 2 升 5 合になるように煎じて、それにもやし 1 合ほど入れて

冷まして焼酎 1斗に加えて、変質した酒 8石ほどへ入れればよく直る。これは伝授された当時

では極秘のことであったが、今はそのようではない。これはかけ酒がすみ酒のことである。何

度も直して悪くなれば、砂こしして直す。 

135-136

頁 

漬元 米 3 斗のうち米 7 合 5 勺を煮炊き、水 3 斗 6 升入れて上に膜が張るまで漬け置く。その米を

洗い、ざるにあけてふかして半切 3つへも、暑い時は 4ツ 5ツへもこの米を分けて入れる。 

136頁 

本立 これで作る酒はよくつぶれている。濁酒にしても二日三日置いても酸っぱくならない。米の目

は第一きらへもの（ママ）である。研ぐ時に水に流してしまう。 

  詮議をした時、酛米には上米を使えば、米さねをおろすまである。8月 9月は二夜つけばいい

かと思うので、古米は格別で、新米で酛立をするならば、はしりの下米をよく搗かせて酛立を

すれば、米さねは残らない。 

136頁 

 

酒にかミ 

秋口に新米・古米を取り合わせて造れば苦い。一番櫂をおさえ岸落するまで控える。 136頁 

櫂入れが早ければ苦い、二番櫂を抑えればよい。 136頁 

酛に渋みがあれば苦い。 136頁 

糀 5升に使って、櫂入れが早ければ苦い。 136頁 

酛添に櫂を入れれば苦い。ただし、新米の時。 136頁 

糀 5升よりも少なく使えば岸落するまで櫂は控える。 136頁 
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酒にすミ有ルハ 

  秋口造りで諸味が少ない。 136頁 

  □を漬けている桶をてんまに使う桶に酒を入れる。 136頁 

  いつ立わきをする。 136頁 

  はやく〔てんま〕を入れて大わきする。 136頁 

蒸し 蒸しが生蒸し。 136頁 

もろみ 諸味にぬくみをつければ酸っぱくなる。 136頁 

糀 若い糀で甘みがない。 136頁 

米 ふけ米を酒にする。 136頁 

  古米作りの酒諸味で長く置く。 136頁 

酛 渋い酛を造る。 137頁 

糀 ほとり付く糀を酒に造る。 137頁 

  本立の時、おま□あっておろす時のすみは良い。はじめからすみがあるのは酒が少なくなる。 137頁 

 

酒にあまミ有ルハ 

酛 少ない酛に大掛けする。 137頁 

米 上作上米上白である。 137頁 

櫂 一番櫂が遅い。 137頁 

  二番をわかす。 137頁 

糀 糀 6升以上 137頁 

  諸味にほとりが付いて立わきは甘い。二番で仕舞えば辛い。三番掛ければ甘い。 137頁 

  秋口あたたかい。 137頁 

  諸味に長くもたせて掛ける。 137頁 
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  二番と三番の間が遅ければわく。わけば必ず甘い。 137頁 

  秋口で古米の時は甘みに出る。一番櫂を専要にする。 137頁 

  酛が冷める前にはや掛をする。 137頁 

  酛引泡に湯をひく。 137頁 

 

酒にくせ有ルハ 

  桶と舟袋はよく洗わないとうつり香がかびくさい。 137頁 

  酛多く添が少なければ酒は辛いがくせがある。 137頁 

  酛に渋みがある酒はすぐに渋くなる 137頁 

  米が黒ければ酒にくせがある。渋く苦い。 137頁 

  米を研ぐ時、白水をよくとれば酒にくせが出る。 137頁 

蒸し 生蒸けであれば渋くいらめくくせがある。滓にこびつく。 137頁 

 

火くさき酒の事 

よく滓を取らず火を入れたため。 137頁 

火を入れて冷めないうちに早く酒を売るため、8日過ぎまではせめてよい。 137頁 

粕であるため。 137頁 

酒を煮る時、手がぬるい。焦げる。 137頁 

雨が降る日に酒を煮るのは火がもどる。 137頁 

火を遅れて入れれば酒はうすめになる。 137頁 

火おそなわれば香ばしくなる。 137頁 

酒が変質しなくても香ばしくなる。 138頁 

舌にいらつく。 138頁 
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青くさミ有ル 

あまり辛いのを夏までもつ。 138頁 

古桶に置く酒。 138頁 

糀の余りが不足である時も青みが出る。新酒は 5升 2合、夏酒は 5升 5合。 138頁 

櫂があまりにはやい。 138頁 

 

酒からきになる事 

間延びすれば必ずわく。二番わけは甘い 138頁 

間をすかさずのばさないのをわかせないとはいう。 138頁 

糀米 4割使いから 3升使いまでは糀が辛い。 138頁 

蒸米を冷ます。 138頁 

白米を搗いて水をたくさん使う。8升以上。 138頁 

秋口一番で仕舞は辛い。酛味が残っていやしい。 138頁 

酛は枯らすほど酒は辛い。 138頁 

 

酒うすめに成事 

いつ立わきすればうすい。 138頁 

糀が少なければ酒は辛いがうすい。 138頁 

糀に花がない。 138頁 

春造りはよくわくようであるが、火を入れてからうすい。 138頁 

わかない酒。 138頁 

よくわく酒はうすめであるが、たりが多くさしもきく。 138頁 

酒が辛ければ酒はうすい。 138頁 
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もやし多く使えばうすめになる。 138頁 

日数がたたない酒をかければうすめになる。さしはきかない。 138頁 

 

酒にかぶみ有ル事 

長く糀を使う。 138頁 

ほとりに付いた糀を使えばかぶみ・すみが出る。 138頁 

酒造道具を粗末に洗う。 138頁 

 

元の事 

  蒸しに念を入れ、糀がこわくないのがよい。 139頁 

酛米 10月から二夜つける 139頁 

  酛は日数がもつほど良い。もっとも上米上々白である。 139頁 

  湯を立てる時も甘みが残れば酒はうすくなる。 139頁 

  早なれすればすみが早くくる。 139頁 

  甘みがあるのにおろせばすみがくる。 139頁 

酛 わかいものをおろせば泡立つ。 139頁 

  酛まわしで不手際があれば渋みが出る。酒がつぶれることもある。風のある所は悪い。 139頁 

 

ふかしの事 

酛拵 蒸しに念を入れ、糀蒸しも同然である。薪を少し入れてよく蒸す。 139頁 

  白米をよく研ぎ洗うのがよい。 139頁 

  白水をよくはなせば蒸しくさくなく、酒にくせがない。 139頁 

酛 蒸米を酛に使うときはよく冷ます。 139頁 
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酛添 酛添の蒸米は人肌程度の温度にし、寒中であればそれからすこしぬくみが付く。 139頁 

  二番三番蒸しはいつも冷ます。 139頁 

 

糀の事 

室 室の出入りが高ければ糀はこわくうまみがない。 139頁 

  酒に使う糀は酛から糀にいたるまで生蒸けにしない。室に風の通りが悪く、甘みがあっ

て柔らかく花が少しあるのがよい。 

139頁 

 

酒にあわの事 

酛添がわかないのは酒に泡が立ち変質するからである。 139頁 

甘くできた酒は泡立つ。 139頁 

水酒にさし多ければ泡立つ。諸味はさし泡がない。2月頃からあとはそうならない。冬のう

ちはよい。 

139頁 

 

こ味の事 

蒸し 薪を使うのを惜しまず、よく蒸す。中途半端に蒸すと酒にこみが出る。 139頁 

  水を控えた酒。 139頁 

  米性がよいのを白く搗くこと。 139頁 

  よくわいたのはうすめであるが、さしがよくきく。 139頁 

  糀に花が付くこと。 139頁 

  日数を置いた酒。くせもある酒はよい。大酒屋はたくさん造り置いて、日数を立てかけ

ることで酒がよい。さしもよくきく。 

139-140頁 
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酒いやしき事 

二番で仕舞えば、酛味が残って酒はいやしくなる。しかし、よくわかせばなくなる。 140頁 

米黒ければ渋みがある。 140頁 

水の多い酒。 140頁 

古い桶を使って造った酒。 140頁 

蒸しにあたたかみを付け過ぎる酒。生蒸けであれば必ずいらつきがある。 140頁 

 

かわる酒の事 

  春造りは夏まで持てば変質する。 140頁 

  一番火を入れてそのあとに滓をひく。 140頁 

  酒がこうばしくこきくさくなる。 140頁 

  辛みがある酒は変質しない。辛い酒は変わる。生蒸の米を使う酒は辛くても変わる。糀

が少なく水が多いものも夏酒は変質する。 

140頁 

もろみ 秋口の酒は直りにくい。石灰 1升をよく煎って、もやし 3升を入れて諸味 2石ほどへ焼

酎 1斗を入れると、よくわいて直る（元禄 13）。 

140頁 

本添 本添の翌朝、桶のきわ 4、5 寸もいきでぬれていないならば、酛には必ず大掛けはしな

い。 

140頁 

酛添 6月末から 7月にかけての夏の暑い時期の酛添もわかさないようにする。朝に本添すれ

ば晩には二番を掛ける。暑い時であるため、本添をわかせば酸っぱくなる、甘くなる。

二番掛は間をおかない。 

140頁 

酛 酛が軽いのはよい。湯は徐々に熱くする。 140-141頁 

  夏酒の糀は手前で計り桝目を吟味する。糀は 5升 4、5合がよい。 141頁 

  粉先を酒に造ろうと思えば、米 1斗へ粉先 1升の割合がよい。 141頁 
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からうすの事 

あまり深いと臼が返って米が減る。 141頁 

あまり浅いと臼は返らない。 141頁 

わおさえが高ければ米がいたむ。 141頁 

わ三つ入れて糠を立てて二つにする。 141頁 

臼があまりに反っているのはよくない。 141頁 

杵先が太いと米がいたむ。3寸か 3寸 5歩がよい。そのかわりわおさえを下げる。杵先が

細ければよく搗く。米は減らない。 

141頁 

酛添二番三番までにも苦みがあり、櫂をおさえれば甘くなる。苦みは櫂をはやく入れれ

ば軽くなる。諸味 30日も持たせれば苦みがなくなる。二番櫂をおさえて入れる。 

141頁 

あまり強くわく酒には冷まし櫂を入れる。わかない酒をおさえてぬくみを付けるように

する。蓋をして櫂入れはしない。 

141頁 

わかない酒には蓋をして櫂を入れない。一番櫂がはやければ必ずわかない。手を付けな

いでおけばぬくみがつく。その時よくわく。 

141頁 

酛添 1日□して、翌日 12時程に櫂を入れ、底にこもっていた酛味がぬける。くさみもぬ

ける。 

142頁 

酛添がよくわくならば、桶の蓋を取っておく。酛添の粘りがなく、かわいていればよく

ない。ただし、夏まで持つ夏酒は酛のわきがよくなく生わきはよい。 

142頁 
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もやしあくの事 

上のよいのはねずみ色でこわいものである。口にいれるといらつきがない。これを鍋に入れて

使うことがある。寝せて使うこともある。下のあくは色白くなりやわらかい。そのままではい

らつくがあるが、酒に使えばよい。良いあくは少し使ってもよいきくで、もやしのにおいが残

らない。悪いあくはもやしのにおいが残る。炭の火をおこし、火あく留め置いてよく焼けてか

ら冷まして使う。 

142頁 

 

酒に火を入事 

元禄 15 5.24 酒の火を入れるのは、通例では 27 日であるが、さしつかえがあり変更し、24 日に火を入れ

る。二番火は 60日の時点で必ず入れる。酒におり立てをしてはいけない。火を入れる前によ

く滓を切って入れる。滓を含むものを入れる時は、その滓を釜に焼き付ける。第一は 5月の

中（5月 27日）に火を入れることが肝要である。もし酒が強ければ中から三日ほど過ぎても

良い。二番火も酒が少々弱いと思えば 54、55日ほどでいれてよい。 

142頁 

元禄 15 8 世間に酒を売る。1 升 1 匁 4 分の諸白のうち 1 匁 8 分から 2 匁 2 分までを売る時、手前に夏

中から売場のしたみ酒を取り集めたところ、5 斗 5 升あった。もっとも 2 割から 5 割までの

ものを取り集めた。酸っぱいもの、渋いものなどさまざまな味があるものを直した。焼き直

しのあく 3升と渋い酒 50目入れて 3日ほど置くと結構な酒になる。 

142頁 

  秋口の酛は湯を立てても立たなくても酛おろしにそのまま置いてせいをやわらかくする。そ

うすれば、酒を造る時、暑い時期でも酛のせいは良いため大わきしないため、酒は変質しな

い。寒くなれば酒のわきは弱くなるため、酛にせいを持たせてわかせる。秋口は酛のせいを

やわらかくすることで酒の出来が良くなる。 

143頁 
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  濁り酒をこすのに諸味を袋にいれ、水を入れてよくもむ。諸味だけをこしてそのあとに水を

入れれば酒はうすくなる。諸味を袋に入れ、水を入れてよくもみ濾せば、酒は濃くどろどろ

して良い。 

143頁 

  酛添をわかせるということは、酛味を消さないためである。良い酛に酸味、渋みを促すなら

ばよくわかせなくてもよい。しかし、酛添がわかないと最後までわかない。 

143頁 

  酛添して二番で仕舞う時は、秋口は朝と晩に掛けて仕舞う。二番の間が遠ければ酒は甘い。

三番仕舞では一番に櫂入れをするのが遅ければ酒は甘い。二番と三番の間があれば二番でわ

き過ぎて早く甘くなり、三番でも甘くなる。二番仕舞の時は、二番を早く掛ける。遅くなれ

ば酛添がわき過ぎて酒は甘い。なお、10月より前は底にあたたみがある。 

143頁 

元禄 16   上作で米の質が良く、酒は甘めになる。この時は酛を枯らして造る。酛に早掛すれば甘くな

るため、酛を枯らして宵に水糀で酛添をよくわかせるのがよい。二番わかせは甘くなる。 

143頁 

酛 酛はうすめに少し酸味があって水くさく、上に泡をもって濁っているのがよい。 134-144頁 

  7～9 月中頃までは二番で仕舞ってよい。7 月は間もなく二番を掛け、8 月は朝本添仕舞をす

れば夕方過ぎに二番を掛けてよい。9月も日暮れに掛けて、10月は一夜置いて翌朝二番を掛

け、その晩に三番掛けて、10月末 11月は中一日とばす。12月になって酛がわかないのは二

日もとばせて、酛添がわくのがよい。二番にはわかせないように蒸して三番を掛ける。 

144頁 

  酛添をわかせないように櫂入れをすることがある。7、8月は底にぬくみが付いて酸っぱくな

らないかと思うので、櫂入れをしたあとに二番を掛けることがある。9 月中頃から後は酛添

に苦みが付く。9、10 月末は櫂を入れないでよくわかす。たりもあり、あとまでよくわく。

酒に泡もなく、酛味もなく、酛にくせがない。酛添は酒になるまでわかせて二番からはよく

蒸米を冷まして掛けるのが第一である。なんでも二番をわかせず早く三番を掛けるのが大事

である。 

144頁 
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  酛を立てるのに半切 10 枚も立てるうちに早馴れの半切がある。それならばその半切の酛を

残りの半切に混ぜて置いおくと、その酛にくせがつく。くせが付き過ぎた後に混ぜるならば

よい酛も悪い酛も同じであるため、ある程度の半切を毎日吟味することが大事である。 

144頁 

  酛に湯を立てるのに大事なことは、湯を徐々に熱くしていくことである。冷えている酛に熱

湯を加えるのは良くない。 

144頁 

 

※虫食いによって解読されていない箇所は□で表した。文字数がわからないものは［ ］で示した。 

※現代の言葉に置き換えられず、意味もわからなかったものは史料中の表記をそのまま用い〔 〕で囲んだ。 
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表 4 那 5677 文化 2 年秋「酒造屋ニ相成砌之積考帳立」 

  （石）   

請石高 120 此造酒当 8 月より翌 2 月まで 7 ヶ月 

新酒 100 中白 1000 俵（玄米 1 表につき 2 升 5 合、へり米 25 石、玄米都合 1083 俵、右は元米共） 

夏酒 200 上々白 500 俵（玄米 1 表につき 3 升 5 合、へり米 25 石、玄米都合 583 俵） 

    糀米元米共此代玄米一俵につき駄賃御銭上り 1 貫文之 

    2 口〆1666 俵 右糀米元米共 此代玄米 1 俵につき駄賃口銭上り 1 貫文かへ 

都合（支出） （貫文）   

米買入高 1666   

釜木 60 釜 108 駄賃上り 1 貫 800 文かへ 

もやし 10 悪丁銀 

藤治(杜氏）給銭 50   

蔵廻り給銭 25   

岡廻り給銭 18   

室藤治（室杜氏）給銭 14 7 か月 

めし給銭 8.4 700 文 

樽殿給銭 9.6 8 月 2 日まで 800 文手間 

売場手代 18 1 貫 500 文手間 

唐臼突（搗）方 5 人 31 900 文手間 

唐竹買入 2   

桶屋 3 手間 

しな袋木綿袋 15 かす（粕）は 4 合 
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役米 80 80 俵 8 月 12 日まで 

小夫 254 8 月より 2 月まで 

宿料 300 利足銭 

御高 450 120 石 御役銀 8 銭役共 

樽殿立テ代 10   

（合計） 3071 酒値段 諸白：140 貫文 新酒：90 貫文 

 

収入 

  (貫文)     

夏酒 100 石 1150 1 割半増 此有酒 115 石 酒 1 升に付 100 文廻り 

新酒 200 石 1610 1 割半増 230 石 酒 1 升に付 70 文廻り 

粕 4500 文目 135   此内焼酒粕ふりかけ粕共 1 目に付 30 文 

小ぬか 5 斗入 51 170 俵 300 文 

粉 30 俵 10     

明表 7.5 1500 銀   

（合計） 2961.5     

不足 107.5 そん   
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表 5 資料にみられる「酒造御試」に関する記述 

番号 資料名  年 日付 「御試（方）」の記述 作成者・差出宛所 

（秋

田市

史） 

文化 2 年酒造方御試に付御書

附寫 

文化 4 8.25 なし（表題にあり。年代未詳）   

1188 乍恐愚案存寄演説之覚 文化 4 8 一、上方酒師御下シ酒造御試ニ付御普請幷諸

道具之入料… 

  

1714 （酒造御試ニ付ヶ条を以御伺

之覚草稿） 

文化 4 8.6 此度大坂ゟ酒師御差下ニ付私手ニ付酒造御

試可被成置被仰渡奉畏候… 

  

1715 酒造御試ニ付ヶ条を以御伺之

覚 

1275 （酒造御試ニ付愚案御答箇

条） 

文化 4 8.6～ 御取揚御執行可被遊ニ付、酒造御試悉皆ヶ条

を以… 

  

（秋

田市

史） 

文化 4 年酒造方御試に付御書

附寫 

文化 4 8.14 先頃一と通り酒師被指下候付、拝借銀願申立

候得共、於上悉皆御試被成候故… 

瀬谷小太郎、熊谷惣助、山口政右

衛門、岡見徳平 

641 （酒造御試方日記） 文化 4 8.20 此度より酒師被指下酒造御試被成置候ニ付

那波祐助江… 

丹内源左衛門→松井藤吉 

文化 4 9.13 右は酒造御試御用中雄勝郡湯沢町松井藤吉

往来致候砌… 

酒造方 

文化 4 9.16 此度大坂より酒師被差下酒造御試被成置候

ニ付右取担悉皆私江被仰付猶久保田湊両処

ニおゐて御試被成置候… 

那波祐助 
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文化 4 10.4 一、根元於御上様ニ悉皆御試被成置候儀ハ… 那波祐助 

文化 4 10.19 同人同様明年より壱ヶ年五百目宛但御試相

済帰宅之上は… 

大井丈助、丹内源左衛門 

→松井藤吉 

文化 4 10.23 支配人那波祐助借受酒造可致申ニ付右御試

中同人江酒造株札被下置候故… 

丹内源左衛門→港町酒屋格年中 

文化 4 10.24 一、先頃酒造御試ニ付ヶ条を以御伺奉申上候

処… 

酒造方支配人那波祐助 

文化 4 一、久保田湊両処酒造御試相成候儀は… 丹内源左衛門→那波祐助 

文化 4 11.2 此度酒造御試可被成置ニ付大坂表より… 那波祐助 

文化 4 11.4 此度酒造御試被仰付久保田湊於両処ニ酒造

致候… 

那波祐助 

5505 覚（酒造御試湊町へ手代差遣

につき申渡書） 

文化 4 8.25 酒造御試久保田町湊町両処ニ被成置候ニ付

… 

  

5506 覚（室役銀不納之者株札引上

之儀并酒造御試被仰付につき

申渡書） 

文化 4 8.25 一、於久保田町酒造御試被仰付候處、湊町久

保田町両処… 

  

1184 酒造御試方ニ付御伺之覚〔御

試酒出来御献上につき〕  

文化 4 12.19 一、此度御試酒当月廿日出来仕候ニ付…樽江

書印者酒造御試方与書印候而 

酒造方支配人那波祐助 

1201 上方ニ而酒造用具品々一通御

下シ弥益筋有之候ハヽ追々御

国中江右用具用方相移可申ニ

付奉伺候覚書〔上方の酒造用

具購入計画〕 

文化 5 1   酒造御試方那波祐助 
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1203 （酒造御試方への被仰渡の

写） 

文化 5 1 但那波祐助江去卯秋ゟ酒造御試被仰付…   

1213 沖出酒覚帳 文化 5 1   御試方那波祐助 

642 （酒造御試方日記） 文化 5 3.14   御試方那波祐助 

1205 乍恐以口上書御伺奉申上候

（酒屋廃業に付伺書）〔上米町

塚元万四郎酒屋廃業により酒

株等譲受望の者有之について

の伺〕 

文化 5 閏

6.19 

  御試方支配人那波祐助 

642 （酒造御試方日記） 文化 5 6.20 尤御試酒当時九拾文ニ御拂被成置候而ハ… 那波祐助 

1192 （乍恐酒造御試ニ付奉伺候

覚） 

文化 5 10.19 室箒方御余銀三ヶ年分を以、右御年銀之御試

シ方ニテハ御行届キも無覚束候故… 

  

室御試シ被成置候ハヾ…   

御取揚去秋大坂ゟ酒師御下シ酒造御試被成

置候… 
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表 6 伊丹と灘の酒造 

  伊丹（鴻池） 出典 灘 出典 

特徴 江戸時代～。江戸積酒造業として発展。“丹

醸”と呼ばれ、銘酒とうたわれる。元禄期が

最盛期。 

『酒造りの歴史』34頁 近世中期の享保期から天明期にかけ

て台頭。文化期から文政期にかけて発

展。 

「近世灘酒造業の台

頭と発展」長谷川善計 

辛口造りの元祖。低温造り。三回掛。 「童蒙酒造記」105-

106 頁 

寒造り。生酛方式を確立。短期もろみ

の定着化。間酒、寒前造の醸造を廃止

し、寒酒造り一本化。醸造期間の短縮

化、量産化。 

『日本の酒の歴史』

247～250 頁 

年間４、５期（新酒・間酒・寒前酒・寒酒＋

春酒）にわたって酒造仕込み。寒造り諸白

の量産化。寒酒が特に良い酒。 

『酒造りの歴史』34・

36 頁 

木炭を酒に添加し、従来の濁酒に代わる清

酒（澄み酒）を得る。 

『ものと人間の文化

史 酒』134 頁 

アルコール濃度を低下させることな

く、同じ量の米からより多くの酒を造

ることが可能になる。 

『ものと人間の文化

史 酒』139 頁 

もろみを搾る前に焼酎を加える（日持ちが

よくなる。142 頁）。 

『ものと人間の文化

史 酒』136 頁 

    

精米 足踏精米（8 分搗き。『日本の酒の歴史』245

頁） 

『酒造りの歴史』38頁 水車精米（1 割 5 分搗き。『日本の酒

の歴史』245-246 頁） 

『酒造りの歴史』43

頁 

    労働力不足を補う。労働生産性を高め

る。六甲山系の急流を利用。一定時間

内に大量の精米処理ができるため、酒

造りの量産化が容易になる。高度精白

が可能になり、酒質が向上。 

『日本の酒の歴史』

245 頁 



46 

 

仕込みと精米とを分業。 『日本産業史大系 6

近畿地方篇』189 頁 

酒造との分業。地域的社会的分業。周

辺村落にまで生産力的基盤を拡大。 

『日本産業史大系 6

近畿地方篇』189 頁 

水 寒いほど酛が立ちにくいため、水を増やす。 「童蒙酒造記」106 頁 宮水（西宮の湧水）を使用（酛水に限

らない）。天保 11 年（1840）に発見。 

『日本の酒の歴史』

243 頁 

使用量は少ない。（5.1 水）南部諸白（5.8 水）

よりも少ない。 

『酒造りの歴史』34-

35 頁 

原料米 10 石に対して水 10 石を加え

た、原酒を水でも薄めても飲める「の

びのきく酒」（「十水の仕込み」）。 

『ものと人間の文化

史 酒』139 頁 

吸 水

率 

酛仕込みから留点までの吸水率は漸次減少

傾向。 

『酒造りの歴史』44頁 上昇させる→「延びのきく」酒の量産

化（仕込量の増大）。大桶の発達。 

『酒造りの歴史』44

頁 

仕 込

み 

期間 中冬の節より立春に及ぶ 90日の

間に寒造りを実施。 

『酒造りの歴史』30頁 酛仕込み期間の短縮ともろみ仕込み

期間の延長。酛取期間が 30 から 20

日程度に短縮される。仕込み期間は変

わらないため、もろみ仕込み期間が長

くなる。 

『日本産業史大系 6

近畿地方篇』191 頁 

仕 舞 高

※1 

8 石 5 斗 『酒造りの歴史』43頁 8 石（寛政 4 年減醸令発令のための減

石か） 

『酒造りの歴史』43

頁 

糀 の 割

合※2 

4 割 3 分 『酒造りの歴史』43頁 3 割 3 分 『酒造りの歴史』43

頁 

水 の 使

用量※3 

5 斗 1 升 『酒造りの歴史』43頁 5 斗 5 升（吸水率が高い） 『酒造りの歴史』43

頁 

※1 蒸米＋糀 

※2 蒸米に対する糀の割合 

※3 蒸米 10 石に対する水の使用量 
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表 7 灘と秋田の酒造 

  灘 出典 秋田 出典 

水 宮水(西宮市内の特定の地下からくみ上げられ

ている井戸水。西宮の井水)を使用。リン酸塩

が多く含まれる。麹菌や酵母の繁殖を助長す

る成分で、不足すると増殖が悪く、酒母やもろ

みの発酵が不十分になる。 

『日本の酒の

歴史』244 頁 

「那波の水汲み場」。   

アルコール濃度を低下させることなく、同じ

量の米からより多くの酒を造ることが可能に

なる。 

『ものと人間

の文化史 172

酒』139 頁 

旭川の水を使用。良水とは言い難い。 『秋田県酒造史

技術編』71 頁 

米 摂播の米。 『日本の酒の

歴史』242 頁 

早造り用は古米。一般的には新米ができて

からとりかかる。古米は酒桶に密閉すると

変質するため、風通しの良い湿気のない所

に貯蔵する。古米の酒は味が慣れやすい（乳

酸発酵がすすみやすい）。 

『秋田県酒造史

技術編』6 頁 

大坂・兵庫からの購入米。 『日本産業史

大系 6 近畿地

方篇』213 頁 

精米 水車精米。労働力の不足を補う。労働生産性を

高める。急流を利用。大量の精米処理により量

産化が容易になる。高度精白が可能になり、酒

質の向上。1 割 5 分搗き、精米歩合 85%。天

保年間には 2 割 5 分から 3 割 5 分搗き、精米

歩合 75～65%。 

『日本の酒の

歴史』 245～

246 頁 

4%減り 7%減りの米では辛くなる。10%か

ら 12%減らすと甘みのある酒ができる。糠

はよく取り除くこと。文化 13 年の精白度は

容量搗減で 2 割の精白（精米歩合は 80%）。 

『秋田県酒造史

技術編』7～8 頁 
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白米を 8 分搗きから 1 割 2 分搗きに精米歩合

を低下させる。極上酒生産への始動。 

『日本の酒の

歴史』 250～

255 頁 

米が黒い（精米歩合が高い）と辛い酒にな

り、米が白い（精米歩合が低い）と甘い酒に

なる。 

『秋田県酒造史

資料編』111 頁

「元禄時代以来

酒造伝記録」 

    洗米場は酒造場のすぐ近くに設置。 『秋田県酒造史

技術編』8 頁 

造り     並酒より上の酒を「諸白」とする。 『秋田県酒造史

技術編』7 頁 

寒造り。品質的、経済的にも良い。酒造期間の

短縮化。生酛方式の確立。短期もろみの定着

化。間酒、寒前造の醸造を廃止し、寒酒造り一

本化。醸造期間の短縮化、量産化。 

『日本の酒の

歴史』 247～

250 頁 

新酒造りに着手するのは涼しくなってから

がよい。 

『秋田県酒造史

技術編』5 頁 

寒造りは淡くきれいにでき、春になるほど

味は濃い。（寒造り中はもろみの酸味は少な

いが、春になるにつれて酸味が強くなる。） 

『秋田県酒造史

技術編』5 頁 

仕込み もろみの仕込みに使う水は増加。原料米 10 石

に対して水 10 石を加えた「延びのきく酒」(原

酒を水でうすめても飲める酒）。汲水をのばし

て（発酵を促進させる）諸白の品質改善に成

功。 

『日本の酒の

歴史』 250～

255 頁、『もの

と人間の文化

史 172 酒』139

頁 

夏酒は 5 月中に終わるのが望ましい。大夏

の造りは 7、8 月。 

『秋田県酒造史

技術編』5 頁 

酛の育成日数の短縮により、仕舞個数を増加

し、製成酒の量産増加をはかる。 

『日本の酒の

歴史』 250～

255 頁 
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蒸米 10 石に対する水の使用量は、5 斗 5 升。

吸水率が高い。 

『酒造りの歴

史』43～44 頁 

    

糀 蒸米に対する麹割合が 3 割にまで減少。水の

使用量に比例。 

『酒造りの歴

史』43～44 頁 

総米のうち 37%以上が麹にあたる。 『秋田県酒造史

技術編』8 頁 

麹米に高精白米が用いられ、サバケのよい麹

を使用。 

『日本の酒の

歴史』250 頁 

白い米でない方が良い。米蒸しの蒸気力が

弱く、こうじ室が湿っていると精白が高く

粘ってしまい、製麹が困難。 

『秋田県酒造史

技術編』8～9 頁 

    米粒の表面が一様にはぜたものはよくな

い。床もみをあまり丁寧にしないで造るの

がよい。こうじは甘みがあって軟らかいも

のがよい。 

『秋田県酒造史

技術編』9 頁 

焼酎 

取方 

    いつも変わる時は焼酎を取るので、3 回取っ

たらあとは捨ててよい。1 回目は酒 2 斗に

水 1 斗を入れて取る。2 回目は水 1 斗 5 升

を入れて取る。3 回目は水 2 斗入れて取る。 

『秋田県酒造史

資料編』113 頁

「元禄時代以来

酒造伝記録」 

酒 母

（酛） 

寒酒もとは、新酒造りに多く利用された菩提

もと（あらかじめ蒸米をざるに入れて水につ

け、乳酸発酵させる）の 6～7 倍、間酒造りの

水もと（現在の生酛）の 2 倍の日数が必要。

寒酒もとは山卸から坪寄せ、初暖気までの期

間がきわめて長いため。 

『日本の酒の

歴史』248 頁 

米 1 斗、こうじ 7 升、水 1 斗 5 升。こうじ

の割合が多い。ただし、こうじの量は仕込時

期によって異なる。6、7 月は 5 升 5 合、8

月は 6 升、9 月から冬は 7 升。 

『秋田県酒造史

技術編』10 頁 

外気温が高いと酒母の品温が上昇し、アルコ

ール発酵がすすみすぎてしまう。 

『日本の酒の

歴史』248 頁 

暖気を入れずに、膨れてくるのが正常的な

製造法。水割暖気から熱湯暖気に移る。 

『秋田県酒造史

技術編』10 頁 
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もろみ 外気温が高いともろみの品温が上昇し、アル

コール発酵がすすみすぎてしまう。 

『日本の酒の

歴史』248 頁 

酒母が少なすぎると、もろみの発酵が微弱

になる。 

『秋田県酒造史

技術編』11 頁 

寒造りのもろみ日数は新酒造りの 2.5～7 倍、

間酒もろみの 1.5～3 倍を必要とする。 

『日本の酒の

歴史』248 頁 

    

変酒     灰 5 升に焼酎 1 升入れ、釜で煎って桶に押

して置いたものを少しずつ味をみながら加

える。この酒にうぐいすの黒焼きを少し煎

って入れると長く置いても悪くならない。 

『秋田県酒造史

技術編』23-24 頁 
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い
印 

 

在
々
手
造
濁
酒
先
年
ゟ
是
非
超
過
致
可
来
理
合
之
事 

一
在
々
手
造
濁
酒
相
用
候
趣
者
古
来
ゟ
之
事
ニ
而

、
其
節
者
至
而

質
素
之
風
俗
故
米

や
初
米
之
志
い
な
比
米
弐
番
米
亦
者
其
旱
之
喰
余
リ

冷
飯
シ

抔
取
合
手
造
濁
酒
ニ

致
、
實
ニ

空
腹
を
凌
候
一
助
と
も
致
候
世
並
、
何
そ
酒
の
ミ
ニ

不
限
事
ニ
而

質
朴
成

ル

人
気
至
極
御
百
姓
相
当
之
儀
故
、
手
造
酒
与

買
酒
之
損
益
ニ

も
不
拘
、
殊
ニ

其
節

者
少
分
之
業
ニ

も
候
間
、
夫
形
御
構
も
無
之
、
左
様
之
風
儀
故
、
銭
遣
等
共
幾
日

立
候
而

も
希
成
事
ニ

候
、
当
時
明
沢
入
奥
山
家
抔
者
、
今
ニ

其
風
俗
残
候
哉
ニ

見
聞

致
候
得
共
其
節
者
百
ニ

壱
貳
軒
も
候
哉
、
聊
六
七
十
年
来
此
方
追
年
御
百
姓
御

治
世
ニ

随
候
、
家
居
衣
類
等
も
其
分
量
ニ

過
候
族
勝
与

相
成
候
由
、
能
其
手
造
酒

者
猶
以
其
気
増
長
可
仕
之
所
宝
暦
天
明
両
度
之
飢
饉
ニ

付
、
六
郡
酒
造
御
停
止
ニ

被
成
置
候
、
其
砌
両
度
共
御
停
止
被
成
置
候
而

、
其
却
而

手
造
増
長
致
米
穀
過
分

ニ

費
渡
難
御
取
戻
難
被
遊
段
、
連
々
奉
申
上
候
得
共
、
御
取
揚
無
御
座
候
所
、
愚

案
之
通
野
も
山
も
手
造
酒
不
致
者
壱
人
も
無
之
候
風
俗
与

相
成
候
、
其
節
手
造

御
吟
味
之
御
役
人
様
被
相
廻
候
得
共
、
乍
恐
不
相
止
夫
ゟ
し
て
豊
作
ニ

候
得
ハ
、

亦
豊
作
ニ

随
候
手
造
不
致
候
得
ハ
な
ら
ぬ
も
の
与

相
成
、
当
時
ニ

相
至
甚
敷
其
手

造
濁
酒
を
清
酒
ニ

澄
ミ

用
候
御
百
姓
十
ニ

三
四
与

相
聞
得
候
、
能
其
根
元
質
素
よ

り
起
り
候
而

今
日
ニ

至
り
其
元
を
失
ヒ

既
に
家
々
之
飯
料
ニ

相
並
ヒ
候
、
是
其

在
々
御
取
扱
御
役
人
様
御
見
聞
之
筈
ニ

奉
存
候
、
此
費
口
腹
ニ

も
不
入
唯
々
捨
り

候
米
、
年
々
拾
万
石
余
中
考
積
書
別
紙
ニ

具
サ

奉
申
上
候
、
左
候
得
ハ
と
て
御
百

姓
之
風
儀
ニ
而

損
益
ニ

も
不
拘
麁
末
之
飲
食
丈
夫
ニ

致
手
造
を
以
弁
来
候
を
、
以

来
濁
酒
も
入
用
次
第
買
求
可
弁
者
申
候
而

者
、
合
点
不
致
事
候
度
譬
者
微
少
之

珎
味
ゟ
雑
味
之
多
含
コ
ノ
ミ
候
者
下
も
ゝ
之
情
と
候
而

、
左
ニ

昵
仕
馴
来
候
所
ニ

候
得
者
、
此
末
幾
年
御
目
長
ニ

被
指
置
候
と
も
下
々
よ
り
改
メ
可
申
理
有
御
座

間
敷
哉
ニ

奉
存
候
、
仮
令
六
郡
之
内
十
人
二
十
人
者
損
益
合
点
致
改
度
存
候
而

も
、

世
並
一
統
之
風
俗
与

成
果
候
間
、
今
更
我
壱
人
改
兼
候
も
是
亦
人
情
ニ

候
、
右
者

在
々
手
造
濁
酒
之
大
旨
愚
案
ニ

御
座
候 

 

ろ
印 一

在
々
手
造
濁
酒
当
時
益
々
増
長
致
候
を
買
酒
ニ

移
シ

手
造
濁
酒
可
相
止
利
害

仕
法
之
事 

一
手
造
濁
酒
与

申
も
古
来
盈
々
敷
候
家
も
希
ニ

蝋
燭
も
珍
重
致
候
世
之
風
俗
ニ

も
候

哉
、
当
時
之
御
百
姓
盈
々
敷
ぬ
家
蝋
燭
無
之
村
も
希
ニ

候
、
然
者
無
之
と
も
多
か

る
へ
き
事
者
、
追
年
増
長
致
手
造
酒
者
古
風
与

申
ス
と
も
御
国
害
之
至
而

深
キ

事

ニ

相
至
リ

候
、
然
者
何
事
も
下
も
々
之
為
愚
ニ

其
害
現
前
見
得
候
と
再
御
改
難
被

遊
与

申
ス
ニ

者
有
御
座
間
敷
、
唯
其
御
改
形
ニ

成
不
成
之
御
仕
法
拵
も
可
有
候
哉
ニ

奉
存
候
、
此
手
造
酒
之
一
儀
買
酒
ニ

可
移
其
起
り
是
迄
手
造
を
丈
夫
ニ

用
候
程
ニ

買
酒
用
候
而

も
尚
も
価
下
直
ニ

上
り
候
者
、
手
造
酒
可
止
利
之
第
一
ニ

候
得
共
、
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夫
ニ
而

も
未
タ
速
ニ

相
止
申
間
敷
其
情
愚
案
不
仕
候
と
手
造
者
有
米
以
テ
造
候
故
、

何
程
之
価
分
を
手
造
酒
米
ニ

致
ス
与

申
考
者
御
百
姓
な
ほ
勝
手
筋
殊
ニ

無
我
な
る

も
の
故
、
弁
マ
イ

無
之
買
酒
者
い
か
に
下
直
ニ
而

も
其
時
々
価
を
出
し
候
ハ
、
是
迄

無
之
家
内
之
価
出
候
筈
と
心
得
候
、
可
申
此
価
を
乍
恐
能
御
居
り
壱
弐
年
推
而

御
執
行
被
遊
候
与

、
家
内
余
米
相
顕
其
節
買
酒
与

手
造
酒
之
損
益
始
而

（
消
し
）

合
点
致

候
筈
ニ

候
、
譬
者
自
分
与
都
江

出
□
弁
利
と
候
得
終
ニ

者
、
御
仕
置
ニ

馴
染
候
も
是

亦
愚
成
る
者
之
人
情
ニ

候
、
然
者
、
俗
ニ

此
道
よ
り
通
用
為
致
せ

御
上
様
よ
り
其

道
を
御
開
御
手
引
被
成
置
候
訳
ニ

候
、
夫
を
い
や
与

申
候
も
の
ニ

者
、
御
威
光
与

御
慈
悲
を
以
推
而

被
仰
渡
候
者
、
終
ニ

其
道
ニ

入
可
申
左
候
得
者
益
々
家
内
之
益

筋
助
生
候
間
、
其
節
始
而

難
有
御
仕
法
与
可
奉
存
候
、
其
意
得
致
候
迄
之
業
至
而

御
大
事
ニ
而

積
年
之
上
を
以
御
成
就
可
仕
間
、
乍
恐
能
々
御
賢
慮
不
被
成
置
候
而

者
御
行
届
ニ

相
成
間
敷
奉
存
候
、
然
者
上
酒
造
出
シ

候
て
も
下
も
々
之
情
ニ

不
叶

候
間
、
此
所
ニ

者
不
易
之
事
ニ

候
而

、
偏
ニ

右
人
気
を
能
移
候
所
の
ミ
肝
要
与

乍
恐

親
三
郎
右
衛
門
私
愚
意
相
尽
候
先
年
奉
申
上
候
、
乍
去
格
段
下
直
之
酒
と
致
候

ニ

者
、
上
酒
造
り
不
申
候
得
者
至
而

下
直
之
酒
ニ

不
相
成
候
、
其
訳
合
者
へ
印
惣

ヶ
條
取
纒
趣
意
書
之
部
ニ

奉
申
上
候 

 

は
印 

 

御
隣
国
之
酒
ゟ
者
御
国
酒
格
段
不
宜
故
上
方
酒
師
御
下
シ

明
年
上
酒
出
来
可
相

成
考 

 
 

附
タ
リ

他
国
江

出
酒
与

可
成
愚
案
仕
法
之
事 

一
御
国
之
儀
者
諸
国
ニ

勝
レ

候
米
国
ニ
而

志
か
も
杦
伐
薪
下
人
雇
も
諸
国
ニ

勝
レ

下
道

ニ

相
聞
得
候
、
然
者
酒
を
造
り
候
ニ

米
与

杦
伐
与

薪
雇
ニ

候
得
者
、
酒
造
一
道
之
も

の
ニ

高
直
之
品
者
一
通
も
無
御
座
候
間
、
仮
令
上
酒
者
造
不
得
候
て
も
酒
直
段

者
諸
国
ニ

勝
レ

下
直
可
成
所
直
段
迄
高
直
ニ

候
者
、
い
か
ん
成
訳
ニ

御
座
候
哉
、
偏

ニ

御
領
民
ゟ
酒
役
銀
譬
者
三
百
貫
目
を
三
百
貫
目
与

余
斗
ニ

御
取
立
を
御
専
要
与

被
遊
候
哉
ニ

奉
存
候
、
夫
故
其
時
之
支
配
人
と
て
も
可
成
尺
ヶ
者
、
役
銀
増
長
致

候
事
の
ミ
心
を
用
ヒ

候
与
相
見
得
候
、
右
者
悉
皆
御
国
内
之
融
通
に
て
友
家
業

と
申
も
同
様
に
可
有
御
座
之
趣
、
三
・
四
年
以
前
ニ

奉
申
上
候
依
之
上
酒
も
出
来

不
仕
故
、
尚
以
他
国
出
酒
ニ

も
不
成
此
所
ニ

至
り
、
却
而

御
不
益
之
至
極
ニ

可
有
之

哉
与

不
顧
愚
案
、
乍
恐
無
覆
蔵
奉
申
上
候
、
依
之
先
ツ

板
見
池
田
灘
辺
ゟ
随
一
名

人
之
酒
師
能
々
御
吟
味
被
遊
御
下
シ

酒
造
御
試
被
成
置
度
、
惣
而

御
開
発
与
申
、

志
か
も
下
も
々
江

其
事
業
を
被
推
及
度
事
故
、
先
ツ

御
上
様
ニ
而

直
ニ

其
業
を
被
成

候
而

、
下
モ

々
江

被
為
見
置
候
得
者
、
其
実
見
届
候
故
、
不
疑
ニ

其
道
ニ

入
候
、
入

候
得
者
酒
屋
共
、
是
迄
ゟ
奥
太
之
利
潤
有
之
故
、
其
節
御
上
様
ニ
而

御
止
被
通
候

共
、
無
預
酒
屋
共
者
其
業
を
不
捨
候
間
、
於
此
所
ニ

實
之
御
国
益
他
国
ゟ
入
置
与

成
候
愚
案
ニ

候
、
右
愚
案
仕
法
左
ニ

奉
申
上
候 

一
下
り
酒
師
ニ
而

上
酒
出
来
之
上
者
御
上
様
斗
他
国
出
酒
被
遊
候
而

、
其
余
酒
屋
共

い
か
に
願
出
候
と
も
、
壱
桶
も
沖
出
酒
御
指
留
被
成
置
度
、
其
訳
者
御
本
志
酒

屋
共
ニ

他
国
出
酒
為
致
度
被
思
召
候
故
ニ

御
座
候
内
、
御
上
様
斗
他
国
出
酒
被
遊

候
所
を
酒
屋
共
江
被
為
見
置
候
故
、
甚
浦
山
敷
出
酒
致
度
心
掛
盛
ニ

相
成
候
、
左

様
ニ

人
気
を
引
寄
候
儀
第
一
ニ

候
、
次
ニ

其
上
酒
造
方
も
不
具
サ
ニ
而

他
国
江
遣
其

向
々
秋
田
酒
者
変
酒
勝
も
の
候
、
亦
者
下
酒
之
名
目
附
候
与

二
ヶ
月
ゟ
仮
令
い

か
ん
成
上
酒
遣
候
共
、
他
国
迄
之
人
気
を
損
シ

初
発
之
悪
名
難
除
御
執
行
筋
至
而

御
難
儀
与

罷
成
、
此
所
を
以
一
国
酒
屋
共
出
酒
御
指
留
被
成
置
能
々
人
気
を
引

寄
候
節
、
左
ニ

被
仰
渡
度
候
事 

 
 

一
近
年
上
方
ゟ
酒
師
御
下
シ

酒
ケ

造
り
方
御
試
之
所
上
酒
出
来
致
候
故
、
他
国

迄
被
指
出
候
所
向
々
宜
敷
相
用
候
由
、
惣
而

酒
造
之
業
是
迄
自
分
共
之
仕

形
与

引
違
万
端
益
筋
多
ク

有
之
候
間
、
右
造
方
見
習
度
者
共
出
府
可
致
逗
留

中
者
幾
日
な
り
共
、
御
組
ニ

被
下
置
間
居
か
ゝ
り
稽
古
致
自
分
共
も
上
酒

出
来
致
候
者
、
右
酒
御
試
弥
上
酒
之
上
者
他
国
出
酒
も
被
指
免
、
其
上
其

出
酒
之
石
高
之
内
三
ヶ
壱
分
ニ

御
向
酒
役
銀
凡
残
増
多
共
、
却
而

可
被
下
置

条
、
其
旨
相
心
得
下
り
酒
師
造
方
能
々
心
を
用
出
精
可
致
候
趣
被
仰
渡
度
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事 

 
右
被
仰
渡
ニ
而

者
、
三
ヶ
壱
石
高
ニ

御
向
、
却
而

被
下
銀
酒
師
造
方
稽
古
中
御
賄
之

下
銀
酒
師
給
銀
不
少
ハ
納
入
与
可
被
思
召
候 

 

（
貼
紙
） 

 

下
り
酒
師
稽
古
之
者
江

御
賄
被
下
候
義
者
、
其
酒
師
酒
造
リ

居
候
家
ニ

居
か
か
り

候
斗
江

纏
被
下
候
而

、
族
宿
ニ

居
リ

通
江
ニ

稽
古
と
夫
々
者
江

も
被
下
候
与

申
儀
も
無

御
座
候
、
左
様
ニ

及
越
シ
見
習
等
ニ
而

者
決
而

熟
得
不
致
候
故
候 

 

弐
凡
積
り
左
ニ

奉
申
上
候 

一
沖
出
酒
石
高
之
内
三
ヶ
壱
分
却
而

其
者
江

被
下
銀
者
、
御
国
ニ
而

沖
出
酒
よ
し
や
万

石
造
立
候
共
、
於
他
国
ニ

秋
田
酒
者
初
発
ノ
取
組
に
候
間
、
左
様
に
一
時
ニ

交
益

開
ケ
申
事
ニ

者
相
成
間
敷
候
得
者
、
五
・
七
年
之
間
凡
平
均
千
石
宛
も
出
候
哉
ニ

考
候
、
尤
御
上
様
之
沖
出
酒
被
遊
候
外
ニ

候
、
左
様
ニ

人
気
を
引
立
候
間
、
酒
屋

共
者
い
や
が
上
与
沖
出
可
致
、
左
ニ

五
・
七
年
之
間
酒
屋
共
是
迄
ゟ
分
外
之
酒
捌

ヶ
方
与

成
候
上
、
沖
出
酒
者
三
ヶ
壱
之
分
役
銀
銭
被
下
置
候
間
、
宜
敷
利
潤
得
候

上
、
其
後
年
ニ

至
リ
右
三
ヶ
壱
御
役
銀
不
被
下
候
共
、
沖
出
酒
致
候
得
者
、
利
潤

有
与
申
事
を
能
々
仕
覚
合
点
致
候
間
、
夫
迄
之
御
道
引
ニ
御
座
候
、
依
之
千
石

故
三
百
石
分
之
役
銀
八
銭
増 

 
 

一
七
貫
五
百
目
被
下
銀
ニ

御
座
候 

一
酒
師
造
方
稽
古
中
御
賄
被
下
候
儀
者
、
九
十
月
ゟ
翌
三
月
頃
迄
之
も
の
ニ

候
、
其

上
六
・
七
月
中
不
絶
居
候
ニ

も
無
之
事
者
、
家
々
之
取
仕
末
も
有
之
候
筈
、
タ
ト

ヒ
ハ
拾
五
人
余
者
九
月
ゟ
三
月
迄
半
分
居
候
、
凡
積
一
日
壱
人
弐
厘
弐
分
御
賄

代 

 
 

一
弐
貫
七
百
目
被
下
銀
ニ

御
座
候 

一
酒
師
給
銀
五
十
両
位
ニ
而

可
然
候
得
共
、
先
七
十
両
与
積
候
而 

 
 

一
四
貫
五
百
目
被
下
銀
ニ

御
座
候 

一
酒
造
御
試
ニ

付
御
普
請
諸
道
具
無
入
料
愚
案
前
書
外
題
ニ

奉
申
上
候
、
此
分
者
酒

造
被
遊
候
ニ

付
、
若
勢
共
給
銀
酒
師
ゟ
下
人
賄
造
方
中
惣
諸
道
具
拵
賃
等
新
規

故
者
、
拵
直
シ

其
外
諸
雑
用
惣
凡
積
り
ニ

御
座
候 

 
 

一
弐
貫
五
百
目
被
下
銀
御
座
候 

右
同
断
ニ

付
、
年
中
造
方
其
外
若
勢
共
私
欲
等
無
之
様
、
為
吟
味
之
強
而

私
欲
を
吟

味
致
候
ニ

者
無
之
候
得
共
、
御
太
事
之
御
試
為
私
欲
之
上
酒
出
来
可
致
を
、
万
一
不

出
来
等
致
候
時
者
、
往
々
此
一
件
僅
成
ル

事
ニ
而

永
ク

捨
リ

候
、
譬
者
一
桶
五
十
俵
造

リ
ニ

候
所
四
十
八
俵
用
五
十
俵
与

申
候
共
、
一
々
酒
師
之
手
ニ

掛
申
も
の
ニ

も
無
之
、

右
之
類
侭
有
内
之
事
ニ

候
、
尚
惣
仕
上
リ

以
左
之
通
能
々
指
考
不
申
候
得
者
、
其
本

利
害
ゟ
起
候
而

六
郡
江

被
押
及
候
事
故
、
微
細
ニ

仕
上
リ

相
分
リ

不
申
候
得
者
、
不
相

成
旁
ニ

付
手
代
壱
人
抱
申
候
此
給
銀 

 
 

一
七
百
目
被
下
銀
御
座
候 

〆
拾
七
貫
九
百
目 

右
十
七
貫
九
百
目
者
惣
御
入
料
与
罷
成
候
得
共
、
万
一
愚
案
見
詰
皆
々
不
相
調
御

破
レ
与

成
候
共
、
碇
定
与
御
国
益
弐
万
石
高
候
考
に
印
ヶ
條
ニ

具
サ
相
分
奉
申
上
候 

 

に
印 

 

酒
師
御
下
シ

之
上
者
仮
令
上
酒
も
他
国
出
酒
も
不
相
調
候
共
聢
定
之
御
国
益
ニ

可
相
備
考
之
事 一

上
方
酒
師
ニ

候
間
米
薪
手
間
共
ニ
諸
国
随
一
高
直
成
ル

所
ニ
而

渡

世
与

致
候
、
米
薪
手
間
至
而

下
直
之
御
国
仕
馴
之
所
江

下
リ
候
、

早
ニ

変
而

利
発
成
仕
方
者
有
之
筈
ニ

候
、
近
キ

事
者
庄
内
大
山
辺
ニ

而

酒
師
致
候
者
ニ

哉
、
仙
北
郡
板
見
内
村
三
郎
兵
衛
与

申 
一
米
九
百
石 

 

酒
屋
ニ

右
之
者
昨
年
ゟ
酒
師
致
居
候
、
当
春
有
酒
廻
在
ニ

御
吟
味

役
丹
内
源
左
衛
門
様
御
同
様
三
郎
兵
衛
与

其
酒
師
様
之
上
品
々

相
尋
候
内
、
酒
屋
三
郎
兵
衛
申
ニ

者
是
迄
に
三
斗
入
壱
俵
ニ

付
壱

升
ツ
ゝ
之
搗
減
ニ

出
米
有
之
由
、
其
搗
方
承
候
所
尤
利
発
ニ

候
、
大
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曲
村
酒
屋
市
左
衛
門
与
申
者
も
先
年
ゟ
右
搗
方
ニ

候
而

、
当
時
酒

屋
共
ニ

者
希
成
搗
方
ニ

候
、
但
六
郡
酒
造
屋
斗
之
酒
米
凡
五
万
石
与

考
候
而

壱
升
ツ
ゝ
違
候
得
者
、
千
七
百
石
程
違
候
、
右
を
甚
内
端

ニ

考
五
合
ツ
ゝ
与

見
詰
候
而

、
右
九
百
石
唯
々
捨
リ

候
分
、
誠
実
之

余
米
与

相
成
年
々
御
国
益
ニ

相
備
リ
申
候
、
尚
亦
左
様
ニ

利
益
多
ク

有
之
も
の
な
ら
ハ
、
見
伝
聞
伝
酒
屋
共
一
統
其
業
ニ

習
可
申
筈
与

可
被
思
召
候
得
共
、
下
も
々
者
愚
勝
成
被
も
の
ニ
而

我
々
之
仕
馴
ニ

昵
他
之
事
ニ

心
を
用
ヒ

見
候
事
、
中
々
以
難
キ
事
ニ

候
、
殊
ニ

酒
屋

之
亭
主
与

申
者
十
ニ

九
ツ

酒
ヶ
造
リ
方
抔
一
図
不
ル

知
者
ニ

者
夫
故
、

何
も
彼
も
酒
師
若
勢
共
ニ

相
任
、
唯
酒
師
若
勢
共
之
機
嫌
の
ミ
取

候
を
、
当
時
之
風
俗
ニ

候
、
依
之
上
方
酒
師
ニ
而

人
気
を
引
寄
、
其

信
仰
致
候
所
を
以
、
是
迄
御
国
内
ニ
而

も
利
発
之
業
有
之
所
を
上

方
酒
師
之
伝
ニ

致
、
為
道
引
候
者
、
能
其
道
ニ

入
可
申
左
候
得
者
、

彼
レ

も
是
も
皆
以
御
用
弁
与

可
相
成
之
愚
案
ニ

御
座
候 

一
上
方
之
酒
粕
者
糠
与
切
交
イ

候
而

田
畑
之
茵
（
カ
）
致
候
由
、
右
切
交
イ

候
を
手
之
平

ラ
江

乗
せ

吹
候
得
者
飛
候
よ
し
、
是
を
以
考
候
得
者
、
御
国
酒
粕
ゟ
者
十
分
宜
敷

絞
リ

根
元
と
し
諸
味
ゟ
熟
候
故
ニ

候
、
熟
候
間
能
押
切
与

成
候
、
是
亦
甚
実
地
を

以
考
候
而

も
、
譬
者
壱
升
滴
リ

候
所
、
下
リ

酒
師
之
造
リ

方
壱
升 

一
米
壱
万
石 

弐
合
位
者
可
滴
右
粕
ニ
而

考
申
候
、
左
候
得
者
同
ク
当
時
酒
造
屋
造

高
五
万
石
与

考
候
而

、
右
壱
万
石
之
御
国
益
ニ

候
、
是
以
是
迄
唯
々

捨
リ

候
を
余
米
与

成
候
間
、
誠
之
御
国
益
相
備
リ

可
申
考
ニ

候
、
壱

升
滴
与

壱
升
弐
三
合
滴
者
、
当
時
酒
屋
共
軒
並
ヒ
ニ

相
違
事
侭
間
有

之
候
、
其
業
い
か
に
申
諭
候
共
合
点
不
仕
候
、
此
情
前
書
ニ

奉
申

上
候
通
ニ

御
座
候 

 
 
 
 
 

一
当
時
六
郡
酒
屋
共
新
酒
ゟ
夏
酒
迄
ニ

多
少
者
兎
も
角
も
変
酒
不
致

酒
屋
壱
人
も
有
御
座
間
敷
哉
ニ

見
聞
致
候
、
上
方
と
て
も
随
分
変

酒
も
多
分
有
之
候
よ
し
ニ

候
得
共
、
則
本
之
如
酒
ニ

致
候
よ
し
、
尤

上
方
ニ
而

も
名
人
ニ

無
之
而

者
、
此
一
件
出
来
不
申
由
ニ

承
候
、
然
者

御
国
ニ
而

年
々
捨
リ

酒
三
百
石
哉
五
百
石
ニ
而

者 

一
同
六
百
石 

有
之
間
敷
奉
存
候
、
仮
令
壱
郡
ニ
而

百
石
ツ
ゝ
与

考
候
而

も
右
六
百
石

年
々
捨
リ

米
下
リ

酒
師
ニ
而

此
伝
授
習
致
候
者
、
是
亦
永
代
之
御
国

益
与
相
備
リ

可
申
奉
存
候
、
尤
酒
師
下
リ

候
共
、
惣
而

造
方
ゟ
変
酒

直
シ

方
迄
者
容
易
ニ

教
可
申
共
不
奉
存
候
得
共
、
夫
ニ

者
亦
品
々
取

扱
方
も
可
有
御
座
、
夫
等
ハ
追
々
可
奉
申
上
候 

 
 

〆
弐
万
五
千
石 

右
之
外
、
品
々
利
益
多
ク

可
有
之
義
も
候
哉
、
私
之
愚
意
ニ

相
至
兼
候
間
、
先
ツ

右

弐
万
五
千
石
之
御
国
益
与

積
リ

亦
者
其
十
ヶ
壱
与

御
見
詰
被
遊
候
而

も
、
弐
千
五
百
石

ニ

候
、
然
者
前
書
ニ

奉
申
上
候
酒
師
御
下
シ

方
ゟ
御
試
ニ

付
失
墜
料
并
他
国
出
酒
石
高

之
三
ヶ
壱
被
下
銀
惣
入
料
十
七
貫
九
百
目
ニ

候
、
左
候
得
ハ
い
か
に
実
地
を
以
右

余
米
与

指
引
考
候
共
、
十
分
聢
之
御
国
益
与

罷
成
候
哉
ニ

、
愚
案
仕
候
、
其
上
拾
七

貫
九
百
目
之
内
酒
師
給
銀
四
貫
五
百
目
引
残
十
三
貫
四
百
目
者
皆
以
御
国
中
ニ

相

止
リ

候
而

、
為
其
ニ

出
候
余
米
者
年
々
他
国
ゟ
入
置
与

罷
成
候
、
尚
永
代
酒
師
等
之
御

入
料
有
之
ニ

も
無
御
座
、
其
造
リ

方
御
国
民
ニ

移
リ

候
得
者
、
其
余
者
不
入
事
ニ

相
成

候
而

、
御
国
益
斗
年
々
相
残
申
候
、
依
之
上
酒
他
国
出
酒
と
も
ニ
不
成
候
共
、
聢
定

之
御
見
詰
御
国
益
相
備
リ

者
与

申
愚
案
ニ

御
座
候 

 

ほ
印 

 

上
方
酒
師
御
下
シ

方
一
通
愚
案
考
之
事 

一
上
方
酒
師
与

申
内
ニ

も
上
手
下
手
者
有
之
筈
、
何
国
ニ
而

も
下
手
者
得
安
ク

上
手
者

難
得
候
、
其
吟
味
形
至
極
御
太
事
ニ

候
、
是
ゟ
廣
大
難
斗
リ

御
益
も
亦
永
ク

相
捨

リ

候
も
此
一
件
ニ

相
止
リ

申
候
、
左
候
得
ハ
酒
師
之
吟
味
者
自
分
ニ

酒
師
致
候
程

之
者
な
く
て
ハ
、
吟
味
行
届
申
間
敷
、
い
か
に
存
候
と
も
不
ル

知
ラ

事
者
唯
向
キ

方
之
申
条
の
ミ
ハ
御
疑
実
難
相
分
ケ

筈
の
よ
し
、
亦
夫
ニ
而

も
先
ツ

壱
人
御
下
シ

其

酒
師
上
手
不
成
候
得
者
、
亦
別
人
御
下
シ
与

御
仕
直
シ

之
儀
者
、
決
而

不
調
儀
ト

奉
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存
候
、
其
訳
者
是
迄
無
之
事
を
御
始
被
遊
候
故
、
一
統
怪
ミ

候
所
江

初
発
御
下
シ

酒
師
ニ
而

上
酒
出
来
不
仕
時
者
、
人
気
既
ニ

引
切
候
而

、
永
ク

埒
明
ぬ
事
ニ

成
果
候

儀
者
、
徹
底
見
得
候
哉
ニ

奉
存
候
、
譬
者
近
キ

頃
市
町
掘
抜
井
戸
之
如
ク
ニ
而

、
是

亦
名
人
之
掘
師
其
節
下
リ

壱
ヶ
所
者
弐
ヶ
所
与
三
ヶ
所
与

掘
見
候
者
、
何
そ
出
来

不
申
共
難
申
候
、
右
ニ

準
候
間
初
発
御
下
シ
酒
師
御
吟
味
形
至
極
之
御
太
事
ニ
而

、

盛
廃
唯
此
一
件
ニ

相
拘
リ

候
与

奉
存
候 

一
右
酒
師
見
詰
之
通
名
人
下
リ

上
酒
も
出
来
候
と
て
、
幾
年
も
遠
在
之
酒
屋
共
、
年

を
重
ね
稽
古
ニ

出
府
も
難
致
御
上
様
ニ
而

も
、
長
々
い
つ
無
限
リ
御
物
入
ニ

も
被

為
成
間
敷
、
依
之
其
節
上
方
酒
師
四
・
五
人
も
下
シ

候
而

、
六
郡
江

夫
々
配
分
致

申
度
、
右
入
料
其
節
壱
厘
も
御
上
様
ニ
而

不
被
指
出
ニ

罷
下
可
申
愚
案
者
、
其
砌

ニ

可
奉
申
上
候 

一
弥
名
人
酒
師
下
リ

造
リ

候
共
、
数
百
里
隔
米
水
春
秋
気
候
雲
泥
之
違
有
之
候
故
、

よ
し
や
変
酒
致
者
共
、
亦
上
酒
ニ

無
之
共
五
・
六
年
者
其
酒
師
ニ

御
任
せ

不
相
替

為
造
候
儀
ニ

無
之
候
而

、
其
万
事
御
開
発
之
事
故
相
開
ケ

申
間
敷
哉
ニ

奉
存
候
、
依

之
壱
・
弐
年
ニ
而

酒
師
御
引
替
ニ
而

者
、
前
年
・
前
々
年
与

造
方
考
合
も
不
成
候
故
、

御
破
レ
与

可
罷
成
候
得
者
、
旁
初
発
御
下
シ

酒
師
ニ

此
一
件
相
預
リ

候
而

、
其
吟
味

形
肝
要
至
極
之
御
儀
与

奉
存
候 

一
尚
亦
酒
師
下
リ

御
試
之
酒
ケ

造
リ

候
ニ

者
、
家
も
蔵
も
酒
造
具
悉
皆
尚
右
取
纒
之
者

迄
萬
事
御
供
無
之
候
而

者
不
相
成
候
、
尤
新
規
ニ

被
遊
候
程
宜
敷
者
無
之
候
得
共
、

万
一
私
愚
案
見
詰
違
候
得
者
、
右
御
入
料
不
少
御
不
益
与

相
成
候
、
依
之
町
家
之

内
借
リ

家
致
候
ニ

者
、
相
応
之
所
者
壱
ヶ
年
家
賃
百
五
六
十
貫
文
外
ニ

前
銭
与

申
而

弐
三
貫
文
遣
候
も
の
ニ

候
、
尤
約
束
年
限
之
内
此
方
ゟ
延
引
致
候
得
者
、
右
前
銭

者
大
体
損
毛
ニ

成
候
振
合
候
、
其
上
酒
師
若
勢
共
斗
者
難
被
指
置
候
、
依
之
私
愚

案
之
旨
者
、
新
規
御
拵
も
不
被
成
亦
借
リ

家
も
不
被
遊
家
賃
等
之
入
料
も
無
之
、

尤
私
分
発
端
奉
申
上
候
、
酒
造
御
試
故
、
其
吟
味
形
十
分
相
届
旦
、
何
時
御
延

引
に
て
も
、
御
不
益
筋
壱
厘
も
無
之
様
ニ

仕
候
愚
案
ヶ
條
者
追
々
可
申
上
、
此
度

者
不
少
ヶ
条
尚
御
開
発
往
々
夥
敷
御
国
益
形
数
口
奉
申
上
候
得
者
、
前
分
千
金

足
混
雑
致
候
而

者
、
却
而

恐
入
略
仕
候 

 

へ
印 

 

惣
ヶ
條
取
纒
本
志
趣
意
書 

 

愚
案
之
事 

一
右
六
ヶ
條
愚
案
利
害
損
益
者
、
前
ヶ
條
ニ

奉
申
上
候
間
、
此
所
ニ

者
略
仕
候
、
依

之
惣
纒
始
終
取
納
本
志
趣
意
形
左
之
通 

一
上
方
酒
師
之
造
方
を
見
習
候
而

米
を
酒
ニ

致
候
ニ

、
是
迄
ゟ
万
端
利
発
之
金
之
上

酒
出
来
故
格
別
之
利
潤
有
之
候
其
一
ツ

、
他
国
出
酒
致
ニ

附
其
石
高
之
三
ヶ
壱
分

役
銀
銭
被
下
置
候
益
筋
其
二
ツ

、
是
迄
無
之
候
沖
出
酒
ニ

相
成
候
故
分
外
之
酒
捌

ヶ
方
与

成
候
利
潤
其
三
ツ

、
此
三
ツ

之
益
を
早
速
移
シ

申
も
の
者
、
是
非
困
窮
酒
屋

之
不
至
事
ニ
而

、
相
応
之
酒
屋
之
深
切
成
者
ゟ
富
家
之
酒
屋
ニ

預
リ

候
道
理
ニ

御
座

候
、
依
之
右
三
ツ

之
益
仕
覚
候
砌
、
其
益
筋
を
以
下
直
之
酒
ニ

致
候
、
其
下
直
ニ

致
候
塩
合
を
能
御
考
被
遊
在
々
手
造
濁
酒
を
御
停
止
ニ

被
仰
渡
候
、
御
停
止
ニ

被

仰
渡
候
間
、
い
や
な
か
ら
も
是
迄
手
造
之
者
共
買
酒
被
成
候
、
買
酒
被
成
候
得

者
此
分
斗
ニ
而

五
万
石
位
に
も
造
過
ニ

成
候
、
能
其
当
付
之
五
万
石
造
高
与

合
而

十

万
石
造
リ

与
相
成
候
、
夫
江

右
三
ツ

之
益
凡
壱
弐
万
石
造
候
趣
之
益
ニ

も
相
向
江

可

申
也
、
左
候
得
者
、
是
ニ
而

都
合
十
壱
弐
万
石
造
与
罷
成
、
其
上
亦
々
当
時
酒
屋

軒
数
を
今
弐
・
三
割
已
与

銘
々
ゟ
止
酒
屋
与

可
成
愚
案
仕
法
御
座
候
、
是
者
追
々

可
奉
申
上
候
、
左
候
得
者
、
酒
屋
者
当
時
ゟ
格
別
軒
数
不
足
ニ

成
候
而

当
時
之
五

万
石
造
者
拾
壱
弐
万
石
造
与
成
候
間
、
是
非
大
酒
屋
斗
出
候
、
左
様
ニ

大
酒
屋
斗

ニ

成
候
故
、
譬
者
是
迄
弐
百
貫
利
潤
有
之
も
の
者
、
千
貫
も
利
潤
有
之
事
ニ

相
成

候
、
右
者
去
春
中
奉
申
上
候
、
千
石
造
リ

与
百
万
石
造
リ

之
訳
ケ
ニ

候
、
依
之
千
貫

利
潤
有
之
内
四
・
五
百
貫
を
其
酒
屋
之
利
益
ニ

為
致
残
五
・
六
百
貫
之
所
を
以
酒

直
段
下
直
ニ

致
候
、
夫
ニ
而

も
是
迄
之
弐
百
貫
利
潤
有
之
酒
屋
ゟ
者
ハ
ル
カ
ニ

難
有
可

奉
存
、
尚
左
様
ニ

酒
直
段
格
別
下
直
ニ

成
候
故
手
造
酒
買
酒
与

可
相
成
候
、
然
者

家
内
之
益
筋
余
米
被
成
候
故
ハ
、
停
止
之
手
造
再
ヒ
犯
者
無
之
理
合
ニ

候
、
其
益
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筋
御
国
中
ゟ
拾
万
石
ニ

余
リ

候
余
米
与
成
年
々
千
貫
ニ

相
生
候
、
此
分
他
国
ゟ
入

置
与

可
相
成
候
、
於
此
所
ニ

始
終
之
見
詰
本
志
相
居
リ

候
与

申
儀
親
三
郎
右
衛
門

私
両
人
先
年
奉
申
上
候
愚
案
大
旨
ニ

御
座
候 

一
右
之
通
廣
大
無
限
御
国
益
御
執
行
被
遊
候
与

者
、
沖
出
酒
之
三
ヶ
壱
被
下
銀
也
、

酒
師
給
銀
同
稽
古
中
御
賄
料
酒
造
御
試
中
入
料
等
之
小
事
ニ

者
、
聊
も
御
か
か

わ
り
被
遊
候
御
儀
ニ

も
有
御
座
候
間
敷
、
兎
角
何
事
も
人
気
之
寄
安
ク

移
安
キ

を

以
御
執
行
之
第
一
与

被
遊
趣
終
之
所
、
御
領
民
を
以
他
国
よ
り
十
万
石
ニ

余
リ

候
、

余
米
代
金
年
々
引
入
候
を
、
御
本
志
ニ

被
成
置
度
愚
案
ニ

御
座
候 

一
右
御
執
行
御
中
端
ニ

若
御
行
届
相
成
兼
候
哉
ニ

愚
案
仕
候
儀
者 

 
 

一
右
惣
ヶ
條
之
内
取
分
ヶ
至
而

、
御
太
事
之
御
儀
者
、
無
帰
御
執
行
年
来
之
上

意
以
御
成
就
可
仕
間
、
初
発
御
執
行
之
御
仕
法
中
与

、
申
年
ニ

至
リ

御
役
人

様
御
考
被
遊
候
与

、
御
執
行
形
歟
御
趣
意
形
歟
ニ

、
万
一
引
違
候
哉
之
事
、

第
一
名
人
酒
師
と
下
手
之
酒
師
与

不
相
分
罷
下
リ

候
哉
之
事
、
但
此
多
段
之

儀
者
、
私
愚
意
ニ

不
相
届
カ

事
故
、
不
恐
顧
奉
申
上
候 

一
右
御
執
行
御
成
就
之
上
、
後
年
ニ

至
リ

若
万
一
御
破
与

も
可
成
や
之
愚
案
之
儀 

 

者 

 
 

一
御
上
様
者
手
造
酒
を
止
メ
買
酒
に
致
、
酒
屋
数
不
足
ニ

大
酒
屋
ニ

致
、
他
国

出
酒
為
致
候
上
者
、
御
領
民
并
酒
屋
共
迄
益
筋
生
、
尚
御
国
中
ゟ
十
万
石

ニ

余
リ

候
余
米
代
、
他
国
ゟ
年
々
入
置
を
御
本
志
ニ

被
存
候 

 
 

一
六
郡
酒
造
家
者
御
上
様
、
随
而

御
国
中
之
益
不
益
ニ

も
不
相
拘
、
元
よ
り
隣

之
酒
屋
者
何
与

相
成
候
共
、
昨
年
ゟ
今
年
利
益
多
ク

有
之
事
を
以
専
与

仕
候

筈 

 
 

一
御
領
民
者
銭
遣
不
自
由
故
、
兎
角
有
米
を
以
酒
を
拵
自
由
ニ

弁
度
、
仮
令
其

家
主
者
停
止
候
共
、
下
モ

々
者
手
造
致
度
、
是
者
無
我
成
者
之
無
他
事
情

ニ

候 

此
三
ツ

之
理
者
、
幾
年
立
候
共
不
相
変
情
候
、
然
ル
ニ

後
年
ニ

至
リ

、
此
度
御
執
行
御

成
就
形
も
何
を
以
納
リ

候
与
、
其
納
候
趣
意
迄
も
認
シ

候
程
ニ

宜
敷
、
此
一
件
相
納

後
ニ

者
沖
出
酒
江

出
役
御
取
立
歟
、
亦
其
酒
役
銀
ハ
増
被
遊
候
与

、
則
此
御
仕
法
如

今
日
之
相
崩
可
申
奉
存
候
、
尤
此
度
愚
案
之
旨
、
よ
し
や
御
就
成
仕
夥
敷
酒
屋
共

造
立
候
共
、
当
時
之
御
役
銀
高
よ
り
不
足
ニ

御
取
立
被
遊
候
共
、
余
計
之
御
取
立
者

至
而

御
不
益
を
御
拓
キ

被
遊
候
訳
故
、
決
而

御
延
引
被
成
至
度
奉
存
候
、
右
者
至
而

愚

意
之
私
却
恐
多
ク

後
年
迄
之
儀
共
奉
申
上
候
者
、
重
過
ニ

恐
入
候
仕
法
合
ニ

奉
存
候

得
共
、
若
哉
御
国
益
之
一
助
ニ
も

相
成
候
儀
も
御
座
候
哉
ニ

奉
存
候
間
、
不
恐
顧
無

御
腹
蔵
奉
申
上
候 

一
右
大
旨
愚
案
御
賢
意
ニ

被
為
相
叶
、
弥
御
執
行
相
成
候
者
、
至
而

御
太
事
之
書
載

ニ

も
難
相
頼
一
ヶ
條
御
座
候
間
、
甚
恐
多
御
儀
ニ

奉
存
候
得
共
、
上
之
御
役
人
様

御
揃
之
御
席
江

被
召
出
演
説
を
以
一
通
奉
申
上
度
奉
存
候
、
此
分
除
き
可
仕
者
、

若
意
味
深
長
之
次
第
も
有
之
候
格
別
ニ

候
事 

 

右
愚
案
初
発
之
義
者
、
八
・
九
年
以
前
ゟ
去
春
中
同
秋
迄
、
具
サ
に
奉
申
上
候
而

、

室
役
を
先
ツ

倍
役
ニ

被
遊
度
、
右
者
役
銀
余
計
ニ

御
取
立
与

申
趣
意
ニ

無
御
座
候
、
俗

ニ

手
造
酒
之
中
立
者
室
屋
故
ニ

御
座
候
通
、
其
室
役
倍
致
候
時
者
、
止
室
も
追
々
多

ク

出
可
申
、
不
止
者
は
糀
を
高
売
候
筈
、
室
屋
不
足
ニ

糀
高
ク

売
候
時
者
、
是
迄
ゟ

者
手
造
之
糀
不
自
由
之
形
チ
ニ

成
候
通
、
其
倍
役
ニ

付
、
御
余
銀
有
之
分
を
以
、
此

度
之
一
件
御
執
行
入
料
旁
ニ

被
遊
度
之
大
旨
奉
申
上
、
去
冬
中
ゟ
御
執
行
被
仰
出
、

当
四
月
迄
ニ

御
威
光
を
以
御
成
就
仕
、
室
役
銀
不
残
取
立
御
上
納
相
済
申
候
、
却
速

ニ

愚
案
之
通
一
先
ツ

一
方
之
御
余
銀
御
備
相
立
候
も
、
私
迄
四
代
連
続
酒
造
方
支
配

人
被
仰
付
、
年
来
数
代
之
申
置
旁
取
繆
リ

、
聊
御
国
益
与

可
相
成
儀
と
奉
存
候
者
、

親
三
郎
右
衛
門
遺
意
迄
考
合
奉
申
候
者
、
若
御
執
行
尓（

消

もし
）

遂
候
御
儀
、
一
ヶ
条
も

御
座
候
へ
者
、
其
通
之
御
儀
有
仕
合
奉
存
候 

文
化
四
年 

 
 
 

酒
造
方
支
配
人 

 
 

卯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
波
祐
助 
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文
化
四
年
「
酒
造
御
試
ニ

付
ヶ
条
を
以
御
伺
之
覚
」 

 

此
度
大
坂
ゟ
酒
師
御
差
下
ニ

付
、
私
手
ニ

付
酒
造
御
試
可
被
成
置
被
仰
渡
奉

畏
候
、
因
而

差
当
候
儀
、
左
之
通
一
ト
先
御
窺
奉
申
上
候
、
尚
追
々
酒
師
下

着
之
上
尋
聞
仕
品
々
可
申
上
候 

一
此
度
御
下
之
酒
師
大
坂
与

相
聞
得
申
候
、
左
候
得
者
、
全
体
大
坂
者
上
酒
出
来
不

仕
候
由
、
夏
ニ

罷
成
候
得
者
、
伊
丹
池
田
灘
之
酒
ニ
而

弁
用
仕
候
趣
、
左
候
得
者
、

第
一
江
戸
向
之
上
酒
者
灘
造
之
由
、
万
一
此
度
之
酒
師
上
手
ニ

無
御
座
候
者
、

来
春
成
、
右
三
ヶ
処
之
内
ゟ
上
手
之
酒
師
壱
両
人
茂
、
是
悲
御
差
下
被
成
下
着

ニ

仕
度
者
存
候
、
併
此
度
之
酒
師
至
而

上
手
ニ
而

、
宜
敷
酒
出
来
仕
候
者
、
右
ニ

及

不
申
候
故
、
冬
分
迄
ニ

孰
レ

可
申
上
候
、
右
御
試
之
儀
者
、
三
ヶ
年
御
試
被
成
下

度
奉
存
候 

 
 
 

但
右
三
ヶ
年
中
ニ

御
領
内
酒
屋
共
之
内
懇
望
之
者
江

篤
与

伝
授
為
致
候
様
ニ

仕
度
奉
存
候 

 
 
 

〈
朱
書
き
〉
可
為
窺
之
通
候 

一
右
御
試
三
ヶ
年
中
御
上
様
ニ
而

定
旨
被
成
置
候
儀
ニ
而

者
、
品
々
御
指
支
之
御
儀
も

難
計
奉
存
候
、
万
一
酒
之
出
来
不
出
来
ニ

寄
、
御
損
銀
等
奉
掛
候
而
ハ

、
恐
入
奉

存
候
、
依
是
一
昨
年
私
江

被
仰
含
候
者
、
銀
拾
五
貫
目
拝
借
可
被
仰
付
者
故
、

酒
屋
ニ

可
相
成
段
、
被
仰
渡
候
、
右
ニ
而

者
不
足
ニ

御
座
候
故
、
此
度
者
御
銀
弐

拾
五
貫
目
酒
造
方
江

御
分
銀
之
内
ゟ
無
利
足
ニ
而

拝
借
被
仰
付
、
明
年
ゟ
拾
ヶ
年

位
之
返
上
ニ
而

被
仰
付
被
下
置
度
奉
存
候
、
左
候
者
、
悉
皆
諸
普
請
等
迄
も
指

支
無
御
座
候
様
、
計
意
可
申
候
、
乍
去
桶
等
仕
立
候
ニ

者
、
宜
敷
木
品
ニ

無
御
座

候
得
ハ
、
不
相
成
候
故
、
御
代
銀
上
納
可
仕
候
故
、
其
節
ニ

向
御
請
被
成
下
度

奉
存
候 

 
 
 

〈
朱
書
き
〉
拝
借
銀
者
難
被
仰
付
、
悉
皆
於
上
御
試
可
被
成
置
、
右
入
料

者
御
預
銀
之
内
ゟ
弐
拾
貫
目
ニ
而

、
万
事
弁
達
之
御
組
を
以
手
廣
ニ

無
之

御
試
可
被
成
置
候
、
桶
木
等
之
儀
者
被
御
聞
届
候 

一
右
御
試
中
大
体
酒
造
石
高
百
四
五
拾
石
造
リ
ニ

仕
小
売
駄
売
亦
者
他
処
等
江

も
出

来
ニ

寄
売
立
申
度
奉
存
候
、
此
御
渡
銀
役
銀
凡
六
貫
目
位
与

相
見
得
申
候
、
但

右
御
役
銀
上
納
被
仰
付
候
御
儀
ニ

御
座
候
者
、
右
御
試
中
不
少
諸
雑
費
も
相
掛

リ

申
候
故
、
壱
ヶ
年
銀
五
貫
目
宛
私
江

御
合
力
被
下
置
候
様
、
仕
度
奉
存
候 

 
 

〈
朱
書
き
〉
右
御
試
三
ヵ
年
中
、
酒
造
石
高
百
四
五
拾
石
与
申
上
候
、
又
御

分
ヶ
銀
弐
拾
貫
目
ニ

被
成
置
候
上
者
減
石
致
、
御
試
被
成
下
外
無
之
候
、
於

上
御
試
之
事
故
、
御
役
銀
者
御
取
立
被
成
間
敷
、
小
売
駄
売
他
処
売
等
者

所
存
程
ニ

可
取
扱
候
、
右
世
話
方
悉
皆
其
方
江

被
相
頼
、
今
日
諸
雑
費
者
不

及
申
諸
事
之
儀
、
心
を
用
御
世
話
可
申
上
御
合
力
等
の
儀
も
、
御
積
り
を

以
年
々
右
弐
拾
貫
目
之
内
ゟ
可
被
下
置
員
数
者
、
追
而

可
被
仰
渡
、
但
売
酒

直
段
之
儀
者
追
而

可
相
窺
候 

一
右
酒
師
御
給
銀
之
儀
者
、
右
年
限
中
御
上
様
ゟ
被
下
置
候
様
、
仕
度
奉
存
候 

 
 

〈
朱
書
き
〉
酒
師
御
給
金
も
右
弐
拾
貫
目
之
内
ニ
而

可
相
渡
候
、
明
年
ニ

も
別

段
ニ

酒
師
差
下
候
事
ニ

も
候
者
、
其
節
ニ

向
窺
可
申
出
候 

一
右
酒
師
御
領
内
酒
屋
共
之
内
ゟ
拝
借
願
等
申
上
候
者
御
座
候
而

茂
、
拝
借
難
被

仰
付
事
ニ

被
成
下
度
奉
存
候
、
已
上 

 
 

〈
朱
書
き
〉
可
為
窺
之
通
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
造
方
支
配
人 

 
 
 

卯
八
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
波
祐
助 

 

右
者
則
日
御
ヶ
條
御
澄
口
御
朱
書
酒
造
方
掛
り
御
勘
定
御
吟
味
役
丹
内
源
左
衛
門

様
ゟ
祐
助
御
催
促
之
上
出
府
被
仰
渡
候
、
本
書
別
ニ

有
、
但
右
被
仰
出
ニ

付
、
亦
書

不
載
以
御
伺
仕
候
、
御
次
ニ

記
置 
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文
化
五
年
十
月
十
九
日
（
乍
恐
酒
造
御
試
ニ
付
奉
伺
候
覚
） 

 
室
箒
方
御
余
銀
三
ヶ
年
分
を
以
、
右
御
年
銀
之
御
試
シ
方
ニ
テ
ハ
御
行
届
キ
も
無

覚
束
候
故
、
御
定
之
御
銀
添
合
調
る
も
、
五
・
六
年
位
被
延 

乍
恐
酒
造
御
試
ニ

付
奉
伺
候
覚 

室
御
試
シ
被
成
置
候
ハ
ヾ
、
可
然
旨
那
波
祐
助
申
上
候
ニ

付
、
御
申
合
之
上
伺
之
通

ニ
被
御
聞
届
候 

 

辰
十
一
月
三
日
御
立
会
之
処
、
源
左
衛
門
様
御
直
筆
各
御
済
口
被
下
置
候 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
造
御
試
方
支
配
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

那
波
祐
助 

 

乍
恐
以
口
上
書
奉
伺
候 

一
、
去
年
中
酒
造
ニ

付 

御
国
益
ニ

可
相
成
愚
案
奉
申
上
候
内
、
此
度
抜
書
左
ニ

奉

申
上
候 

一
、
大
坂
灘
辺
者
諸
国
に
勝
レ

米
薪
日
雇
ニ

至
迄
、
至
而

高
直
之
処
ニ
而

殊
ニ

夥
敷
酒
造

交
易
致
候
處
故
、
商
い
米
ヲ

酒
ニ

致
候
迄
ニ

者
利
発
之
業
決
而

可
有
之
考
之
事 

一
、
御
国
之
儀
者
米
薪
日
雇
ニ

至
迄
諸
国
ニ

勝
レ

下
直
ニ

候
間
、
酒
を
造
リ

候
而

茂
、
昔

ゟ
之
仕
馴
レ

懶
惰
成
ル

業
哉
、
愚
成
造
り
方
抔
も
可
有
之
愚
案
奉
申
上
候
処
、

御
取
揚
去
秋
大
坂
ゟ
酒
師
御
下
シ

酒
造
御
試
被
成
置
候
、
但
大
坂
造
り
秋
田
造

り
と
酒
出
来
口
風
味
ニ

不
拘
何
酒
つ
く
り
候
ニ

も
米
を
酒
ニ

致
候
迄
之
業
と
甚

利
益
相
生
候
、
是
等
御
見
分
け
被
成
置
候
事
ニ

候
得
と
も
、
左
ニ

奉
申
上
候 

一
、
糀
ニ

も
や
し
と
申
も
の
相
用
ひ
候
、
夫
故
米
之
中
迄
和
ニ

成
、
諸
味
之
上
ニ

者

ふ
か
し
米
も
糀
米
も
同
様
ニ

能
漬
シ

俗
ニ

飴
ニ

も
や
し
を
用
ひ
候
趣
意
ニ

候
、
右

糀
粕
と
も
御
覧
被
成
置
候
通
ニ

御
座
候 

 
 

但 

御
国
風
之
糀
米
ハ
や
は
り
米
ハ
古
米
之
如
く
ニ
而

酒
ニ

者
不
成
ニ

粕
之
中

ニ

壱
粒
米
ニ
而

居
候
、
是
等
者
酒
造
不
案
内
之
人
ニ

も
存
知
之
筈
ニ
而

現
前
之
損
益

相
分
リ
候
、
然
者
此
分
口
腹
ニ
も
不
入
只
ニ

捨
リ
誠
ニ

国
出
之
費
成
業
ニ
而

酒
屋

共
之
不
益
者
則 

御
上
様
之
御
不
益
ニ

候 

〈
貼
紙
〉 

糀
米
之
潰
レ
候
と
潰
レ
不
申
之
境
壱
升
ゟ
百
ヶ
壱
と
考
候
而

も
、
酒
屋
共
之
造
り

高
大
凡
六
万
石
と
積
り
候
得
ハ
、
六
百
石
ニ

候
中
之
百
ヶ
壱
哉
五
拾
ヶ
壱
之
余
も

糀
米
之
益
違
ひ
有
之
候
考
、
但
シ
米
よ
り
酒
ニ

成
り
候
迄
、
昨
年
上
方
造
り
酒
之
た

り
合
考
候
得
ハ
、
壱
升
よ
り
酒
壱
合
位
程
秋
田
造
り
ゟ
余
計
ニ

た
り
申
候
、
此
益
同

し
く
六
万
石
と
考 

 

酒
六
千
石 

 
 
 
 
 
 
 

此
分
上
方
造
り
之
た
め
分
外
之
御
国
益 

 
 

但
此
米
并
人
手
間
諸
夫
費
考
候
得
ハ
、
壱
万
石
余
之
御
益
ニ

相
備
り
候 

旧
冬
ゟ
湯
沢
町
松
井
藤
吉
・
刈
和
野
村
与
七
郎
・
久
保
田
町
酒
屋
拾
軒
程
・
十
弐

所
町
藤
右
衛
門
な
と
焼
酎
取
方
ふ
か
し
米
こ
し
き
之
仕
法
、
上
方
糀
之
伝
夫
々
一

進
弐
通
り
も
見
習
取
用
ひ
候
処
、
上
方
伝
之
通
益
筋
有
之
候
由
、
十
二
所
藤
右
衛

門
此
度
早
々
預
ニ

付
壱
人
見
習
ニ

余
り
候
筈
ニ

候 

 

一
、
焼
酎
取
方
者
粕
拾
貫
目
入
候
こ
し
き
ニ
而

こ
し
き
穴
ハ
星
の
如
く
ニ

明
ケ

右
拾
貫

目
之
粕
ゟ
能
ク

焼
酎
四
升
宛
出
候
柳
影
な
と
拵
候
焼
酎
ハ
五
・
六
升
も
取
候 

 
 

但 

御
国
焼
酎
取
方
六
郡
之
内
ニ

者
其
処
ニ

寄
甚
甲
乙
御
座
候
得
共
、
久
保
田

町
抔
ハ
大
凡
粕
拾
貫
目
ゟ
壱
升
弐
三
合
宛
出
候
、
然
者
四
・
五
升
取
候
焼
酎
粕

も
壱
升
弐
・
三
合
取
候
焼
酎
粕
も
馬
之
嚙
も
の
と
成
候
而
已
ニ

候
、
左
候
者
是

又
口
腹
ニ

も
不
入
只
ニ

捨
リ

候
而

誠
ニ

国
出
之
費
成
業
ニ

候 

〈
貼
紙
〉 

焼
酎
壱
升
弐
百
文
ゟ
百
文
位
ニ

酒
屋
仲
間
互
ニ

売
買
致
候
、
然
ハ
昨
年
私
弐
百
六
拾

石
程
造
り
候
粕
ゟ
焼
酎
拾
石
余
出
候
、
左
候
得
ハ
是
迄
御
町
焼
酎
取
方
之
三
増
倍

余
出
候
故
、
七
石
之
益
ニ

候
、
但
壱
升
百
文
と
致
候
而
も
分
外
ニ

七
拾
貫
文
之
益
ニ

候
、
是
又
六
万
石
之
高
ゟ
弐
万
石
分
之
粕
焼
酎
取
り
不
申
考
ニ
而

も
、
残
り
四
万
石

之
高
ニ
而 

 

焼
酎
千
石 

 

右
者
上
方
伝
之
た
め
此
分
分
外
ニ

出
申
候 
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此
代
壱
万
貫
文 

右
者
御
国
酒
屋
い
つ
れ
も
焼
酎
と
り
シ
候
訳
ハ
夏
酒
難
保
ゆ
へ
至
而
酒
甘
く
成
り

夫
故
右
ニ

用
ひ
候
、
然
ハ
壱
升
焼
酎
た
し
候
得
ハ
、
壱
升
丈
ケ
元
酒
之
升
目
余
計
ニ

成
り
候
間
、
則
右
代
壱
万
貫
文
是
迄
只
々
捨
り
候
分
誠
之
御
国
益
ニ

相
成
ル

考 

 

一
、
こ
し
き
桶
を
莚
ニ
而

包
穴
ハ
至
而

か
く
明
ケ

竈
之
拵
方
者
鳥
居
口
至
而

細
く
致
并

米
を
ふ
か
し
候
節
ハ
桶
江

仕
込
候
ニ

度
々
ニ

仕
込
候 

 
 

但 

御
国
風
之
酒
米
ふ
か
し
候
ニ

ハ
夜
四
ツ
過
ゟ
為
立
朝
五
ツ
過
迄
か
か
り

仕
込
候
、
大
坂
造
り
ハ
夜
八
ツ
過
ゟ
朝
明
ケ

過
迄
二

仕
込
候
、
依
之
二
時
余
も

御
国
ふ
か
し
米
長
く
掛
リ

候
、
夫
丈
ケ

薪
人
手
間
不
益
ニ

相
成
候
、
其
外
品
々
損

益
之
仕
業
御
座
候
大
旨
ハ
御
見
分
被
遊
候
通
ニ

御
座
候 

〈
貼
紙
〉 

ふ
か
し
米
之
桶
釜
一
ト
通
取
扱
利
発
之
業
有
之
た
め
、
昨
年
私
弐
百
六
拾
石
程
造

り
候
、
御
町
酒
屋
共
右
石
高
送
り
候
得
ハ
、
釜
木
代
計
り
九
拾
貫
文
余
入
申
候
、

然
ル

処
私
方
ニ
而

六
拾
貫
文
余
之
釜
木
代
ニ
而

壱
ヶ
年
拝
借
致
候
、
左
候
得
ハ
、
三
拾

貫
文
余
之
益
筋
ニ

候
、
御
町
酒
屋
計
り
四
拾
軒
な
と
有
之
候
而

、
千
貫
文
余
壱
ヶ
年

釜
木
賃
出
し
候
、
是
又
分
外
之
益
筋
ニ

候
在
々
酒
屋
之
儀
ハ
、
其
所
限
り
釜
木
代
甲

乙
御
座
候
故
、
久
保
田
町
計
り
を
以
考
奉
申
上
候 

 

右
者
上
方
酒
師
御
下
シ
之
た
め
、
仮
令
秋
田
酒
を
造
リ

候
共
、
右
益
筋
ハ
相
生
永
末

之 

御
国
益
相
開
ケ
候
奇
端
現
前
ニ

奉
存
候 

 

酒
師
御
下
シ
之
上
ハ
仮
令
上
酒
も
他
国
出
酒
も
不
相
調
候
ニ

も
聢
定 

御
国
益

ニ

可
相
備
候 

右
ヶ
条
外
題
ハ
去
夏
中
愚
案
存
知
寄
書
載
之
内
に
印
ヶ
条
ニ

候
而

、
唯
今
ニ

相
至
リ

的

当
仕
、
私
ニ

お
い
て
も
恐
悦
至
極
ニ

奉
存
候
、
猶
下
ヶ
札
ニ

も
奉
申
上
候
、
僅
ニ

壱
ヶ

年
之
内
数
軒
大
坂
伝
之
こ
し
き
糀
焼
酎
取
方
間
似
致
候
處
、
下
リ

酒
師
共
之
通
リ
ニ

相
成
候
而

信
仰
致
取
用
ひ
罷
有
候
、
是
等
現
前
之
次
第
ニ
而

追
年
ニ

者
御
試 

御
本
志

一
統
難
有
意
趣
可
仕
と
奉
存
候 

一
、
御
試
酒
上
品
下
品
の
差
別
大
凡
昨
年
之
造
り
酒
ニ
而

御
一
統
被
為
知
召
之
通
ニ

候
、
江
戸
為
御
登
善
太
夫
船
破
船
之
段
重
た
て
恐
入
候
、
然
者
江
戸
江

為
御
登

酒
今
年
者
分
り
か
た
く
西
国
辺
江

被
遣
候
酒
者
、
追
々
御
銀
子
可
有
之
、
右
酒

仮
令
至
極
宜
し
き
趣
申
来
候
共
、
一
編
之
御
試
を
以
御
決
大
造
り
之
御
仕
格

も
乍
恐
無
覚
束
程
不
宜
趣
申
来
候
共
、
同
然
之
事
故
、
決
而

上
酒
出
来
不
申
共

難
限
り
執
レ
五
・
六
年
下
り
酒
師
を
以
御
試
か
分
宛
も
為
御
登
向
々
之
者
共

も
請
売
払
候
ハ
ヾ
、
善
悪
損
益
能
ク
合
点
可
致
、
其
内
ニ
ハ
下
り
酒
師
共
も
御

国
気
候
を
以
上
方
気
候
ニ

釣
り
合
候
造
り
方
已
と
工
夫
考
も
生
レ

、
決
而

上
酒
出

来
可
申
奉
存
候
、
米
水
之
儀
者
随
分
相
当
ニ

見
得
候
由
、
左
候
へ
ハ
偏
ニ

寒
中

ニ
寒
暖
不
同
甚
敷
有
之
処
、
肝
要
と
奉
存
候
、
其
上
御
国
民
江

上
方
造
り
之
益

有
事
御
写
被
遊
候
儀
、
御
本
志
ニ

候
得
ハ
、
猶
以
三
ヶ
年
ハ
六
ヶ
年
と
御
試
年

限
永
ク
相
成
候
処
、
御
執
行
御
成
就
之
専
要
ニ

奉
存
候
、
依
而

ハ
御
入
料
之
御

金
繰
等
左
ニ

奉
伺
候 

一
、
御
試
方
三
ヶ
年
と
御
定
被
遊
候
ハ
、
愚
案
存
知
寄
書
載
ニ

御
向
被
仰
出
候
御
儀

ニ
而

、
未
タ
酒
師
御
下
シ
無
之
以
前
之
事
ニ
候
、
則
壱
ヶ
年
も
御
執
行
被
成
置

候
処
、
前
書
御
国
益
永
末
備
り
候
儀
、
現
前
ニ

候
得
者
、
室
方
御
余
銀
三
ヶ
年

分
を
以
御
試
三
ヶ
年
被
成
置
候
、
早
ゟ
御
余
銀
三
ヶ
年
分
を
以
御
試
五
・
六
ヶ

年
も
御
執
行
相
成
候
限
り
取
扱
相
成
可
申
哉
ニ

奉
存
候
、
尤
五
貫
目
哉
拾
貫
目

之
過
不
足
ハ
可
相
生
と
も
此
節
ゟ
大
凡
御
入
料
銀
等
之
御
払
御
規
定
大
旨
被

仰
付
候
得
ハ
、
右
ニ

向
夫
々
之
取
計
意
も
可
有
御
座
ニ

付
奉
伺
候 

一
、
室
方
御
余
銀
根
元
之
儀
者
、
塩
糀
之
仕
法
奉
申
上
候
処
、
刻
剥
ニ

過
候
間
、
右

趣
意
を
以
寛
ニ

相
納
り
候
段
、
御
尋
并
六
郡
室
屋
寸
尺
自
分
〳
〵
ゟ
為
書
出
、

右
ニ

違
ひ
有
之
時
ハ
為
不
調
法
其
室
屋
御
引
上
ケ
之
段
、
御
内
々
被
仰
出
候
、

早
急
当
時
ニ

至
り
室
屋
ハ
俗
ニ

手
造
り
之
中
立
ニ

候
趣
、
至
極
之
御
賢
慮
ニ

奉
存

候
、
旦
六
・
七
拾
年
も
已
前
之
室
御
役
立
ニ
而

罷
有
、
其
節
ハ
味
噌
糀
等
第
一

之
商
売
高
ニ

候
処
、
当
時
ハ
其
家
之
飯
料
ニ

相
過
候
手
造
り
酒
米
二

候
間
、
室
役
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倍
ニ

被
遊
、
右
ニ
而

止
室
有
之
候
ハ
ヾ
幸
ひ
候
、
減
直
不
止
時
ハ
其
倍
役
分
を
以

上
方
酒
師
御
下
シ
、
其
造
り
方
之
利
発
成
ル
益
筋
ヲ
六
郡
江

御
移
シ
、
又
他
国

江
も
上
酒
拵
沖
出
為
致
、
則
双
方
之
益
を
酒
屋
江

意
趣
為
致
候
得
ハ
、
是
迄
ゟ

上
酒
出
来
後
々
ニ

者
格
別
下
直
ニ

払
ニ

成
候
故
、
是
非
手
造
り
自
然
相
止
候
趣
意

よ
く
手
造
り
不
相
止
候
共
、
六
郡
酒
屋
共
計
上
方
造
り
之
益
意
趣
致
候
得
ハ
、

壱
ヶ
年
五
千
石
哉
壱
万
石
之
御
国
益
ニ

者
無
之
段
、
前
ヶ
条
奉
申
上
候
、
右
を

以
室
倍
役
御
執
行
ニ

相
成
候
、
并
壱
年
中
御
意
趣
ニ

者
酒
師
御
下
シ
愚
案
見
積

通
り
御
国
益
ニ

相
備
り
候
ハ
ヾ
、
御
備
銀
ゟ
御
出
銀
ニ
而

茂
、
御
執
行
可
被
遊
様

奉
承
知
候
得
共
、
格
別
御
備
銀
等
御
出
銀
被
成
置
候
ニ

茂
及
申
間
敷
、
明
後
年

迄
之
内
本
始
り
室
方
御
余
銀
酒
造
方
御
備
ニ

御
居
置
、
追
々
御
試
御
執
行
弥
御

成
就
之
御
見
積
被
為
有
候
節
、
大
造
り
之
御
仕
格
を
も
被
成
置
様
ニ

者
、
六
郡

至
極
其
郷
之
酒
屋
共
ニ

相
至
り
候
間
、
上
方
後
々
酒
造
方
御
備
ニ

被
成
置
可
致

と
乍
恐
愚
案
之
程
奉
伺
候
、
已
上 

御
試
方
支
配
人 

文
化
五
年 
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掲載史料一覧 

番号 資料名 年代 西暦 月 概要 備考 

（ 秋 田

県 酒 造

史 資 料

編） 

元禄時代以来酒造伝記録 元禄     元禄期の酒造の技術的な事項について、複

数の項目に分けて説明。 

表 3に詳細を記載。 

明和 8年（1771）8月、熊

谷亦兵衛によって写され

た。長野の『鈴木文書』に

収録。 

672 酒造室箒日記 文化 2 1805 3.12 土岐新甫を通じて会津から酒師を招いて

酒造改革を試みた藩に対して那波祐助は

大坂の酒造を取り入れるべきだと考えて

いた。 

那波家文書酒造方に収録。 

5.15 津軽から酒師を招聘してその酒造方法を

習得する。ただし、潰酒屋は出ないように

することが藩からの条件。 

（ 秋 田

市史） 

文化 2 年酒造方御試に付

御書附寫 

文化 2 1805 8.25? 文化 2年 8月 25日、酒造方が他所出酒に

ついて那波三右衛門に内々に相談があっ

た。藩内の酒造を見て利益が見込めないな

らば、書載にて再び伺うのでその時は聞届

けるように。仕入れについては銀 15貫目

を拝借して実施する。返済法についても指

示。 
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採用された際には、すべての酒屋に指導す

ること、津軽から酒師を呼んで指導しても

らうことを条件とした。 

津軽…日本海西回り航路

の港。松前、羽前酒田との

交易があった。貞享 4 年

（1687）に越前三国から

盛家が移住し、幕末まで

代々酒造業を営む。 

5677 酒造屋ニ相成砌之積考帳

立 

文化 2 1805 秋 酒造に際しての収支の見積もり。 表 4に詳細を記載。 

1043 （六郡村々の役石と有酒） （文化 3） 1806 10 村ごとの酒の造高の覚。 那波家文書酒造方に収録。 

1188 乍恐愚案存寄演説之覚 文化 4 1807 ～8 文化 4 年、酒造方支配人那波祐助による

酒造御試に際しての意見書。酒流通の規制

により領内で損失が増えているため、改革

が必要であるとした。そこで、年々増えて

いる家内手造濁酒を買酒に切り替えて藩

外へ販売することを目的とした酒師派遣

の提案と明確かつ統一された酒造工程を

示しながら買酒に移行したことで今後得

られる利益の大きさを提示している。 

「『秋田市史』文化 4 年 8

月」にて「演説を以」とあ

るから、那 1188はそれよ

りも前のものであると考

えられる。 

那 1192「去夏中愚案存知

寄書載之内に印ヶ條ニ候」

より、文化 4 年夏の提出

か。 

1714 （酒造御試ニ付ヶ条を以

御伺之覚草稿） 

文化 4 1807 8.6 酒師到着後の藩への指示。大坂から派遣さ

れる酒師が下手だった場合は伊丹・池田・

灘の酒師を呼ぶことのほかに、銀が不足し

た時のやりくりについて、酒師の給銀につ

いて藩の意見を求めている。 

この時点で酒師の派遣に

ついては未決定か。 

1715 酒造御試ニ付ヶ条を以御

伺之覚 

文化 4 1807 8.6 史料内朱書きは藩からの

回答か。 
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1275 （酒造御試ニ付愚案御答

箇条） 

文化 4 1807 8.6～ 藩から酒造御試がうまくいかなかった時

の対応を示した。うまくいかなかったとき

には酒師を交代させること、稽古人への手

当、沖出酒の課税についてなど、すべてを

那波自身に任せてほしく、ほかの生活用品

などもそろえるとしている。但し、変酒が

できた時のための準備金や木材の調達な

ど藩に補ってほしいことも示している。 

那 1275の最初で「御尋愚

案大旨御答奉申上候処・・・

御伺奉申上被仰付」とあ

り、愚案（1188）に対する

回答をした（1714・1715）

後のものであると考えら

れる。 

（ 秋 田

市史） 

文化 4 年酒造方御試に付

御書附寫 

文化 4 1807 8.14 申請のあった銀を貸付け、その返上につい

ての条件を提示した。加えて、湯沢町の酒

屋藤吉へ酒造御試に参加するようにと言

いつけられた。また、酒造が良くできて利

益も多く出れば運上銀は免除するとした。 

8 月 14 日か。那 641「当

十四日御書附を以」の「書

附」に該当すると考えられ

る。 

酒師招聘の経緯は不明。 

641 （酒造御試方日記） 文化 4 1807 8.20～

12.26 

名人である湯沢町の藤吉に大坂の酒造り

を習得させるため出府を命じた。 

8 月 20 日、手代辰之助を

派遣し、もう一人催促。11

月 2日、手代庄右衛門。 

必要な道具の費用や新酒の課税について

説明。 

派遣された酒師は播州明

石の出身。灘の酒蔵では灘

出身の杜氏が多かったが、

やがて播州・丹波出身へと

かわる（「ものと人間の文

化史 172・酒」吉田元、2015

年 150頁より）。 
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8.20 那波祐助から藩が名人だと認めた湯沢町

松井藤吉に酒造御試のために出府するよ

うに要請。習得した造り方は 6 郡の酒屋

たちに伝授することも含む。また、藤吉の

ところで造った酒を送ることを指示。川下

げを無役にする。 

湯沢の酒屋松井藤吉に関

する記述。 

9.13 那波祐助が藤吉出府の際の交通費につい

て酒造方へ申請。 

10.22 丹内源左衛門より、酒師室師が到着したの

に藤吉が来なければ段取りが滞るため、早

く出府してほしい。支配人へも伝えるよう

に。那波祐助から藤吉へ出府に関する催

促。 

1184 酒造御試方ニ付御伺之覚

〔御試酒出来御献上につ

き〕  

文化 4 1807 12.19 御試の酒ができ奉行、用人、江戸上方に献

上する。 

  

上方から派遣した酒師に酒を造らせ、酒造

方から差し上げた。 

  

酒樽を中野屋栄太が借りる。その際酒造を

する中野屋の名前を樽に書く。御試に際し

て銀を借りている。 
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酒の小売は、六郡すべてで、高い酒半盃安

い酒一盃の風習である。1升 100文の酒を

50文分と 1升 50文の安い酒 50文分を合

わせて百文の酒を買う。このような崩し売

りが浸透していて 1合買いが普及しない。

後に手造り酒を停止した時 1 升の値段が

特に下がり、売り酒に移行するだろう。 

  

御試の酒ができたことを藩に報告。   

派遣された三人のうち、室師にも給金を支

払うことを甚兵衛が約束していた。 

10月 21日、酒師兵四郎、

酒師脇彦右衛門、室師安兵

衛が秋田に到着（那 641）。 

1677 （川反通り酒造御試所絵

図面） 

（文化 4） 1807       

5745 書状〔願の酒を送られ味見

をした件等について〕 

文化 5 1808 2.25 松井藤吉より那波祐助に酒の味見に関し

て、灘の酒造方法を取り入れたことで飲み

やすい酒であったが、濁酒を飲みなれてい

た人々は飲まないだろうと報告した。 

  

1192 （乍恐酒造御試ニ付奉伺

候覚） 

文化 5 1808 10.19 酒造御試 3年間の予定を 5、6年とする。   

室御試に丹内源左衛門が立ち会い、承認を

得る（文化 5年 11月 3日）。 

  

酒造について。大坂と秋田の違い、糀、焼

酎取方、蒸米、酒の完成、経費、室方につ

いての詳細。 
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5769 書状〔関西方面において酒

好評につき〕 

（文化 5） 1808 10.11 関西に出荷された秋田の御試酒は、風味が

灘のようで評価も良い。 

  

5771 書状〔関西方面における酒

問味につき〕 

文化 5 1808 10.24 関西方面に出荷された酒の質が低下して

おり、その改善が求められた。 

  

1190 御試酒松前箱館江指遣候

模様演説之覚〔他国の酒と

の比較の記述あり〕 

文化 5 1808 11 火入れをすることで味が良くなり、他の造

り方にも応用が利く。 

  

1746 （昨年為指登候御試酒ほ

かについての書状下書） 

文化 6 1809 4.21 一定期間置いた酒は風味が良いが、運搬に

時間がかかるならばその品質を保証する

ことは難しい。 

  

1749 （今年の酒の味ほかにつ

いての書状下書） 

文化 6 1809 7.26 文化 6 年の米の収穫量が多くなる見通し

であり、そうなればこれまでに生じた損失

を埋められるかもしれない。 

  

5441 （文化五年十月より同六

年二月までの来状要旨留

書）〔酒師、新桶酒問味、江

戸為登酒等につき〕 

（文化 6） 1809   新桶の酒は、変質した酒を少し置いておい

たところ、風味が良くなった。 

  

5700 覚（酒造御試方五ケ年延長

につき御尋要旨） 

（文化 7） 1810 5 酒造御試の 5 年延長に際しての提案。規

模の拡大を主な目的とする。 

  

1627 （千石造りに付存寄御答

草稿） 

文化 7 1810 7 那波祐助が自らの病身を理由に支配人職

の解任を申し出る。 

  

1729 （千石造りに付上申書草

稿） 

（文化 7） 1810 7か これから始める「千石造り」、今までの御

試と違う点、利益の発生について。 
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5642 覚（酒造方支配人御役御免

申付書） 

（文化 7） 1810 9 酒造御試による利益がみられないことを

理由に酒造方支配人の解任を藩から言い

渡される。 

  

5640 （酒造御試御用被仰付に

つき仕法之儀の書付） 

（文化 7） 1810 9 樋口惣右衛門に祐助の役職を引き継がせ

て、さらに 5年の御試を継続する。 

  

1629 文化六年巳秋より同七年

午秋迄酒造り高出入指引

勘定覚 

（文化 7） 1810 9改 文化 6 年から 7 年までの酒の造高、沖出

の覚。 

  

5528 書状〔長州下関において酒

販売不調につき〕 

（文化 7） 1810 1.2 商売不振となり、出荷のめど等はたってい

ない。酒の品質も良くない。 
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